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平成２０年３月３日広陵町議会 

第 １ 回 定 例 会 会 議 録 （ 初 日 ） 

 

 平成２０年３月３日広陵町議会第１回定例会（初日）は、広陵町議場に招集された。 

 

１ 出席議員は、１６名で次のとおりである。 

 

   １番  山 田 光 春（議長）      ２番  松 浦 敏 信 

   ３番  山 村 美咲子          ４番  吉 田 信 弘 

   ５番  山 本   登          ６番  寺 前 憲 一 

   ７番  長 濵 好 郎          ８番  山 本 悦 雄 

   ９番  坂 口 友 良         １０番  乾   浩 之 

  １１番  八 代 基 次         １２番  松 野 悦 子 

  １３番  吉 岡 章 男         １４番  青 木 義 勝 

  １５番  笹 井 正 隆         １６番  竹 村 博 司（副議長） 

 

２ 欠席議員は、なし。 

 

３ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。 

 

  町 長  平 岡   仁     副 町 長  山 村 吉 由 

  教 育 長  安 田 義 典     理 事  中 尾   寛 

  理 事  笹 井 由 明     理 事  吉 村 元 伸 

  健 康 福 祉 部 長  池 田 誠 夫     都 市 整 備 部 長  森 田 久 雄 

  教育委員会事務局長  北 神   理     水 道 局 長  植 村 和 由 

  会 計 管 理 者  松 井 定 市 

 

４ 本会議の書記は、次のとおりである。 

 

  局  長  大 西 利 実 
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  書  記  野 瀬 一 吉     上 田 勝 代 

山田議長 ただいまの出席議員は１６名で定足数に達しております。 

 これより平成２０年広陵町議会第１回定例会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

   （Ａ.Ｍ.１０：０５開会） 

 本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。 

 

日程番号      付 議 事 件 

 １        会期の決定について 

 ２        会議録署名議員の指名 

 ３ 報告第 １号 広陵町土地開発公社予算について 

 ４ 報告第 ２号 財団法人広陵町施設管理サービス公社事業計画及び収支予算について 

 ５ 議案第 １号 広陵町後期高齢者医療に関する条例の制定について 

 ６ 議案第 ２号 広陵町放課後子ども育成教室条例の制定について 

 ７ 議案第 ３号 特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条 

          例の一部を改正することについて 

 ８ 議案第 ４号 広陵町国民健康保険税条例の一部を改正することについて 

 ９ 議案第 ５号 広陵町立学校設置条例の一部を改正することについて 

１０ 議案第 ６号 広陵町立幼稚園保育料及び入園料徴収条例の一部を改正することについ 

          て 

１１ 議案第 ７号 広陵町立集会所条例の一部を改正することについて 

１２ 議案第 ８号 広陵町母子医療費助成条例の一部を改正することについて 

１３ 議案第 ９号 広陵町老人医療費助成条例の一部を改正することについて 

１４ 議案第１０号 広陵町心身障害者医療費助成条例の一部を改正することについて 

１５ 議案第１１号 広陵町心身障害者等福祉年金条例の一部を改正することについて 

１６ 議案第１２号 平成１９年度広陵町一般会計補正予算（第４号） 

１７ 議案第１３号 平成１９年度広陵町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

１８ 議案第１４号 平成１９年度広陵町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

１９ 議案第１５号 平成１９年度広陵町水道事業会計補正予算（第１号） 

２０ 議案第１６号 平成２０年度広陵町一般会計予算 
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２１ 議案第１７号 平成２０年度広陵町国民健康保険特別会計予算 

２２ 議案第１８号 平成２０年度広陵町老人保健特別会計予算 

２３ 議案第１９号 平成２０年度広陵町後期高齢者医療特別会計予算 

２４ 議案第２０号 平成２０年度広陵町介護保険特別会計予算 

２５ 議案第２１号 平成２０年度広陵町下水道事業特別会計予算 

２６ 議案第２２号 平成２０年度広陵町墓地事業特別会計予算 

２７ 議案第２３号 平成２０年度広陵町学校給食特別会計予算 

２８ 議案第２４号 平成２０年度広陵町用地取得事業特別会計予算 

２９ 議案第２５号 平成２０年度広陵町地域活性化商品券交付事業特別会計予算 

３０ 議案第２６号 平成２０年度広陵町水道事業会計予算 

 

山田議長 まず、日程１番、会期の決定についてを議題といたします。 

 本定例会の会期は、過日の議会運営委員会で本日から３月１４日までの１２日間とするこ

とにあらかじめ決定されております。会期をさよう決定することに異議ありませんか。 

         （異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、会期は、本日から３月１４日までの１２日間と決

定いたしました。 

 なお、報告第１号、第２号につきましては、委員会の審査を省略して、本日、お願いした

いと存じます。 

山田議長 次に、日程２番、会議録署名議員の指名でございますが、会議規則第１１０条の規

定により 

 １５番 笹 井 君 

 １６番 竹 村 君 

を指名いたします。 

山田議長 次に、本日は第１回定例会でございますので、町長より平成２０年度の施政方針を

賜りたいと存じますので、よろしくお願いいたします。町長！ 

平岡町長 本日、ここに平成２０年度予算を初め多数の案件を提案し、ご審議をお願いするに

当たり、重点施策を中心に所信を申し上げ、議員各位を初め町民皆さんにご理解とご協力を

得たいと存じます。 

 なお、今年度から教育費については教育長が教育に係る施政方針を述べることにしました。
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私と十分協議を重ねて作成したことを申し添え、ご理解を賜りたいと思います。 

 昨年は、日本列島を大きく揺さぶりがありました。能登半島沖地震、新潟県中越沖地震、

そして最高気温４０．９度と７４年ぶりの更新、食品の賞味期限の改ざんや原材料の偽装表

示など、ことしに入っても中国食料輸入品の薬剤混入事件、原油高騰、こうした自然災害や

偽装による消費者被害など、人々の生活を脅かす現象や事件が発生しています。さらには、

地球温暖化等により地域環境も年々悪化していると言われています。安全で安心して暮らせ

ることを願う心は、だれもが皆同じであります。 

 今、改めて３万４，０００人の町民の皆さんへの責任の重さを痛感いたし、新年度におき

ましても、「人にやさしい 人がやさしい 元気な町づくり」をスローガンに、引き続き町

民の皆さんとともに関連諸施策の実現に邁進してまいります。私は、町政を担当させていた

だいて７年目を迎えています。職員と力を合わせて諸課題に取り組んでまいりますので、議

員各位の特段のご理解とご配意を重ねてお願い申し上げます。 

 さて、平成２０年度におきましては、国や県の補助施策の減額や税収減の見込みから財政

状況も非常に厳しいものとなっていますが、さらに徹底した行財政改革を推進しながら、安

全で環境に優しい子供の夢を育てる町づくりをテーマとして、１つ、安全で安心な町づくり、

２つ目は人に優しい環境づくり、３つ目は、生き生きした子供の教育環境づくりに取り組ん

でまいります。その主なものをピックアップしてまいりますと、広陵町防災センターの建設

を２カ年で取り組みます。地域防災意識の高揚を図るとともに、地震災害に対する地域住民

の安全の向上を目指し、備蓄倉庫の整備をあわせて行うもので、国庫補助事業として地域防

災拠点整備モデル事業の採択をいただきました。 

 また、人に優しい環境づくりとして、健康づくりと多世代新旧町民の交流ができる場とし

てパークゴルフ場、百済寺公園を整備いたします。生活環境としては、平成２０年度に旧清

掃センターの解体・撤去工事を完了し、跡地利用計画の策定を予定しています。また、魚が

すまいする中小河川、そして川辺の遊び場を取り戻せる取り組みをいたします。ご承知のよ

うに、大和川の水質は年々改善しているものの、またもや全国ワーストワンとなっています。

下流域の町や人々に迷惑をかけないためにも、そして海もきれいにしようと。草深き田舎町

としての役割を果たそうではありませんか。受け継いだ自然の山や川は、子や孫からの預か

り物なのです。それがため環境ＰＲ、不法投棄対策、公害検査を拡充するとともに、町ぐる

みクリーンキャンペーンを展開してまいります。 

 次に、地球環境としては、車両使用の増加、各家庭の生活様式の向上などから、ＣＯ 2削
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減が叫ばれる中、地球温暖化防止計画の策定とともに職場環境にも関連づけ、公用車を普通

自動車から軽自動車に順次入れかえを行い、また町内各施設間の連絡・調整や町内出張等に

利用する公用自転車の配備をいたします。さらに、健康保持の観点から自動車通勤の自粛と

自転車通勤の奨励を促し、町民の皆さんにも健康保持のための推進を呼びかけます。今後も、

１人でも多く実現に向け、協議を重ねてまいります。 

 次に、子供の教育環境でありますが、将来の町や地域をはぐくむのは子供たちからであり

ます。確かな学力、生きる力を身につけさせ、未来を託す礎づくりは、家庭、学校、そして

地域が大きな力を持っています。そんな中で、他の町にない積極的な取り組みをいたします。

子ども育成課の設置とともに、子供育成クラブ、放課後児童健全育成事業の統合・充実、北

京オリンピックに大きな期待を集める野村忠宏選手を招いて、第２回少年柔道大会の実施、

また妊婦出産に係る積極的な健康診査の受診拡充措置を講じました。 

 また、活力ある町づくりに貢献を期待する大規模商業施設誘致関連事業でありますが、安

部地区計画について、ただいま国、県、地元と協議を進めています。この地区計画に基づき

大規模店舗が建設されますと、広陵町住民にとって生活面の充実や福祉面での効果、地域活

性化への役割、そして経済効果は多大であります。 

 こうした新年度主要施策の背景にある我が国の経済状況でありますが、景気は地域間の回

復にばらつきが見られ、中小企業の中には依然厳しい状況は変わらないと思います。 

 歳入について申し上げますと、人口の増加、土地の有効活用施策の成果として家屋の新築

が増加し、個人町民税、法人町民税、家屋に係る固定資産税の増額を見込んでいますが、税

源移譲に伴う住宅借入金等特別税額控除の影響を受け、今年度の町税収入は平成１９年度当

初予算に対しまして１．５％の増となっています。 

 ７ページでございます。また地方交付税につきましては、地方再生対策費４，２００万円

を見込み、基準財政需要額全体といたしましては、ほぼ前年と同額と見込み、一方、基準財

政収入額につきましては、減収特例交付金や税等において若干の増額が見込まれるところか

ら、差し引き交付税額として約１，０００万円の減少、平成１９年度交付額に比べ０．８％

の減額と見込みました。さらに、これまで交付税の不足を補ってきました臨時財政対策債へ

の振りかえ額が平成１９年度に対し６．３％の減少で、実交付税は約３，０００万円の減収、

対前年度比１．５％の減額であります。 

 一方、歳出面では、冒頭でも触れましたが、環境に優しい町づくりなど必要不可欠な事業

に積極的に取り組みます。さらに、旧清掃施設の解体、新清掃施設の周辺対策を初め清掃施
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設などの維持管理費、社会保障費の増加など、数々の行政需要に対応すべく多額の財源需要

が見込まれる中で、引き続き厳しい財政状況にあることは皆様ご承知のとおりであります。

そのため、平成１９年度は、保証金なしの高利な地方債の繰り上げ償還の承認を受け、１９

年度から３年間で金利５％以上の政府資金、公庫資金、下水道事業債を含め２０億２，７０

０万円を繰り上げ償還及び借りかえを実施し、将来における財政負担の軽減につなげ、あわ

せて公債費比率の改善を行います。 

 さらに、予算編成に当たっては、行財政改革方針により徹底した経費節減と事務事業の見

直しを図るとともに、なお生ずる財源不足につきましては、財政調整基金の取り崩し、目的

基金の繰りかえ運用により収支の均衡を図ったところであります。行革の推進により一般行

政職２２０人体制は、人口規模において県で一番少ない職員数となり、給与にあっても、３

９市町村中２９位のランクであり、努力の成果を生み出したと自負しています。参考に書い

てございますが、平成２０年度一般会計予算総額は歳入歳出１００億円の整数にまとめまし

た。対前年度比７．５％増の積極的予算であります。 

 それでは、平成２０年度の当初予算の詳細につきまして歳入から説明させていただきます。

９ページでございます。まず町税ですが、平成２０年度は、所得税で行うべき住宅借入金等

特別控除を住民税で控除するものであり、約２，６００万円の減額になりますが、これは国

から交付金として補てんされます。その他諸税、法人税などにつきましては、約３，０００

万円の増額を見込んでいます。次に、固定資産税でありますが、土地の課税につきましては、

約１，６００万円の減額、家屋につきましては、特例区域指定に伴う住宅開発等による新築

家屋の増加で約３，５００万円の増額、さらに償却資産につきましては、本格的な景気回復

があまり見込まれませんが、約５００万円の増額としました。町税全体としては、平成１９

年度当初予算に比べ約５，７５０万円の増額を見込んでいます。 

 納税の推進につきましては、納期内納付及び口座振替のなお一層の推進を図りつつ、悪質

滞納者、大口滞納者に対し、善良な納税者に不公平感を持たれないよう納税交渉や文書等の

催告を積極的に行います。また、滞納者には預金、不動産の差し押さえなどの強行手段をも

って滞納処分を実施するとともに、町税の安定的な収入を図り、収納率の向上に努めてまい

ります。 

 次に、現在、国会で審議されています道路財源に関連します地方道路譲与税、自動車重量

譲与税等につきましては、暫定税率存続として本町に配分される交付額１億６，８００万円

を予算計上しています。地方交付税につきましては、伸びは見込んでいません。また、住宅
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借入金等特別控除に伴います住民税の減額分については、減収補てん特例交付金で新たに措

置され、児童手当の拡充に伴います財源措置は特例交付金で、減税補てん特例交付金の廃止

に伴う経過措置は特例交付金で、本年度もそれぞれ措置されることになっています。 

 また、本年度は、防災センター建設及び旧清掃センター撤去などの事業によりまして国庫

補助金が増加いたします。その他の歳入につきましては現行基準により積算していますが、

今後におきましても受益と負担の適正化を図るため、近隣自治体との整合を図り、行政改革

の答申を踏まえながら、よりきめ細かな見直しをしてまいります。また、町債につきまして

は、臨時財政対策債に３億１０万円、防災センター建設事業債に１億７，７７０万円、マテ

リアルリサイクル推進施設整備事業債に１億６，３６０万円などを計上しています。 

 それでは、各分野における重点施策と諸事業につきまして、その概要を申し上げます。 

 まず、総務費関係からであります。各項目に共通する人件費の抑制につきましては、一般

職員２００名体制を目標として、退職者不補充で運営しているところですが、新年度は若干

名の新規採用補充を予定しており、引き続き少数精鋭で行政運営を進めます。また、職員の

士気を確保しつつ、能率的な人事管理を推進するため、勤務評価をさらに綿密に実施し、そ

の結果を昇任・昇格に反映してまいります。さらに、新年度におきましても先進地に学び、

研修費用を計上し、職員の意識改革と士気高揚を図ります。 

 次に、行政と地域との交流や人づくりにつきまして、各大字・自治会単位で人にやさしい

町づくり事業の積極的な取り組みをいただいており、今年度は新たに環境に優しい町づくり

を地域の皆さんとともに取り組み、事業費の一部を助成します。 

 電算関係でありますが、現在、住民情報などを取り扱う町の基幹となる住民総合情報シス

テムの入れかえ作業を行っており、新年度から本稼働させる予定です。電算業務は技術革新

が進み、年代とともに複雑化しています。費用の妥当性やシステム構成などについて精査す

るためには、高度な専門知識が必要であることから、専門的知識を有するアドバイザーに点

検・審査を願っており、今年度においても継続いたします。新聞等では、個人情報などが流

出する事案が相次ぎ報道されています。セキュリティーポリシーの見直しとともに、セキュ

リティー対策システムを導入して個人情報の保護に努めます。 

 次に、交通安全対策といたしまして、自治会及びＰＴＡを中心に毎月の１日、１５日、２

５日の立哨指導や児童生徒には安全教室を引き続き開催します。また、防犯対策につきまし

ては、今月開署されます香芝警察署、各交番等と連携し、より一層の効果を高めてまいりま

す。 
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 次に、民生費関係であります。まず、高齢者福祉でありますが、住宅生活をより充実させ、

介護保険サービスを補完する軽度生活援助事業や、万が一に備えた緊急通報装置の設置、さ

らには家具転倒防止金具等の取りつけ事業などの利用も一定の成果を上げるとともに、順調

に推移している状況であります。引き続き円滑な運営のために、「人にやさしい 人がやさ

しい 元気な町づくり」の一環として、日常生活の安心を盛り込んだ諸施策を積極的に推進

します。 

 就業成績奈良県一を誇るシルバー人材センターをさらに発展させるために、所要の業務拡

大を図ります。 

 また、乳幼児の世話や保育施設への送迎、就学児童に対する放課後・土日学習、生活指導

等の支援を行うサービスを開始し、子育て経験が豊富な高齢者の健康、生きがいを高め、か

つ現在子育て奮闘中の方に自由な時間を提供する事業を展開します。この事業は、子供育成

関連経費として教育予算に計上しています。 

 次に、障害者福祉につきましては、平成２０年度においては３障害の一元化の一助とすべ

く、従前から社会保障の理念に基づき、重度の心身障害者、または心身障害児に支給させて

いただいている福祉年金の受給要件を精神障害者・児童にも拡充することとして、所要の措

置を講じました。また、障害者計画及び障害福祉計画の平成２１年度以降を見据えた計画の

再編のために計画策定委員会を設置するとともに、国の指針に則した就労支援、自立支援対

策の各目標の具現化に向けて必要な取り組みを行います。 

 次に、児童福祉であります。次世代育成支援行動計画の後期計画策定のために、今年度は

ニーズ調査委員会を設置し、調査項目等について検討をいただき、調査をいたします。１５

ページでございます。未就園児童のお母さんの情報交換及び交流の場として好評をいただい

ておりますなかよし広場につきましては、図書の充実を図るほか、ボランティア団体のご協

力をいただいて季節の行事や講習会の充実を図ります。 

 この事業は、子供育成関連経費として教育予算に計上しています。町内６保育園の保育士

に児童虐待防止及び発達遅滞児童等についての研修の機会を設けるなど、保育士のより一層

の資質向上を図ります。夏休みの恒例行事となっています福井県美浜町への地域間交流事業

についても引き続き実施し、次代を担う子供たちの健全育成を図ります。 

 次に、保健衛生関係であります。現在まで老人保健事業として実施しています基本健康診

査につきましては、医療制度改革によって平成２０年度から高齢者医療確保法に基づき医療

保険者による４０歳から７４歳までの被保険者、被扶養者を対象とした特定健康診査、特定
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保健指導が義務づけられ、また７５歳以上の者の健康診査については、県内の各市町村が加

入する広域連合に移行されます。高齢化に伴い、虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病等の生

活習慣病の割合は増加し、医療費に占める割合は約３分の１となっています。 

 このことから、将来的な医療費の削減を目指し、町民の皆さんが健診や保健指導を受けや

すい体制づくりと生活習慣病の前の段階であるメタボリックシンドロームを、いわゆる内臓

脂肪症候群が疑われる者に対する個別支援を各機関と連携しながら継続的に進めてまいりま

す。 

 成人保健では、健康相談として実施しています健康増進会におきまして、町民に関心のあ

る骨密度や肥満予防、血管年齢の測定等内容を充実し、健康づくりの意識や町民の健康レベ

ルを高めてまいります。また、高齢化が進む中、生涯自分の歯で食べることを通して満足の

いく食生活を送れるように、歯周疾患の予防が重要であることから、歯科保健知識の普及啓

発と歯周疾患検診等の事業の推進を図ります。 

 母子保健につきましては、安心して子供を産み育てられる環境づくりを進めるために、ま

ず母体や胎児の健康確保を図り、少子化対策の一環からも妊婦中の健診費用の負担軽減とし

て非課税世帯の妊婦一般健康診査を５回、その他の世帯の妊婦には３回とし、既に母子健康

手帳を受けておられる４月以降の出産予定者も対象者として公費負担回数を増加いたします。

同時に、未受診妊婦、いわゆるかかりつけ医のない飛び込み出産の解消に向けた取り組みと

して、非課税世帯の妊娠判定受診料を公費負担することにします。 

 近年は、核家族化、女性の社会進出等の諸要因による社会構造の変化によって、子育てそ

のものや仕事との両立等のストレスからさまざまな不安が広がっており、家庭における養育

機能を向上させ、自信を持って子育てができる支援がますます必要となってきています。こ

れからのニーズを受けて、４カ月時点までの乳児の全件訪問に向け努めるほか、養育者の育

児ストレスや子育てに関する不安や悩みを緩和し、子供の発達を支援する専門職によるアド

バイスや母親への支援を行う子供相談、保健師による訪問を拡充します。 

 次に、１８ページでございます。予防接種においては、厚生労働省の麻疹排除計画に伴い、

新年度から５年間、中学１年生と高校３年生までの定期予防接種の追加を実施いたします。

次に、救急医療につきましては、安心して子供の医療サービスを受けることができるよう、

休日、夜間における救急医療体制の整備が必要です。 

 従来診療の行われていない時間帯の解消を図るため、このたび深夜の小児１次救急医療の

体制を整えた橿原市と連携して、深夜診療を橿原市休日夜間応急診療所で受け入れできるよ
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うにいたします。これらの事務事業の町民への周知と普及を図り、広陵町に住んでよかった

と評価いただけるような保健福祉の環境づくりに努めます。 

 続きまして、衛生費関係について申し上げます。クリーンセンター広陵は、地元周辺地域

を初め関係各位のご理解とご協力のもと、昨年３月より本格稼働を開始し、多数の住民の皆

さん、そして日本各地から注目を集め、ご見学をいただきながら、はや１年を無事に迎える

ことができました。今後も、住民の皆さんにごみ減量、分別にご協力をいただき、操業に当

たっては安心・安全、そして安定した効率性を常に研究・試行を重ねます。 

 一方、旧清掃センターにつきましては、国の循環型社会形成推進交付金を受け、施設の解

体・撤去工事を最も安心・安全、そして効率性を考えて、総合評価方式による一般競争入札

が適正と思っています。解体事業については、地元住民の皆さんにご理解をいただき、周辺

環境対策には万全な体制で取り組んでまいります。 

 また、跡地利用につきましては、今年度で利用計画を取りまとめ、２１年度で完成させた

いと考えています。計画としては、マテリアルリサイクル推進施設の設置、住宅用地として

の活用整備計画、公園の設置計画、管理棟改修計画を行い、環境を学び、発信できる施設と

憩いのある地域づくりを考えています。 

 次に、環境対策でありますが、指定ごみ袋の導入により手数料収入の一部を広陵町環境に

やさしいまちづくり基金に積み立て、町の環境対策事業に充当し、住みよい住環境づくりに

努めてまいります。また、不法投棄、河川美化や違反広告物対策についても、引き続き環境

指導員、ボランティアグループと連携をとり合って、町ぐるみで撤去作業を実施し、町の景

観保全に努めたいと思います。 

 続きまして、農・商・工費関係であります。まず、農地費関係であります。今年度より農

業水利施設である頭首工樋門ポンプ場及び用排水路等の復旧・修繕に係る費用に対して、土

地改良事業等補助金交付要綱を制定し、農業基盤整備に努めます。 

 次に、農業の施策関係でありますが、農家における担い手の高齢化や集落機能の低下が急

速に進んでいる状況を改善すべく、農地下限面積要件の緩和等を認めた生きがい特区のＰＲ

と担い手確保の事業を継続的に実施してまいります。 

 また、昨年４月にオープンいたしました、はしお元気村における農産物直売所の効果によ

りまして、地域の皆様の地産地消への関心の高まりも出店農家の増と生産品種並びに生産量

の拡大、そして販売実績を伸ばすよう努めます。 

 また、水田経営所得安定対策、農地・水・環境保全向上対策、そして水田農業構造改革と
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いう国の農政３対策を活用し、行政農事団体、地域の農家の皆さんとの協力を密にし、農業

行政を積極的に推進してまいります。 

 次に、商工関係でありますが、大企業における景気回復の兆しがささやかれる中、本町に

おいて従業員数２９名以下の中小企業がほとんどを占め、その経営は好転しているとは言え

ません。中でも本町の基幹産業であります靴下、プラスチックにおいては、昨今の原油高が

経営を直撃しています。今後も、国の中小企業対策を注視しながら、広陵町商工会とともに

連携を深めてまいります。 

 また、平成１７年７月から産業の活性化や町内の消費拡大を図るため実施いたしました個

人住宅のリフォーム工事に対する助成は、引き続き補助を行ってまいります。広陵町靴下組

合が行う靴下の市と広陵地域特産品交流物産フェアは、かぐや姫祭りと同様に広陵町を存分

に町内外にアピールができる場でもあり、支援してまいります。 

 観光事業といたしましては、今年度は県指定文化財、弥勒菩薩座像見学用トイレ、南郷山

王神社に設置します文化財ガイド養成に力を入れます。 

 次に、土木費関係であります。平成１５年度から着手しています百済赤部線並びに古寺中

線整備事業につきましても、順調に整備を進めていますが、新森橋のかけかえ工事は、今年

度と来年度の２カ年にわたって実施いたします。本年度は下部工を予定しています。まちづ

くり交付金事業につきましては、引き続き集落間道路整備工事、百済寺公園及び古寺広場の

整備工事を進めるとともに、百済新子廃川敷地の１万３，０００平米を利用したパークゴル

フ場の整備を進めます。 

 次に、災害に強い町づくりとして、予想されます地震及び水害等の対策として地域住民の

住宅建築物の耐震化に対する意識を高め、積極的な普及及び啓発等の推進を図るため、昭和

５６年６月以前の既存木造住宅に対しましては、大規模地震に備え、安全な地域づくりの第

一歩として耐震診断の支援を平成２１年度までの継続事業として行ってまいります。また、

平成１９年度において広陵町耐震改修促進計画と地震ハザードマップを作成し、今年度にお

いて洪水ハザードマップを作成して全戸に配布するとともに、万一の災害に対して被害を最

小限にするための対策の一助といたします。 

 地域の交通機関として利用してきた奈良交通バスが相次ぐ廃線で、これにかわる交通手段

とルートについては今年度施行し、利用者の要望にこたえ改善を加えていきたいと思います。

町営住宅の管理につきましては、消防法に基づき、全戸に火災警報機を設置するとともに、

古寺町営住宅においては駐車場及び農園の整備を進め、入居者の安全と環境整備を図ります。 
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 次に、平成１８年度に都市計画法第３４条の規定に基づき、市街化調整区域の区域指定を

行いましたが、この制度の趣旨に沿って順調に土地の有効活用や既存集落の活性化が図られ

ており、適切な行政指導を行います。安部・平尾・疋相地内の丘陵部土地利用計画、仮称東

真美ヶ丘地区と言っています。地権者及び周辺関係者と協議を進めています。市街化区域の

整備に力を注ぎます。また、地区計画の策定に関しましては、現在３地区から申請があり、

早期の地区計画の制定に向け、事務を進めてまいります。 

 次に、消防関係費であります。昨年は、町内では災害等の発生は少なかったものの、国内

では３月に石川県能登半島で、７月には新潟県中越沖で大きな地震が発生しました。また、

８月以降の台風５号、９号では、暴風雨により各地に大きな被害をもたらし、自然災害の猛

威にさらされた１年でした。こうした中、災害時に速やかに対応できる拠点となるべく、総

合管理機能、防災教育機能、備蓄機能を備えた広陵町防災センターの整備に着手いたします。

この施設は、広陵町の防災拠点として住民の生命、財産を守るとともに、防災教育・啓発の

場として整備し、広陵町の防災性の向上に努めてまいります。あわせて自主防災組織づくり

については、各地域に呼びかけ、支援してまいります。 

 消防組合におきましては、一層の消防力向上のため、資器材の拡充と老朽化に伴う広陵消

防署の改修工事を行います。 

 以上が平成２０年度分の一般会計予算に計上しております主な事業の概要であります。 

 続きまして、特別会計予算につきましてご説明申し上げます。 

 まず、国民健康保険特別会計ですが、近年の国保を取り巻く環境は急速な少子高齢化の進

展や経済情勢の変化により、数多くの問題に直面しています。こうした中、昨年、国におい

て新たな高齢者医療制度の創設と医療費適正化計画を盛り込んだ医療制度改革法が制定され、

平成２０年度から現在の老人保健にかわる後期高齢者医療及び６５歳から７４歳までを対象

とした前期高齢者医療制度が始まることとなりました。それに加えて本町が平成１９年度に

策定しました特定健康診査等実施計画書に基づき、特定健康診査及び特定保健指導を実施い

たします。 

 国保財政につきましては、団塊世代の国保への移行による高齢者割合の増加、寝たきりや

介護を必要とする人の増加や医療費の増嵩などにより、ますます厳しい状況にあります。こ

うした中で、国民皆保険を堅持し、将来にわたって安定的で持続可能な医療保険制度を維持

するため、給付の平等、負担の公平、そしてだれもが安心して医療を受けられる体制が望ま

れるところであります。そのため、今年度も引き続き保険税収納率のなお一層の向上を図り
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ながら、医療費の適正化と保健事業の推進など重点目標に掲げ、健全運営の推進に努めます。

しかしながら、平成１９年度決算では２億円を超える累積赤字が見込まれる状況にあり、早

期に税率改正について議論をお願いする必要があると認識しています。 

 次に、２７ページでございます。老人保健特別会計について申し上げます。平成２０年度

から現行の老人保健制度は廃止され、新たに７５歳以上の方を対象とした後期高齢者医療制

度が創設されます。平成２０年度以降においても後期高齢者制度施行前に老人保健制度によ

って診察を受けられた医療費等に関する費用の収入、支出を行う必要があることから、市町

村においては平成２２年度末までの３年間は老人保健特別会計を残すこととなっており、平

成２０年度予算において所要の額を計上しています。 

 ２８ページでございます。次に、後期高齢者医療特別会計でありますが、国民の医療費の

約３分の１を占める老人医療費の伸びが著しい中にあって、国においては平成２０年度から

現行の老人医療制度を廃止し、後期高齢者医療制度が新たに創設されます。この制度は、現

役世代と高齢者世代の負担を明確にして、公平でわかりやすい制度とするために、７５歳以

上の高齢者を対象として、その心身の特性を生活実態などを踏まえた医療を提供するための

新たな制度であります。 

 後期高齢者制度は、県内のすべての市町村で構成する奈良県後期高齢者医療広域連合が運

営主体となり、保険料の決定や医療の給付等が行われます。保険料の徴収及び窓口業務や諸

手続につきましては、市町村が行うこととなります。後期高齢者医療制度の実施に向けて、

被保険者となられる方に対しましては、町の広報等を活用し、被保険者一人一人にきめ細か

な十分な情報と内容の周知徹底を積極的に行うとともに、広域連合との連携のもと、適正で

円滑な事務運営に努めてまいります。 

 次に、介護保険特別会計であります。急激に進む高齢化社会に伴い、核家族化による老老

世帯やひとり暮らし世帯の増加は言及するに及ばず、寝たきりや介護を必要とする人が増加

している現状で、介護の問題を社会全体で支える仕組みの存続意義はますます増大していま

す。この介護保険制度も施行から８年を経過し、介護保険事業計画期間の第３期の最終年度

に入り、地域包括支援センターに代表される新しいマネジメント体制と比較的元気で健康維

持等に努めていただく一般高齢者施策と、虚弱であり、要介護認定等を要する事前段階にあ

る特定高齢者施策に大別された地域支援事業や要介護認定者の中でも比較的軽度の方を対象

とした新予防給付サービスの提供など、適切な運営管理に努め、要介護状態になることへの

防止、認定者であっても、その重度化への防止対策を体系的に確立していく必要性を再認識
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するものであります。 

 なお、平成２０年度は、第４期の介護保険事業計画期間となる平成２１年度から２３年度

までの給付費の算定が必要な年度となるものであり、当該給付費に応じた適切な保険料を設

定するために、介護保険事業計画等策定委員会の設置を予定しています。サービス利用に関

しましては、従前から介護給付費適正化事業導入、関係機関の連携のもと適正・円滑な運営

に努めていますが、これらの実績データを分析し、サービス利用料の推計を行い、負担の公

平に配慮しつつ、３カ年の計画期間内に要する必要額を見積もりました。 

 ３１ページでございます。下水道事業特別会計でございます。下水道は、町民の皆さんの

健康で快適な生活環境を確保するために、公共用水域の水質を保全し、公衆衛生の向上を図

る上での必要不可欠な施設であり、県下でも一、二位を競う下水道整備状況と自負していま

す。その結果といたしまして、下水道を使用できる家庭は、平成２０年１月現在で広陵町全

体の９７．９％に当たる１万５６７世帯となりました。また、そのうち公共下水道を利用さ

れている家庭の割合である水洗化率は８６．７％であります。下水道の整備につきましては

引き続き実施し、供用開始地域につきましては公共下水道へ早期に接続を願うため、戸別訪

問により一層推進してまいります。また、きょうまで接続促進のための補助金につきまして

は、一定の期限を設けることといたしました。 

 次に、墓地事業特別会計であります。町営石塚霊園は、平成１９年度に６３区画の区画整

備事業を実施し、現在１，１３３区画の整備を完了しました。平成２０年度は、保有してい

ます区画についてＰＲし、募集をいたします。また、霊園の全体的な整備構想のもと、万全

な環境整備や維持管理に努めてまいります。 

 次に、用地取得事業特別会計であります。平成１５年度及び１６年度に先行取得し、保有

しておりますミニコミュニティー施設用地ですが、用地の一部３，０００平米を多目的広場

として、まちづくり交付金事業で整備いたします。また、昨年度先行取得いたしました防災

施設整備用地につきましても、国庫補助金を受けて防災施設として整備を行いますので、そ

れぞれ一般会計での再取得となります。一般会計からの売り払い収入を財源に繰り上げ償還

を行いますので、これらの所要経費を計上しています。 

 次に、活性化商品券交付事業特別会計であります。平成１７年７月から実施いたしました

元気な広陵商品券は、広く町民の方に利用いただき、総額７，２７７万円を記録いたしまし

た。地域活性化の一助となりましたが、当初の取り決めどおり、ひとまず平成１９年１２月

２８日でその発行を終了いたしました。券表面に示した使用期限平成２０年６月３０日まで
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に流通したすべての商品券が利用されることを祈念するところであり、広報に万全を期しま

す。 

 最後に、水道事業会計であります。上水道は、町民の皆さんに健康で文化的な生活を支え

るライフラインであります。しかし、施設整備面におきましては、経年による老朽化が進み、

また地球環境の変化による大規模地震、渇水、台風や豪雨など自然災害に備え、今後も安定

した水の供給に向け、給水施設や配水管などの維持管理に万全を尽くす一方、将来にわたり

町民皆さん方に大切な水を安定供給するため、給水施設全般の点検整備の再構築を進めなけ

ればなりません。加えて近年、社会情勢の変化により、水需要の伸びは期待できず、水道事

業の経営を取り巻く環境は極めて厳しい状況にあります。 

 こうした中、本町水道事業におきましては、町民の皆さんのご理解をいただき、料金を改

定させていただいたおかげをもちまして、収益的収支予算では黒字予算であります。収入に

おきましては、その大部分を占める水道使用料は、人口増加はするものの１人当たりの使用

水量の伸びにつながらず、収入の増加は期待できない状況であります。一方、支出につきま

しては、企業職員の少数体制を維持し、人件費の抑制を図り、経費の節減に努めます。また、

営業費の受水費につきましては、昨年度と同様年間２８２万トンを見込んでおり、費用とし

て４億２，９３４万５，０００円を計上しました。さらに、安定給水に不可欠な施設整備の

維持修繕費、また安心して飲んでいただける水質維持のための管理費、薬品費、そして各家

庭への蛇口まで安定した配水をするため動力費等を計上しました。 

 なお、未収金の回収については、与えられた職務を果たすための企業職員一丸となって取

り組みます。 

 次に、資本的収支につきましては、赤字予算となっていますが、主な事業といたしまして

は、近い将来必ず起きると言われている大規模地震に備えた真美ヶ丘配水場の受水槽、高架

水槽及び管理棟の耐震診断結果による耐震補強工事の必要性に伴い、第三者による委員会及

び国庫補助申請に関する実施計画書の作成費用、地域防災計画に基づく有事の際に備え、移

動式給水タンクの購入費用、配水管のループ配管や石綿管の布設がえの工事をいたします。

水道事業の運営に当たりましては、町民皆さん方の安心・安全な生活環境を守るため、自己

研さんと先進事例を学び、より一層努力をいたします。 

 以上が平成２０年度各会計予算案における主要な事業と施策でございます。 

 ご説明申し上げました２０年度の当初予算は１００億円の区切りのよい額となり、予算書

に掲載している１１の会計と土地開発公社９，０２５万６，０００円、施設管理サービス公
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社１億２，３５５万９，０００円、社会福祉協議会１億９３２万７，０００円を合わせた総

トータルでは１７４億３，３４４万２，０００円であります。 

 新年度におきましても、「人にやさしい 人がやさしい 元気なまちづくり」を進めてい

く上で、とりわけ環境に優しい取り組み、子供の夢を育てる取り組みを重点的に知恵を出し、

汗を流して少数精鋭で生きた組織づくりをもって、町民の皆さんとともに躍動感ある行政運

営を進めてまいりたいと存じます。 

 議員各位におかれましては、何とぞ慎重なるご審議の上、適切なご決定、ご承認を賜りま

すよう、よろしくお願いを申し上げまして、私の平成２０年度施政方針といたします。あり

がとうございました。 

山田議長 では、次、教育長！お願いします。 

安田教育長 教育関係の本年度取り組みについて申し上げます。教育の施政方針を申し上げる

のは初めてですが、町長とは十分協議を終えたものでございます。よろしくご理解賜りたく

存じます。 

 学校教育関係であります。教育三法の改正に伴い、地域とともに学校運営をよりよい方向

に導くための学校評価を行うことや教育委員会の活動の自己点検、自己評価を実施するなど、

教育を取り巻く環境は大きな転換期を迎えています。その中にあって、昨年度に引き続き児

童生徒の生活習慣の改善と学力の向上を目指した「早寝・早起き・朝ごはん」運動を学校と

地域と家庭が協力して、さらなる展開を目指します。 

 昨年度から取り組んでおります学校図書館支援センター推進事業につきましては、支援員

を学校図書館に置くことにより意欲的に読書する児童がふえ、また教師による本の読み聞か

せなど着実な経過が実ってきており、今年度も引き続き事業を推進します。 

 いじめ問題については、学校、地域、家庭が連携して未然防止、早期発見、早期対応に努

めるとともに、本年度におきましても各小学校に子供と親の相談員、中学校に心の相談室及

び学び相談室を配置し、いじめ、不登校、非行などで悩んでいる児童生徒、保護者や指導に

悩む教員の相談とカウンセリングにこたえます。また、地域の大学とも連携を密にしながら、

教員を目指す学生の若い力をおかりし、学校インターンシップとして学校でのさまざまな活

動に研修を願っていくところであり、今年度も引き続き実施します。 

 特別支援教育では、特に発達障害の子供たちが増加する中で、町独自の支援員を雇用し、

特別な配慮が必要な子供たちに対する具体的な支援を今年度も行います。 

 続きまして、社会教育関係でございます。昨年度に引き続き、広陵町生涯学習基本構想に
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基づき、家庭教育に関する学習機会や学習情報の提供、凶悪化する青少年犯罪の抑止に寄与

するため、関係機関はもちろんのこと、学校、地域、家庭が三位一体となった事業推進を図

ることなど、青少年健全育成のための地域活動にも積極的に取り組みます。 

 また、これまで健康福祉課で担当しておりました保護者の就労等による留守家庭の小学校

１年生から３年生の児童を対象とした児童育成クラブ事業と、昨年９月から教育委員会で担

当しております小学校４年生から６年生の児童を対象に週２回実施している放課後子ども教

室を一体化し、国が進める放課後子どもプランより一層拡大・充実させた放課後子ども育成

教室を開催します。 

 町内の１年生から６年生までのすべての小学生を対象に、平日の放課後から午後６時まで

と、日曜日・祝祭日を除く学校休業日については午前９時から午後６時まで、学校施設を利

用した安全・安心な活動拠点づくりと学ぶ意欲のある子供たちに学習機会を提供します。預

かる保育から教える教育に変わります。担当する先生も教員資格や地域の歴史や文化、社会

の常識などを担当してくださる有識者を起用し、子供の健全育成を図ります。 

 次に、文化財関連についてでありますが、国の文化財保護の第一人者でもあります河上邦

彦先生に所長を務めていただいて、数多くの成果を上げていただいています。また、町の文

化財を守る広陵古文化会、１，５００名に近い人たちのおかげで町の文化財を守ってくださ

ること。大きな力であります。平成１２年度から国及び県に補助を受け、進めております特

別史跡、巣山古墳の整備事業は、平成２０年度においても外堤の護岸工事整備及び発掘調査

を進めます。宝の山と思われる中で大きな発見があることを期待しています。 

 平成１７年に巣山古墳から発見された喪船は、保存処理が終了し、今年度は日本全国巡回

展示する発掘された日本列島展に出品する予定です。また、本町の文化財保存センターにお

いても、独自で保存処理を行った巣山古墳出土の木製品を中心に特別陳列を企画します。さ

らに、国の重要文化財に指定されている百済寺のリーフレットを作成し、文化財保護意識の

高揚を図るとともに、昨年度組織いたしました文化財ガイド研修を重ねて、広陵町の文化財

を町内外の多くの人々に知ってもらう機会をふやします。 

 次に、公民館活動でございますが、中央公民館の教室、講座、講習会等の主催事業の運営

を見直し、今まで学習や文化に接する機会の少ない人たちに１人でも多く参加していただき、

利用していただきやすい環境をつくり、学習していただく機会を提供してまいります。 

 社会体育関係におきましては、中央体育館に温水の出るコイン式シャワーを設置し、トレ

ーニングルームの一層の活用を初め、利用者に快適なスポーツライフを願いたいと思います。
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また、健民グラウンドにつきましては、雨天後の水はけ状態が悪く、利用者にご不便をかけ

ておりましたが、グラウンドの東の面の改修を行います。また、西谷テニスコートにつきま

しても、全面改修をしてから５年がたち、コート状態も悪化していることから、全面改修い

たします。 

 図書館でございますが、昨年１２月１日付で本町の前教育委員長で大阪教育大学名誉教授

の菅野耕三氏を館長に迎え、菅野氏の能力を最大限に発揮していただける図書館運営を期待

しています。平成１３年度に制定された子ども読書活動の推進に関する法律に基づく子ども

読書活動推進計画を策定し、平成１９年度に設置された学校図書館支援センターとも共同で

幼稚園、保育園、学校と連携し、子供の自主的な読書活動を支える条件整備を進めてまいり

ます。また、かねてより要望がありましたカラーコピー機を導入し、利用者へのサービス向

上に努め、さらに本の貸し出しのみならず、レファレンスサービスを今以上に充実してまい

りたいと考えています。そのためにも、図書館職員の能力アップに努めます。 

 次に、学校給食特別会計でございます。学校給食につきましては、食品の安全確保につい

て細心の注意を払い、実施してまいります。中国産冷凍ギョーザが原因と疑われる健康被害

事例の発生に関しても、自主回収対象食品の納入の有無について調査した結果、安全確認の

報告を受けています。現在では、中国産の給食物資すべてについて納入を見合わせており、

国内産食材を中心に安心でおいしい給食を提供してまいります。また、昨年度に引き続き、

地域と連携を密にし、はしお元気村直販所から導入も含め、引き続き軟弱野菜などの地場農

産物を取り入れ、安心で安全でおいしい学校給食の運営を図るとともに、増大する食物アレ

ルギーの対応にも尽力してまいります。食の学びをテーマに、食の大切さや正しい知識を身

につけさせるために、食に関する指導の一層の充実に取り組みます。 

 以上が教育関係の主要な事業と施策でございます。どうぞよろしくご審議くださいますよ

うお願い申し上げ、教育にかかわる施政方針といたします。 

山田議長 ありがとうございました。 

 次に、案件に入りますが、議案の朗読につきましては、案件が多数ですので省略いたしま

す。 

山田議長 次に、日程３番、報告第１号、広陵町土地開発公社予算についてを議題といたしま

す。 

 本件について報告願います。笹井理事！ 

笹井理事 それでは、平成２０年度広陵町土地開発公社予算につきまして説明と報告を申し上
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げます。 

 本予算につきましては、過日の２月２７日に開催されました土地開発公社理事会におきま

して慎重審議され、ご承認をいただいたものでございます。 

 それでは、別冊になっております広陵町土地開発公社事業計画及び予算書をごらんいただ

きたいと思います。初めに、予算書の１ページをお開き願います。平成２０年度広陵町土地

開発公社事業計画書でありますが、国費事業用資産取得事業といたしまして、百済赤部線交

通安全施設整備事業として、土地取得費３，０００万円を計上し、事業進捗にあわせ新森橋

から曽我川間の用地の一部を予定をいたしております。取得予定面積は９３７．５平方メー

トルを計画しております。 

 次に、項目の２、事業用資産売却事業といたしまして、新清掃センター関連事業として土

地売却原価２，９２７万８，０００円、土地売却収入として２，９３７万８，０００円を計

上しています。その売却面積は１，０５６．１６平方メートルを予定をしております。この

内容につきましては、町道古寺中線で３筆、５１６．７２平方メートル、町道百済赤部線で

１筆、２７．４４平方メートル、県道郡山広陵線で２筆、５１２平方メートルであり、公社

先行取得用地分を町一般会計及び県より買い戻しを受けるものでございます。 

 次に、２ページをお願いをいたします。平成２０年度予算といたしまして、第１条に総則、

第２条に収益的収入及び支出、第３条に資本的収入及び支出、また第４条では借入金限度額

を２０億円と定めておるものでございます。内容につきまして、１０ページをお開きいただ

きたいと思います。まず、収益的収入及び支出でございますが、第１款事業収益として、土

地売却収益２，９３７万８，０００円、第２款事業用収益として受取利息４万円を計上いた

しております。 

 次に、支出でございます。第１款事業原価として土地売却原価２，９２７万８，０００円

を計上しています。第２款販売費及び一般管理費として１０万円を計上しています。内訳で

は、普通旅費で３万円、消耗品等需用費で６万円、郵便代等役務費で１万円となっておりま

す。 

 次に、資本的収入及び支出でございます。まず、収入といたしまして、第１款資本的収入、

借入金として事業計画書のとおり３，０００万円を計上いたしております。 

 次に、支出といたしまして、第１款資本的支出といたしまして６，０８７万８，０００円、

公有地取得事業として土地取得費３，０００万円、賃金１００万円、第２項借入金償還金と

して償還元金２，９３７万８，０００円、事業外支出において、支払い利息５万円を計上し
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ています。この場合の不足額３，０８７万８，０００円につきましては、当年度損益勘定留

保資金及び借入金３，０８７万８，０００円で補てんすることとしています。また、借入金

につきましては、水道事業会計との間におきまして取引をやっているものでございます。 

 なお、予算に関する説明書につきましては４ページ、収益的収入及び支出は５ページ、５

ページに資本的収入及び支出を掲げています。６ページには資金計画書、７ページには平成

１９年度の予定損益計算書、また８ページには平成１９年度予定貸借対照表、９ページに平

成２０年度予定貸借対照表を掲げておりますので、ご確認をいただきたいと思います。 

 以上で平成２０年度広陵町土地開発公社予算の説明及び報告といたします。どうぞよろし

くご審議の上、ご承認賜りますようお願いを申し上げます。 

山田議長 これより本件について質疑に入ります。質疑ありませんか。１２番議員！ 

松野議員 まず１点は、最後の１１ページなんですけれども、資本的支出の中の第２目の事業

管理費なんですけれども、これが事業用資産維持管理に伴う賃金ということで１００万円の

計上なんですけれども、これの内容について、従前はこのような経費がなかったのではない

かというふうに記憶してるわけですけども、この点についてご説明をいただきたいと思いま

す。 

 それから、あとは土地の購入の交通安全施設整備事業の３，０００万円の予算計上なんで

すけれども、これについては確実に取得できるという見込みのもとに予算計上されているの

かどうかということもお聞きしておきたいと思います。 

山田議長 笹井理事！ 

笹井理事 事業管理費の１００万円の計上でございます。事業の資産の維持管理に伴う賃金と

いうことで明記しております。買い戻しを受ける際に、その管理する賃金ということで、そ

うした維持管理に伴う費用が生じた場合に、支払い義務が生じるという項目として１００万

円を計上させていただいておるものでございます。（不規則発言あり）実質生じたときに支

払おうという科目で計上をしたものです。健全な事業用の資産を管理するために必要な資金

として、賃金として計上をさせていただいております。 

 それから、３，０００万につきましてですが、これは水道との契約による償還金でござい

ます。（不規則発言あり）これにつきましては、百済赤部線の新森橋から曽我川の間で国庫

補助事業として採択する、そういう必要な用地購入ということで３，０００万円を計上をさ

せていただいております。実態に即して用地買収の必要があったときに、この予算で購入を

先行して取得するということでございます。国費事業のいわゆる用地の先行取得に伴う予定
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地としての３，０００万の計上でございます。具体的にどの場所を購入するかということに

つきましては、現在まだ発生はしておりません。新森橋から曽我川の間において、用地取得

の財源として３，０００万を計上をいたしておるものでございます。 

山田議長 １２番議員！ 

松野議員 まず最初の人件費、賃金の問題なんですけれども、買い戻しの場合とか健全な維持

管理ということで賃金を見込んでるわけですが、それは完全な維持管理って、具体的に何な

のか。あるいは買い戻しに、従前も買い戻しがあったわけですから、そのときに特別枠で賃

金見込んでなかったと思うんですね。その点をもう少し理解できるように詳細にお願いした

いのと、じゃあだれに賃金に払うのか。そういう特別な部分に対して、特別な資格のある人

に賃金を払うということになってるのかどうか、その辺も全くわからないです。それと、そ

ういう形で延べ何人分とか、そういう具体的な積算のもとに予算は出てくるわけですから、

そういう積算を具体的にどうされたのかという根拠も示していただきたいと思います。 

 それから、土地取得の３，０００万円について、事業を推進するに当たっての先行取得と

いうこと自体は理解するわけなんですけれども、今のご説明の中では、具体的な場所につい

ては特定していないという説明でしたが、やはり先行取得するときには、ここの部分をこん

だけ必要だから事前に取得しておく必要があるということで、その部分についての評価を鑑

定しながら予算をつけていくというような段階も、鑑定は後になるかもしれませんけれども、

そういう精算という部分については、あまりにもちょっと今の答弁の内容であれば不正確だ

というふうに思わざるを得ないんですね。とにかく予算だけ枠どりしといたら、あとはその

都度様子見ながら実行しましょうでは、これは予算を立てる意味がないわけです。ですから、

どこを何平米買って、そのためにどんだけの予算が要る。そして、それは着実に購入できる

見通しがあるということで初めて予算が成立すると思いますので、再度その点についてお聞

きをしたいと思います。 

山田議長 副町長！ 

山村副町長 先ほど賃金につきましては、土地開発公社が町の方から要請を受けて取得しまし

た土地、これを一般会計で買い戻しをしていただくまで管理をしなければなりませんので、

草刈り等を行う費用として計上をさせていただいております。最終的に草刈り等を実施した

場合の経費については、取得原価に上乗せをして町に買い戻しをしていただく予定をいたし

ております。 

 それから、予定の３，０００万円については、事業計画書にもございますように、町道百
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済赤部線の交通安全施設用地として、まだ未買収が何カ所もございます。現在、担当の方で

鋭意交渉を進めていただいているわけでございますが、交渉が成立しましたら、この土地開

発公社で取得をしたいということでございます。明らかに契約が可能という分については、

一般会計で予算を計上して、国費を幾らということで計上させていただくわけでございます

が、あいまいな部分を一般会計で予算計上しておきますと、国の予算を返還しなければなら

ないと、町と県との間で問題が生じますので、土地開発公社で契約ができれば、ここで買収

をさせていただいて、買収後に一般会計予算を計上して、国の補助金をいただいて、土地開

発公社から買い戻しをするということになります。そのために、ほぼ見込みが立つ分につい

て公社で予算を計上させていただいているということをご理解いただきたいと思います。ど

の程度未買収があるかは、担当部長の方からお答えをいたしたいと思います。 

山田議長 森田部長！ 

森田都市整備部長 未買収の部分につきましては、ちょっと今、手元に資料を持っておりませ

んので、また後ほどでも連絡させていただきます。ちょっと今、手元に詳しい資料を持って

おりませんので、また報告させていただきます。 

山田議長 ほかにありませんか。６番議員！ 

寺前議員 昨年度も１００万を予算化して、それを使っていないということで、そして、今の

話でしたら、草刈り等ということですけれども、この事業全体から見ても、いわゆる草刈り

が必要な土地を管理するというものが発生しているのかどうか。例えば古寺中線などではま

だ整備してないところがありますけれども、今のこの説明ですと、百済赤部線ということに

なってくると、買収すれば大体管理が１００万もかかるようなところというのが見当たらな

いわけなんですけれども、なぜこういう賃金として計上する必要があるのかということがよ

くわからない。というのは、先ほどの部長の答弁と副町長の答弁があまりにも中身が違い過

ぎるんで、一体何がどうなってるのかということがよく理解できないので、そういう点では

きちんと統一した形で、１年間買収した後、何年もかければ管理が必要ですけれども、それ

ほどの管理が必要だというような状況が生まれていない、あるいは生まれないということが

基本にありますので、その点についてはもう一度きちんとした説明をしていただきたいとい

うように思います。 

 それから、この事業については、やはり何筆の残があり、そして買収が可能性のあるとこ

ろ、あるいはまだ困難なところというような形での説明をしていただければ、開発公社予算

として計上してきた理由がよくわかるわけなので、そういう点については後ほどでもまた説
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明をしていただきたいというように思います。 

 それと、この事業全体の問題としてお聞きしたいんですけれども、いわゆるこの事業は新

清掃センター建設に伴う関連事業ということになっているわけなんです。それは着々と進め

られてきた各協定に基づく事業が進んでいくわけですけれども、今回の百済寺あるいはまた

パークゴルフ等々いろいろあるわけなんですが、これが一般財源に与える影響はどうなのか

という分析をやりながら進めているのかどうか。というのも、もちろん私たちは各太字で協

定した問題について実行しなきゃならないというのは当然のことだと考えています。しかし、

町の財源規模から見て一体どのような影響を与えてきたのか、あるいは新清掃センターの維

持管理がどうなのかという問題についても十分な議論がされていない。そして、実質公債比

率については、いわゆる比率が高いというような状況があらわれているわけですから、広陵

町の財源の問題として、人件費を下げる等々の問題より以前に広陵町が今抱えている事業全

体がどのようなのかということが大事だというふうに思うんです。 

 そういう点で、この百済赤部線の事業費全体は改めて今議会で幾らになったのか、あるい

はそれに伴って使用したものが幾らになったのかというようなところも含めて教えていただ

きたいというように思うんです。これが広陵町の財源を今後どう活用するのかということに

結びついていくわけですから、絶えず議会にそのようないわゆる進捗状況、新清掃センター

に伴う進捗状況については、やはり報告しながら行っていく必要があろうと。部分部分につ

いては当然議会には提出されているわけですけれども、全体の流れがつかめないという状況

です。例えば部分部分には、いわゆる広瀬地区に朝市をつくるために１億円以上の予算が出

されて、そして議会ではすぐ同意のような意見があって引っ込めると、こういうような事態

もあるわけですから、どうしてもやはり新清掃センター全体の予算、この関連する予算が広

陵町財源に与える上でどうなのかということを審議しながら、値上げが繰り返し行われてい

る状況は、いわゆる値上げの状況というのは、国保や、またその他下水道などの状況は、一

般財源が使えないということから発生してる部分も多いわけです。そういうような状況を明

らかにするためにも、一般会計の今後の状況あるいは新清掃センター建設以降の状況という

ものを報告していただく必要があるというように思うわけですけれども、その点はどうなの

か、お聞きしたいと思います。 

 それと、県道郡山広陵線というところの部分というのは、これはどういうところのどの部

分なのか教えておいていただきたいと思います。 

山田議長 副町長！ 



－24－ 

山村副町長 新清掃センターの関連事業で一般財源に与える影響をお尋ねでございます。常に

長期的に財政計画を見ながら進めさせていただいております。中期財政計画も議会の方にも

お示しをさせていただいているとおりでございます。また、社会情勢は常に変化をいたして

おりますので、財政状況が一定であるわけではございません。平成１６年度において交付税

が６億円も減らされるという事態がございました。これは新清掃センター基本合意あるいは

協定を締結した後にそのような事態を招いたわけでございますので、それらを含めて、協定

を結んだ中にありましても、実現を優先させるべきものから優先的に取り組んでいるという

実情でございます。 

 広瀬の問題も取り上げていただきましたが、議会に予算として提案をさせていただいてお

りませんで、全員協議会にこのような考え方はいかがなものかということを提示をさせてい

ただいて、ご意見をちょうだいいたしました。いろいろと難しい問題もございますので、こ

の問題については広瀬区と十分調整をさせていただいております。約束だからということも

おっしゃるわけでございますが、やはり投資をしてむだに終わってしまうということのない

ように、そのことを強く訴えているところでございます。地元とは十分調整をさせていただ

きたいと思います。 

 それから、下水道事業の料金については、これは前々から寺前議員もおっしゃっているこ

とでございますが、下水道事業会計としては基本的には独立採算でいくべきという国の指導

もございます。一般財源で負担すべきところもあるのも事実でございますが、適正料金の設

定に向けて長期計画で取り組んでいるということをご理解いただきたいと思います。 

 それから、県道の郡山広陵線につきましては、新森橋を東へ渡った南側の角、新森橋を今

は２車線でございますが、右折レーンをとる関係で道路交差点の改良が必要ですので、県道

を拡幅をしていただきたいということを県に申し上げております。そのために用地を取得で

きる条件が整いましたので、とりあえず土地開発公社で先行買収をさせていただいて、県の

予算がつき次第買い戻しをしていただくというものでございます。 

 草刈りの１００万円については、必要な経費に充てるものでございます。１００万円すっ

きり使うというものではないというふうにご理解いただきたいと思います。 

山田議長 ６番議員！ 

寺前議員 この問題で私が質問してるのは、いわゆる新清掃センターの問題が広陵町財源に大

きな影響を与えてきたということで、個々の問題について賛否の話をしているのではなく、

絶えず個々の問題を出す場合に、新清掃センター全体の計画の中で遂行が行われ、これだけ
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の財源が使われてる、あるいはこれだけがまだ残っている。そして、これが広陵町のいわゆ

る他の予算執行に、あるいはまた計画に影響を与える部分があるのかないのかということが

議会にわかるような数字として、絶えず提示しながら議論をしていくことが必要だというよ

うに言ってるんですね。いわゆる広瀬での朝市で１億円以上の予算を使ってやるかどうかと

いう問題は個々の問題であって、それは約束を遂行していく上についてはやらなきゃならな

い部分というのが前提にあるわけですから、それらが適切かどうか、あるいはまたそれが全

体の広陵町財源に与える影響はどうなのかということの認識を常時示していただきながら、

議会が責任を持って議論できる、そういうような対応をしてほしいということなのですけれ

ども、その点について認識を一致していただいてるのかどうか教えておいていただきたいと

思います。今後の問題として重要だというように考えているわけですから。 

山田議長 副町長！ 

山村副町長 新清掃センターの関連でお約束している事業は進めるということは当然のことで

ございます。ただ、やはり財源がなければ、幾ら約束といえども進められないということも

また事実でございますので、その財源を示しながら議会とご相談申し上げるというのは当然

のことでございますので、今後もその姿勢で進みたいと思います。 

山田議長 質疑はありませんか。 

山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

 これで報告第１号の報告は終わりました。 

 しばらく休憩いたします。お昼からは１時１５分から開会いたしたいと思います。以上で

す。お願いします。 

   （Ａ.Ｍ.１１：４５休憩） 

   （Ｐ.Ｍ. １：２０再開） 

山田議長 休憩を解き再開いたします。 

山田議長 次に、日程４番、報告第２号、財団法人広陵町施設管理サービス公社事業計画及び

収支予算についてを議題といたします。 

 本件について報告願います。都市整備部長！ 

森田都市整備部長 それでは、報告第２号、財団法人広陵町施設管理サービス公社事業計画及

び収支予算についてご報告申し上げます。 

 なお、この件につきましては、過日の２月２２日に開催されました当公社理事会において

慎重審議いただき、ご承認いただいたものです。 
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 別冊の当サービス公社の事業計画及び収支予算書をごらんください。まず、事業計画です

が、当サービス公社の主要事業でありました町施設及び県立公園の管理業務につきまして、

平成２０年度よりシルバー人材センターへ直接委託されることになりました。それにかわる

事業といたしまして、サービス公社の職員及び期限つき職員を町に派遣し、住民のより一層

福祉向上のため、事務支援等の支援事業を当サービス公社の新たな事業として今後取り組ん

でいくことといたしました。支援事業の内容につきましては、公的事務支援、文化交流支援、

環境対策支援、幼保教育支援の４分野において行うものです。その他公社の自主事業といた

しましては、はしお元気村朝市事業、文化の向上、体育等の普及・振興事業としての各種講

座の開催や出会い事業、各公共施設の清掃・美化活動事業を行ってまいります。 

 続きまして、収支予算についてですが、５ページをごらんください。収入についてですが、

まず初めに基本財産運用収入といたしまして、預金利息分１４万円、次の事業収入３３１万

９，０００円ですが、事業計画で申し上げましたとおり、町及び県とシルバーが直接委託契

約されることになったことにより、前年度に比べ１億９８０万２，０００円の減額となりま

した。次の補助金等収入につきましては、職員の退職及び支援スタッフの町による直接雇用

等により５，１２１万４，０００円減額の１億１，４４９万７，０００円となっております。

その他雑収入５６０万３，０００円を合わせました収入合計は１億２，３５５万９，０００

円でございます。 

 次に、支出についてですが、６ページをごらんいただきたいと思います。管理費といたし

まして１，６９４万４，０００円、前年に比べ１億４，８１０万７，０００円の減となって

おります。これにつきましては、公社職員の人件費をそれぞれの支援事業費に計上したこと

によるものでございます。次の受託事業費５２６万１，０００円につきましても、先ほど申

し上げましたとおり、町の施設及び県の公園管理業務がなくなったことにより、前年度に比

べ１億９１１万８，０００円の減額となったものでございます。次の支援事業費９，５０１

万６，０００円につきましては、本年度の新規事業でそれぞれの派遣職員の人件費を計上い

たしております。次の自主事業費５０７万６，０００円ですが、小科目の０３の出会い事業

費につきましては、今年度より０１番の文化・体育等普及振興費に含ませていただいており

ます。以上、支出合計１億２，３５５万９，０００円で、当期収支差額はゼロ円となってお

ります。 

 以上、簡単ですが、報告とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますよ

うお願い申し上げます。 
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山田議長 これより本件について質疑に入ります。質疑ありませんか。１２番議員！ 

松野議員 まず最初に、第１点なんですが、事業方針についてお聞きしたいと思います。 

 これは前年度と全く同じで、数年間同じ文言ではなかろうかと思うんですけれども、今回

はサービス公社の事業内容、大きく転換されたわけですから、広陵町または奈良県、その他

公共団体の維持する施設を管理運営することによりという部分について、とりわけ奈良県の

施設の管理運営、公園ですね、なくなったんだから、事業方針についても、それから事業支

援を新しく入れて、かなりちょっと変えられたというふうに思いますので、この事業方針に

ついてもう少し正確に方針を明示すべきではないかと思いますが、その点についてお聞きし

たいと思います。 

 それから、支援事業ということで新たにといいますか、そういう形にされているわけなん

ですけれども、この支援事業の中身で公的事務支援事業というのは、役場の方での事務員の

派遣ということだと思うんですが、この公的事務支援事業の中で、なぜこういう形で事務支

援をしなければいけないのか。３年期限でされるという予定でされるのか。具体的にどのよ

うな形でこれを行われるのか。従前と比較してメリット、デメリットを明確にしていただき

たいと思います。前からもサービス公社からというのもあったかとは思いますが、お願いし

ます。 

 それから、文化交流支援事業なんですけれども、これに関して、支援事業というのは基本

的には人件費の支出になってるわけですね。７ページでも、ここに計上されているのは人件

費だけなんですけれども、これについてももう少し具体的にどのような形で、どのような事

務をなされるのかということを教えておいていただきたいと思います。同じく環境対策支援

事業なんですけれども、クリーンセンターでの単価業務等の支援を行うものとするというこ

とですが、これについても人件費だけですが、具体的にもう少しご説明をいただきたいなと

思います。 

 ４番目の幼保教育支援事業については従前から行われているということで、事業の名前を

改められたという認識ではありますが。これを見ますと、９ページですね、給与費明細書を

見てみますと、期限つきの雇用されている方は１９年度の雇用と２０年度の雇用を比較すれ

ば、年齢が若返って給料の方が少しふえてはいるんですけれども、期限つきと一般職の同じ

職員１人当たり給与というところで見ましても、かなり給料の開きがあるんですね。その一

番上の本年度の全体の職員さんの給与ですか、２２人分を見ますと、１人当たり年間３６９

万ということになるわけですけれども、期限つきとの給料の差がかなり大きいにもかかわら
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ず、やっぱり現実幼稚園とかでは担任を持ったりとか、そういう形で仕事をされているので、

仕事の内容はあまり変わらない、変えようがないというのが実態だと思うんですね。 

 担任とか副担任してもらっていたら、その仕事が終わってからも打ち合わせ会議とか一緒

に入ってもらわなければ意思統一できないから、打ち合わせできないから、一緒にそこも入

ってもらうことになるので、かなり同じ職場の中で同じようなレベルの仕事をしていて、こ

れだけ給料が違うということについては、従前から大きな問題として指摘されてきたんです

けれども、今回、幼稚園の先生について正規の職員さんをふやすとお聞きしてるんですけれ

ども、それの正規の先生が何人で、３年雇用何人とか、そういう雇用形態別に実態を教えて

いただきたいのと、ことし新しく何人採用されたのか。それから、今後やはりこの問題は引

き続き改善の方向を示していただかなければいけない大変大事な問題なんですけれども、そ

の改善の方向性がどうなのかということについてもお聞きしたいと思います。 

 それから、はしお元気村の朝市は順調に運営されているのだというふうに思っているわけ

ですけれども、今後のはしお元気村の朝市について、昨年度は違う場所で、清掃センターの

東側で朝市の建物を建ててということもご説明いただいたわけですが、現状でじゃあどのよ

うな形で、どういう方向転換になったのか、今後どうされていくのかということを明らかに

しておいていただきたいと思います。 

 それから、かぐや姫祭りへイベントを参加したり、竹取公園での七夕祭りイベント等が３

番目の文化の向上及び体育等の普及・振興事業に入っていたんですが、今回は出会いの場と

なる出会い事業は明記されているんですけれども、従前の事業はどのように２０年度はなさ

れる予定なのかということも確認しておきたいと思います。 

 それから、最初のときにあわせて聞けばよかったんですけれども、このようにサービス公

社からシルバーへ委託していたのを直接シルバーへということに変更されている部分は大き

いわけなんですけれども、この変更についての考え方を再度確認しておきたいんですが、メ

リット、デメリットを明らかにしていただいて再度ご説明をいただきたいなと思います。 

 受託事業、支出から見ます。６ページの方で町施設管理費ということで、まだ若干残って

るんですが、これを見ると、河川の堤防草刈りの委託料ほかということで、基本的にその程

度の事業を受託事業として受けておられるということですが、これはどういう経緯の中で残

さなければいけなかったのかという部分についてもお聞きをしておきたいと思います。この

受託事業費ということで分けておられるわけですが、これの事務費とか、これが上の管理費

とどのような観点で区別されているのかなと。同じ項目でも２つに分けて、修繕料でも一般
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管理費では１２０万で、それから受託事業では７０万とか、ずっと分けておられるんですけ

れども、案分でなさってるのか、その辺のところも、少し事業の割にはそういう経費が大き

いのかなというふうに思いますので、考え方としてお聞きしたらいいのかなと思ってるんで

すが、お願いしたいと思います。とりあえずそれだけお願いします。 

山田議長 森田整備部長！ 

森田都市整備部長 まず、当初の事業方針についてということで、県の管理事務がなくなって

るのに事業方針に入ってるということですので、ここらにつきましては、今後の理事会の上

で中身を見直しながら改めていきたいと思います。 

 それから、支援事業のメリット、デメリットということですけども、一応サービス公社も

当初は町の施設の管理業務を行うということで設立させていただいたわけですけども、指定

管理者制度という国の方針の流れの中で、広陵町におきましては一応直営という方針が出ま

したので、サービス公社としては町の施設の管理業務として成り立っていかなくなったとい

う中で、サービス公社の職員をどのようにしていくかという、いろんな流れの中で、サービ

ス公社として独自の事業をやっていくかということで、いろいろ検討はしておるわけなんで

すけども、なかなか今のところサービス公社として成り立つ独自の事業というのが見出せな

い状況の中で、最近の流れとして民間でできるもんは民間にという中で、一応サービス公社

の職員としてできる部分を町のそういう業務の中からお手伝いできる部分がないかという中

で、そういう住民へのサービス業務につきましては、当然サービス公社の職員でも十分でき

ることですし、また反対にサービス公社の職員の方がうまくできる部分もあるという中で、

町のそういう公的事務、それから文化交流、それから環境対策という方向へ一応そういう職

員を派遣させていただいて、サービス公社の職員の力を出すことが住民へのサービス向上に

つながるんではないかということで、今回こういう支援事業をさせていただいたものです。 

 それから、はしお元気村の運営についてですけれども、一応はしお元気村につきましては、

今後も継続する予定で事業は進めております。現在、土曜日、日曜日だけの週２回の分を今

後はもう少し回数をふやして、より充実した方向で地場での消費と、地産地消ということと、

またあわせてそういう作物をつくられる方の一つの楽しみといいますか、そういうことで今

後も進めていきたいという方向で考えております。 

 それから、出会い事業以外の、以前は映画祭とか七夕のときの一応参画してサービス公社

独自の事業をさせていただいておりましたけども、なかなか財源が厳しい状況になっており

ましたので、その部分につきましては、去年ぐらいから多分中止させていただいてると思う
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んですけども。それにかわるものとして一応出会い事業等、あまり経費のかからない中で、

より新しいものということで、一応去年から、１９年度から出会い事業をさせていただいて

るわけですけども、今後もこういう方向で進めていくということで、従来行っておりました

そういう事業につきましては、今のところ考えていないというようにご理解いただきたいと

思います。 

 それから、直接シルバーへ契約変更になったということについてのメリット、デメリット

ということですけども、一応県におきましては、サービス公社を経由してシルバーと契約す

る場合は、サービス公社へ事務費５％、それからシルバーへ事務費８％ということで、計１

３％の事務費がかかってたと。そういう中で、県としても経費削減という中で、一応シルバ

ーと直接契約をさせてほしいという、また法的にシルバーと直接契約することについて問題

ないという結論が出ましたので、２０年度からはシルバーへ直接契約されることになりまし

たので、委託する側からは費用的な軽減が図られたということでございます。 

 それから、受託事業の中になぜ草刈りだけが残ってるかということですけども、河川の草

刈りにつきましては、シルバー以外の各地元の自警団とか、そういう方が年間の行事として

草刈りをされてる部分がございます。それに対して町の方から草刈り費用として直接はお払

いできませんので、一応サービス公社の方で払っていただいてるということで、地元の事業

に対してサービス公社の方で対応させていただいてると。 

 それから、一般管理費とか受託事業の中に管理費があると。これはどのように分けてるか

ということですけども、一応受託事業の中には公園事務所等をサービス公社で管理しており

ますので、それに対する管理費等を受託事業の管理費で上げさせていただいてます。それ以

外の管理費については、一般会計の方で管理費として計上させていただいてるものです。以

上です。 

山田議長 副町長！ 

山村副町長 ３年期限つきの職員のことについてお尋ねをいただいております。給料が安いと

いうふうにおっしゃってるわけなんですが、若い先生に来ていただきますので、給料は町の

給与条例の初任給を適用いたしますので当然安くなるというのは、年齢に合った給料という

ふうにご理解いただきたいと思います。ここに、給与費明細書に書いてあります一般職員の

ところは、以前から仕事をしていただいております事務職員の給料ですので、それと比較に

はなりませんので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、幼稚園、保育園の期限つき職員の問題については、以前からご指摘をいただい
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ております。本年４月に正職員を３名採用することを決定いたしておりますので、その分期

限つき職員は減員になるというご理解をいただきたいと思います。また、今来ていただいて

る期限つき職員だけでは、学級編制から見ますと不足しますので、あと少し補充をしなけれ

ばならないと思っておりますか、もう少しその正職員と期限つき職員の比率を適正なものに

すべきかどうか、今後も検討してまいりたいと思います。（不規則発言あり） 

 基本的には正職員が３分の２、期限つき職員を３分の１というふうに考えております。そ

れ以外に障害児の加配等についてはアルバイト、いわゆる支援スタッフで手配をしていきた

いと思います。クラス担任は正職員か期限つき職員を充てるというのを基本に学級編制をし

ていただいております。 

山田議長 １２番議員！ 

松野議員 まず、３年期限つき雇用の問題ですけども、今、給料表で全く同じということだっ

たんですけども、今ちょっと例規集を持っていないので正確にははかりかねるところが私自

身もありますが。例えば１９年の１月１日現在のところで言えば、平均給料の方が３２歳で

２１万１，０００円で、２９歳で１５万８，０００円、それから２０年になりますと、２３

歳で期限つきが１６万円で、一般の職のところで３３歳で２２万円ということになっている

わけで、単純にこれだけ見ますと年齢が１９年度は高かったけど、２０年度は大分低くなり

ますが、給料の方は上がっているということになりますね。だから、給料表を改定されない

限り、こういう事態はないわけで、少し給料を上げてもらえたのかなと。サービス公社の方

ですから、それは俸給表、一般職とは関係ない部分でできるので、少し給料の面では改善し

ていただけたのかなと喜んではいるんですけれども、今ご説明いただいたような俸給表に沿

ってやっているということには、この資料の中からは理解できないんですけれども。そうい

う点で、やっぱり担任を期限つき雇用の方も持たれると、明らかにしているということにな

れば、その点の待遇の面では全く一致していただかないと、本当に職場の中で心を合わせて

仕事をしていこうという努力をすごくされているのも知っていますけれども、そこについて

は人間ですから、何でかなという疑問が当然出てくるのではないかなというふうに思います

ので、その点については正確に、少なくとも給料については町で採用されている一般職の方

と同等にしていただくのが当然だと思うんです。 

 それを同等にした上でも、やはりなぜ３年でやめなきゃいけないのかというのは、まだ本

当にこれからの改善の課題だと思うんですね。その待遇の問題とやっぱり３年間という問題

で、それについて再度、特に給料の問題につきましては、今ご説明いただいたことがこの資
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料から見ても私には理解しかねる資料ですので、正確なところをもう１回ご答弁いただきた

いというのと、改善の方向性を持っていただいているのかどうかということについてもお聞

きをしておきたいと思います。 

 それから、これ指定管理者制度でちょっと説明をいただいたんですけども、もう少し理解

ができない部分がありますので再度お聞きするんですけれども、指定管理者制度で町の直営

にするということをお決めいただいて、私はそれでよかったなと思っているんですが。それ

で成り立たなくなって、シルバーへ出したということなんですか。ちょっと意味が、今説明

されてたのがもう一つよくわからなかったんですけれども。指定管理者制度との関連で説明

いただいたので、その指定管理者制度との関連をもう少しちょっと整理してわかりやすく教

えていただきたいと思います。 

 その上で、シルバーへ委託すれば安くなるという部分については、どの部分で安くなるの

か、経費削減になるのか。先ほど県の委託事業についてはサービス公社を通さなければ、サ

ービス公社の事務費５％が安くなるよということで、これはよく理解いたしましたが、そう

いう部分で言えば、シルバーとかサービス公社に委託をしないで、本当に広陵町の職員さん

がきちっとすべて仕事をしていただければ、そういう事務経費がカットできるのではないか

と逆に思うわけですね。給料が町職員さんと同じ給料表を使ってやっていますということで

すから、そういうことを考えれば、シルバーの方をわざわざ経由して人件費を支給するより

かは、広陵町の職員さんの事務と同じ作業の流れの中でやっていただいた方が安いんじゃな

いかということは、あっちやったりこっちやったり事務手続するよりか手間が省けて安くな

るということは、普通に考えてあることなんですが、今の説明聞いたら、なおさらそのこと

がはっきりしたと思うんですが。 

 そういう点について、この４つの支援事業ということで人件費をサービス公社経由でされ

るのは、３年期限が正規の職員さん、公務員はできないということで以前おっしゃっていま

したので、そうであれば、やはり公務員として成り立つような形の雇用形態に改善するのが

一番好ましいことだと思うんですけれども。やっぱりこれは毎年毎年ずっと尾を引いてる問

題なんです。少し１年期限を３年にしていただいたり、苦肉の策でサービス公社にという、

そういう経緯は理解してるんですけれども、そうやって改善していただいたつもりでも、な

おかつ尾を引いてる問題なので、実際の実務の経費の問題等も含めてトータルで考えていた

だければ、再度大きく見直すことができる部分だというふうに思うんですけれども、表面的

な広陵町の職員さんの削減が本当に大きな手柄になるのではなくて、やはり中身、実態を見
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た形で、人数はふえても必要な部分に必要な配置をしていただくということは当然だと思い

ますので、この点については、町長のお考えが強く働いていると思いますので、町長の方か

らご答弁をお願いしたいと思います。 

 それから１つだけ。理事会に伴う幹事報酬という部分で半額になってるんですが、これは

人数、理事の体制を変えられたのか、理事の報酬そのものを減額されたのか、その点だけ教

えておいていただきたいと思います。 

山田議長 都市整備部長！ 

森田都市整備部長 まず、一番最後の報酬の半額という件につきましては、皆さんと同じよう

に一応、半日半額ということでさせていただいて、人数的に変わるものではございません。 

 それから、指定管理者制度云々で説明がわかりにくかったということですけども、一応サ

ービス公社自身はもともと町の施設の管理ということで当初設立されたように記憶してます。

ところが、それが指定管理者制度ということで、町が直接施設を管理するということになり

ましたので、サービス公社として町の施設の管理業務がなくなったと。なくなりましたので、

そしたらサービス公社として次はどのような事業をしようかといろいろ考えてるわけですけ

ども、当面の間は職員を各施設へ派遣して支援事業をしようということで、一応、支援事業

にさせていただいたわけです。 

 それから、シルバーと直接契約することによって、県については事務費５％分が助かると、

町はそういうメリットは一切ないです。結局管理費５％としてサービス公社へ支払いするか、

サービス公社の事業費の不足する分を町の補助金として支出するか、支出する額には変わり

ないんですけども、ただ、直接シルバーと契約させていただいた場合、町が直接シルバーに

いろんな事業をしていただく仕事について指導も管理もできますので、今回シルバーへ直接

委託契約をさせていただくという方向に県に合わせて変えさせていただいた。県は経費の節

減のために変えさせていただいたわけですけども、町はそういう直接請負者にいろんな町と

しての指導もできる、監督もできるということで、一応、直接契約をさせていただくという

方向に変えさせていただいたわけです。 

 それから、先ほども言いましたように、支援事業費として人件費を割ってるわけですけど

も、これを支援事業費に割らせていただいたといいますのは、先日、県の法人検査がありま

して、その中で一応１９年度の予算の中であまりにも一般管理費がウエートが高過ぎると。

本来であれば事業費が大体予算の８割程度で一般管理費が２割程度が好ましいと。広陵町の

場合はこの一般管理費用に予算の立て方として公社の職員の人件費をすべて一般管理費に上
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げておりましたので、あまりにも一般管理費が高過ぎるという指摘がありましたので、それ

では法人として少し予算的に好ましくないと改善を求められましたので、一応２０年度につ

きましてそういう支援事業に対する人件費については当然事業というとらえ方をさせていた

だいて、そちらの方へ人件費を配分させていただいたものでございます。以上です。 

山田議長 １４番議員！ 

青木議員 施設管理サービス公社という名称でしたが……。 

松野議員 私、町長に答弁してもらってなかったのに……。 

山田議長 進めてください。 

松野議員 いえ、町長に答弁をお願いしてたんですけれども。 

山田議長 町長！ 

平岡町長 期限つき職員について改善の方向性はどうなのかというご質問があったかと思いま

す。町の本来の期限つき職員の採用は、医師とか弁護士とか、また税理士とか、そういう人

たちを採用する場合は期限つき採用は町直接の採用は認められているわけでございますが、

教職員とか保母等についてはなかなか問題があるようでございます。本町は公社でやってお

るわけでございまして、これはやむを得ないなというのが県の考えでございます。本町は、

こうした期限つき雇用を保育園、幼稚園で取り入れて、将来子供がいないのに定年の６０ま

で雇用しなければいかんという採用の仕方には問題があるということで、こうした対応をと

っております。奈良県でもうちだけだと思いますが、全国的にも珍しい雇用形態でございま

して、非常に注目を集めておるところでございまして、多くの照会もございます。 

 私は、現行の公務員制度に異論を持っている一人でございまして、改革を進めなければ、

このままでは役所はもたないと。そういう趣旨から全国の各市町村で改革を唱える者集まれ

と、こういう催しがあるのでございまして、全国改革推進会議というものがせんだってあり

ました。全国の市町村は２，１００あまりありますが、２００あまりが賛同いたしまして、

集まったんが１００人あまりで、奈良県では私１人でした。賛同した市町村は斑鳩が加入し

てくれまして、今、問題になっていますのは、例えば窓口職員で職員だけしか対応できない

んですね、民間の人を窓口に起用しようとすれば、それはだめですよというので、公務員制

度で問われているんです。やっぱりセキュリティーとか、そういう問題があるわけです。さ

らに徴収は公務員で徴税吏員しかできないと、公務員しか徴収に当たってはいかんと、こう

なってるんですね。これも民間はできないことになってます。こういうことを警察では民間

の人にもう罰金取ってもいいように法律を変えたんですね。我々役所の方ではまだ民間にし
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ていないわけです。こういうことすら国の方で、しっかりと改革を唱える各市町村が一般の

職員で給料も１，０００万近く支払いしてる人にそういう仕事をさせていいのかどうか、や

っぱり合理的な、効率的な業務をさせようということで我々立ち上がって、渡辺行政改革大

臣に直接会議をせんだってしているところでございます。ことしは何ぼか具体化になってく

ると思いますが、今おっしゃるように期限つきでは雇用形態が悪いというようにおっしゃる

ようでございますが、役所の経営を考えてますと、こういう行き方しかやっぱりやっていけ

ない。そういうことをどうぞご理解をいただきたいと思います。今後の改善の方向性につい

ては、国がしっかりと方向を示してくれる、それを私ども待っているわけでございまして、

どうぞよろしくご理解をいただきたいと思います。 

山田議長 １４番議員！ 

青木議員 ちょっと出ばなくじかれて、わけわからんようになった。町長の長い演説があった

し、余計わからん。そこで今、関連しますけど、私自身も施設管理サービス公社、もう施設

管理ちゅう名称からこれは変えないかんという状態やね、現状は。そこで人材派遣組織的な

考え方になってあるように思うわけですね。そうすることによってこの施設管理サービス公

社という存続がどこまで必要になっていくのか。 

 それと、今、町長おっしゃったように公務員しかできない業務は公務員、しかし、公務員

以外でできる業務は別組織の民間とか、また、こういう組織でというお話だったと思います。

そうすることによって施設管理公社というもんを、そういう組織をもっと違った形でつくっ

ていくのか、また保有していくのか、それとも全くこれはもう先細りでやっていく形で持っ

ていくのかということの私、決断する分岐点に出てくると、こう思うわけですわね。という

ことは、公社の方から今言うように本町に支援のいろんな事業のために派遣されて仕事して

いただく、業務していただくと。それで正職員を、それだけ、いわゆるしてもらえるから人

件費として助かるとか、こういう考え方だったと思う。ということは、そうなってくれば施

設管理サービス公社をきちっとした組織で残して、いわゆる公務員以外の業務の受ける形を

とって、そういう機関として、組織として残すべきであるのかいうとこの、この辺のことを

きっちり持っておられると思いますけど。というのは、サービス公社に職員として入られる、

いや、これから採用しませんとかいろいろあると思います。その辺のことを町長、どの辺ま

で将来のことの展望を踏まえて、さっきちょっとお話あったことを踏まえて位置づけという、

今後のもうなくしていく方向で行くのか、それとも、いや、違う形できちっと残してこれを

活用していきたいというのか、そこのところをちょっと聞きたいです。 
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山田議長 副町長！ 

山村副町長 確かに議員ご指摘の検討をしなければならない時期に来ているというふうに思い

ます。ただ、先ほどからも出ております３年期限つきの職員の活用という、この方法もやは

り今の状況の中では必要でございますので、そうしますと、サービス公社でないとそういう

雇用形態がとれないという問題もございます。施設の管理だけを見れば、指定管理者という

ことになりますとサービス公社で指定管理者たることは難しいと、この前も申し上げておっ

たとおりでございますので、そのあたり今後、行財政改革の中でまた皆さん方ともご相談申

し上げて、しかるべき方向性を出していきたいというふうに思います。 

山田議長 １４番！ 

青木議員 まだ決まってないいうことやね。というのは、おっしゃるとおりに当然、私、合併

ちゅうのが将来的なことも町長、頭の中にあると思いますわね。町長の任期とか、それは別

としてですよ。そのことをずっと踏まえた中で職員採用とか公社、別組織とかいうことは大

変いろんな難しい問題が将来としては残ってくるように私自身は解釈してるわけですけど、

その意味で、やはり合併は今すぐとか関係なかったとしても、そのことを踏まえた中で職員

採用とかいろんなことも踏まえて、別組織で受ける受け皿のことも踏まえた中で、また公社

の採用でする人が、その人たちの身分の問題も将来的なことを踏まえた中でここはきっちり

としとくのが必要であると。今、内部ではいろいろ研究されてると思いますけど、ここは町

長、きっちりと出してほしいと、また、つくっておかないかんと私は思うわけ。 

 ということは、おっしゃるとおり、そりゃ地方自治体、本当は、何だかんだ言うけど、や

っぱり人間の人的の質とか人的な要素が大きなことを踏まえてるわけですから、結局住民サ

ービス、いわゆる採算がどうとかいうのは別としても携わる職員さんの資質なり、また能力

というのを大いに今後本当にむだのない人材の育成という方に、数じゃなしに方向づけにな

ると思いますので、その辺のことを特に考えていただきたいということを申し添えさせてい

ただきます。 

山田議長 答えいいの、要るの、要るわけ。 

青木議員 そうです。 

山田議長 町長！ 

平岡町長 常に青木議員は、施設管理サービス公社についてご意見をいただいている一人でご

ざいます。町の方では、職員はいろんな職員が入りまじって住民福祉のために頑張っていた

だいているわけでございまして、皆さんのそれぞれの立場を職員自身がよく知っているわけ
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でございますが、我々もいい職場環境を与えるとともに、待遇についても町の職員と隔たり

があってはいかんわけでございます。意欲を欠くわけでございまして、また国の制度、また

県の指導、また近隣町村のこうした動き、また私どもの町の行政改革委員と、そうした人た

ちのご意見を聞きながら議員各位と今後協議を重ねてまいりたいと思います。 

山田議長 ６番議員！ 

寺前議員 議論を深めていただいたというふうに思うんですけれども、やはり問題は、公社の

あり方、形態がもう完全に変質したというところにあろうと思うんですね。シルバー人材セ

ンターが成長してきた中でこのような結果が起こっているということは間違いないと思うん

ですけれども、この中で管理サービス公社のあり方はどうなのかという点については、やは

り広く議論すべきだというように思うんです。 

 先ほど町長の理念として公務労働に対する考え方の一端が述べられたわけですけれども、

議員のところでも矢祭町ですか、議員は日当制になって１日出席２万５，０００円、その他

のところでは今、日当制にさせるための請願運動が起こってるところがあるとか、そういう

形態はいろいろ変わってきてるというふうに思うんですけれども、この問題で１つは……

（不規則発言あり）いや、事実を言うてる、提案してない、してない。その一番の大きな問

題は、今言っているサービス公社の問題で副町長が言った、いわゆる期限つき雇用の問題に

ついては、これがなければなかなか困難な問題にぶつかるというのは一つあると思うんです。

だけど、逆にそこが一番大きな問題なんですね。 

 これは共産党の赤旗の新聞なんですけども、２月２７日の衆議院予算委員会で石井郁子、

共産党の議員が厚生大臣に質問をしている中で、保育士は常勤が望ましいということを明確

に述べてるんですね。というのは、大阪府での公立保育所の自治体の半数が非正規保育士の

割合が５割超えると。それはなぜかというと、２００２年から実施されてきた政府の待機児

童ゼロ作戦で保育所定員の１２５％まで超える超過定員が認められたためにこういう臨時職

員がふえてきてるということで、この点では保育所を正規の定員に、正規っちゅうことは保

育所を建てろということなんですけれども、結局こういうところにも保育士の問題が出てい

ると。保育士というのは、先ほど言った窓口の受付や、そういうところのものでは決してな

いと。そういう趣旨で私たちが再三期限つき保育士、幼保の問題について質問して、昨年度

は採用していただいた、これは一つ大きな前進だと思うんです。採用していただいた人数、

ちょっとわかりませんけれども、去年でしたら１６名の保育士がおられたのが、今年度は７

名の人で対応されようとされていると。その差についての採用が、これだけはなかったと思
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うんですけれども、どのようになったのかっちゅうのはわからないんですが、これは先ほど

松野議員が言ってた、そういう資料がなければここで議論できないんですけれども、そうい

うような状況になっているんですけれども、やはり保育士、教育にかかわるところでの非正

規職員、期限つき職員という問題は、これは公務労働あるいは採用の形態ではないんですね。

子供の教育にどのように生かされていくのかという大事な問題なんです。これは世界に逆行

する日本の保育行政という形で言われてる大学の方がおられるんですけども、子どもの権利

条約ができてから子供が本当に大事にされている、あるいはまた子供の教育というものがど

んなに成長する中で大きな影響を持つのかというのは、欧米ではもう科学的な証明なされて

いる。日本でこのような形で期限つき職員を雇って保育に当たるという考え方を広げていく

ということは、大変な間違いを起こすことになるということなんですね。これは先ほど厚生

大臣も、保育士は正規、常勤雇用が望ましいというように言わざるを得ない内容なんですね。 

 ここでもう言わないですけれども、なぜ保育は大事なのかという問題では、本当に３０年

にわたる追跡調査結果でも、欧米でどれだけの違いが出るのかという研究が出てるんですね。

こういうようなところの問題を踏まえると、やはり期限つき保育の問題については最大限努

力し、常勤に合わせていくということが必要だというように思います。そういう考え方に基

づいて人数をふやしていただいたと思うんですけれども、この問題を公社の存続理由にする

ということは間違っているというふうに思うんですけれども、その点については再度お聞き

をしておきたいというふうに思います。 

 それから、何といってもサービス公社の形態の問題は、任務が終わったという形になった

ときに、さすれば今、公社で採用した方々をどのようにするのかという問題が図らずも浮か

び上がってくると、これは青木議員もおっしゃってる問題のとおりだというふうに思うんで

す。ところが、この問題は、同一職種に同一賃金という具体的な労働の形態があるんですけ

れども、現在のところでいえば公的事務に４名、そして文化交流に５人、そして環境対策、

これは先ほど言ったクリーンセンターに５人、そして幼保で７人というように予算組みをさ

れた。１５人というのは昨年と変わらないわけなんですけれども、こういう中でなぜこうい

う、これは１５人の公社の正職員の採用の形態ですけれども、これは同じように給料を払っ

ているという形態は間違いないわけですね、役所から給料を払っているということ。 

 そしたらいわゆる採用の形態が違うというだけですけれども、こういう方々を公務員に横

滑りさせる、これはいいか悪いかというのは後の議論にしなきゃならないと思うんですけど

も、させる場合、給料の形態はどれだけの差が出てくるのか、メリット、デメリットはどう
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なのか。社会保険を使う、あるいはまた、逆に言えば差がついてるということであれば公務

労働というのはそれだけ民間雇用よりも高い経費がかかってるのか、こういうような議論が

起こってくるわけなんですけれども、そういう点でいえば公社の役割が終わって、期限つき

スタッフの問題は別として、今１５人の正職員の方々をそれぞれのところに派遣しているわ

けですけれども、そのあり方について一歩踏み込まなければならない時期というのは必ず出

てくるだろうというふうに思うんです。そういう点で、そのような考え方のもとにいわゆる

役所が採用する場合と、このままでいる場合との将来賃金も含めてどのような違いが生じて

るのかというのは検討されたことがあるんですか、それともその点についてはそのままにな

っているのかをどうか、お聞きしたいと思います。 

 それから、具体的に期限つき職員のところで、幼保、教育支援は７人になっているんです

けれども、採用は８人になってるんですね。１名はどこで採用されているのかというのがち

ょっとわからないので、その点をお聞きしたいのと、それから元気村の朝市の収支決算は出

たと思うんですけれども、その点の資料提供もお願いしておきたいというように思うんです。

３カ月程度の部分は以前もらったことありますけれども、１年間はないので、この機会にど

のような朝市の状況になっているのかと。それが町が今後の朝市の課題として進められてい

るところと構想的には一致してきた内容になっているのか、それとも努力しなきゃならない

ところはどこにあるのか、成果はどこにあるのかという点をやはりこの予算の審議の中で出

していただく必要がある。でないと結局は議会が全くわからないままに次の朝市の経営を行

っていくということになるわけですから、議会の審議の内容の空洞化につながるようなこと

については避けなきゃならないというように思います。これは今後の議員の方々に必要だと

いうように思いますので、その点についてのご答弁をお願いしたいと思います。 

 それから、先ほどのシルバーの人件費の問題ですけれども、いわゆる委託事業が直接シル

バーにわたったと。これは一般管理費が非常に高いということは、いわゆる消費税の部分を

省くために職員を含めて受託事業として契約をして消費税分を省いてきたという経緯があろ

うかと思うんですけれども、シルバーにこれが直接わたった場合、シルバー自体が仕事の分

類として一般、いわゆる民間事業の受託と、それから公務の受託を峻別して全国シルバー人

材センター事業協会に報告しなきゃならない制度になっているんですけれども、こういうと

ころの部分は大きく変化するだろうというふうに思うんですが、その点についてはシルバー

の存続の問題について影響がないのかどうか。 

 というのは、シルバーについて民間受託をふやしなさいということで全国シルバー人材セ



－40－ 

ンター事業協会などが指導して、それに基づいてシルバー人材センターが補助金をもらって

いるというような形態があるんですね。それが公務労働が多ければ民間部分が少なくなって

くると。今まではサービス公社からシルバーにわたった仕事の形態は民間からもらったとい

う形で報告をしていたわけなんですけれども、それが広陵町役場や県から直接もらうと、こ

れは明らかに公務というところになるわけなんですけれども、その点でのシルバーの影響と

いうのはどのようなものがあるのかないのか、あるいはまたそこの議論はどうだったのかと。

これは全国シルバー人材センター事業協会が優秀なシルバー人材センターの分類、形態で、

いわゆる役所からの直接の費用じゃなくて民間で活躍しているということの位置づけが基本

的にあるわけなんで、そういう点での広陵町のシルバー人材センターのあり方の問題にも波

及してくるだろうと思いますので、お聞きしておきたいというふうに思います。以上です。 

山田議長 森田都市整備部長！ 

森田都市整備部長 朝市の経理の状況ですけども、一応４月２８日に第１回目をさせていただ

きまして、この間で８７回、一応朝市を開かせていただいております。その８７回の売上総

額につきましては９１５万７，７７３円で……。 

寺前議員 本文はよろしいです。後資料をもらった方がわかりやすいので、みんなにもらわん

と数字が書けないと思うんです。 

森田都市整備部長 はい。 

 それから、シルバーが直接契約することによって公務比率云々という話ですけども、これ

についてはシルバーの方は問題ないという前提のもとに、県との直接契約をされる、町との

直接契約をするという方向で一応こちらの方は聞いております。あくまでもこれはシルバー

ですので、サービス公社としてその中身まではちょっと十分には把握いたしておりませんの

で、ご理解いただきたいと思います。 

山田議長 副町長！ 

山村副町長 まず公社の存続をどうするのかというのは、これから協議をさせていただくと先

ほども申し上げたとおりでございます。廃止をすると、やはり職員の処遇というのが問題に

なってまいります。そのことも踏まえて支援事業として各公共部門に職員を配置をさせてい

ただいて仕事をしていただいております。いわば訓練をしているというふうにご理解いただ

けたらと思います。切りかえた場合の給与については、給料、賞与等については全く町の職

員と同じ水準で規定をさせていただいております。異なりますのは、退職手当、社会保険の

部分でございます。その部分については合わすわけにはまいりませんので、切りかえた時点
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で新たな制度にお入りをいただくということになろうかと思います。今後こういった方向に

進むのではないかというふうにも思っておりますので、その節はよろしくお願いをいたした

いと思います。 

山田議長 ６番議員！ 

寺前議員 期限つきの問題で、やはり保育士を正規に採用していくという点について、これは

どうしても取り組まなければならない問題で、広陵町の幼児教育をどのような視点から見る

のかということに直接つながっていく問題だというふうに思うんですね。いわゆる若い保育

士を採用していくということであれば、その方の将来の問題、あるいはまた必要でしょうけ

れども、そういう点では退職した方の力を活用していくとか、そういう形での雇用の問題等

もあろうというふうに思うんですけれども、期限３年つきの元気な方々を、それでおさらば

ですというような形の形態は、これはもう本当によくないということを認識していただかな

ければならないと。子供にとってもよくないということであります。だからそういう点で、

この問題はどのような形で解決していくのかということです。町長が先ほど言った雇用形態

のあり方という問題は、窓口については国も民間の採用を検討するための方向を打ち出して

いる一例でもあります。また、その他のところでも民間委託という形での形態もあるんです

けれども、保育士の問題については別の視点でとらえる必要があるというように思いますの

で、この問題を公社の存続理由とすることについては私は問題があろうと思うんですが、そ

の点、再度お聞きしておきたいと思います。 

 それから、いわゆる１５名の職員の切りかえという問題になってきたときには、やはり町

長の公約されている５０人、５億円削減の形態の問題、いわゆるこの報告でも２００人体制

を維持していくということですけれども、既にこの問題については２１５人というように言

わなきゃならないというように思うんですけれども、そういう点での町長の考え方にある職

員採用の経過、流れというのは、この公社の雇用をされている方々との関係でどのようなイ

メージを持っておられるのか、そのことも聞いておかないと、この方々の将来的な身分の問

題というのは消えていかないというように思いますので、お聞きしておきたいと思います。 

 その他については、人員の配置の問題で、ちょっとこれを見てても去年との関係でわから

ないとこがあるんですけれども、それはもう大きな問題ではないというふうに思いますので

省かせていただきますけれども、再度そのようなところについてお聞かせ願いたいというふ

うに思います。 

 朝市の問題については、資料でぜひ、今後の広陵町の農政のあり方にまでかかわる問題な
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んですから、詳しい報告書を出していただいて議会での審議をお願いしたいというふうに思

います。 

山田議長 町長！ 

平岡町長 今、期限つき職員とか、またサービス公社の職員が町の職員のように定年まで長く

みんなと同じように勤めたいと、そんな願望はあるのは当然だと思いますが、私はこの期限

つきの人は初めから、あんたらは頑張ったらそういうようにいい方向がありますよと、そん

なこと言ってませんよ、一つも。３年間の期限ですよと、その期間、広陵町に汗をかいて町

の子供たちに教えてくれますかということで、じゃあ、頑張りますというて来ていただいて

るんです。にもかかわらず皆さんがそのように、いや、もっと行けと、もっと町長へ言うて

４年も５年も、また定年まで行くように言うたらええのやと、そういうように議員さんおっ

しゃってるんですか。そんなことは……。 

寺前議員 期限つき採用職員が問題だと言うんです。 

平岡町長 いや、その人たちはそういう条件でよろしいですよと、お願いしますと喜んで仕事

をしていただいているんです。にもかかわらず、その人には劣悪な環境をつくって、役所は

むちゃな使い方をしているというように思われているようでは非常に残念でございまして、

今、働いておられる人には本当にこの与えられた期限をしっかりと頑張っていただいてる。

せんだって役所でおやめをいただいた人、あいさつにめいめい来てくれました。天理から来

られている人でした。この３年間頑張らせていただきましてありがとうございましたと、そ

ういうようにあいさつを述べて職を終えていただいたんです。いいところあったら、またど

んどん社会で頑張ってくださいと私はエールを送っていたんですが、基本的には喜んで帰っ

ていただいたと思います。しかし、定年まで行く場合は新規採用職員に受験をしていただい

たらいいんです。その機会も与えているんです。 

 役所を今、経営を脅かしているのは、やっぱり人件費なんですね。保育園も幼稚園も町立

です。民間では５０％まではアルバイトや、そういう人たちで経営を安定させているんです。

役所は今まで１００％でやってました。これが２割でもよろしい、３割減らしてもよろしい、

５０でもいいですよと、しかし、うちは３分の１この期限つきの人たち等でお願いをしてい

るんです。本来は無尽蔵に先生を幾ら採用して子供たちの健全育成に経費を振り返らずやれ

ばいいのではないわけです。基本的にはやはり合理的な効率のよい職員を採用して当たりな

さいとなってるんですから、このことをどうぞ皆さんもご理解をいただきたい。もう民間へ

委託した方がこんな議論は行わなくても済むわけですから、極力こうした民間と競合する部
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分は民間の人たちに保育園も幼稚園も切りかえしてはどうかと、こういう議論もあるわけで

ございます。こういうことを考え合わせて職員のこれからの意気込みをこの１年間もう一度

確認をさせていただこうと、そういうように思っていますので、どうぞご理解をいただきた

いと思います。 

寺前議員 切りかえのことは、切りかえ。 

平岡町長 切りかえのことにつきましても、私はこの１年間、現在と同じような仕事をしてい

ただいておりますので、公社職員を切り離して一般職に切りかえをする、その場合はどうし

た条件でいいのか、採用試験を新たにして、中には成績の悪い人はもうやめていただくと、

こういう立場をとるのか、この１年間よく協議をさせていただこうと、そのように思ってい

ます。 

山田議長 質疑はありませんか。 

         （なしの声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

 これで報告第２号の報告は終わりました。 

 次に、日程５番、議案第１号、広陵町後期高齢者医療に関する条例の制定についてを議題

とします。 

 本案について説明願います。吉村理事！ 

吉村理事 議案書の３ページでございます。よろしくお願いをいたします。この条例は、２０

年４月から発足をいたします後期高齢者医療制度のための条例でございます。基本的な事務

につきましては法令の中で定められております。法令に定められていない事務について、こ

の条例の第２条において定めさせていただいております。第３条におきましては、保険料徴

収の対象者、いわゆる広陵町が担任をする方を広陵町の住民というように規定をしているわ

けでございます。第４条では、普通徴収の納期を８期にするという内容を定めております。

以下、５条では督促手数料、６条におきましては延滞金の年利を１４．６％、そして第７条

から第９条におきましては罰則規定を定めているという内容でございます。 

 なお、これまで職場の健康保険などの被扶養者で保険税負担をされていなかった方につい

ての半年間の保険料免除のための条文につきましても、附則において定めております。 

 この条例の施行日は、２０年４月１日からでございます。どうぞよろしくお願いをいたし

ます。以上です。 

山田議長 次に、日程６番、議案第２号、広陵町放課後子ども育成教室条例の制定についてを
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議題とします。 

 本案について説明願います。教育委員会事務局長！ 

北神教育委員会事務局長 議案第２号、広陵町放課後子ども育成教室条例についてご説明申し

上げます。 

 議案書の８ページでございます。現在の児童育成クラブと放課後子ども教室を一体化し、

子供の安全で健やかな居場所を確保するとともに、学ぶ意欲のある子供たちに学習機会を提

供するもので、いわゆる国が推進している放課後子どもプランをより拡充して実施するもの

です。 

 第１条は、設置目的でございます。第２条は、各教室の名称と位置をうたっております。

原則は学校敷地内で行うということで、学校の地番を規定しております。第４条は利用料で、

午後５時までは４，０００円、５時半まで４，５００円、最終の６時までですと５，０００

円という内容でございます。現在の児童育成クラブと同様でございます。第５条の利用料免

除の事由及び第６条のその他必要な事項については、施行規則で定めるという内容でござい

ます。 

 なお、附則において、この条例の施行期日を平成２０年４月１日とするとともに、広陵町

立児童育成クラブ条例の廃止を規定しております。 

 以上、説明を終わります。 

山田議長 次に、日程７番、議案第３号、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び

期末手当に関する条例の一部を改正することについてを議題といたします。 

 本案について説明願います。笹井理事！ 

笹井理事 議案第３号、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する

条例の一部を改正することについてご説明申し上げます。 

 議案書１０ページでございます。本条例につきましては、平成１８年度よりすべての非常

勤特別職に係る報酬の見直しから校医等につきまして報酬について削除し、そして一般の賃

金といった形で手当支給として切りかえをしておりました。しかしながら、学校におきまし

ても学校保健法第１６条の規定の中で学校医の設置義務が掲げられておる、そういった関係

で近隣市町村との状況も考慮しながら検討し、こうした職員につきまして改めて非常勤特別

職の位置づけが適切であると思われますので、今回再度追加させていただくものでございま

す。 

 報酬額につきましては、従前の学校医１０万円を５万円、歯科医において８万５，０００
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円を４万円、薬剤師５万円を３万円に改正したいと考えております。 

 なお、この改正による実質医師等への支給額の大差はございません。 

 施行日は、平成２０年４月１日からと定めさせていただく予定をしております。以上よろ

しくご審議の上、ご承認賜りますようお願いを申し上げます。 

山田議長 次に、日程８番、議案第４号、広陵町国民健康保険税条例の一部を改正することに

ついてを議題とします。 

 本案について説明願います。吉村理事！ 

吉村理事 議案書の１１ページからでございます。健康保険法の一部改正及び地方税法の一部

改正を受けまして、さらには後期高齢者医療制度並びに特別徴収制度の創設に対応できるよ

うに所定の改正をお願いする内容でございます。 

 皆様方のお手元に本日配付されております第１回定例会資料、この中の４１ページに２０

年度のいわゆる保険税率の内容をわかりやすく表示させていただいております。簡単に申し

上げますと、所得割、現行６．２％のものを医療分で４．６％、そして後期支援分というこ

とで１．６％に割り振りをさせていただく、以下、資産割、均等割、平等割についても所定

の割り振りをさせていただきました。現行の税率は、そのまま据え置かせていただいて２０

年度も対応してまいりたいという内容でございます。 

 条例の中身につきましては、非常に理解しにくい部分もございますが、内容を申しますと、

それらの割り振りに伴いまして６割軽減の額あるいは４割軽減の額も金額修正をさせていた

だいております。さらに後期高齢者医療制度ができますことで、お二人世帯、夫婦世帯でだ

んなさんが後期高齢へ行かれて奥さんが国保に単身で残られるという場合のことも想定をい

たしまして、５年間平等割を軽減、半減させていただくという内容についてもうたっており

ます。また平成１８年度、１９年度で年金控除額が変わりました関係で激変緩和措置をとっ

てまいっておりましたが、２０年度からはその緩和制度がございませんので、その条文を削

除している内容です。 

 さらには、国民健康保険の被保険者その世帯の全員が６５歳以上７５歳未満の世帯の世帯

主を対象として、年金から保険税を徴収させていただくための条文も定めております。ご承

知のように介護保険料とあわせまして、もらっていただいている年金の半分を超えない方に

ついて特別徴収をさせていただくと、年金額の少ない方については従来どおり普通徴収で対

応させていただくという内容もうたっております。どうぞよろしくお願いをいたしまして、

説明を終わります。 
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山田議長 次に、日程９番、議案第５号、広陵町立学校設置条例の一部を改正することについ

てを議題とします。 

 本案について説明願います。教育委員会事務局長！ 

北神教育委員会事務局長 議案第５号、広陵町立学校設置条例の一部を改正することについて

ご説明申し上げます。 

 議案書１８ページと、あわせまして新旧対照表の２１ページをごらんください。学校教育

法の改正により学校の種類ごとの目的及び目標の見直しが図られる中で、これまで小学校、

中学校、高等学校、大学の次に規定されておりました幼稚園に関する事項を最初に位置づけ、

幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学という発達の連続性を踏まえた順序となったこと

によるものです。 

 平成２０年４月１日からの施行でございます。説明を終わります。 

山田議長 次に、日程１０番、議案第６号、広陵町立幼稚園保育料及び入園料徴収条例の一部

を改正することについてを議題とします。 

 本案について説明願います。教育委員会事務局長！ 

北神教育委員会事務局長 次に、第６号、広陵町立幼稚園保育料及び入園料徴収条例の一部を

改正することについてご説明申し上げます。 

 議案書の２０ページでございます。あわせて新旧対照表２３ページをお願いします。今回

の改正は、金融機関のシステム変更により幼稚園の口座振替サービスが新年度から１８日に

なったことによるもので、第４条における保育料等の徴収期日を毎月１０日から毎月１８日

に繰り下げるとともに、その日が休日に当たるときは直前の平日に徴収することになってい

たものを直後の平日に徴収するという改正をお願いするものです。 

 平成２０年４月１日からの施行です。以上、説明を終わります。 

山田議長 次に、日程１１番、議案第７号、広陵町立集会所条例の一部を改正することについ

てを議題とします。 

 本案について説明願います。教育委員会事務局長！ 

北神教育委員会事務局長 議案第７号、広陵町立集会所条例の一部を改正することについてご

説明申し上げます。 

 議案書２２ページでございます。あわせて新旧対照表の２４ページをごらんください。今

回の改正は、百済森及び馬見中３丁目の集会所建設に伴うもので、これまでの１４カ所の集

会所、公民館の次に森公民館と馬見中３丁目自治会館という名称で追加するものでございま
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す。 

 なお、どちらも現在建設中でございまして、工期は３月２５日までとなっておりまして、

備品の搬入等ございますので、供用開始は４月初めになろうかと思います。よろしくお願い

いたします。以上です。 

山田議長 次に、日程１２番、議案第８号、広陵町母子医療費助成条例の一部を改正すること

についてを議題とします。 

 本案について説明願います。吉村理事！ 

吉村理事 広陵町母子医療費助成条例の一部改正についてご説明を申し上げます。 

 議案書の２３ページからでございます。この条例の改正につきましては、新旧対照表の２

５ページをごらんいただければわかりやすいかと思います。これまでは社会保険もしくは国

保に加入した上での老人保健という取り扱いでございました。この条例におきまして老健対

象者は除外をするという規定を括弧の中でしておりますけれども、平成２０年４月からは後

期高齢者医療制度と独立になりますことから、この機会に条例第２条中の関係文を削除させ

ていただくという内容の改正でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

山田議長 次に、日程１３番、議案第９号、広陵町老人医療費助成条例の一部を改正すること

についてを議題とします。 

 本案について説明願います。吉村理事！ 

吉村理事 議案書２５ページからでございます。広陵町老人医療費助成条例の一部改正につい

て説明をさせていただきます。 

 先ほど同様、新旧対照表の２６ページをごらんいただきたいと存じます。老人保健法が高

齢者医療の確保に関する法律ということで変わりましたので、議案第８号の理由と同様でご

ざいます。第２条中の関係部分を削除させていただくという内容です。またあわせまして、

入院の際の生活療養費の控除につきましても、適用者はこれまで７０歳以上というように規

定をされておりましたが、６５歳に拡大されるということでございますので、条例の第３条

の３号にその関係文言を追加させていただいた内容です。この条例の適用対象者は、現在１

１０人おいでをいただいているという状況でございます。 

 条例の施行日は、２０年の４月１日からでございます。どうぞよろしくお願いをいたしま

す。 

山田議長 次に、日程１４番、議案第１０号、広陵町心身障害者医療費助成条例の一部を改正

することについてを議題とします。 
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 本案について説明願います。吉村理事！ 

吉村理事 議案第１０号、広陵町心身障害者医療費助成条例の一部改正について説明をいたし

ます。 

 議案書の２７ページからでございます。新旧対照表も２７ページでございます。ごらんを

いただきたいと存じます。後期高齢者医療制度の開始に伴いまして、従来の１歳以上６５歳

未満とこの条例の適用者を定めておりましたが、年齢制限の上限６５歳という表現を撤廃し、

障害者医療費助成の見直しに対応できるための改正でございます。６５歳以上７４歳までの

障害１級あるいは２級、また療育手帳Ａの方につきましては後期高齢者医療制度の対象者で

はありますが、障害認定を取り消し申し出される方が中にございます。そういう方たちに対

する対応をさせていただくための条例の改正でございます。現在６５歳以上７４歳まででそ

ういう障害１級、２級あるいは療育手帳Ａ、すなわち後期高齢者の該当障害の方は現在１０

８名おられるわけでございます。この内容について整理をさせていただいたという内容でご

ざいます。 

 この条例も施行日につきましては、２０年４月１日からでございます。どうぞよろしくお

願いをいたします。 

山田議長 次に、日程１５番、議案第１１号、広陵町心身障害者等福祉年金条例の一部を改正

することについてを議題とします。 

 本案について説明願います。健康福祉部長！ 

池田健康福祉部長 議案第１１号、広陵町心身障害者等福祉年金条例の一部改正についてご説

いたします。 

 議案書の３０ページ、新旧対照表２８ページをごらんいただきたいと存じます。今回の改

正は、平成１８年４月に身体障害者、知的障害者、そして新たに精神障害者を含めた３障害

に共通のサービス体系と一元化を図る障害者自立支援法が施行されました。これに伴いまし

て、本制度においても現行、身体障害者・児及び知的障害者・児を支給対象としておりまし

たが、新たに精神障害者・児を支給対象として追加するものでございます。条例の題目を広

陵町障害者福祉年金条例と改めます。支給対象者は、精神障害者保健福祉手帳所持者のうち

障害児等１８歳以上で１、２級該当者とするもので、支給額は障害児、１８歳以上の１級該

当者につきましては月額２，５００円、年額３万円、２級該当者につきましては月額１，０

００円、年額１万２，０００円を支給するものでございます。支給額を年額から月額に改め

るものでございます。 
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 また、障害の「害」の漢字の与える印象に配慮して平仮名表記をしております。しかしな

がら、法令名、法令用語につきましては表記変更ができないので、漢字となっております。

この表記変更につきましては、平成１８年度の広陵町障害福祉計画策定委員会において取り

決めをいたしております。 

 施行は、平成２０年４月１日からでございます。以上で説明を終わります。 

山田議長 次に、日程１６番、議案第１２号、平成１９年度広陵町一般会計補正予算（第４

号）を議題とします。 

 本案について説明願います。笹井理事！ 

笹井理事 議案第１２号、平成１９年度広陵町一般会計補正予算（第４号）についてご説明申

し上げます。 

 議案書３１ページでございます。歳入歳出それぞれ１，５４２万５，０００円を追加し、

９３億２，５０４万１，０００円といたすものでございます。 

 ３６ページの歳出をお願いします。総務費ですが、社会福祉協議会２億円に対する平成１

９年度より償還金相当額を減債基金に積み立てるものでございます。民生費につきましては、

国民健康保険、介護保険それぞれの電算システムの改修費によります増額でございます。し

尿処理費の葛城清掃事務組合の負担金につきましては、し尿処理費の減により減額です。公

共下水道費、下水道事業特別会計の繰り上げ償還に対する繰出金でございます。香芝・広陵

消防組合につきましては、中途退職者、人件費減少による負担金の減額でございます。 

 歳入に戻っていただきたいと思います。３５ページでございます。電算システム改修費の

補助金を計上しております。ふるさと基金、財源調整によるものでございます。繰越金の確

定により補正額８，０９０万でございます。 

 それから、３３ページの繰越明許費でございます。起債の各事業につきましては、制度改

正、地元との交渉においてやむなく年度内に完了する見込みが立たないために繰越明許費補

正をお願いするものであります。 

 以上で平成１９年度一般会計補正予算（第４号）の説明といたします。よろしくお願いを

申し上げます。 

山田議長 次に、日程１７番、議案第１３号、平成１９年度広陵町国民健康保険特別会計補正

予算（第３号）についてを議題とします。 

 本案について説明願います。吉村理事！ 

吉村理事 議案第１３号、平成１９年度広陵町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につ
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いて説明を申し上げます。 

 ３７ページでございます。歳入歳出にそれぞれ１億３，４０６万９，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２９億４，２６３万９，０００円とする内容をお願

いするものでございます。 

 議案書の４１ページ、歳出からご説明を申し上げます。 

 今回の補正をお願いいたします主な原因でございますけれども、第２款の保険給付費で１

億８３５万６，０００円の補正をするという内容と、同じく第２項の高額療養費で２，６７

５万５，０００円の補正をお願いするというのが主な内容でございます。これは１件当たり

の医療費が高額化しているというように我々は見ておりますが、１９年度におきます医療の

支出の状況を見ますと、年度末まで現行予算では対応できないという見通しの中で、今回補

正をお願いするものでございます。 

 これに対します歳入といたしましては、戻っていただきまして４０ページをごらんいただ

きたいと思います。保険税におきまして一般被保険者の保険税で８，５３４万１，０００円

の補正をお願いいたします。また国庫負担金におきまして５，０５０万５，０００円の追加

補正を見込んでおります。県支出金でも２００万、そして町の一般会計からの繰入金につき

ましても６６２万５，０００円の繰り入れを見込んでおります。この国庫２５０万、そして

県支出金２００万、一般会計の繰入金６６２万５，０００円、これらはいずれも特別徴収を

するがためのシステムの開拓といいますか、改修に伴う応分の負担分として今回補正をお願

いする内容でございます。 

 どうぞよろしくお願いを申し上げ、説明を終わります。 

山田議長 次に、日程１８番、議案第１４号、平成１９年度広陵町下水道事業特別会計補正予

算（第２号）についてを議題とします。 

 本案について説明願います。都市整備部長！ 

森田都市整備部長 議案第１４号、平成１９年度広陵町下水道事業特別会計補正予算（第２

号）についてご説明申し上げます。 

 まず、４３ページをごらんいただきたいと存じます。今回補正をお願いいたしますのは、

歳入歳出それぞれ４億３，１７５万４，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ１６億６，８８５万４，０００円とするものでございます。 

 次に、４８ページの歳出から説明申し上げます。３款の流域下水道事業費の負担金補助及

び交付金３６５万９，０００円につきましては、平成１９年度の県流域下水道の事業費が確
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定したことによる精算分でございます。 

 ４款公債費の償還金利子及び割引料４億２，８０９万５，０００円につきましては、起債

の元金を繰り上げ償還するものでございます。内訳といたしまして、繰り上げ償還する分と

して１億９，５６８万８，２９５円、借りかえ分といたしまして２億３，２４０万６，６６

６円でございます。なお、借りかえによります効果といたしましては、利子の負担分で２，

７２０万３，０００円程度軽減される予定となっております。 

 次に、戻っていただいて、４７ページをごらんいただきたいと存じます。歳入についてで

す。３款繰入金の一部会計繰入金１８５万４，０００円ですが、これは下水道特別会計の不

足分を一般会計から繰り入れいただくものでございます。４款町債の流域下水道債３７０万

円につきましては、先ほど申し上げました流域下水道事業費負担金の差額分について起債を

するものでございます。次の下水道事業借換債２億３，０６０万円は繰り上げ償還として借

りかえる分でございます。次の５款の諸収入の水道事業会計借入金１億９，５６０万円につ

きましては、水道事業会計より借り入れ繰り上げ償還するものです。 

 戻っていただいて、４５ページをごらんいただきたいと存じます。第３表、地方債補正に

ついてですが、これにつきましては、繰り上げ償還に伴い地方債の追加及び変更をするもの

でございます。その前の第２表、繰越明許費につきましては、より効果的な投資を行うべく

工事箇所の見直しや工事内容、方法等に時間がかかったことによりまして、年度内での工事

の竣工が見込めず、やむを得ず繰り越しをお願いいたすものでございます。 

 どうぞご理解賜りましてご可決いただきますようによろしくお願い申し上げまして、説明

を終わります。 

山田議長 次に、日程１９番、議案第１５号、平成１９年度広陵町水道事業会計補正予算（第

１号）についてを議題といたします。 

 本案について説明願います。水道局長！ 

植村水道局長 議案第１５号、平成１９年度広陵町水道事業会計補正予算（第１号）につきま

してご説明申し上げます。 

 ５０ページをお開きください。水道事業会計補正予算の実施計画でございます。１目企業

債償還金１，０７５万４，０００円の企業債償還元金につきましては、さきの議案第１４号

の下水道事業特別会計補正予算で説明された繰り上げ償還の内容と同様でございます。水道

企業債は、総務省が地方公共団体、地方公営企業を対象に公債費負担の軽減策として年利

５％以上の高利率企業債の元利償還金が経営を圧迫している地方公営企業で、みずから経営
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改革を行い、公営企業経営健全化計画を作成した地方公営企業について繰り上げ償還を認め

ることとされました。このことにより本町の繰り上げ償還が承認され、保証金なしで年利７．

１％の高利率企業債元金の繰り上げ償還を行うものでございます。繰り上げ償還をすること

により、これに伴う利息２６８万４，０００円の負担軽減が図られることになります。 

 以上で水道事業会計補正予算の説明をさせていただきます。ご審議の上、ご可決賜ります

ようよろしくお願い申し上げます。 

山田議長 しばらく休憩いたします。３時１０分までお願いします。 

   （Ｐ.Ｍ. ２：５５休憩） 

   （Ｐ.Ｍ. ３：１５再開） 

山田議長 休憩を解き再開いたします。 

 次に、日程２０番、議案第１６号、平成２０年度広陵町一般会計予算を議題といたします。 

 本案について説明願います。笹井理事！ 

笹井理事 それでは、議案第１６号、平成２０年度広陵町一般会計予算についてご説明申し上

げます。 

 別冊、予算書の１ページをごらんいただきたいと思います。本年度の一般会計予算総額を

１００億円と定め編成をさせていただいております。前年度に比べ７．５％の増額予算でご

ざいます。 

 まず、歳入についてご説明を申し上げます。 

 １６ページをお開きください。町税の個人分、法人分合わせまして３，２３０万円の増収

を見込んでおります。固定資産では、新築家屋を考慮し２，６５０万円の増収を見込んでお

ります。その他、町税全体といたしましては５，７５０万円の増額となってございます。 

 １８ページ、２款地方譲与税でございます。そして２０ページの８款地方特別交付金まで

それぞれ所要の予算を計上しております。 

 ２２ページの地方交付税でございます。地方の再生に向けた地域活性化施策の充実に対処

するための地方再生対策費４，２００万円を見込んで計上いたしましたが、その他減額項目

との相殺により前年度予算に比べ交付税におきましては２，０００万の減額となってござい

ます。 

 ２３ページ中段に掲げておりますけれども、放課後子ども育成教育使用料につきましては

１，９２０万円を見込んでおります。 

 それから、２８ページでございます。国庫補助金でございますが、清掃費補助金として旧
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清掃施設解体工事及び附帯設備につきまして９，０８０万円、土木費の補助金として道路関

連事業で１億２，２６０万円、まちづくり交付金事業では５，１９０万円、さらに２カ年計

画である広陵町防災センター建設事業で９，７５０万円の補助金をそれぞれ見込んでござい

ます。 

 次に、３０ページ中段の民生費県負担金でございますが、後期高齢者医療保険基盤安定負

担金で新たに２，１００万円を見込んでございます。 

 ３２ページでございますが、総務費の県の補助金でございます。観光トイレ設置に係る地

域活性化事業補助金２１０万円、衛生費県補助金では妊娠判定受診料補助金及び健康増進事

業補助金合わせまして１６０万円、そして３４ページでございますが、土木費の県補助金で

は洪水ハザードマップ作成事業補助金として１４０万円、それぞれ新規事業として見込んで

ございます。 

 ３６ページをごらんいただきたいと思います。各基金の繰入金でございます。財政調整基

金１億６，０００万を自主財源補てんとして組み入れたほか、各それぞれの基金につきまし

て目的に合った取り崩し、繰り入れを行っております。 

 ４０ページの下段、町債でございますが、地方一般財源の不足に対処するための臨時財政

対策債について所要の見込み額、また主要事業に係る町債につきましてもそれぞれ目的別に

計上をさせていただいております。 

 ４２ページ、繰越金でございますが、平成１９年度歳計剰余金を４億円と見込んでござい

ます。 

 続きまして、歳出に移らせていただきますが、予算書の中身、多岐にわたっております。

恐れ入りますけれども、定例会の資料の４ページの平成２０年度主要事業一覧表によって抜

粋してご説明を申し上げたいと思います。ご了承をお願いをいたします。 

 まず、地球環境にやさしいまちづくり推進事業でございます。資料の４ページでございま

す。１番の地球環境にやさしいまちづくり推進事業でございます。ＣＯ 2削減に向け町内各

施設間の連絡調整や町内出張用として公用自転車の配備をいたします。費用として３０万円

を計上しています。次に、４番の広陵東部地区のまちづくり交付金事業でございますが、引

き続き集落間道路整備工事、百済寺公園整備、百済新子廃川敷１万３，０００平方キロメー

トルを利用したパークゴルフ場整備に合わせて２億６，２００万円を計上しております。次

に、障害者施策を総合的、体系的に推進するための基本計画及び福祉計画の策定費用２００

万円を計上しております。次に、次世代育成支援行動計画策定に伴うニーズ調査費用２００
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万円を新規に計上しております。次に、妊婦の積極的な健康診査の受診を応援するために７

１０万円を計上いたしております。次に、旧清掃施設解体工事に伴い庭園樹木の移植工事費

８００万円を計上しております。次に、旧清掃施設解体工事費及びマテリアルリサイクル推

進施設の設計計画費に２億７，２６０万円を計上いたしております。次に、県指定文化財弥

勒菩薩像の見学者用トイレの設置事業７２０万円を計上しております。次に、老朽化橋の修

繕計画策定費に３３０万円を計上しました。百済赤部線道路整備事業に１億５，０００万、

古寺中線整備事業に１，０００万円、大塚３６号線整備事業に３，８００万、次の交通安全

施設整備事業に２，５００万、次の新清掃施設周辺地区の環境整備費用に９，５００万円を

それぞれ計上をいたしております。 

 １９番でございますが、地域の防災意識の高揚を図るとともに、地震災害に対する地域住

民の安全に資するため２カ年事業として防災センターの建設に取り組みます。備蓄倉庫の改

修費、用地買い戻し費を含め、初年度３億３，４５０万円を計上いたしております。 

 次に、高齢者活用子育て支援事業として、乳幼児保育から児童放課後学習、生活指導等の

支援サービス補助金２００万円を計上しております。次に、児童育成クラブ事業と放課後子

ども教室を一体化し、安全で安心な活動拠点づくりと学ぶ意欲がある子供たちに学習機会を

提供することを目的に４，１８０万円を計上しております。昨年に引き続き、第２回少年柔

道大会開催費用に１００万円を計上しております。次に、広陵、真美ヶ丘両中学校に設置す

るパソコンが８年を経過したため、新規入れかえ費用１５０万円を投じ、情報化教育の推進

を図ってまいりたいと考えます。次に、巣山古墳保存修理事業に２，０００万、出土木製品

保存処理事業に３００万を投じ、引き続き文化財意欲の高揚を図ってまいります。県民グラ

ウンド整備工事、西谷公園テニスコート改修工事、中央体育館シャワー室改修工事にそれぞ

れの金額を投じ環境整備を実施し、利用者の利便性を高めてまいりたいと考えます。 

 これまで説明してまいりました事業費総額につきましては、１３億７６０万円でございま

す。財源の内訳では、補助金で３億９，４７０万円、起債総額５億８，４９０万円、負担金

１，９２０万円、自主財源３億８８０万となっております。２０年度各事業を執行してまい

る所存でございます。なお、各事業の予算計上科目につきましては備考欄に数字で記載をし

ておりますので、予算書と照合をお願いいたします。その他、人件費、物件費、扶助費等に

つきましては予算説明書で各費目ごとに所要額を計上いたしておりますので、説明を割愛さ

せていただきます。ご了承いただきたいと思います。 

 最後に、公債費でございますが、高率政府資金の繰り上げ償還につきましては、一般会計
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で本年度において９，５７０万円を実施計画として計上をしております。また今後の各会計

ごとの繰り上げ償還並びに借りかえ予定債につきましては、恐れ入ります、資料の７ページ

に一括して一覧表で登載をしておりますので、ご確認をいただきたいと思います。 

 以上で一般会計の説明といたします。よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。 

山田議長 次に、日程２１番、議案第１７号、平成２０年度広陵町国民健康保険特別会計予算

を議題とします。 

 本案について説明願います。吉村理事！ 

吉村理事 議案第１７号についてご説明をいたします。 

 予算説明書の１７９ページからでございます。平成２０年度広陵町国民健康保険特別会計

予算、第１条におきまして、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ２５億３，８８０万円

と定めるという内容でございます。１９年度の当初予算は２６億７，４３０万円でスタート

いたしましたが、年度内における補正等で最終予算規模が２９億４，２６０万になっており

ます。この１９年度予算と比較をいたしますと、８６．２％の予算規模となったものでござ

います。これは平成２０年度から後期高齢者医療制度の方へ国保会計から１，９３１人の方

が移行をされます。被保険者が減少することと、あわせまして６５歳から７４歳までのいわ

ゆる前期高齢者が一般被保険者となられるなど、制度改正に伴う国民健康保険の内容が大幅

に変わったことによる予算規模の減少でございます。 

 なお、この予算につきましては、２月２２日に開催をいただきました広陵町国民健康保険

運営協議会におきまして説明を申し上げました。１９年度の決算の見込みにおきまして２億

７，５００万円程度の赤字の見込みであるということも、あわせてご報告をいたしました。

その旨ご報告を申し上げておきます。 

 歳出から説明を申し上げます。 

 予算説明書の１９６、１９７ページをごらんいただきたいと思います。第１款の総務費は

昨年より２，３００万円程度減少しておりますが、これは１９年度におきましては国保シス

テムの改修、これは特別徴収に対応するための改修でございますけれども、ありましたけれ

ども、今年度はそういったものが含まれておりませんので、減少となっております。 

 第２款の保険給付費でございます。一般被保険者の給付費につきましては、過去５年間の

実績をベースといたしまして、人数８，１３０人で３．６％程度の医療費の伸びを見込みま

して１２億５，６３０万を計上させていただいております。一方、退職被保険者につきまし

ては、人数で申しますと５７０人、そして医療費の伸びにつきましては１％程度の伸びを見
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込み１億７，６１０万円を計上させていただいております。 

 主な内容について申し上げていきますと、開いていただきまして１９８ページ、１９９ペ

ージ、一番上の審査支払い手数料、前年より３５５万円増加になっております。これは連合

会の方にレセプト管理や特別徴収に係る手数料がふえるという要因がその主な増の原因でご

ざいます。その下の高額療養費につきましても、一般被保険者の数がふえている関係で一般

被保険者について相当な金額の上昇を見ております。１億２，０９０万計上させていただき

ました。移送費につきましては、例年どおりの科目設定をさせていただいている内容です。

出産育児諸費につきましては、出産育児一時金３５万円、６０件分を見込み２，１００万円

計上させていただいております。その下の葬祭諸費につきましては、高齢、いわゆる７５歳

以上の方が後期高齢の方へ変わられます関係で葬祭の件数を大幅に減少すると見込み、３６

件分、１件３万円で１０８万円を計上させていただいた内容でございます。 

 ２００ページ、２０１ページの第３款後期高齢者支援金でございますけれども、これが今

年度新たに加わる項目でございます。支援金といたしまして３億２，３５０万円を見込んで

おります。事務費拠出金と合わせまして支払い基金へ納付をさせていただくものでございま

す。 

 第４款の前期高齢者納付金、これにつきましては、後期高齢者医療制度の創設や各保険者

間の調整の結果として納付すべき額７９万２，０００円を計上させていただいております。 

 第５款老人保健拠出金、これにつきましては老人保健へ拠出するものでございますけれど

も、２０年度におきましては平成２０年３月診を中心としたほぼ２カ月程度分の医療費分を

想定させていただいて、事務費拠出金と合わせまして８，４４３万５，０００円を見込んで

いる内容でございます。 

 第６款介護納付金につきましては、例年どおりの計上の仕方でございます。 

 第７款の共同事業拠出金でございますけれども、これも人数の増減等に伴う額の若干の変

更はあるものの、例年どおりの支出をさせていただきます。合わせまして２億７，３９０万

円を計上しております。 

 第８款保健施設費、特定健康診査等事業費、これが２０年度で新たに取り組む事業でござ

います。予算規模といたしましては１，３１８万７，０００円でございますけれども、対象

となる方が国保の方で５，７００人想定をしております。受診率をできるだけ高める努力を

いたしながら、健康な町、広陵の実現、そして医療費の抑制につなげる取り組みをしてまい

りたいと考えているところでございます。第８款の保健施設費の健康家庭表彰費あるいは医
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療費通知、保健事業費については例年同様の事業を予定させていただいております。 

 ２０４ページの人間ドック助成金につきましても昨年同様４００万計上をさせていただい

ている内容でございます。特定健診との絡みもございますので、助成金額そのものを現在２

万５，０００円としておりますものを２万円として、人数をふやさせていただく取り組みを

したいなと考えているところでございます。９款、１０款、１１款につきましては、所定の

額を計上させていただいた内容でございます。 

 歳入につきましては、１８８ページ、１８９ページに掲げております。今年度の主な変わ

ったところということで、一般被保険者、そして第２項の退職被保険者のいずれも第２節に

後期高齢者支援金分現年課税分ということで、一般におきまして１億４，７７０万、退職に

おきましては１，４５０万それぞれ計上をさせていただきました。 

 めくっていただきまして、特に国庫支出金の３目、３段目のところに国が負担をしていた

だきます特定健診の負担金１５６万１，０００円、これは今年度から計上させていただくも

のです。 

 第３款の療養給付費交付金でございますけれども、退職者が５７０人と約１，５８０人程

度退職者が減るわけでございます。その関係で交付金につきましては３億２，８００万の減

額となっております。 

 それに対しまして、第４款におきまして前期高齢者交付金ということで、同じく支払い基

金から一般分へ移行されました１，５８０名の元退職者の方にかかわる交付金として３億１，

２５０万が見込まれることで計上させていただいております。 

 第５款の県支出金につきましても、国同様、特定健康診査等の負担金１５６万１，０００

円を今年度から計上させていただきました。共同事業につきましては例年と仕組みあるいは

算定の内容は変わっておりません。一般会計からの繰入金の内容でございますけれども、例

年同様、保険税の軽減分あるいは保険者支援分等々、合わせまして１億１，７８９万７，０

００円を計上させていただきました。 

 第８款諸収入につきましては、所定の額を計上させていただいて、歳入歳出それぞれ２５

億３，８８０万円と計上させていただいた内容です。どうぞよろしくお願いいたします。 

山田議長 次に、日程２２番、議案第１８号、平成２０年度広陵町老人保健特別会計予算を議

題とします。 

 本案について説明願います。吉村理事！ 

吉村理事 老人保健特別会計予算でございます。２０７ページからでございます。議案第１８
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号、平成２０年度広陵町老人保健特別会計予算、第１条におきまして、歳入歳出それぞれ３

億９，８６０万円ということでお願いをする内容です。先ほどの国保会計でも申しましたと

おり、２０年の３月診を中心とした大体おくれてくるレセプトも合わせまして２カ月分程度

の会計ということで、前年と比較いたしまして大幅な減額予算でございます。 

 内容について申し上げます。 

 まず歳出でございますけれども、２１８ページからでございます。一般管理費といたしま

しては、電算の委託料あるいはレセプトの委託料、合わせまして２１５万、そして本会計の

大部分でございます医療諸費につきましては、医療給付費分で３億８，１７０万、支給分と

いたしまして１，２２０万、支払い手数料、審査手数料といたしまして１５０万、合わせま

して３億９，５４５万円を計上させていただきました。予備費１００万円を見込ませていた

だいております。 

 一方、歳入でございますけれども、戻っていただきまして２１４ページ、２１５ページで

ございます。支払い基金からの交付金といたしまして、５０％を基準といたしますが、一定

以上の所得の方のいわゆる３割負担分はこの基金の中でのみ対応されます関係で、５０％よ

りも大きい額でございますけれども、２億１，２３７万円見込んでおります。国庫支出金に

つきましては３分の１を見込み、１億２，２０３万５，０００円を計上しております。県負

担金につきましては１２分の１の負担割合で３，０５０万８，０００円を計上しております。

一般会計からの繰入金につきましても同様の趣旨で３，３５８万７，０００円、そして第５

款諸収入では第三者行為分ということで１０万円を計上させていただきました。歳入歳出い

ずれも３億９，８６０万円という内容でお願いするものでございます。以上でございます。 

山田議長 次に、日程２３番、議案第１９号、平成２０年度広陵町後期高齢者医療特別会計予

算を議題とします。 

 本案について説明願います。吉村理事！ 

吉村理事 議案第１９号、平成２０年度広陵町後期高齢者医療特別会計予算でございます。２

２１ページでございます。歳入歳出それぞれ２億５，２８０万円と定めさせていただく内容

でございます。 

 それでは、同じく歳出の方から説明を申します。 

 ２３２ページ、２３３ページでございます。一般管理費といたしまして６４６万円、これ

は広陵町が担当いたします被保険者に対する納付書の通知のための印刷あるいは封筒製作費

あるいは郵送代等々、そして電算の委託料、保守管理料でございますけれども、合わせまし
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て６４４万計上させていただいております。 

 第２款後期高齢者医療の広域連合への納付金として２億２，７４８万７，０００円を計上

しております。これは保険料として一たん特別徴収、普通徴収ともこの会計に入ってまいり

ますものを事務費の負担分あるいは保険税の軽減にかかわる財政調整基金等入ってまいりま

す関係で、これらをあわせまして連合会へ納付するというものでございます。 

 第３款の保健事業費、健康診査費でございますけれども、これにつきましては、お年寄り、

７５歳以上の方の健康診査につきましても広域連合から広陵町に委託をされます。広陵町か

ら奈良県医師会に再委託をさせていただくための費用を見込んでいるものでございます。１，

７８６万３，０００円を計上させていただいております。対象として想定させていただいて

おりますのは、受診率等も加味をいたしまして１，５００人分を見込んで計上させていただ

いております。諸支出金あるいは予備費につきましては所定の額を計上させていただきまし

た。 

 一方、歳入でございますけれども、２２８ページ、２２９ページに計上をさせていただい

ております。特別徴収での保険料が１億５，９９０万円、そして普通徴収で入る保険料を２，

３４１万６，０００円と、合わせまして１億８，３３２万６，０００円を計上させていただ

きました。 

 ２款、３款につきましては、１万円それぞれ計上させていただいて科目設定をさせていた

だいております。 

 ４款の繰入金で一般会計からの繰入金ということでございますが、これにつきましては、

事務費の繰入金分あるいは保険基盤安定繰入金分、合わせまして５，１５３万１，０００円

を繰り入れていただく内容でございます。 

 めくっていただきまして、諸収入につきましては、所定の額を計上させていただいており

ます。一番最後の雑入のところで、先ほど申しました広域連合からの委託金ということで健

康診査の費用を１，７８６万３，０００円ということで見込んでいただいております。総額

２億５，２８０万円の予算でございます。初めての特別会計でございます。どうぞよろしく

ご審議を賜り、ご可決をいただきたいと思います。以上、終わります。 

山田議長 次に、日程２４番、議案第２０号、平成２０年度広陵町介護保険特別会計予算を議

題とします。 

 本案について説明願います。健康福祉部長！ 

池田健康福祉部長 議案第２０号、平成２０年度広陵町介護保険特別会計予算についてご説明
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を申し上げます。 

 予算書の２３７ページをごらんいただきたいと思います。２０年度は、第３期介護保険事

業計画の３年目の最終年度の予算でございます。また第４期の介護保険料の改定等の介護保

険事業計画及び老人保健福祉計画の策定を行わなければならない年度であります。平成２０

年度の介護保険特別会計の保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は１５億６００万円、対前年

度比９．１％増、介護サービスの事業勘定の歳入歳出の予算の総額は７３０万円で、対前年

度比５２．１％増であります。 

 予算の主な内容につきましてご説明をいたします。 

 ２４８ページをごらんいただきたいと存じます。保険事業勘定の予算の歳入でございます。

まず第１号被保険者の保険料でございます。３年間の保険料収納必要額、保険給付費、調整

交付金調整額、介護予防事業費、包括的支援事業費等の１９％に収納率９８．６％をもって

３年間の保険料の基準月額を月額４，０００円、年額４万８，０００円を基準として計算し

ております。滞納保険料等を含めまして全体の保険料徴収額を２億９，９６６万８，０００

円を計上させていただいております。 

 次に、３款の国庫支出金、次の２５０ページ、４款の支払い基金交付金、５款の県支出金、

７款の繰入金の１項一般会計繰入金につきましては、公費負担割合により計上しております。 

 次の２５２ページでございます。７款繰入金の２項基金繰入金につきましては、歳入不足

により準備基金から２９万９，０００円を繰り入れるものでございます。 

 次に、歳出に移らせていただきたいと存じます。２５６ページをごらんいただきたいと存

じます。１款の総務費の４項介護保険事業計画策定委員会費につきましては、第４期、平成

２１年度から２３年度の３年間の介護保険事業計画及び老人保健福祉計画の策定に伴う費用

として３４７万６，０００円を計上しております。 

 次に、２款の保険給付費につきましては、第３期介護保険事業計画の保険給付費見込み額

等を基礎に算出しております。１項の給付諸費につきましては、総額１４億２，４２１万９，

０００円、前年度比８．７％増を計上しております。 

 次の２５８ページ、４款地域支援事業費は、高齢者の方が介護予防状態になる前からの一

貫連続性の介護予防総合相談支援等の事業費でございます。２項の介護予防事業費、１目の

介護予防特定高齢者施策事業費につきましては、介護認定を受けていない虚弱高齢者の方に

はつらつ教室、筋力向上トレーニング教室、転倒予防教室、訪問指導などを行う事業として

１，２９３万７，０００円、次の２６０ページでございます、２目の一般高齢者施策事業費
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は健康増進会、健康おはなし会、こころ・からだ教室、認知症サポーター講座などの費用と

して４７５万９，０００円を計上しております。 

 次の２６０ページの３項の包括的支援事業、任意事業でございます。３目のその他事業費

は、成年後見制度利用支援事業として、経済的理由により成年後見制度を利用できない人へ

の支援として申し立てに要する経費、報酬を計上しております。また４目の介護給付費等費

用適正化事業費の賃金は、法改正によりまして２０年度から新規の申請に伴います認定調査

につきましては、直営で実施することにより有資格者、ケアマネージャーの日々雇用の職員

２人分を計上しております。総事業費として２，５０３万円を計上しております。 

 次の２６４ページ、基金積立金でございます。３年間での保険給付、保険料を設定したこ

とにより剰余金を積み立てるもので、本年度は剰余金が発生しないので廃目としております。

以上で保険事業勘定の予算説明を終わります。 

 次に、２６７ページ、２６８ページの介護サービス事業勘定についてご説明をいたします。 

 これは地域包括支援センターにおいて保健師等が中心となって要支援１、２の新予防給付

の認定者の介護サービス計画の作成業務を行います事業所としての勘定でございます。 

 ２７０ページをごらんいただきたいと思います。歳入として、新予防給付サービス計画の

作成料の収入として７３０万円を計上しております。 

 次に、２７０ページの歳出でございます。事業所の一般管理費としてサービス計画の事務

関係費用及びサービス計画委託料として７３０万円を計上しております。 

 以上で平成２０年度の広陵町介護保険特別会計予算の説明を終わらせていただきます。ご

審議よろしくお願いいたします。 

山田議長 次に、日程２５番、議案第２１号、平成２０年度広陵町下水道事業特別会計予算を

議題とします。 

 本案について説明願います。都市整備部長！ 

森田都市整備部長 議案第２１号、平成２０年度広陵町下水道事業特別会計予算について説明

申し上げます。 

 予算に関する説明書の２７５ページでございます。平成２０年度下水道事業特別会計の予

算総額についてですが、歳入歳出それぞれ１９億１，２００万円と定めるものでございます。

これは前年度に比べ７億５００万円の増額予算となっております。 

 次に、２８８ページをごらんいただきたいと存じます。まず歳出から説明申し上げます。

１款の一般管理費２億２，３７４万５，０００円ですが、委託料でマンホールポンプ点検清
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掃委託料６２２万７，０００円、下水道使用料業務委託料１，０００万円などでございます。

次の工事請負費７００万円につきましては、真美ヶ丘地区内のマンホール修繕工事費用等と

して計上させていただいております。次の負担金補助及び交付金ですが、流域下水道維持管

理市町村負担金の１億８，０８４万６，０００円等となっております。 

 次のページをごらんいただきたいと存じます。２款公共下水道事業費の水質改善下水道建

設費７，１４８万２，０００円につきましては、工事請負費で４，２８５万７，０００円で

す。工事内容につきましては、管渠の布設工事で延長距離にしまして１８０メートル分でご

ざいます。また補償補てん及び賠償金では、水道管の移設補償費等で５１９万円を計上いた

しております。 

 次のページの３款流域下水道事業費２，４８３万５，０００円につきましては、大和川流

域下水道事業の負担金でございます。なお、１９年度につきましては２，７８５万３，００

０円の負担額となっておりました。次の４款公債費１５億５，０７５万２，０００円ですが、

１目の元金で長期債及び繰り上げ償還金の元金分として１２億６，９９０万４，０００円、

２目の利子では、長期債の利子分として２億８，０８４万８，０００円を計上いたしており

ます。５款諸支出金の４，０６８万５，０００円につきましては、水道事業会計からの借入

金の償還金分を計上いたしております。 

 続きまして、２８４ページの歳入についてですが、１款使用料及び手数料では、下水道使

用料３億３，７０１万９，０００円を、２款の国庫支出金では公共及び特環の国庫補助金分

として２，０００万円を、３款繰入金では、一般会計からの繰入金として４億５，０２５万

円をそれぞれ計上いたしております。次の４款町債では、借換債８億３，６００万円を初め

平準化債、公共下水道債等、合わせまして１１億円を計上いたしております。 

 また、２７９ページですが、ここには起債の限度額等について定めております。 

 なお、下水道事業につきましては、公共下水道への早期に接続いただくための戸別訪問等、

接続促進に努めるとともに、下水道整備におきましてもより効率的な投資に努めてまいる所

存であります。 

 以上、簡単ですが、議案説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご可決賜りま

すようお願い申し上げます。 

山田議長 次に、日程２６番、議案第２２号、平成２０年度広陵町墓地事業特別会計予算を議

題とします。 

 本案について説明願います。吉村理事！ 
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吉村理事 議案第２２号、平成２０年度広陵町墓地事業特別会計予算についてご説明をさせて

いただきます。 

 説明書の３０１ページからでございます。本予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，７７０

万円をお願いするものでございます。 

 それでは、３０８ページの歳入からごらんいただきたいと思います。第１款の使用料でご

ざいます。管理料１，０９０基分５３８万４，０００円、そして永代使用料の分でございま

す墓地使用料２３区画の販売を想定いたしまして２，２３１万円、合わせまして２，７６９

万４，０００円の予算を見込んでおります。手数料でございますが、これにつきましては、

書きかえ手数料あるいは承継の許可書作成手数料６，０００円分を見込んでおります。 

 一方、歳出でございますけれども、例年同様、人件費、そして墓地そのものの管理を委託

します分で１６９万円、そして返還分、これは７０万円の墓地を未使用で６割返還させてい

ただくという内容で７基分を見込んで計上しております。なお、余剰金が出ます関係で一般

会計繰出金といたしまして１，４２１万３，０００円を見込んでおります。１９年度で墓地

整備６３区画させていただきましたが、今年度では事業費としてはございませんので、廃目

をお願いする内容でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。以上でございます。 

山田議長 次に、日程２７番、議案第２３号、平成２０年度広陵町学校給食特別会計予算を議

題とします。 

 本案について説明願います。教育委員会事務局長！ 

北神教育委員会事務局長 議案第２３号、平成２０年度広陵町学校給食特別会計予算について

ご説明いたします。 

 予算に関する説明書３１７ページをごらんください。歳入歳出それぞれ１億９，８５０万

円と定めております。前年度と比較いたしますと１５０万円の増でございます。これは主に

児童数が４２名ふえたことによるものでございます。 

 歳出からご説明申し上げます。 

 ３２６ページをごらんください。学校給食費として、給食調理員１３名の給料、職員手当

等人件費で６，２５９万１，０００円、給食支援スタッフ１１名分の賃金１，１０３万２，

０００円、賄い材料費１億１，７８１万１，０００円を計上いたしました。賄い材料費の内

訳は、給食材料費を昨年同様、１食平均２５７円と試算いたしました。原材料費の値上げが

見込まれる上に食の安全を第一に考え、中国産給食物資すべてについて納入を見合わせてい

ることから、献立の工夫により単価の上昇を抑えたいと考えております。給食の内容につき
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ましては、子供のみではなく、教職員初め保護者や給食委員、教育委員も年に数回試食をす

る機会がございますので、意見、感想をいただき、献立に生かしていきたいと思っておりま

す。 

 次に、歳入でございます。３２４ページへお戻りください。給食費保護者負担金でござい

ますが、前年度同様１カ月３，７００円で計上いたしております。一般会計繰入金は、米飯

給食補助、人件費、事務費等合わせまして９，６２１万１，０００円を計上いたしておりま

す。なお、地場産品につきましては、現在ホウレンソウ、チンゲンサイ、コマツナ、ナスな

どを使用しておりまして、さらなる納入の拡大を図ってまいります。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

山田議長 次に、日程２８番、議案第２４号、平成２０年度広陵町用地取得事業特別会計予算

を議題とします。 

 本案について説明願います。笹井理事！ 

笹井理事 それでは、議案第２４号、平成２０年度広陵町用地取得事業特別会計予算について

ご説明申し上げます。 

 予算の説明書３３３ページでございます。本予算は２億６，５００万円として編成してお

ります。 

 ３４０ページをお開きいただきたいと思います。第１款財産収入でございますが、防災セ

ンター用地として先行取得しております３，７５０平方メートル、１億３，９５０万円、そ

して新清掃施設関連、多目的広場用地先行取得３，０００平方メートル、８，５００万円を

売り払い収入として今年度、一般会計より買い戻しを受けるものでございます。繰入金につ

きましては４，０４０万円あまりを計上しております。 

 次に、歳出でございます。３４２ページでございますが、防災施設用地の元金、コミュニ

ティー施設整備債元金それぞれ計上いたしております。残る関連用地の長期債の元金ともで

２億５，９２０万円あまり、そして利子で５７４万円を計上しております。 

 以上、よろしくお願いを申し上げます。終わります。 

山田議長 次に、日程２９番、議案第２５号、平成２０年度広陵町地域活性化商品券交付事業

特別会計予算を議題とします。 

 本案について説明願います。都市整備部長！ 

森田都市整備部長 議案第２５号、平成２０年度広陵町地域活性化商品券交付事業特別会計予

算について説明申し上げます。 
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 予算に関する説明書の３４５ページをごらんいただきたいと存じます。歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ３６０万円と定めるものでございます。これにつきましては、町長の

施政方針にもありましたように、平成１７年７月より昨年の１２月２８日までの２年６カ月

間にわたり実施させていただきました。その間７，２７７万円の商品券をご利用いただき、

そのほとんどは既にご使用いただき、換金もいただいているところですが、一部いまだ換金

されていない分がありますので、その換金に充てるため売り上げ収入の繰り越し分３６０万

円を予算計上させていただいたものです。 

 なお、２０年１月末現在では、発行済み額７，２７７万３００円に対しまして換金済み額

は６，８３３万１，２００円で、４４３万９，１００円が未換金額となっております。８０

万円程度につきましては今年度中に換金があるものと予定しており、残る３６０万円を予算

計上させていただいたものです。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

山田議長 次に、日程３０番、議案第２６号、平成２０年度広陵町水道事業会計予算を議題と

します。 

 本案について説明願います。水道局長！ 

植村水道局長 議案第２６号、平成２０年度広陵町水道事業会計予算についてご説明申し上げ

ます。 

 説明書の３５７ページをお開きください。平成２０年度の水道事業会計予算の第２条、業

務の予定量につきましては、給水栓数を前年度より３１６栓増加の１万１，６１６栓と想定

し、年間の総給水量におきましては昨年と同様３９５万３，０００立米といたしました。内

訳といたしまして、県営水道からの受水では２８２万立米、自己水では１１３万３，０００

立米、１日の平均給水量として１万８３０立米を予定しています。 

 次に、収益的収入及び支出の第３条予算でございます。収益的収入及び支出の予定額とい

たしまして、まず収入では、第１款水道事業収益９億１６４万７，０００円、一方、支出の

第１款水道事業費用では８億８，９４５万７，０００円で、差し引き１，２１９万円の黒字

予算となっています。 

 次の資本的収入及び支出の４条予算でございます。３５８ページをお開きください。収入

では、第１款資本的収入８，４２２万円、支出の第１款資本的支出９，１５７万９，０００

円、差し引き７３５万９，０００円が不足いたしますので、この不足分につきましては全額、

過年度損益勘定留保資金にて補てんいたします。 

 ３５９ページの広陵町水道事業会計予算実施計画書をごらん願います。主な項目につきま
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してご説明申し上げます。 

 まず３条予算でございますが、収入の営業収益８億９，５８８万１，０００円につきまし

ては、１目給水収益では収入の大部分を占めます水道使用料は対前年度比１．１％増、額に

しましては９０４万９，０００円増の８億５，１２８万９，０００円の料金収入を見込んで

おります。次に、２目受託工事収益３，０５６万８，０００円につきましては、県の河川工

事、近畿農政局の吉野川分水工事、下水道関連工事に伴う水道管移設がえ工事負担金などを

計上いたしております。次の３目その他の営業収益１，４０２万４，０００円につきまして

は、下水道使用料、徴収事務手数料及び消火栓維持管理負担金を計上しております。次に、

２項の営業外収益５７６万６，０００円につきましては、定期預金８億円に対する受取利息

として４３５万円を、雑収入１４１万６，０００円では職員駐車場料金、真美ヶ丘配水場の

土地の使用料を見込んでおります。 

 次に、支出に移らせていただきます。水道事業費用の営業費用につきましては、その主な

ものにつきましては、１目原水及び浄水費で５億８８１万６，０００円、内訳といたしまし

ては、県営水道からの受水費として年間２８２万トンの費用分で４億２，９３４万５，００

０円が大部分を占めております。昨年より１％増の予算を計上しております。次の２目配水

費及び給水費につきましては、配水場管理用業務費や管理情報データ更新による委託費など

として１，４５４万４，０００円、修繕費といたしまして、真美ヶ丘配水場ポンプ整備や給

水メーター取りかえ費用で２，１８７万７，０００円など、昨年とほぼ同額の予算となって

おります。次に、３目受託工事費４，６２４万９，０００円につきましては、さきの受託工

事収益で説明させていただいた受託工事費用を予定しております。次に、総係費につきまし

ては、人件費として６人分、委託料、その他手数料、通信運搬費、印刷製本費などを計上さ

せていただきましたが、１９年度に口座振替者に報償費を実施したことにより昨年度より１

２％減の予算となっております。次の５、減価償却費につきましては、本年度に焼却する有

形固形資産減価償却費１億６，９３２万２，０００円を予定しております。 

 続きまして、３６１ページをごらんください。資本的収入及び支出の４条予算についてご

説明申し上げます。１目の工事負担金８，４２２万円につきましては、給水分担金２５０件

を予定し、２０ミリを主に口径ごとの分担金の合計６，００７万円を、また開発に伴う施設

分担金として１００件で２，４１５万円を見込んでおります。 

 次に、資本的支出についてですが、建設改良費の１目、配水施設費７，９５７万５，００

０円でございますが、その主なものとして、２名分の人件費、次の委託費では真美ヶ丘配水
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場の耐震補強工事のための国庫補助申請に関する実施計画書の策定費用などで１，０００万

円を、工事請負費では管末での濁り水解消のための配水管布設工事費や石綿管布設がえ工事

費としまして５，０００万円を、また浄水場の揚水ポンプ、水位計及び流量計の取りかえ費

用としまして１６８万円を計上いたしました。次に、２目の固定資産購入費５８３万円につ

きましては、水道メーターの購入費として１８８万円、地域防災計画に基づく緊急用移動式

ステンレス給水タンク６基で２７６万円を計上いたしております。次の企業債償還金６１７

万４，０００円につきましては、借り入れています企業債の元金の返済でございます。 

 今後の水道事業の運営に当たりましては、町民の皆様方により安全な水の供給のため、給

水施設の点検整備、また安定した給水設備を確保するために浄水場、配水場設備全般の保守

整備に向け職員一同、一層努力いたします。以上で、まことに簡単ですが、水道事業会計の

概要とさせていただきます。 

 なお、ただいま説明申し上げましたほか、地方公営企業法によります予算に関する説明事

項を３６２ページから３７１ページまで添付しておりますので、後ほどごらんいただきます

ようお願い申し上げます。以上で説明を終わります。よろしくご審議賜り、ご可決をお願い

申し上げます。 

山田議長 ありがとうございました。 

 以上で本日の議事日程はすべて終了いたしました。 

 お諮りいたします。議案熟読のため３月４日を休会といたしたいと思いますが、これに異

議ありませんか。 

         （異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、３月４日を休会といたします。 

 ３月５日は、本日議決されなかった議案に対する質疑並びに一般質問のための本会議とい

たします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

   （Ｐ.Ｍ. ４：１５散会） 

 



 

 

 

 

 

 

平成２０年第１回広陵町議会定例会会議録（第２号） 

 

平成２０年３月５日 
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平成２０年３月５日広陵町議会 

第１回定例会会議録（２日目） 

 

 平成２０年３月５日広陵町議会第１回定例会（第２日目）は、広陵町議場に招集された。 

 

１ 出席議員は、１５名で次のとおりである。 

 

   １番  山 田 光 春（議長）      ２番  松 浦 敏 信 

   ３番  山 村 美咲子          ４番  吉 田 信 弘 

   ６番  寺 前 憲 一          ７番  長 濵 好 郎 

   ８番  山 本 悦 雄          ９番  坂 口 友 良 

  １０番  乾   浩 之         １１番  八 代 基 次 

  １２番  松 野 悦 子         １３番  吉 岡 章 男 

  １４番  青 木 義 勝         １５番  笹 井 正 隆 

  １６番  竹 村 博 司（副議長） 

 

２ 欠席議員 ５番  山 本   登 

 

３ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。 

 

  町 長  平 岡   仁     副 町 長  山 村 吉 由 

  教 育 長  安 田 義 典     理 事  中 尾   寛 

  理 事  笹 井 由 明     理 事  吉 村 元 伸 

  健 康 福 祉 部 長  池 田 誠 夫     都 市 整 備 部 長  森 田 久 雄 

  教育委員会事務局長  北 神   理     水 道 局 長  植 村 和 由 

  会 計 管 理 者  松 井 定 市 

 

４ 本会議の書記は、次のとおりである。 

 

  局  長  大 西 利 実 
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  書  記  野 瀬 一 吉     上 田 勝 代 

山田議長 ただいまの出席議員は１５名で定足数に達しております。 

 これより本日の会議を開きます。 

   （Ａ.Ｍ.１０：０４開会） 

 本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。 

 

日程番号      付 議 事 件 

 １ 議案第 １号 広陵町後期高齢者医療に関する条例の制定について 

 ２ 議案第 ２号 広陵町放課後子ども育成教室条例の制定について 

 ３ 議案第 ３号 特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条 

          例の一部を改正することについて 

 ４ 議案第 ４号 広陵町国民健康保険税条例の一部を改正することについて 

 ５ 議案第 ５号 広陵町立学校設置条例の一部を改正することについて 

 ６ 議案第 ６号 広陵町立幼稚園保育料及び入園料徴収条例の一部を改正することについ 

          て 

 ７ 議案第 ７号 広陵町立集会所条例の一部を改正することについて 

 ８ 議案第 ８号 広陵町母子医療費助成条例の一部を改正することについて 

 ９ 議案第 ９号 広陵町老人医療費助成条例の一部を改正することについて 

１０ 議案第１０号 広陵町心身障害者医療費助成条例の一部を改正することについて 

１１ 議案第１１号 広陵町心身障害者等福祉年金条例の一部を改正することについて 

１２ 議案第１２号 平成１９年度広陵町一般会計補正予算（第４号） 

１３ 議案第１３号 平成１９年度広陵町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

１４ 議案第１４号 平成１９年度広陵町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

１５ 議案第１５号 平成１９年度広陵町水道事業会計補正予算（第１号） 

１６ 議員提出議案第１号 予算審査特別委員会設置に関する決議について 

１７ 議案第１６号 平成２０年度広陵町一般会計予算 

   議案第１７号 平成２０年度広陵町国民健康保険特別会計予算 

   議案第１８号 平成２０年度広陵町老人保健特別会計予算 

   議案第１９号 平成２０年度広陵町後期高齢者医療特別会計予算 

   議案第２０号 平成２０年度広陵町介護保険特別会計予算 
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   議案第２１号 平成２０年度広陵町下水道事業特別会計予算 

   議案第２２号 平成２０年度広陵町墓地事業特別会計予算 

   議案第２３号 平成２０年度広陵町学校給食特別会計予算 

   議案第２４号 平成２０年度広陵町用地取得事業特別会計予算 

   議案第２５号 平成２０年度広陵町地域活性化商品券交付事業特別会計予算 

   議案第２６号 平成２０年度広陵町水道事業会計予算 

１８ 一般質問 

 

山田議長 まず初めに、森田都市部長よりお願いいたします。 

森田都市整備部長 それでは、こないだの本会議におきまして、朝市の収支状況、それと土地

開発公社の２０年度の買収予定地の明細等についての資料請求がありましたので、お手元の

方にその資料をお配りさせていただいております。それにつきまして簡単に説明させていた

だきたいと思います。 

 まず、はしお元気村の朝市収支決算の見込みについてですが、まず収入につきまして、雑

収入ということで１５２万２，０００円を見込んでおります。この内容につきましては、朝

市の販売手数料１３６万３，２８９円、それから野菜袋等の販売手数料１万８，９７１円、

それと朝市登録手数料２，０００円の７０人ということで、１４万円を見込んでおります。

この販売手数料につきましては、一応販売額の１５％を手数料としていただくということで、

その額でございます。 

 次に、支出の部ですけども、はしお元気村朝市費としまして５４万９，０００円。この内

訳につきましては、賃金で２５万７，０００円を見込んでおります。これは朝市の開催中、

アルバイトを１名雇っております。３名の登録がありますけども、その３名の方、順次に一

応毎回開催時１名、４時間、時間単価７８０円でアルバイトを雇っております。それが２５

万７，０００円。それと消耗品費といたしましては、バーコードリボンとかロール紙、レジ

袋等、一応２３万２，０００円でございます。それから、負担金補助及び交付金といたしま

して、これは朝市会場の光熱水費でございますが、げんき村と供用しておりますので、一応

月５，０００円ということで、年６万円をお払いするものでございます。合わせまして５４

万９，０００円の支出となっております。 

 次に、２枚目の資料でございますけども、交通安全施設整備事業買収予定地ということで、

土地開発公社に２０年度買収をお願いしております３，０００万円についてでございます。
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百済赤部線で用地を買収しなければならない部分につきましては、古寺、百済地内合わせま

して、田で２１筆、宅地で２筆、計２３筆、面積にしまして１，２９１．１３平米ございま

す。買収予定価格につきましては４，２３２万円を予定しております。そのうち、２０年度

で土地開発公社にお願いするものとしまして、その下段に書いております、田で１６筆、宅

地で１筆、計１７筆分、面積にしまして９３７．５０平米、買収予定価格３，０００万円と

いうことでございます。以上でございます。よろしくお願いいたします。 

山田議長 本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 

 まず、日程１番、議案第１号、広陵町後期高齢者医療に関する条例の制定についてを議題

とします。 

 本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。１２番議員！ 

松野議員 まず、今回の後期高齢者医療制度についての問題点は、以前にも一般質問等の中で

明らかにしてきたところでございますが、この制度について、保険料の問題ですけど、国の

方が示していた保険料より、奈良県の場合はかなり高額になるということを示されているわ

けですけれども、この保険料について、一つは、後期高齢者保険制度は２年ごとに見直しを

されるということで、２年ごとに見直しをされるというのは、基本的には介護保険と同じで、

保険料の値上げを検討するということなんですね。今回の制度の中で、保険料の値上げの２

つの要因というのが示されていまして、一つは医療給付費の増加なんですね。これは医療給

付費の増加は高齢者がふえるし、また医療技術の進歩等もありまして、この医療給付の増加

というのは、もう目に見えているわけですよね。もう一つは、後期高齢者の人口増の中で、

新しい今回の制度は後期高齢者が払う保険料が１０％ということで、今はスタートするんで

すけれども、後期高齢者の人口比が高くなるのに応じて、後期高齢者が払う保険料の財源割

合を、例えば１２％とか１５％とかに自動的に引き上げていく仕組みになっているわけです。

ですから、今回も予想以上に大変高い、年間８万４，０００円、平均ですね、の保険料がも

う２年ごとに見直しされるたびに、本当に青天井で値上げをしていくということが目にみえ

ているんですけれども、この点についてどのようにお考えなのか。年金はそれに連れてふえ

るわけ、全然ないんです、見通しは。減る見通しはあっても、ふえる見通しないわけですね。

これについて、本当に負担に耐えれるのかどうか、この点どのように思っておられるのかと

いうことをお聞きしたいと思います。 

 それから、年金から天引きされるんですけれども、これは後期高齢者じゃなくて前期高齢

者の場合、とりわけ国保も年金から天引きされるということで、重大な問題なんですけれど
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も、この年金から天引きされるということは、条例の方を見ましても、７ページの１３条の

方は、特別徴収の方法によって徴収するということで、それの２項の方では徴収することが

できるということになってるんですが、この特別徴収というのは、原則的には本人の同意が

必要だと思うのですが、もう一方的に、介護保険もそうですが、今回も少ない年金から一方

的に特別徴収をするということについては、どのようにお考えになっておられるのか、その

点についてもお聞きしたいと思います。 

 それから今度は、従前、老健の場合は、保険証の取り上げ、資格証明書の発行ということ

はなかったんですけども、今度は滞納すると保険証を取り上げると、資格証を出すというこ

とがうたわれているわけですね。これはもう本当に大変な問題で、これは２月１９日の毎日

新聞に記載されていた記事なんですけれども、国保の保険料を滞納すると、受診率がどのよ

うな変化があるかという記事なんです。これについては、全国保険医団体連合会が調査をし

たんですけれども、資格証明書を交付された人が２００６年度にどの程度医療機関にかかっ

たかを調べた受診率調査の結果を公表したんです。回答があった３９道府県のデータから推

計したところが、資格証を受けた人の受診率は、保険証を持っている人の５１分の１なんで

す。それと、もっとさらに、１００人当たりの受診率、もう資格証明書交付者では、一般の

人の受診率の場合に、山梨県の場合はもっと低くて、山梨県内の人の一般の人に比べて、３

４４分の１だったとかいうことで、本当に保険証がないと医者に行けないという実態がリア

ルにわかっていて、お金がなければ医者に行けない、金の切れ目が命の切れ目という実態が、

この毎日新聞の２月１９日の記事でも明らかにされているわけなんです。 

 そういうことについて言えば、とりわけ若い人よりも、高齢になると、どうしても医者に

行かなきゃいけないというのは、だれもがわかっていることであって、とりわけ終末になっ

たら、病気が、亡くなる前に入る保険になりますから、医者へだれ、すべての人がかかると

いうことが前提なんです。にもかかわらず、このような保険証、滞納したら保険証取り上げ

るということについてどのようにお考えいただいてるのか。何らかの対応をしなければ、こ

れは本当に大変な問題なんです。重大な深刻な問題なんです。これについてはどのように考

え、どのように解決すべきだということで方策を出しておられるのかということをお聞きし

たいと思います。 

 それから、もう一つ大変大きな問題が、医療の制限なんですね。これは政府が示している

のが、包括払いということなんですけれども、この包括払いになると、病気について何病が

治療費幾らだとか、例えばですね、入院費は何日で幾らまでとかいうことで、保険のきく医
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療に上限がついて、後期高齢者の方がそれ以上やっぱり治療が必要だということになれば、

全額自己負担あるいは医療機関が赤字になるということになるわけですね。この具体的な数

字を、全部はいいんですけど、主なものをその上限について、数字わかっていたら教えてほ

しいんですけれども、その点で本当にこれもお金がないとまともな治療が受けれないという

ことが示されているわけです。これについてはどのようにお考えなのか。それから、何らか

の措置が必要なんですけれども、どのようにされる予定なのかお聞かせいただきたいと思う

んです。 

 政府の方は、とにかく在宅死を推進させて、病院で亡くなるというのから在宅死を移行さ

せるために、こういうむちゃなことを決めてきているわけですね。でも、今の状態の中で、

在宅死がどんだけ手厚くできるかということを見れば、なかなかこれは実態としては困難な

んです。体制も整わないままに、在宅死はやっぱり本当は自分の家で死にたいというね、そ

ういう願いもあると思いますから、全部否定するわけでは全然ありませんけれども、体制も

整わない中で、お金がないからもう病院から追い出して在宅死というのは、余りも人間とし

てひどい扱いではないかというふうに思うんですけれども、この問題についてはどのように

認識され、改善の方向を考えておられるのかということもお聞きしたいと思います。 

 そういういろんな問題とそれから条例の方から見ましても、ちょっとこの条例については

お聞きもしたいところあるんですけれども、これは国民健康保険税条例の方でお聞きします。 

 後期高齢者医療制度は、とにかく医療費を抑制して、それから高齢者から保険料をたくさ

ん徴収する。それから窓口一部負担を今後どんどんふやしていくということで、本当にお年

寄りの方は命を削る、うば捨て山って言われてるんですね。これはだれが言うてるかってい

いますと、うば捨て山っていうのは、これはもとの厚生労働省幹部の人がうば捨て山ってい

うことをはっきり言ってるんですよ。こういう制度に対して、今本当に世論の中でも、こん

な制度はやめるべきだということが大変高まっていて、全国で今５００ぐらいかな、の議会

で、もう改善あるいは廃止の意見書が国の方に上げられているんです。それから、共産党も

ストップしよう、改善しようということをもうずっと以前から言ってきましたけれども、今

国会の中では民主党も社民党も共産党も野党４党がストップする、廃止する法案を提出して

いるという状況です。ですから、こういうときにやっぱり理事者として、広陵町民の命と健

康をしっかりと支えることが一番重要な仕事ですよね、自治体の。あの建物をつくることよ

りも一番大事なのが、命と健康を守っていく、暮らしを守っていくということですから、こ

ういう立場でしっかりとこの点については反対の表明をして、取り組んでいただくことが重
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要なんですけれども、この点についてはどのように対応されるのかお聞きしたいと思います。 

山田議長 吉村理事！ 

吉村理事 松野議員から４点にわたりお尋ねがございまして、それに対しましてお答え申し上

げます。 

 保険料のあり方、国が示した内容よりも、奈良県の場合、９，０００円ほど上がっておる

と。これらのことから、あるいは２年ごとの見直し、これは将来にわたり値上げを意味する

のではないかというご懸念の中で、これに対しての考えをお尋ねでございます。この制度を

立ち上げられた根本的なところでございますけれども、やはり国全体の医療保障というもの

を将来にわたって国民皆保険の存続をするがためにどういう方法があるかということを、か

ねてから国あるいは地方で議論された中で、この制度ができ上がってきたというような認識

の中で、私はやはり健康に対する国民一人一人の意識をこの制度改革を機にさらに深めてい

ただくことによって、将来、社会保障、特に医療に係る部分の負担が軽減される社会になる

ように、町としてもまた保険者の立場でも取り組んでいくべきかなあと考えております。 

 それと２つ目に、特別徴収についてお尋ねをいただきましたが、これも我々もあと２０年

しますと、すべて後期高齢者医療のお世話を受けるわけでございます。年金というもののあ

り方ともかかわりますけれども、やはり所得に見合った負担を高齢者といえどもしていかな

ければならない社会が来ると。すなわち少子高齢化がますます進むわけでございます。団塊

の世代がすべて７５歳以上になりますと、高齢者の数は今よりも８００万人ほどふえると。

そして、支える人が１，０００万ほど減るんじゃないかというようなことが議論されており

ます中で、やはり年金による徴収というものもやむを得ないと考えているところでございま

す。 

 ３つ目に、保険証の取り上げ、資格証明書の３９府県にわたる数値をお聞きいたしました

が、我々保険の担当といたしましては、できるだけ資格証明書を発行しないという姿勢で、

広陵町の場合、今日まで取り組んでまいっております。今後もそういう方針に変わりはござ

いません。 

 ４つ目の医療に対する制限のことについてお触れをいただきまして、在宅死あるいは病院

死ということを例えておっしゃっていただきましたが、やはり医療費の適正化ということを

前提として、病のない社会、できるだけ少ない、病気を抑えるんだという国民的意識の向上

をこの制度の創設とともに、我々考えなければいけない大事な点かなと考えております。以

上でございます。 
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山田議長 １２番議員！ 

松野議員 今、国民皆保険制度の存続のためということをおっしゃっているわけですけれども、

これは国の税金の使い方が誤っているということは、今むだ遣いもあちこちで道路の特定財

源、問題になってるわけですけれども、本当にずさんな税金の使われ方しておりますし、例

えばイギリスなどでは、やっぱり道路一つつくるにしても、日本の２０分の１の額でできる

って言ってるんですね。それはなぜかというと、借金をして道路をつくるんじゃなくて、税

金の中で残った部分で、すぐに発注して効率的につくっているということで、本当に借金し

ても全く平気、もうそういう国の税金の使い方に根本的には大きな問題があるわけで、よく

この広陵町議会の中で、国の政治について言うと、国会行ってこいとか、ほかの議員の皆さ

んもやじ飛ばされますけれども、地方分権の中で国の政治をしっかりと地方議員も見て、ま

た理事者もしっかりと国の政治を見ていくということが今まさに問われている中で、皆保険

制度はこの医療改悪をしなくても従前どおり維持できるということは、日本共産党の方は財

源を示して言っているわけです。 

 そういう部分でいえば、やはり存続のためにと、地方の自治体では言えないのではないか。

やはり国の政治が悪いからだ、問題があるということを理事者の方も明らかに認識し、公表

していただいて、はっきりと国の政治に物を言っていくということこそが今求められている

と思います。とりわけ平岡町長は、この前の答弁の中でも税金の徴収について、全国大会に

参加して積極的に国の方に物を言っていこうという姿勢をお持ちなんですから、やはりこう

いう一番大事なところで、国であろうともやはり国の大きな仕事は国民の命と健康を守るこ

とですから、これは憲法に明記されていることですから、それは何としても手離せない大事

な仕事なんですね、根本的に。ですから、平岡町長もそういう点について、それこそ近隣自

治体と手をつないで、はっきりと国の方に物を言うことが第１番にやっていただくことでは

なかったかというふうに思うんですけれども、この点については町長にお聞きをしたいと思

います。 

 それから、医療にかかる費用を軽減するということを何回かね、保険料の今の問題のとこ

ろとか、最後のところでも、健康的なそういう施策、健康を維持できる施策をとって、でき

るだけ病気を抑えることによって医療費を軽減するとおっしゃいましたけれども、これは従

前からね、この予防医療については広陵町も一生懸命取り組んできていただいたところです。

でも、やっぱりそれだけで医療費を抑制するのは、今の制度の中では極めて困難なのは、も

う実績から見ても当たり前なんです。今ここでそれを言われるなら、具体的な数字を示して



－77－ 

いただいて、２０年度は医療費の削減を予防医療によってこんだけしますということを明確

にしてもらわなければいけない。 

 しかし、そうではなくって、やっぱり２０年度も大変な国保にしても赤字がふえますよと

いうことですよね。今もう本当に取り組んでいただいてます、保健センターの方で本当に人

数もきちっと確保しながら頑張っていただいていても、なかなかそれは困難なことなんです。

ですから、それは説明に全くなっていない。医療費抑制の説明に全くなっていないというこ

とを言わざるを得ません。そういう中で、必ず保険料が値上げをしていくということは目に

見えてるんですね。ですから、これは今でも本当に生活が大変な方が多くて、年金だけで暮

らしていくのは本当に大変ですよ。もう本当に身近な人、何人も聞いていますけれども、そ

の上でこの保険料の負担ということについては耐え切れないというのは、医師会の方もはっ

きりと指摘してるんですね。だから、医者にかかれない人がたくさんふえてきた、実態とし

て。妊婦さんの健診だってね、本当に行かない人がふえてる原因の大きな原因は、お金がな

いからということが大きいんですよ。ですから、公費負担でということをお願いしたわけで、

それにこたえていただいたんです。しかし、後期高齢者についてはますます負担を増大させ

る一方なんです。ですから、そういう点については、本当に真剣に見直しをしていかなきゃ

いけない。アメリカに追随していったら、もう本当に大変なことになります。アメリカの医

療はもう大変な、世界で最悪と言われていますよね。そういう問題があるんですけれども、

それについてどういう方向で努力していただけるのかということを再度お聞きしたいと思い

ます。 

 それから、天引きされるということについて、本当にこれは憲法違反じゃないかという裁

判も起こされている、介護保険のときにね、そういう大変重大な問題で、特別徴収というか、

普通徴収は一般的な徴収の仕方、特別に違う方法でやりますよ、振替にしますよということ

で、もうそれを了解も得ないで特別徴収にするということは、根本的に誤りなんですね。そ

ういう点について、介護保険で味をしめて、またさらに天引きしていくと、食事代すらまま

ならない人が出てくるということも目に見えています。ですから、この問題点についても、

きっぱりと国の方に物を言っていただかなきゃいけないんです。決まったから仕方がないと

いう時代は終わりました。決別をしてもらわなければいけません。ですから、その点につい

てもね、国に対してどのように取り組んでいただけるのかということをお聞きしたいと思い

ます。 

 少子高齢化の問題については、私はこれも国の政策の破綻だと思います。これは少子高齢
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化見えてきたときに、やはり女性が安心して子供を産み育てられる方策をとってこなかった

ということが、やっぱりこういう数字になっているんです。スウェーデンでしたか、では特

殊出生率が低くなってきてそれは大変な問題だということで、子供の保育所とかそういう社

会的な手だてをして、出生率を大変高くして、安定した人口構成をつくることに成功いたし

ました。今の日本でいえば、このままでいえば、本当に外国からの移住の労働力に頼らなき

ゃいけないとかいうことも真剣に言われてきているような状況の中で、これは広陵町民の責

任でも国民の責任でもないんです。国の政治の破綻、そしてまた行政、広陵町につきまして

は広陵町の独自の施策もとることができるわけですから、そういう点にこそ反省を求める問

題であるということを指摘せざるを得ません。そういう点については、町長もどのようにお

考えいただいてるのか、この点もお聞かせいただきたいと思います。 

 とりわけ町長は広域連合の議員だったんですからその責任は大きいわけですから、こうい

う問題について発言をされたということを耳にしていないわけですけれども、やはりきちっ

と発言をしていただかなきゃいけなかったわけで、今後も今すぐにでもそういう発言を国に

向けて発信していただきたい。今、野党が先ほど言いましたように、廃止の法案出しており

ますから、やっぱり地方自治体あるいはまた国民の多くの皆さんも一緒になって、その声を

大にしていくことが今大変求められているということをご理解いただいて、ぜひお願いした

いと思います。 

 それから、こういう包括医療の問題もあります。そういう深刻な問題を、この議会の前に

後期高齢者医療制度ということでパンフレットいただきましたけど、２つ。でも、そういう

問題点は一つも載せてないんですよ。保険料がこうなりますよということだけしか載せてな

い。だから、やっぱりね、包括医療になって、医療はこうやってなりますという、そういう

問題点も、それから２年ごとに見直しになって、値上げの可能性が強いということも明確な、

見直し、そうですよ、そうですよ。そんなの、もうこんなの言わんだって決まってますやん。

値下げできるような要素をつくってないですもん、システムに。だから、２年ごとに見直さ

れるということもはっきり書いといてもらわな困るし、とりわけ包括医療については、これ

は深刻な問題になりますし、個々具体的にそういうことを体験せざるを得ない時期が恐らく

来るであろうということをすべての方が理解できると思いますから、なぜそういうことを書

かれないでね、多分これカタログいうかそういう見本でやられたと思うんですけれども、や

はり広陵町としてはそういう警告も、問題点も発信してもらわなきゃいけないと思うんです

が、その点で、もう今すぐにでもこれはやれることを私はお願いしてるんです。国の方にき
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っぱりと物を言ってほしい。まずは問題点を認識していただいて、理事者の方で。それで今

すぐにでも国の方に、これはやめてほしいということを言っていただきたいと思います。そ

の点についてお聞きをしておきたいと思います。 

山田議長 吉村理事！ 

吉村理事 大きく分けて３点お尋ねをいただきました。 

 まず、私の方からお答えを申しておきたいのは、やはり一朝一夕に医療費が抑制をされる

というようなことは、これはもうおっしゃるとおり、ないことでございます。しかし、この

制度の創設と軌を一にして、国民、いわゆる４０歳以上の方々に対して特定健診が実施をさ

れると。当然高齢者の方も対象として、広域連合の方で実施をされます。現在、健診を行っ

ているわけですけれども、その率合から見ますと、我々に課せられたパーセンテージいうの

は大変高いものがございます。５年後には対象者の６５％あるいは７０％の人が健診を受け

ていただくんだという目標で取り組んでおります。広陵町といたしましても、大変厳しいハ

ードルではあるんですけれども、医師会のご協力をいただきながら、あらゆる機会を通じて

ＰＲをして取り組んでいこうということで、今考えておるところでございます。それがやが

て徐々に住民の方々の健康意識というものがはぐくまれてくる一つの要素にもなるだろうと、

私は考えております。 

 それと、いわゆる諸外国との比較の中で、国のどうのこうのという中でおっしゃっていた

だきました。大きな点につきましては町長からお答えを願うことになると思いますけれども、

私、事務をしている立場で、やはり弱者のための制度であるという部分も大いにあるわけで

すね。やはり所得の少ない人については、いろんな軽減あるいは減免という制度も設けられ

ておりますし、いわゆる限度額、高額療養費の限度額の取り扱いと、いろんなところで配慮

をされております。この制度がなければ、だれが一番困るのかということを考えたとき、や

はりこの制度は存続をいただきたいなあと思っているところです。 

 それと最後に、パンフレットは肝心なところが書かれてないというご指摘でございますけ

れども、我々としてはいわゆる住民の方に不安を与えるようなことはいたしません。やはり

この制度を真摯に受けとめて、広陵町が健康な町というように取り組んでいきたいという思

いでこのパンフレットを各家庭に配布させていただいたものでございます。当然、制度をよ

く知っていただいて、いわゆる特定健診にも積極的に受診をしていただくということも期待

をしているものでございます。以上でございます。 

山田議長 町長！ 
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平岡町長 今、松野さんおっしゃったように、医療費の増大からこうした問題が起こっている

のでございまして、医療技術の進歩というものが我々に長寿社会をもたらしてくれているわ

けです。そのかわりに国保財政がもたなくなった。１人年間４００万以上の医療費を使う人

も本当にどんどんふえてきております。年間１，０００万使う人も幾人か広陵町にもおいで

でございます。病気の人はやっぱり治さないかんわけです。 

 せんだって、広域連合議会が開催されました。多くの傍聴者が見守る中で進められたので

あります。今、松野さんおっしゃったようなことを、宇陀市の選出の議員さん述べられまし

た。高齢者に負担をどんどんさす、そして滞納した医療証を取り上げる。これでは医療を受

けられないと。国は医療をするように、病院へ行くようにさせない、そんな方向に今進んで

いると。まさに国の法律は高齢者の福祉について考えている法にのっておりながら、全く逆

行しておると。お金を取ればいいのかと。こんな制度はもう全くだめだというようなことを

述べられました。傍聴者から多くの声も寄せておられたところでございます。 

 しかし、きょうまでこのまま放置しておきますと、市町村の国保財政はすべてパンク、崩

壊いたします。それがために、国も負担をしているのでありまして、国が定めた医療制度で

もございます。これも国の方で一方的に決められたものではないわけでありまして、それぞ

れ地方の意見を取り入れながら改善を加えられた、公平で持続可能なわかりやすい制度であ

るというようにここに書いてございます。しかし、ここにも問題点は幾つもご指摘のように

あるかと思いますが、今年度は初年度でありまして、我が町はこの制度の移行によって、幾

分助かってまいるんです。きょうまでの保険制度と変わって、国の投資もふやしていただい

ております。しかし、これでは満足は決してしておりません。私は病気になればお医者さん

とこ行って直してもらうというこの制度は、世界に誇れる制度でもございます。今、国は病

気にならない方向をすればいいんだという方向に大転換を今年度からするわけでございまし

て、６５％の人が健康診査をせよと、そうなければペナルティーを与えると、こんな厳しい

制度も今年度は打ち立てられておるところでございます。 

 私は関係市町村長また国のいろんな機関と相まって、改善について努力を惜しまないとこ

ろでございます。いずれも正しいものではありません。いろんな問題点を取り上げて、強く

申し上げるその意気込みを持っておりますので、どうぞこの制度をご理解をいただきたいと

思います。 

山田議長 ほかにありませんか。６番議員！まとめてやってくださいね。 

寺前議員 これはお年寄りのところで非常に関心が高い状況になっています。中身はよくわか
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らないけれども、保険料から取られると、あるいはまた別建てになるという点は、広陵町か

ら通知が行った保険証を４月１日にとりに来なさいですかね、変更になりますという、そう

いう通知を受けた方々がもう既におられるわけですから、知っておられるんです。何かわか

らないんです。とにかく変わるんだなというのは知っとられるんですけども、よくわからな

い。非常な不安に駆られておられるというのが今のお年寄りの実態です。 

 そういう中で、この問題を出しているところで、先ほどもあったように、民主党、共産党

初め野党が廃止法案を提出してるんですね。これがもし廃止法案が可決されると、一体この

条例の意味はどうなるのか。あるいは４月１日以降にずれ込むと、この法案、この条例はど

うなるのかという点について、まずお聞かせ願いたいと思うんです。これは明らかに参議院

では自民党を上回る過半数の野党が席を占めているわけですから、参議院では可決されるわ

けなんです。廃止法案が可決されるという事態になるわけですから、少なくとも自治体にお

いてもこの問題については真剣に考えていただかないと、今ここに議会に提出していただい

たけれども、実際に審議は何だったのかということになりかねないというように思いますの

で、その点については明確に答えておいていただきたいと思います。 

 それから、この３月３日に岐阜県の大垣市議会が開かれて、後期高齢者医療の廃止を求め

る意見書が可決されてるんですね。これは自民党クラブから出されたもんなんです。自民党

クラブというのはどういう組織か知りませんけども、自民党を中心とした会派だというふう

に思うんです。そこから提出されて、廃止法案を、廃止をしろという意見書が可決されてい

ると。その中で自民党の方、保守系の方、これは自民保守系という形で載ってるんですが、

戦後食料難の厳しい時代に日本を支えてくれた人たちにこうした負担を押しつけるのは申し

わけない、このように自民党保守系の方々が思いを込めて、そして後期高齢者医療制度を廃

止しろという意見書を出された。それで、現在、全国の自治体では、既にもう５００近い自

治体は廃止や中止あるいは改善の意見書が可決されている。 

 広陵町で昨年の９月議会ですね、私たちは後期高齢者医療制度の意見書を出しました。否

決されました。これは公明党の山村議員が反対討論をされて、中央で凍結が議論されている

から、それに任せるべきだというようにおっしゃいました。このとおりに凍結になったんで

すね。お聞きしますけれども、まず凍結になったという点は、ここにこの資料のところに、

各家庭に配られた、それも今回の広報につけられた分ですから、本当に皆、今になって知っ

てる状態。その前にはいろいろありますけれども、こういうのが配られた。ここに保険料と

いう形で、保険料は全員が納めますと、こう書いてるんですね。そのところで被扶養者の経
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過措置が載っている。これはここに載ってるとおりですね。ところが、これは経過措置であ

って、よく新聞でも使われてるんですけども、解凍されればもとに戻るという内容で、結局

はこれは凍結だけであって、何ら改善になっていない。負担を先延ばしただけではないかと

いう鋭い指摘がされて、あたかも改善したかのような意見を持って言われていますけれども、

これについては明確にどのような形になるのかということもお答えしておいていただきたい

と思います。 

 それから、私たちは軽減措置について意見も求めました。しかし、その内容について、今

回のところでは、軽減措置については、ここにも書いているとおりですけれども、７割、５

割、２割軽減ということになってるんですね。ところが、これは生活保護基準以下の方々を

対象にしてるような実態です。こういうような実態で、臨機応変な軽減措置、町長を初め担

当者が少なくとも自慢していただいてる広陵町の国保税の軽減措置には到底及ばない内容に

なってるんですね。こういうような問題についても、やはりきちんとした取り組みが必要だ

と。特に広陵町ではこういうことやっているんですから、これについてはちゃんと連合会に

要求すべきだというように思うんですけれども、その点についてはどのようなお考えを持っ

て連合会と対応されているのかというのをお聞きしたいと思います。 

 それから、先ほどから医療費の増大について言っておられます。松野議員との質疑のやり

とりもそのことも述べられています。しかし、この配られてるパンフの最初に、後期高齢者

医療制度が始まります。こう書いて、老人医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負

担を明確化し、公平でわかりやすい制度にするためと、こうなってるんですね。これは結局

はこのようなことを書いていますけれども、要は政府は、自民党はどういうことを言ってき

たかというと、年寄りは金持ちだ、金持ちだからそこから金を取るのは当たり前ではないい

かと、こういう論法をかなり振りまいてきました。こういうような問題に対して事実なのか

どうかということについてお伺いをしたいというふうに思うんです。 

 まずお聞きしますけれども、政府は毎年、政府ですけれども、いわゆる日銀、金融庁など

が毎年それぞれの中で、月に１回出してる資料もありますし、年に１回出してる資料があり

ます。いわゆる２００４年の国民生活基礎調査という、これは国が出している調査です。そ

れから家計調査、これは決められた時期に出張させて、政府が発表しています。こういうよ

うなところの問題と、それから国民生活基礎調査というのもあるんですね。そういう中で、

例えば世帯主が６５歳以上の世帯の貯蓄率というのを発表してるんですね。それの２００４

年の国民生活基礎調査から見てみますと、貯蓄がない層というのが全年齢で９．４％、６５
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歳以上の年齢で１０．３％あるんですね。実際に３，０００万以上というところになると、

全年齢で８．３、６５歳以上になると１０．８、これ高いんですね、ここの部分はね。こう

いうような形で、この本当の一部の方の数字になるんです。これを集約したものになります

と、こういうようなところでいうと、４０代を１００とすると、実収入の現役時代からの６

割から７割程度にしかならない、平均でですよ。これは高所得者も含めた話ですから、ある

いは先ほどの生活基礎調査によりますと、５０万未満で、全年齢で５．５、６５歳以上で３．

３、２００万以下でなると、いろいろ書いてるんですけど、こういうのをまとめますと、平

均的な高齢者世帯では年間約６０万円の赤字になると、収入から支出を引いた場合に。 

 これはどういうことかというと、２０年間で１，２００万円の赤字になるんですね。実際

に高齢者世帯では貯蓄なしを含めて、先ほどの例で挙げると、貯蓄額が５００万以下が３

７％、１，０００万円以下が５７％になるんです、貯蓄額がね。そうなると、結局は２０年

生きていくと赤字になるという状態が発生します。結局は、ＯＥＣＤ、経済協力開発機構２

５カ国中、日本は総体的貧困率ちゅうの７番目なんです。こういうような状態になっている

わけですから、本当に世代間の公平とかいろいろ言ってる内容については、結局は高齢者が

金持ちだと言わんばかりの宣伝をしているけれども、実態は大変な状態になってるというこ

とも上げられます。 

 また、連合会での髙橋議員が質問して回答した、高齢者の被保険者所得階層ですけれども、

営業所得の方が２，６２５人、不動産所得の方が４，８４０人、給与所得をお持ちの方が５，

３０９人、年金所得がある方でこれだけの方４万５，１４２人、そのうち所得のない層は８

万１，７５０人となってるんです、全体で１４万何ぼのうちね。ということは、結局ここで

もあらわれてるように、加入している方々の所得階層というのは非常に低い。これは国保税

と同じような反映があらわれてる、７５歳以上の方でもですね。こういうところの実態から

見て、世代間の公平あるいはお年寄りは金持ちだというような論議にくみするのかどうか。

その点についてお伺いしたいと思います。 

 それから、先ほども包括医療の問題がありましたけれども、結局は差別医療につながって

いる、こういうことが上げられるわけでありますけれども、これは有名な元大臣の川崎厚労

大臣が言ってることなんですけれども、高齢者と若い方には期待される医療の中身が違いま

す。若い人は病気を治して職場に復帰してもらいたいけれども、高齢者は終末期医療を充実

させることです。これどういう意味かおわかりだと思うんですね。年寄りは死んでいくから

治療を余りかけなくてもいいんだ、こういうようなことを自民党は平然と言ってるんですね。
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昔、渡辺大臣が、年寄りは早く死ねば助かると、大蔵大臣のときにそういうような発言して

有名になりましたけれども、こういう考え方、主張がやっぱりある。これはお年寄りが高齢

の社会参加や人生をこれから歩んでいくという、実際に平均年齢から考えても、立派に社会

貢献を果たしていく方々に対する侮辱であり、認識の余りにも隔たりがあるというふうに思

うんですけれども、この医療の差別化についてはどのように考えるのか。 

 残念ながらこの後期高齢者、条例の中にはこれについては触れられていないんです。もう

４月１日から始まるんですけれども、これは実際、実態としてどうなってるのかをお伺いし

たいと思います。 

 こういうような問題で、最後はやはり先ほども出てきました。結局は財源問題のところで

深刻な問題になるわけなんですけれども、２００６年の小泉内閣の骨太方針、２００６年と

いうと小泉の最後の骨太方針ですね。ここで、今後４年間毎年２，２００億円ずつ削るんで

すね、社会保障予算。医療費についても同然に削っていく。そのためには、お年寄りの数を

早く死んでもらって、医療費を削減していく、これが手っ取り早い、こういうことがこの後

期高齢者医療制度の根底にあるわけです。だから、こういうような状態の問題を本当に広陵

町の議会の皆さんが知っているのか、理解しているのか。こういうこと……（不規則発言あ

り）理解してない。理解してる。（不規則発言あり）そういうような、死によったこと聞い

たことないということで、理解しているのかどうかと聞いてるわけなんですけれども、こう

いう後期高齢者医療の制度の理解不足がやはり根底にあるというふうに思うんです。こうい

うふうなところの問題に対して、値上がり、結局医療費がだめになるということについて、

どのようになるのかということについてもお伺いしたいと思います。以上です。（不規則発

言あり） 

山田議長 吉村理事！ 

吉村理事 寺前議員さんの方から大変幅広い議論をいただきました。私思いますのに、今回の

医療費制度の改革というのは、この国民皆保険というものが始まって以来の大改革であると

いうように受けとめております。いろんな方の発言あるいは数値をお示しをいただきました

けれども、どういう制度にも完全と、だれもがこれは全くすばらしいと言っていただける制

度いうのはなかなか構築は難しいと思います。ご承知のように、日本は世界一の長寿国です。

かねてから日本は働きバチというか働き過ぎとか、いろんなことも言われております。そう

した中で、長寿世界一を維持できているというのは、やはりこの国の医療制度にあるのでは

ないかな。少ない例をとらえて、この制度の至らない点を論じるよりも、全体としてこの制
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度を育てていくというんですか、そういうようなことを私たち担当者は肝に銘じて取り組ん

でいきたいなと。 

 この議論が始まって、広域連合の準備委員会ができて、もう２年、奈良県下だけじゃなし

に全国でそういう取り組みをしてきているわけです。もちろん各市町村の担当課におきまし

ては、それに向けていろんな事務、制度に対応する機械の改修とか、いろんなことをやって

きております。なぜ今の段階で廃止ということを言われましても、我々としてはこれまでの

準備している内容を着々と進めてやっていきたいなあと考えております。 

 いろんな点、お聞きをいただきましたが、これらの点に、細かい部分でございますんで、

委員会でご説明をしてまいりたいと思います。以上です。 

寺前議員 負担の公平という点ではどういう認識であるのかと。これは町長に答えてもらった

方がいいかわかりませんけど。 

吉村理事 いやいや、負担の公平ということで、いわゆる家計の状況等々いろいろご指摘をい

ただきました。この制度全体の中で、若者も大変なんですね。若人といいますのはゼロ歳か

ら７４歳までです。高齢者も大変だと思います。しかし、国全体の中で、負担の公平を見出

していくということに尽きると思います。以上でございます。 

寺前議員 包括医療の中身は今どうなっているかというのはわからない。今、常時値上げにな

っていて、２年間過ぎれば自動的に値上げになっていく仕組みになってるということについ

てはどうですか。要は国のお金は来ませんということですか。年寄り人口は必ずふえるわけ

ですから。 

山田議長 吉村理事！ 

吉村理事 私はそういう懸念はございます。２年に１回ずつ見直されるということですので。

総額はふえますけれども、お一人お一人の負担については、医療費が適正化されていけば、

それも上がるということに決まったわけではないと思います。見直されていくというように

考えているところです。 

山田議長 ６番議員！ 

寺前議員 今のと、最後、町長に答えてもらったらいいと思うんですけれども、委員会で議論

をしたいということですけれども、結局は私は具体的な数字を上げて意見を求めているわけ

なんですけれども、一つは包括医療の制度、いわゆるお年寄りに対する医療費を７４歳以下

の方と差別する医療についてはまだ決まってない、中身が。こちらに通知来てないというよ

うな状態なんですね。これは本当に国の怠慢であって、こんな事態になっても中身がわから
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ないというのは、この条例、全国審議されていて、本当に困ってるだろうというように思う

んですね。それと廃止法案、これは事務局の責任ではないわけなんで、それは粛々とそれを

やりたいというふうにおっしゃってますけど、わかりますけれども、実際に国会で廃止法案

が提出されてるんですね。その場合、廃止された場合、どんな問題になるのかという点につ

いては認識を持って当たられてきたのかという点については、やはりもう一度考え方をきち

んと聞かせておいていただきたいというように思うんです。 

 あと、広陵町での減免制度がやっぱりここにも３つの内容を書かれていて、７割、５割、

２割減免書かれてるんですけども、これは町長が議員として出られているわけですから、広

陵町の本当にすぐれているところ、これはまだ改善の余地が十分ありますけれども、いわゆ

る減免制度がもう少し細部にわたっているということですね。それと資格証の発行をしてい

ない、こういう点については、私は本当にすばらしい取り組みをされてきたというふうに思

うんです。こういう内容について、やはり広陵町でやってるんだから、連合会でもこれはや

ってほしいいう意見は、やっぱり当然伝えていただく、あるいは改善するために努力してい

ただくことが必要だと思うんですね。これは議員としての責任だというように思うんですけ

れども、議員の問題ちゅうのは、ここにおられる議員とその立場は同様になるんですね。理

事者であり、市長であり兼議員として参加されるわけですから、広陵町の議員が後期高齢者

医療の制度をどれだけ知ってるのかというのを、私は侮辱に当たらない程度に答えていただ

きたいなというふうに思うぐらいなんですが、こういうような問題に対して、やはりきちん

と伝えていただくということが必要だと思いますが、どうでしょうか。 

 そして、それの最後に、先ほど高齢者金持ち論について数字を上げて私は質問しているわ

けですけれども、感想でも結構ですから、その点について、町長、高齢者というのが本当に

金持ちなのかどうかという点についての認識をお持ちであれば、答弁していただきたいとい

うふうに思います。 

山田議長 町長！ 

平岡町長 いろいろご質問をいただきましたが、広域連合議会の町村を代表する議員でもある

わけでございまして、積極的に私も発言をしてまいりたいと思います。議会の開催されると

きは、事前に理事会という形でいろいろ調整の会議があるわけでございまして、また広域連

合の事務局長が事前に私どもと来ていただいて、いろいろディスカッションを深めていると

ころでございます。こういう機会を通じて、どんどん我が町の実態を申し上げ、高齢者に負

担のならないように、そして気軽に医療機関に行けるように、そういうように配慮をすべき
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だと思います。そういう進め方を今後も進めていきたいと。これで余りやかましく言うよう

であれば、言い返してもらっても結構やと、そういうとこまで私申し上げていきたいと思い

ます。 

 また、包括医療制度についても申し述べられましたが、病院では国保中央病院では包括医

療、ＤＰＣという言葉で言われておりますが、もう一括方式で、今日までの積み上げ方式で

なくて、もう一つの病気は１回幾らだと、濃密な検査があっても、わかりやすい医療制度に

変わるようでございます。この４月１日からスタートをされます。しかし、高齢者の保険治

療については、いまだこれは決められておりませんので、今後この方がいいのかどうか、わ

かりやすくていいのかどうか。これは議論をされるものと思います。しかし、大病院はそう

いう方向でもう進んでおられます。 

 それから、金持ち論でございますが、私は高齢者はいろんな人がおられると思いますので、

一概にそういうことは言えないと思います。以上です。 

山田議長 質疑ありませんか。 

         （なしの声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑をこれにて打ち切ります。 

 お諮りします。本案を厚生委員会に付託いたしたいと思いますが、これに異議ありません

か。 

         （異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、本案は、厚生委員会に付託することに決しました。 

山田議長 次に、日程２番、議案第２号、広陵町放課後子ども育成教室条例の制定についてを

議題とします。 

 本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。１４番議員！ 

青木議員 私、総務委員会ですのでね、大まかなとこだけちょっとお聞きしたいと思います。

本当に役所の縦割り等々踏まえた中でも、画期的にやっていただいたということはまず評価

をしたいと思います。 

 そこで、以前からあったいわゆる放課後子ども教室ですか、以前それが早速したところ、

内容的には結構非常に不人気なところもあったということもお聞きしてましたし、それと別

としてまたこれを合体をして、新たに教育委員会部局での形でやっていくということですの

で、一番大事なことは、やはり受け入れしていただき、また大いに活用していただく児童ま

た保護者のご理解とかいろいろあって、結構ある意味での度数がふえていかなければならな
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いと、こう思うわけですので、その辺の見通しというのか予測というのか、どのように立て

ておられるのか。それを少しお聞きしたいと思います。 

山田議長 教育委員会事務局長！ 

北神教育委員会事務局長 これまでの放課後子ども教室と児童育成クラブを一体として、今回

放課後子ども育成教室を実施するということなんですけども、一体ということですので、児

童育成クラブのやってきたこと、また昨年から放課後子ども教室やってきましたことをいず

れも満たしていくという考えでおりますので、そのためにコーディネーター、クラブ長と申

しますけども、もうそういう責任者を配置し、そうした企画、立案をしていただいて実施し

ていくという形でございます。また、募集を２月に行いましたところ、まだ２９日で一応締

め切りということなんですけども、随時に受け付けておりますので、まだ登録の申請は随時

来ているところでございますけども、今のところは、今までやっておりました児童育成クラ

ブと放課後子ども教室と合わせた人数程度でございますけども、今後これからまたふえてい

くものと推測いたしております。以上です。 

山田議長 １４番議員！ 

青木議員 一応、随時今受け付け中ということで、大体の人数の流れは出てるいうことですね。

そこで、その受け皿というのか、教室の施設とかいろいろあるわけですやろ。その辺の対応

というのかな、そういうことも踏まえた上でやっておられるわけ。いわゆる募集をかけられ

て、いろいろ今どんどん応募されてるわけですね。その中で、受け入れ体制ちゅうやつやね。

施設も踏まえた中での受け入れ体制ということをきちっと受けて、整備しているのかという

ことも踏まえてね、結局余り大勢来ていただいて、また断らんなんとかいうのもあるだろう

し、地域のばらつきもあるでしょう。校区で、いや、ここで多いからこっちへ振りかえてい

くとか、それもあんのか、対応して柔軟性を持ってやれんのか。しかし、それは保護者の人

の理解をどう得られんのかということの現実論として対応していくということになると思い

ますねんけどね。その辺の、もう４月１日ということですのでね。その辺の周知なり、また

受け皿の対応なりをどこまできちっと整備されてんのか。一番大事なことやと思うので、そ

の点、もう一回。 

山田議長 教育委員会事務局長！ 

北神教育委員会事務局長 受け皿となる施設でございますけども、現在、各１カ所でそれぞれ、

子ども育成教室は学校内、児童育成クラブは独自の施設、また学校内というふうに分かれて

おりますけども、この統一した形で実施しますに当たりましては、学校内でやるということ
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が一応原則といたしておりまして、現在、学校外でやっております真美ヶ丘第一小学校のひ

まわりクラブですか、それを学校内に移すと。また西小学校区のあすなろクラブも定員は一

応７０人と決めておりますけども、それを上回れば、また学校の教室も活用するといったふ

うに対策を講じているところでございます。現在のところ、一応分離しなければならないと

いうところは、真美ヶ丘第二小学校区のもくせいクラブで、これは既にもう８５人ぐらいの

申し込みがございますので、一応第二小学校の中で２カ所に割ると。１カ所は既に独自の施

設を持っておりますけども、もう一カ所として、学校内、教室を使わせていただくという計

画をしております。また、それ以外のクラブにつきましては、７０人に到達するとは現在の

ところ見込んでおりませんので、現状でいけるかなという推定をいたしております。以上で

す。 

山田議長 どうぞ、３番議員！ 

山村議員 放課後子ども育成教室の運営スタッフ、今、コーディネーターっておっしゃいまし

たけれども、そのほかに学ぶ、これからは意欲というか、そういう教室にしていくと、預か

る保育から学ぶ保育にということで施政方針の中にありましたので、どういう方々が運営ス

タッフとして入っていただくのか、従来の児童育成クラブ事業の指導員さんの扱いはどうな

のかということをお聞きしたいと思います。 

 それと、安全面の確保になりますけれども、そういってまた保険とか新たに入られる予定

はあるのかどうか、また登録してない児童との交流っていうのはどうなのかということをお

聞きしたいと思います。 

山田議長 教育委員会事務局長！ 

北神教育委員会事務局長 これまでの単に預かる保育ということから、学ぶ機会を提供すると

いう趣旨でございますので、学校の宿題であるとか、予習復習であるとかいうことはもちろ

んでございますけども、地域のそういう人たちとの交流、ボランティア活動をしていただき

たいと思っておるんですけども、そういう人たちとの交流を通じまして、子どもたちに、こ

れは施政方針の中にもございましたように、社会的な常識を学んでもらうとか、地域の文化、

歴史を学んでもらうとか、そういう学習を取り入れていきたいと。そのためにコーディネー

ター、クラブ長を配置し、またそういう資格を持った指導員を配置するということでござい

ます。 

 それから、保険については、今まで児童育成クラブ同様、保険は加入させていただきます。

それと、登録されてない児童との交流ということなんですけども、これは全児童を対象とし
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て、保育に欠ける子、欠けない子関係なしに登録できるということにしておりますので、そ

ういうとこで行きたいという子供たちは、例えば夏休み期間中であるとか、そういう形だけ

でも受け入れることができますので、そういうところで交流を図ればよいと思っております。

以上です。 

山田議長 ３番議員！ 

山村議員 今、局長がおっしゃったことは、登録料を払ってない子供と払ってる子の交流のお

答えとちょっと違うかなと思うんです。登録料を払ってたら、保育に欠けない子供でも入る

ことは入れますけれども、払ってないことは、今までは学童の場合は、学童じゃない子との

交流というのはできないというのが原則だったかなと思うんですけれども、それと同じよう

に、登録料を払ってない子供との、普通一般の児童との交流という、同じ学校の敷地内で子

供たちが遊びに来る場合もあるかなと思うんですけれども、そうした場合のこととかいう縦

分けをどう考えておられるのかということで、もう一方の地域の方ですけれども、教える教

育の放課後子ども教室ですので、畿央大学の学生さんたちをまたスタッフに入れるとか、そ

ういうお考えがあるのかなということもお聞きしたいと思いますけれども。 

山田議長 教育委員会事務局長！ 

北神教育委員会事務局長 これまで放課後子ども教室におきましては、そういう利用料は無料

だったわけなんですけども、この放課後子ども育成教室は、一律に５時までですと４，００

０円という利用料金をいただくということになっておりますので、登録しますと利用料金が

発生すると。登録していない児童は当然この教室に入ることができませんので、そうした意

味では、そういう登録してない子としている子との交流ということはないということになる

わけでございます。 

 それから、畿央大学の学生という話なんですけども、これまでもそういう放課後子ども教

室の中で、学習アドバイザーということで入っておりましたので、そういう志のある学生に

は引き続きお願いしたいと考えております。以上です。 

山田議長 ほかにありませんか。６番！ 

寺前議員 まず、これがうまく機能すればね、子供にとって安心な放課後を過ごすことができ

るというように思うんですけれども、学童保育と放課後子ども教室の趣旨はやはり違うんで

すね。それをいわゆる厚生から教育と一体になってやろうとしているところなんですけれど

も、学童保育の理念、そして学童保育を受け入れてきた経緯等については、実態を含めて十

分に理解をしていただいてるのかどうか。それは学童保育の全国的な運動の高まりの中でで
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きてきましたし、そういう側面について、教育委員会ではどのように理解をしているのか。

まず１点、それを聞いておきたいと思うんです。 

 それから、もう一つは、学童保育の中では、国は埼玉県や石川県など先進的な地域から、

学童保育の設置基準についてきちんとしたものをつくっていこうということがつくられてき

たんですね。それは現在、それをつくろうという形でできてるのかどうか。これについてど

ういうような認識を持っておられるのかということをお聞きしておきたいというふうに思う

んです。これは教育委員会がそういう面も理解した上で、こういう放課後子ども育成教室を

つくるのかどうかということに結びつきますので、これは非常に大事なところだというよう

に思います。 

 それから、３点目は、現在の学童保育に参加しておられる保護者の方々が、今度制度が変

わって、何が変わるのかということを具体的に理解をしていただいてるのか。名前は従来の

学童保育のクラブの名前を引き継いでいただくということになっているんですけれども、こ

れが父兄の方々が今までの点も学ぶことについても、やっぱり勉強を見るとか、そういう形

についてはやってこられたわけですけども、今度はさらに一歩前進させた、前進というか一

歩踏み込んだ保護から学ぶという形での認識に立たれているわけですから、従前の学童保育

のところとどこが違うのか。従前でしたら宿題なんかでも、指導員の方がしてもらいながら

見ていただく、そして遊ぶ場もきちんと設ける。そういうような状況があったわけなんです

けれども、それについてはどのような変化が出てくるのか。そういう点についてどうなのか

ということをお聞きしておきたいと思うんです。 

 それと、結局は実態として、両親が勤められている子供たちが多く、そしてそれでない子

供が参加するというような流れになってきたときに、やはり子供の受けとめ方など、非常に

違いがあるんですね。一方では、学童保育の父兄は、どうしても親がいないから見ていただ

くためのそういう施設を必要とされ、そしてそのための保育料、利用料を支払うというつも

りの意識が高いわけでなんです。ところが、新しく両親やいわゆる放課後家庭に帰ってきて

も何ら従前と変わらないところの親が、利用料を払うということになってくると、それに対

する期待はあろうと思うんですね。それはどのような学童保育との違いがあるということを

明確にした上で説明をされているのか。そういう点もこの制度の統一を図る場合についての

課題になっているわけなんですから、そういう点についてどうなのかということも問われる

と思うんですが、その点についてはどのように現状認識、あるいは現状説明をされているの

か、お聞きしたいと思うんです。 
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 これは統合していく場合の、いい制度にできるのか、それとも子供間の矛盾をつくるよう

な形になるのか。あるいは、もっと発展的に広陵町がすばらしい放課後子どもの育成に寄与

するのかという分岐点になってくるわけですから、いわゆる学童保育の制度の自体の理解が

教育委員会にどれだけあるのかというようにかかってくるというように思いますんで、そう

いう点についての質問を基礎に置いていますので、お答え願いたいと思います。 

 それが不十分であれば、従来の学童を担当させていた部長からも補足しながら、学童保育

についての全国的な動き、流れというのは一層発展しているわけですから、これと統一して

行わないということになっているわけですから、そういう点についての深い認識のもとにこ

れを実施しなければ成功しないというように思いますので、それが大前提にありますので、

担当者及び教育長について、ご答弁をお願いしたいと思います。 

山田議長 基本的なことですから、教育長が答えてください。 

安田教育長 私は最後にやります。 

山田議長 じゃあ、教育委員会事務局長！ 

北神教育委員会事務局長 学童保育の一番目は、理念とか基準とかおっしゃったわけでござい

ますけども、当然その理念、基準を踏まえた上の一体化した新しい制度だということでござ

います。教育委員会でやる上の理解があるのかと、その点、理解があるのかという最後の質

問なんですけども、これも子ども育成課を立ち上げるに当たっては、これまで健康福祉部で

やってきた経験のある課長を配置されたということからでも納得いただけるのではないかと

思います。 

 それから、制度が変わって、理解されているのか、父兄に対してですね、そういうことな

んですけども、チラシをそういう配布した際にも、理解されてない方はやはり電話での問い

合わせ等ございますので、その際にその趣旨を、今申しましたような趣旨を十分伝えてると

いう理解をいたしております。 

 それから、従前とどこが違うのかということなんですけども、これも先ほど申しましたよ

うに、これまでは１年生から３年生までの保育に欠ける子を対象としていたものを、欠ける

欠けない関係なしに１年生から６年生までの全児童を対象とすると。また、学校内で行うと

いうこと、それから内容におきましては、これまでのそういう遊びを中心とした預かる保育

をそういう学ぶ場を与えるということ、それから最後にそういうコーディネーター、責任者

を配置して、学校との調整、父兄との調整、またボランティアとの調整に当たっていただく

というところが異なるということでございます。 
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 それから、子供間でこれまで学童に通っていた、児童育成クラブに通っておった子供とま

た保育に欠けない、これまで家に帰ってた子が来るようになったということに対するそれぞ

れの違和感というものがあるかないかということなんですけども、制度としては全くそれは

ないという形でつくっておりますので、あとは指導員またクラブ長のそういう子供に対する

配慮で、そうした懸念はないと考えておるところでございます。 

 それから、放課後子ども教室に通っておった親が利用料を支払って新しくこの教室に入れ

るに際しての期待ということなんですけども、それもこちらの方で登録申請の際に、こうい

うことをやらせてもらうという説明は十分いたしておりますので、納得して登録いただいて

るものと解釈いたしております。以上です。 

山田議長 もうええぐらいちゃうか。明快に答えしてんのちゃうか。うまいこと言うてんのち

ゃうか。もうええやろ。６番議員！ 

寺前議員 教育長に。 

山田議長 後で２回目で聞いて。 

寺前議員 ２回目いうたら質問だけで、まあいいですけど。結局、城内担当課長は学童保育に

ついては熟知されてる方で、非常にそういう点では心配は要らないわけなんです。結局それ

は、教育委員会のいわゆる指導、教育長を初め教育委員会の中でどういうような扱いをして

いくのかということにかかってくるんですから、そういう点はやはり教育長が学童保育の歴

史、また学童保育の現在独自に充実されている全国的な取り組みの状況などをやはりきちん

と認識した上で、今度の問題を扱うことが、扱うちゅうか取り計らうことが必要だというよ

うに思うんですね。そういうところが重要な課題になってくると思うんですけども、そうい

う点についてお聞きしたいのと、先ほど言った利用料を払って、結局その子ども教室、クラ

ブに来るという新たな参加者が、結局は塾との問題が出てくるんですね。これは全国的にも

学びの場を塾との関係がどうなのかっていうのは、教育界ではもうさんざん議論されてきて

いる内容で、この問題は非常に深刻な問題になっているわけなんですが、学童保育の親は単

純明快なわけです。それ以上に期待が持てることであれば、なおさら一層いいということに

なると思うんですが、新たに保育に欠ける児童でない親が参加する場合に、どのような気持

ち、期待で来られるのか。それは利用料を払うということは、いわゆる塾と同様な認識を持

って来られるのかどうかという問題がありますので、そういう点についてどのようにお考え

になのか。 

 もう一つは、逆に言えば、塾に通っておられる実態について、どこまで把握されてるのか
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という問題だろうと思うんです。過去には塾に通っておれられる方の調査もされたことがあ

るわけですから、そういう点から考えて、その関係については、どんな認識でもってこの制

度をつくられるのかということをお伺いしたい。 

 最後にですけども、要は先ほどから言ってる問題は、学童保育の設置基準は充実されてき

たと。今度、ここで取り扱うクラブの設置基準というものについて、施設やその他いろいろ

もろもろ、学ぶ場をより深めるということになれば、図書の充実やその他もろもろいろいろ

出てくる。学校にはそういう図書館があるわけですけども、その辺の活用はどうなるのか。

あるいはその点での内容について、どこまで踏み込んで現在議論されているのかということ

になろうと思いますので、やはり設置基準についてきちんとしたものを持って臨むべきだと。

学童については、定員基準やその他いろいろあるわけですから、６年生までとなってくる場

合については、そういう同様の枠で指導していくというのは困難性が伴ってくるだろうとい

うふうに思うんで、そういう設置基準、施設の問題あるいはクラス数の問題、指導員の問題、

そして先ほどボランティアというようなことも出てくるんですけども、いわゆる指導員の教

育の問題、その他について、設置基準をきちんと設けて、そしてこの内容に答えていくよう

な中身がわかるということにしなきゃならないと思うんですけども、そういう点について再

度質問しときたいと思います。 

山田議長 じゃあ、総括して、教育長！ 

安田教育長 今言われてることね、きょう朝も朝日新聞に載ってましたね、大きくね。それま

でにＮＨＫもやってました。私はそれのビデオ撮りまして、うちの教育委員会でもそれを見

て、あれは川崎市の例だったんですけども、今言われている学童保育ができたときの趣旨、

それから大きく３つに分かれている、例えば自分の本当の昔の自分らが自主的にやっていく

そういうものから、時代の要請に向けて、また高負担、それから高サービスちゅうていうん

ですかね、11時、12時までやっているそういうとこもある。またその中間的なもんもある。

そんなことも教育委員会の方で一応そのビデオ見ながらも勉強しました。 

 私ごとですけども、この学童のことについても、あるところでちょっと１年か２年間ほど

この設置のときにやったこともあるんですけども、私ら自身は教育もしながらですし、もう

一つはある程度充実してからは、もう私ら引いた方がやっぱり地域の力を活用していくのに

は必要だなと思って、私らも抜けたこともあるんですけども、今言われてるように、その２

つが合わせてね、１００と１００と合わせて２００になるかと言われたら、私は正直言って

疑問です。本当は答えの中ではね、１００と１００と足したら３００ぐらいになるんですよ
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と言いたいんですけども、私は２００以下になるだろうと思います。それは試行錯誤の中と

もう一つはやっぱり時代の要請の中で変わっていく、その中で、やっぱり保育とそれから教

育と、ある程度はどっかのところで合体ちゅうんですかね、そのところ、どれをお鏡にする

のか、おミカンにするのか、これは別としてですよ。やっぱりそういうことは一つのものに

考えていかなくてはならん。それが去年、私らが東京行ったときの話が、放課後子どもプラ

ンだったと思うんです。そしたら、文科省もそれならそれで、１００点のものをつくること

はできてないんですよ。東京都はまだ今はうまくやってることは聞いてますけどね。ただ、

本当に試行錯誤です。私も一生懸命そのことについてはやっていきたいと思いますのでね、

皆さんのご協力をお願いしたいなと。また、いろんな形で私にも教えていただきたい。それ

が今やっているとこの私の気持ちです。以上です。 

山田議長 質疑はこれにて打ち切ります。（不規則発言あり）総務委員会に聞いてください。 

 お諮りします。本案を総務文教委員会に付託いたしたいと思いますが、これに異議ありま

せんか。 

         （異議なしの声あり） 

山田議長 異議なしと認めます。よって、本案は、総務文教委員会に付託することに決しまし

た。 

山田議長 次に、日程３番、議案第３号、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び

期末手当に関する条例の一部を改正することについてを議題といたします。 

 本案について質疑に入ります。質疑。６番議員！ 

寺前議員 これは当初は非常勤職員という形で定額制だったのが日当制になって、今度また非

常勤特別職になるということですけれども、この経過、流れと金額が半分になってるという

ことと、その辺の実行に移された経緯と医師会との話し合いの中身について教えておいてい

ただきたいと思います。 

山田議長 笹井理事！ 

笹井理事 お答えいたします。 

 １７年までもこの報酬はのっておったわけでございます。ただ、１８年と１９年につきま

しては、いわゆる回数１回という形で校医の方、賃金という形で予算化をしてまいりました。

しかし、近隣の状況……（不規則発言あり） 

山田議長 何を言うてんねん。 

笹井理事 そういった関係で、今、１８年度、１９年度だけは賃金という措置をしております。
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経過の中でございますけれども、医師会との中で我々、賃金という支払いをいただくよりも、

やはり学校医として設置義務が学校保健法に掲げられておると、そういった内容につきまし

て、医師の立場としてやはり非常勤の特別職としての立場を重視していただきたいというふ

うな申し出もございました。そして、その中で近隣町との整合性も図ったわけでございます。

確かに近隣の市町村におきましても、非常勤の特別職の措置をなされておる実態もございま

して、今回、医師会との調整によりまして報酬を再度計上させていただいたものでございま

す。 

 賃金としてお支払いをしておりました１８年、１９年度のいわゆる学校医、歯科医、そし

て薬剤師等の支払い総計につきましては、１８年度で２６３万円、１９年度で２８０万５，

０００円というふうな学校の決算数値でございます。そしてまた、報酬が１０万円であった

時代の経緯につきましては、１７年度で４１６万円ほど支払いをしておったわけですけれど

も、こうした経緯の中で、今回報酬に５万円として改正して掲げさせていただき、そしてま

た健康診査においては、生徒１人当たり１００円あるいは１５０円といった形で賃金と報酬

を重ね持った計上をさせていただいております。そうした合計につきましては３１２万とい

うふうな推移でございます。したがいまして、今回、報酬と賃金ということで予算措置もさ

せていただき、金額についてはさほど増減がないものというふうに説明を申し上げておった

ところでございます。どうぞよろしくご理解いただきたいと思います。 

山田議長 ほかにありませんか。 

         （なしの声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑をこれにて打ち切ります。 

 お諮りします。本案を総務文教委員会に付託いたしたいと思いますが、これに異議ありま

せんか。 

         （異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、本案は、総務文教委員会に付託することに決しま

した。 

山田議長 次に、日程４番、議案第４号、広陵町国民健康保険税条例の一部を改正することに

ついてを議題といたします。 

 本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。６番議員！ 

寺前議員 結局、広陵町は今回実質上の値上げは全くしない内容を提出していただいたと。た

だ１点違っているところは、今までの国保税の徴収のトータルと、それから新たな支援金制
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度ができたトータルで、最高限度額が３万円上がるというところだけですね、これは。それ

以外は従来の国保税と全く変わらないということですので、３万円上がった場合の増税額は

幾らになるのかということだけ聞いておきたいというふうに思います。 

 それともう一つは、支援金、当然これは奈良県連合会から広陵町に要請された分が予算に

のってるわけですけれども、その支援金というのは、それで賄うことになったのかというの

を精査してないのでちょっとわからないんで、今回の条例の税の枠の中で賄うことができる

ようになったのかということもあわせてお聞きしておきたいというふうに思います。 

山田議長 吉村理事！ 

吉村理事 限度額、これまでの医療費５６万円が２つに分かれて、トータルで５９万。すなわ

ち３万円値上げに伴う内容についてお尋ねをいただきました。これの影響をお受けになって、

実質値上げになる世帯数は９３世帯程度になると。これは所得割あるいは資産割で相当な所

得のある方、資産のある方について該当をしてくるのかなと。９３件ですので、単純に３万

円上がるということで２７９万、影響が出るのかな。ふえる方に影響が出ます。 

 もう１点、支援金の算定の状況についてお尋ねをいただきました。現時点で申しますと、

広域連合へ支援する部分について、この税率の割り振りによって、ほぼ対応をできる割り振

りになったというように考えているところです。以上でございます。 

山田議長 ６番議員！ 

寺前議員 ということは、国保税が赤字だというようにおっしゃっている中身は、結局は逆に

言えば、支援金の分は赤字になるという状況なのかどうかですね。いわゆる国保税全体の中

で支援金が要請されたと。その中で現在の体系のまま支援金の枠をつくったということにな

るわけですから、国保税だけの問題で考えれば、いわゆるその分についてマイナスになって

るという状況になろうかと思うんですけれども、その点についてはどういうような認識にな

るか。ちょっと意味わかっていると思いますので、実際、別に枠をつくったということでは

理解してるんですけども、お願いします。 

山田議長 吉村理事！ 

吉村理事 支援金の関係での税との絡みというて、お尋ねをいただきました。１９年度までは

老人保健という制度でございましたので、そちらへの拠出金という形で相当の税の部分も回

っております。あわせまして、いわゆる７５歳以上の方であっても、保険税を納めていただ

いておりました部分があるわけですね、国保ということで。この方たちが後期高齢者へかわ

られることによって、税による減もございます。半面、老人保健に対する拠出金の減る部分
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もございます。逆に支払基金から制度を前提として割り振って交付されてくる交付金もござ

います。それらを総合的に見たときに、国保税の広陵町のこの税率を上げなかったことによ

って、厳しいということには変わりはないわけですけれども、支援金を設けたことによって、

その分赤字になるということではございませんので、そのあたりご理解をいただきたいと思

います。 

山田議長 １２番議員！ 

松野議員 質問に先立って、議長に抗議をしておきたいと思います。 

 先ほどの議案のときには、総務委員の方も２名も質問を受けながら、私は総務委員だから

ということで質問を受けられなかったのは、議事進行上、大変不公平であり、強く抗議をし

ておきます。今後こういう議事進行はやめていただきたいと思います。 

山田議長 別に反論するわけじゃないけどね、あの議案ではね、もうあれ以上のものは出ない

だろうと。 

松野議員 違うんです。私、ほかのことを聞こうと思ってたのを。 

山田議長 だからね、もうそれだから打ち切ったの。 

松野議員 違うんです。それは聞いてから判断してください。私は全く別のことを聞こうとし

ておりました。 

山田議長 だから、もうよろしい。もう何ぼ言うてももったいない。はい、どうぞ、次、始め

てください。 

松野議員 だけども、別に総務委員会もありますし、一般質問で言いますからいいですけど、

議事運営上の問題点を指摘しているわけです。 

山田議長 はい、やってください。 

松野議員 では、質問の方に入ります。 

 まず１つは、後期高齢者保険をつくるのは、先ほど町長もおっしゃったように、国保の財

政を健全化することが大きな目的だったということですが、これによって国保の財政健全化

は額にして幾ら、どの程度貢献できたのかという部分を明確にしていただきたいと思います。

それが１点。 

 それから、７ページ、新旧対照表の７ページで、先ほど少し言いましたけども、第１３条

の特別徴収について言えば、６５歳以上の国民健康保険の方は特別徴収、強制的にされるわ

けですね、特別徴収を。これが前期高齢者という位置づけでされるわけですけれども、また

国保に加入されておられる中ででも、こういう前期高齢者いう特別の枠をつくって、特別徴
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収されることについては、幾ら何でも同じ制度の中ですから、ひど過ぎると思うんです。で

すから、この点について、特別徴収することができるんであればいいんですけれども、する

ということで条例を変えられることについて、広陵町の条例ですから、これをしなくても済

むという部分はあると思うんですけども、上位法があるからということはいつもいつもお聞

きしますが、上位法もだめだということで、例えば議会で否決すれば、県の方がそれをもう

一回審査して、意見を言い調整すると。それに対してまた意見言えるということで、いろい

ろな方法があるので、やはり自治体としてもそういう権限があり、そういう広陵町でやはり

問題だと思えば、きちっとこの条例化しないで済ませるということもできるわけです。その

後、県とか国がいろんな指導に入ることは目に見えてわかっているんですけれども、強い抗

議の意味でいえば、そういう方法もあるんだということは明確に議会も理事者の方も認識し

ていただく必要があろうかと思うんですけれども、こういう中で、あえてこの１３条の１項

を入れられたのはなぜなのか。特別徴収について、本当に今まで支払いが困難な方がこれは

年金からこれも徴収してしまうということについて大きな問題があります。ここには２つの

問題点があるということ。特別徴収そのものに対する問題、それから同じ国保の加入者を差

別して特別徴収するということについての問題点。この２点について、どのようにお考えな

のかということをお聞きしたいと思います。 

 それから、９ページの１９条の２項なんですけれども、これは既に納入された特別徴収で

たくさん町の方が特別徴収した場合は返さないで、滞納がある場合は滞納に充てるという内

容だと思うんですけれども、逆に滞納されていた方、例えば６４歳の方が滞納あって、６５

歳になったときに、特別徴収するときに、上乗せして特別徴収される懸念がちょっと私持っ

たもんですから、その点の確認をしておきたいなというふうに思うんですけれども、その点

どのように対応されるのかということをお聞きしておきたいと思います。 

 それから、これはちょっと改正について、私も内容を少しちょっと忘れた部分があるので

お聞きして確認しておきたいですけども、１４ページの平成１８年度と１９年度の減額の特

例について、２０年度ないわけなんですが、ちょっとこれどういう内容だったのか、再度説

明をしといていただきたいなというふうに思います。 

 あと、後期高齢者保険で、世帯、２人で一緒にじゃなくて、お一人だけ対象が外れて国保

という場合の減額についてお聞きしたいんですけど、これを２分の１に減額されて、これは

そういう以前の国保を２人で入っておられたときと、それから１人の方が後期高齢者保険払

って、もう一人の人が国保２分の１の減額の国保という場合の保険料の比較なんですけれど
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も、２分の１で従前ととんとんになるだろうという試算のもとにされているのか。やっぱり

高くなるということを試算しながら、２分の１にされているのかどうかですね、その辺の保

険料の動向についてお聞きしておきたいと思います。 

 それから、全体として後期高齢者保険に国保から移行された場合に、世帯でお二人で移行

された場合に、資産割は後期高齢者はないわけですが、そういう部分でいって、国保と後期

高齢者の保険料の比較ですね、負担がどういう方向になるのかと。減額されるのか、全体と

して高くなるのかという部分についてはどのように試算されているのかということもお聞き

しておきたいと思います。 

山田議長 吉村理事！ 

吉村理事 ６点お尋ねをいただきました。 

 まず、後期高齢者制度ができたことによって、国保のいわゆる財政がよくなると。広陵町

の場合、どういう貢献された部分があるのかということをお尋ねをいただきました。広陵町

の場合、いつもお話に上がるわけですけれども、いわゆる老人保健で医療を受けていただい

ているいわゆる高齢者の方については、医療費は県内において中位におられると、中ほど、

県の平均の数値をほぼ維持されております。一方、若年者、いわゆる７４歳以下の方の数字

を見ますと、若年者の場合、６５歳以下という数字もございますので、総じて申しますと、

県下でも相当低いというように担当では受けとめております。その結果、やはりこの後期高

齢者医療制度ができることによって、新たな制度に国保から１，９３１人の方が移行される

ことによる給付費総額の減というのは相当見込めるだろうと。あわせまして、先ほど来説明

いたしましたように、特定健診という大きな事業がございまして、やはりこの制度改革の大

きな柱でございます。これらの取り組みによって、医療費の、一朝一夕ではできないですけ

れども、将来にわたってよくなるというように我々は考えているところです。 

 それと、２点目ですけども、いわゆる６５歳から７４歳の方についても、年金からの天引

きということでございますけれども、これは全国を対象として、国保について対応をする内

容でございますので、ご理解をいただきたいと思っております。 

 それに関連して、滞納等のいわゆる年金からかわることによって、上乗せ天引きが懸念さ

れるというご発言ですけれども、そういう考えは持っておりません。年金は制度の開始に伴

って対応するものでございますので、従来のものをどうこうするというものではございませ

ん。 

 それと、新旧貸借対照表におきまして、１４ページの削除部分についてお尋ねがございま
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した。この内容は、読んでいただきますとおわかりのように、平成１８年度から年金所得控

除が減額されました。それの激変緩和ということで、３項及び４項で１８年度、１９年度の

緩和措置をうたっていたものです。２０年度からはこの緩和措置がなくなるということで、

削除をさせていただきました。 

 次に、お二人の世帯からお一人が後期高齢者７５歳で移られた場合の税の影響はどうかと

いうことでございますけれども、特にこれにつきましては、そういう世帯については５年間

にわたって今までと同じ負担とするために平等割を２分の１にされるということですので、

高くはならないと思います。世帯で例えば広陵町の１９年度の実例の数字を言いますと、２

万７，０００円かかっていたものが、お二人で２万７，０００円でございます。これがお一

人移られることによって、お一人残られた方にかかるのは、その２分の１ということでござ

いますので、１万３，５００円ということで、頭割りすると同じ割合というように認識をし

ております。 

 ６つ目で、後期へ移られることによって、税の負担はどうあるのかというお尋ねでござい

ます。これはお一人お一人の状況によって大きく違う部分があると思います。固定資産税を

たくさんおかけをいただいてたお年寄りにとっては、大変安くなる可能性が高いと思います。

また、所得の点についても、後期へ所得をたくさんお持ちの方が行かれる場合は、限度額５

０万という数字がございますので、お一人でも５０万かかる人が出てまいります。こういう

方については、後期へ移ることによって、やはり金額的に負担が大きくなるというように思

っております。概して、所得の少ない方につきましては、所得割が全くかからないという方

については、いわゆる均等割３万９，９００円という数字が示されておりますが、これにつ

いても７割軽減をお受けになる、あるいは５割軽減をお受けになる。また、今まで軽減を受

けたこともない状況の方も、２割軽減という軽減措置がございますので、そういう意味では

十分対応をしていただいている内容と受けとめております。以上でございます。 

山田議長 １２番議員！ 

松野議員 まず最初の影響額のところは、予算のところでも出てくるかとは思うんですけれど

も、差し引きとして幾ら程度プラスになったのかということを、やはりこれは数字の上での

目的だったわけですから、国保の会計が改善されるということは。ですので、その辺が明確

に出てきて当然と思うのでお聞きしましたので、数字がわかっておれば、数字でお答えをい

ただきたいと思います。 

 その次の１３条につきましては、全国を対象としてだからということなんですけれども、
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先ほども言いましたように、やはり地方分権の時代の中で、一つ一つについてやっぱり住民

を守るという立場で、きちっと自治体でできる最大限の意思表示をしていただくことが大切

ですので、この特別徴収についてはどう考えて、仕方がないよというんじゃなくして、これ

は憲法に照らして是か非かという部分も含めて、どう考えておられるのかということだけ確

認しておきたいと思います。 

山田議長 吉村理事！ 

吉村理事 １つ目のこの後期高齢者が始まることによる、どれぐらいの数値目標でございます

けれども、委員会でわかれば説明をいたしたいと思います。 

 ２つ目の、いわゆる天引きの問題でございますけれども、やはり大きな国の流れの中で、

年金というものと国民皆保険、皆年金ということの中で、今年金については大変いろいろと

議論をいただいておりますが、国民皆年金、皆保険を堅持していくという前提の中で、若い

ときからやっぱり年金を払うんだという意欲を持っていただくことも願って、こういういわ

ゆる年金支給の段階から、年金から天引きをするという考え方が生まれてきたものと私は認

識しております。以上です。 

山田議長 ８番議員！ 

山本悦雄議員 ちょっと１点だけ聞いておきたいですねんけどね、これから年金から源泉され

ると。これはいい制度だと思うんですよ。どっちみち払う意思のある人間はどっから払うた

っていいんですわ。払う意思のない人間からでも取れるということで、これは大変いい制度

だとは思っております。ただ、１点だけ聞いておきたいのは、これ、これからは年金をもら

っておられる方の延滞はなくなると思うんですよ。せやけどきょうまで延滞されてる可能性

がある。この辺は十分つかんでおられんのかどうか。これからまたそれを調査されようとし

てんのか。そのときに、今までの延滞分もやっぱり回収する、回収っていったらちょっとお

かしいですけども、納めていただく義務があると。それについて片一方から取ったことによ

って、そこらの対応をどういうふうにしようとされてるのか、その辺だけ聞いておきたいと

思います。 

山田議長 吉村理事！ 

吉村理事 もちろんのことでございまして、滞納分につきましては普通徴収という形で従前同

様、普通徴収で町が収納に努めていくということはかわりはございません。以上でございま

す。 

山田議長 ほかにありませんか。 
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         （なしの声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。 

 お諮りします。本案を厚生委員会に付託いたしたいと思いますが、これに異議ありません

か。 

         （異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、本案は、厚生委員会に付託することに決しました。 

 しばらく休憩します。１時半から始めます。 

   （Ｐ.Ｍ. ０：０５休憩） 

   （Ｐ.Ｍ. １：３５再開） 

山田議長 休憩を解き再開いたします。 

山田議長 次に、日程５番、議案第５号、広陵町立学校設置条例の一部を改正することについ

てを議題とします。 

 本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。 

         （なしの声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。 

 お諮りします。本案を総務文教委員会に付託いたしたいと思いますが、これに異議ありま

せんか。 

         （異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、本案は、総務文教委員会に付託することに決しま

した。 

山田議長 次に、日程６番、議案第６号、広陵町立幼稚園保育料及び入園料徴収条例の一部を

改正することについてを議題とします。 

 本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。 

         （なしの声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。 

 お諮りします。本案を総務文教委員会に付託いたしたいと思いますが、これに異議ありま

せんか。 

         （異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、本案は、総務文教委員会に付託することに決しま

した。 
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山田議長 次に、日程７番、議案第７号、広陵町立集会所条例の一部を改正することについて

を議題とします。 

 本案について質疑に入ります。６番議員！ 

寺前議員 これはそれぞれ町立という形になっているわけですけれども、実質上、各大字自治

会がいわゆる活用しているということなんですけども、規則とそれぞれ教育委員会、管轄し

ているところで持っておられるのか、そしてまた、その規則について町としてもどのような

全体の状況があるのかっていうのをつかんでおられるのか、そういう点を聞いておきたいと

思うんです。 

 以前、町立でもいわゆる選挙での施設ということになっているところでも大字が拒否すれ

ば使えないというような状況があったのですけれども、そういうような形で、やはり公立、

いわゆる公の施設として大字が実質上管理運営しているところであっても、町が指定した場

合について、町の意向が通らないというようなことがあってはならないと思うんですが、や

はりそういう点についてお伺いをしたいというふうに思うんです。 

山田議長 教育委員会事務局長！ 

北神教育委員会事務局長 大字自治会の分館であるとか集会所につきましては、それぞれ大字

で規則などをつくられまして管理運営されているのが実態でありまして、町がまた中央公民

館などが関与するということはできないのが現状でございます。 

山田議長 ６番議員！ 

寺前議員 そういうことじゃなくって、やはり実態を把握するということは必要だというふう

に思うんですけれども、各大字自治会の規則、規約、あるいはまた運用のあり方というもの

についてきちんと情報を収集しておられるのかどうかということを聞いているのと、これは

総務部にお聞きしますけれども、こういう形で選挙のときにいわゆる演説会場の認定をして

いるわけですけれども、そういう場合、大字が実質支配をしている場合に、政党には使わせ

ないというようなことがあってはならないと思うんですけれども、そのようなもの、状況と

いうのがあった場合、選管及び町はどのような態度で臨むのかということにつながってくる

問題ですので、１つは各大字集会所の規則、規約あるいはその他資料をきちんと把握し、実

態をつかんでいるのかどうかということと、選管がそういう事態になった場合にどういうよ

うな指導をして改善するのかということを聞いているんですけど。 

山田議長 教育委員会事務局長！ 

北神教育委員会事務局長 今後、調査いたしまして、不適切な部分がございましたら指導いた
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したいと存じます。以上です。 

寺前議員 いや、だから収集してないっちゅうことだね、今。 

山田議長 うん、収集してないっちゅうこっちゃ。まとめてないっちゅうことや。 

寺前議員 だからそれを収集してほしいということを言ってるんだ。 

山田議長 選挙のときに使えるかどうかということを言うてるのか。 

寺前議員 いやいや。だから、１つはやはり各大字自治会の使い方の問題があって、これはも

う独自に自治会、大字が活用するっちゅうのは、これはもう当然のことであって、何ら私が

それに対してどうこうというような言うつもりも全くないんですけども、やはり町全体とし

てそういう形なりにも、あるいは補助金を出す施設といって利用形態についてきちんとつか

んでいくと。私の一般質問にある、各大字自治会のそういう活用の問題にもつながっていく

んで、収集してるかどうかと、それだけの話なんです。 

 もう一つは、していなけば収集する必要というのは当然あるんではないかということを聞

いてるんですね。もう一つは、総務部の担当としてこのような公の施設を活用する場合、選

挙では他の、大字推薦してる場合は大字以外の人がここで使われては困るというような形の

事態がある場合、どういうような対処の仕方をしているのかということを聞いているんです。 

山田議長 笹井理事！ 

笹井理事 各大字の公民館の利用につきましては、それぞれの規則そのものは全部収集してる

わけでございません。一部その区あるいはまた自治会の方でそうした規則をもって運営がな

されておるというのが実態だろうというふうに思います。今後そうした規則につきましても、

町の方でどうした利用の規則を持っておられるかというふうな情報は収集してまいりたいと

いうふうに思っております。 

 それと、個人演説会につきましては、公の施設につきましての申請があった場合について

は、その利用状況を判断いたしまして利用していただくということで利用していただいてお

ります。ただ、大字公民館、それから自治会を個人演説会場として申請をなさった場合に、

それぞれの、今ある規則の中でどうした状況であるかというふうなことにつきましては、自

治会、大字が考慮されるものだというふうに認識しておるわけでございます。よろしくお願

いしたいと思います。 

寺前議員 いやいや、そういうことを言ってるんじゃなくて、その規則等々についてはそんな

ものは、あれは大字の問題で、要は政党やその他のところで大字が推薦してる場合に使用さ

せないというようなことになった場合、あるいは過去にあったんですけども、それは適切で
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ないということがはっきりしてるわけで、どういう指導をするかということです。だから葬

式があってどうだ、そういう物理的な理由がある場合、それは別ですよ。そういうのがない

にかかわらず、利用できないというのがあればどうするのかということ。 

山田議長 笹井理事！ 

笹井理事 そうした場合につきましては一応協議させていただこうという理解をしております。 

寺前議員 そういうことじゃなくて、使えない事態は打開せんとあかんでしょ。（不規則発言

あり） 

山田議長 だから選挙みたいに個人で使えんだ。告示になってからなんだ。 

笹井理事 そういったことにつきましては、制約とかそういうふうなもんは町でやっておりま

せんので、申請があれば利用していただくというふうな指導をやっていこうというふうには

思っております。 

山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

 お諮りします。総務文教委員会に付託いたしたいと思いますが、これに異議ありませんか。 

         （異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、本案は、総務文教委員会に付託することに決しま

した。 

山田議長 次に、日程８番、議案第８号、広陵町母子医療費助成条例の一部を改正することに

ついてを議題とします。 

 本案について質疑に入ります。１２番議員！ 

松野議員 これが老人保健法によるものを除くっていう部分が削除されるわけですが、これに

かわりまして後期高齢者医療に関する条例の対象のものを入れるということにはなっていな

いので、そこの点の、なぜそうなのかということをお聞きしておきたいと思います。 

山田議長 吉村理事！ 

吉村理事 ただいまのご質問、いわゆる老人保健法による対象の方を今回削除させていただき

ました。後期高齢者始まるので、ひょっとしたらここへ新たに後期高齢者の文言が入るのか

なということでのお尋ねかと思います。 

 後期高齢者と老人保健法による対象者とは根本的に医療制度の所属がかわります。国保に

入っておられた方とかがこれに該当したわけなんですね。当町の場合、いわゆる今までの老

人保健法に該当する人、後期へ移られる方につきましては、重度老人心身障害者医療費助成

要綱というものを定めさせていただいて、それで対応しております。同じ対応をしておりま
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す。ですから今回、後期高齢者の文言をここへ入れる必要性は出てこないということなんで

す。 

松野議員 要綱ではまだ（聞きとれず） 

吉村理事 要綱で、例規集の中に７５歳以上の方たちについてはここで助成をうたっておりま

すので、それで対応させていただきます。以上です。 

松野議員 わかりました。 

山田議長 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。 

 本案を厚生委員会に付託いたしたいと思いますが、これに異議ありませんか。 

         （異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。本案は、厚生委員会に付託することに決しました。 

山田議長 次に、日程９番、議案第９号、広陵町老人医療費助成条例の一部を改正することに

ついてを議題とします。 

 本案について質疑に入ります。１２番議員！ 

松野議員 これについても１点だけお聞きしたいんですけれども、一番下の方の第３条の

（３）のところで、法令の規定による払い戻し額、その他これに相当するものが支給されて

いる場合は、その額に相当する額。で、今度改正されたのが、入院時の生活療養に係る標準

負担額に相当する額ということなんですけれども、これは実質的な部分での変更があるのか

どうか、その点確認しておきたいと思います。 

山田議長 吉村理事！ 

吉村理事 現実問題といたしましては変更はないんですけれども、条例の整備上、今、私、そ

れを入れておらなかった部分について明言化するということで、今までも対応は病院等の窓

口ではそういう対応を続けていただいておりますので、その点ご理解いただきます。 

山田議長 ほかにありませんか。質疑はありません。 

         （なしの声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑はこれに打ち切ります。 

 お諮りします。本案を厚生委員会に付託いたしたいと思いますが、これに異議ありません

か。 

         （異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、本案は、厚生委員会に付託することに決しました。 

山田議長 次に、日程１０番、議案第１０号、広陵町心身障害者医療費助成条例の一部を改正
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することについてを議題といたします。 

 本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。 

         （なしの声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。 

 お諮りします。本案を厚生委員会に付託いたしたいと思いますが、これに異議ありません

か。 

         （異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、本案は、厚生委員会に付託することに決しました。 

山田議長 次に、日程１１番、議案第１１号、広陵町心身障害者等福祉年金条例の一部を改正

することについてを議題といたします。 

 本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。 

         （なしの声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。 

 お諮りします。本案を厚生委員会に付託いたしたいと思いますが、これに異議ありません

か。 

         （異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、本案は、厚生委員会に付託することに決しました。 

山田議長 次に、日程１２番、議案第１２号、平成１９年度広陵町一般会計補正予算（第４

号）を議題といたします。 

 本案について質疑に入ります。６番議員！ 

寺前議員 繰越明許費のところ、３３ページですけれども、この介護保険システム改修事業で

２６２万５，０００円、繰越明許費で補正を上げておられるわけですけれど、この全体像、

いわゆるかなりのところで事業がおくれていろんな支障を来しているということになってい

るわけなんですけれども、これはこの繰り越しになっても支障がないのかというように思う

んですけども、これ実態どうなっているのか。 

 それと、システムの全体像についてお伺いしたいというふうに思うんです。 

山田議長 健康福祉部長！ 

池田健康福祉部長 ただいまのご質問にお答えを申し上げます。 

 介護保険制度の改正及び後期高齢者医療制度の創設に伴います介護保険システムの改修で

ございます。ご存じのように介護療養型の医療施設、これが平成２３年度末に廃止されるわ
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けでございます。その受け皿として既存の施設の改築、改修による新型の老人保健施設等の

転換が認められてるわけでございます。この新型老健施設への対応のための給付管理のシス

テム、これを請求がもうやはり２０年度以降に出てまいりますので、それのシステムを改修

するというのが一つのことでございます。 

 それからもう１点は、介護保険給付費と後期高齢者、国民健康保険も一部介護保険のシス

テムによって特別徴収をするというふうなことでございますので、その医療給付の重複請求

と突合を行って、適正化を図っていくシステムを構築するということでございます。そうい

うことで、国民健康保険の高齢者の世帯等に、また後期高齢者の医療の制度の方に対して保

険番号、被保険者番号を伏せて、介護保険と突合して適正化を図るというシステムを構築す

るということでございます。例えば、介護保険の施設に入所されている方が入院等でなりま

すと、これは当然医療保険の方の対象になってきます。ところが施設の方からは、施設には

入所していないのに請求が来ると、こういうところをチェックするとか、まずは介護保険で

在宅の方が入院されると、在宅サービスは当然入院されてますからないのに、それに伴って

請求がある。そういうところのチェックを行っていこうというふうなシステムを構築すると

いうことでございます。 

 ただ、この辺につきましては、国につきましては、国庫補助につきましては１９年度予算

で交付するということで予算計上をされたわけでございますので、本年度計上させていただ

いたわけなんですけれども、ただ支出の方につきましては、まだ後期高齢者の方も十分に行

っていないというふうな状況で、繰越明許というふうな形をとらさせていただいているとい

うことでご理解をお願いしたいと思います。 

山田議長 ６番議員！ 

寺前議員 この問題、非常におくれおくれて、先ほども包括医療についてまだ決まってないと

いうような状態で４月１日から始まるということで、すべてにわたって後手後手に国が回っ

て自治体が難儀をしているというような状態になってるんですけれども、これは補助金の交

付だけの問題でここに出してきてるのか、それとも実態としてシステムの構築が４月以降に

かかるということで出しているのか。かかるとすれば実際その対応というのはどんな形で遂

行していくのかということになると思うんですが、そういう点についてもう少しお聞きしと

きたいと思うんです。 

 それから、減債基金を１，１００万新たに積み立てるということですけれども、資料で出

ているわけですけれども、今度は逆に借換債を新年度発行して対応していくわけなんですけ
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れども、この中の減債基金が社協で借りた分という、社協で２億円出資していただいて減債

基金として積み立てした経緯があるんですけども、そういうものを含めて実際に借換債を活

用した場合に、どれだけの負担減になるのかということもあわせてここで教えといていただ

きたいと思います。 

山田議長 健康福祉部長！ 

池田健康福祉部長 今回のシステムの変更につきましては、当然制度が４月から施行されると

いう前提においてシステムの変更の準備をするということでございます。これにつきまして

は、連合会との調整も全部ございますので、その辺を図りながらやっていくと。若干この辺

は議員がご指摘されてるように非常に厳しい状況になろうかと思いますけども、給付に対し

ての適正化につきましては、制度が４月からスタートしても、本来の２カ月おくれぐらいで

給付が出てきますので、それをすべてチェックしていくというようなものではないと理解し

ております。それ以後に対しての制度に対する適正化を進めていきたいと、このようなもの

のシステムでございますので、その点はご理解願いたいと思います。 

山田議長 笹井理事！ 

笹井理事 借換債につきまして、あるいは繰り上げ償還につきましては、資料の７ページに３

年間で一般会計、下水道会計、上水道会計の借りかえ及び償還額の一覧を登載しております。

これによるそれぞれの各会計別の効果額といったものにつきましては、一般会計で１億５，

０００万程度、下水道会計で３億５，０００万程度、上水道会計につきましては２６０万程

度と見込んでございます。よろしくお願いします。 

山田議長 １４番議員！ 

青木議員 議案ちょっと離れるかわかりませんけど、お許し願いたいと思います。 

 この３３ページのまちづくり交付金事業ってこう出てますね。これ国会等の討論の中で、

道路特定財源からの形であるということをお聞きしてます。それが事実かというのと、それ

とそうであったとして、今、大いに議論されてる中で、本町にとって道路特定財源が一般財

源化されたときの大変なる影響があると思います。そのことが概算でも結構ですので、総務

委員会で結構ですので、ちょっとお知らせ願いたいとこう思うので、よろしくお願いしたい

と思います。 

 まずこのまちづくり交付金のこと、道路特定財源からの出資となってると思うのか、ちょ

っと確認したいと思います。 

山田議長 そのとおりやな。入ってんのか。（不規則発言あり）入ってるよ。入ってる。笹井
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理事！ 

笹井理事 道路特定財源につきましては、私どものまちづくり交付金、特定交付金事業といっ

た点についての財源については関係するわけでございます。今、議論のあります暫定税率の

延長ということで、当初予算にも私どもの譲与税の関係につきましては旧年度と同様延長さ

れるものだというふうな状況で財源の手だてをしております。もしこうした暫定措置が打ち

切られるというふうな状況になりますれば、広陵町のその譲与税等につきましては７，００

０万ないし８，０００万の減収というふうな状況になってこようかというふうに思っており

ます。 

 また詳しく譲与税、そして自動車取得交付金、こういったことについても影響しますので、

総務委員会の方で少し詳しい数字的なことを申し上げたいというふうに思います。 

山田議長 ほかにありませんか。 

         （なしの声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、お諮りします。本案を総務文教委員会に付託いたしたい

と思いますが、これに異議ありませんか。 

         （異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、本案は、総務文教委員会に付託することに決しま

した。 

山田議長 次に、日程１３番、議案第１３号、平成１９年度広陵町国民健康保険特別会計補正

予算（第３号）を議題といたします。 

 本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。 

         （なしの声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。 

 お諮りします。本案を厚生委員会に付託いたしたいと思いますが、これに異議ありません

か。 

         （異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、本案は、厚生委員会に付託することに決しました。 

山田議長 次に、日程１４番、議案第１４号、平成１９年度広陵町下水道事業特別会計補正予

算（第２号）を議題といたします。 

 本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。 

         （なしの声あり） 
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山田議長 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。 

 お諮りします。本案を産業建設委員会に付託いたしたいと思いますが、これに異議ありま

せんか。 

         （異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、本案は、産業建設委員会に付託することに決しま

した。 

山田議長 次に、日程１５番、議案第１５号、平成１９年度広陵町水道事業会計補正予算（第

１号）を議題といたします。 

 本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。 

         （なしの声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。 

 お諮りします。本案を産業建設委員会に付託いたしたいと思いますが、これに異議ありま

せんか。 

         （異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、本案は、産業建設委員会に付託することに決しま

した。 

山田議長 次に、日程１６番、議員提出議案第１号、予算審査特別委員会設置に関する決議に

ついては、吉岡君から提出され、所定の賛成者がありますので、これより議題といたします。 

 朗読させます。局長！ 

大西局長 朗読。 

山田議長 本案につきまして提案趣旨の説明をお願いします。吉岡君！ 

吉岡議員 それでは、予算審査特別委員会設置に関する決議についてご説明します。 

 次のとおり予算審査特別委員会を設置するものとする。 

 記。１、名称、予算審査特別委員会。２、設置の根拠、地方自治法第１１０条及び委員会

条例第５条。３、目的、予算審査。４番、委員の定数、８名。山村美咲子、吉田信弘、山本

登、山本悦雄、坂口友良、八代基次、松野悦子、青木義勝。５、活動、本定例会の会期中と

する。 

 どうぞよろしくお願いします。 

山田議長 これより本案について質疑に入ります。 

         （なしの声あり） 
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山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。討論はありませんか。 

         （なしの声あり） 

山田議長 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決いたします。 

 議員提出議案第１号は、原案どおり決議することに異議ありませんか。 

         （異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、議員提出議案第１号は、原案どおり決議されまし

た。 

 特別委員会の委員長及び副委員長でありますが、先ほど委員により互選されました結果、

委員長には山本悦雄議員、副委員長には松野議員と決定されましたので、ご報告いたしてお

きます。 

山田議長 次に、日程１７番、議案第１６号、平成２０年度広陵町一般会計予算、議案第１７

号、平成２０年度広陵町国民健康保険特別会計予算、議案第１８号、平成２０年度広陵町老

人保健特別会計予算、議案第１９号、平成２０年度広陵町後期高齢者医療特別会計予算、議

案第２０号、平成２０年度広陵町介護保険特別会計予算、議案第２１号、平成２０年度広陵

町下水道事業特別会計予算、議案第２２号、平成２０年度広陵町墓地事業特別会計予算 

、議案第２３号、平成２０年度広陵町学校給食特別会計予算、議案第２４号、平成２０年度

広陵町用地取得事業特別会計予算、議案第２５号、平成２０年度広陵町地域活性化商品券交

付事業特別会計予算及び議案第２６号、平成２０年度広陵町水道事業会計予算を議題といた

します。 

 本案について総括質疑に入ります。質疑はありませんか。ないの。６番議員！代表質問に

ついて、施政方針についてどうぞ。短く簡単にまとめてね。 

寺前議員 短く簡単に、歳入のところが主なところで、施政方針の中の７ページ、この７ペー

ジの終わりで、歳入との対比で総括的に冒頭で触れましたが、環境にやさしいまちづくりな

ど、不可欠な事業に積極的に取り組みます。さらに、旧清掃施設の解体、新清掃施設の修繕

対策を初め云々という形で、引き続き厳しい財政状況にあることは皆様ご承知のとおりです

と、こういうようになってるんですね。この中で、８ページには職員の２２０人体制、行政

改革の実行によって、３９市町村中２９位のランクにあって、多くな財政的な成果を得てい

ると、努力してる、自負しているというようになってるんですね。 

 ここなんですけれども、これだけ財政的な効果、努力を持ちながら、なお今、読み上げた

ように、引き続き厳しい財政事情、この財政事情の中には、財政指標のところではいろいろ
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あると思います。経常経費比率やその他いろんな指標があるわけですけれども、実際問題と

して今、世間騒がしているのが実質公債比率の問題があろうと思うんですね。これはこの後

にある補償金なしの高利な地方債の繰り上げ償還の承認ということで２０億２，７００万を

繰り上げ償還するということはあるんですが、公債費比率の改善を行いますという形で、ど

れだけの改善を行うんかというのが具体的にないので、ここでその点もあわせてお聞きした

いんですが、まず１点は、先ほど言ったように、厳しい財政状況という点で、奈良県下でも

そういう実質公債比率の率が高い市町村になってるということが、職員の削減等で大きな行

政改革の成果を自負しているというところと考えると、矛盾ではないんですけれども矛盾す

るんですね。これだけの財政的な努力を行っているにかかわらず実質公債比率、これは連結

決算という形になっているからだろうと思いますけれども、同じことなので、なぜこのよう

になっているのかということをお聞きしたいです。それは、新清掃施設の周辺対策を初め、

清掃施設などの維持管理費、社会保障費の増加云々あるんですけれども、こういうものをど

んな形で大変な厳しいという形で認識されているのかということが数字の上で反映していな

いんです。 

 だから、やはり一番この問題の大切なところは、議会や町民にわかるように厳しい財政事

情というのは一体どこから来ているのか。これだけ職員削減を図って奈良県下でも自負する

ほどの効果を与えているのになお厳しいのはなぜなのか、こういうところの問題だと思うん

です。そういうところの中身についてお教えいただきたいと思うんです。 

 なぜならば、いわゆる１５年の９月に出された清掃センターの検討委員会の答申、各関連

のアンケート調査によっても、人件費等を含めても非常に安く見積もった価格が、広陵町が

出してきた栗本の確認書では４４億以上に上がっている。これは人件費を含まない金額にな

っているというような状態からいうと、私はこの問題はそういうところにメスを入れるとい

うことを抜きにして、この厳しい財政状況になっているというところが明らかになってこな

いというように思いますので、その点をお聞きしたい。 

 それと２番目には、先ほど言った借換債によって公債比率やその他公債費の比率の改善と

言っているのは、どれぐらいの改善がなされるのかということですね。ひいてそれが実質公

債費比率を下げていく効果がどんだけの影響になるのかということをお聞きしたいと思いま

す。 

 それから、歳出の問題でいえば、１３ページ、シルバー人材センターをさらに発展させる

ために所要の業務拡大を図りましたとあるんですね。これは王寺ではボランティアが登下校
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を車で送迎するような行政もやっているんですけれども、これをいわゆるシルバー人材セン

ターに依頼するということで、就学児童に対する放課後児童の生活指導の支援というのも含

まれていると。こういう点ではどのような形でシルバーに財政的効果が出てくるのかという

点をお聞きしておきたいと思います。それはその後のサービスの開始、子育て経験が豊富な

云々とあるんですけれども、こういうところの問題についてお伺いしたいと思います。 

 それからもう１点だけですけれども、もう１点について、ちょっと１０ページですけれど

も、いわゆる行政改革の言葉が上がっているのはここだけなんですね。今後におきましても、

終わりの方ですけども、受益と負担の適正化を図るため、近隣自治体との整合を図り、行政

改革の答申を踏まえながらきめ細かな見直しを図りたい。きめ細かな見直しというのは一体

何を言っておられるのかよくわからないんですけれども、このきめ細かな見直しとは何なの

か。行政改革にうたわれていた内容について、住民負担の部分はほとんど実行されているん

ですね。さらに実行するということがこの答申を踏まえていうようにあらわれているので、

一体何なのか、その点をやっぱり明らかにしておいていただきたいというふうに思うんです。 

 それと１２ページですけれども、これは再三資料を出して、広陵町の、あるいは全国です

けれども、電算の委託料あるいは使用料等が予算に占める割合が非常に高くなっている。こ

れは決算や予算特別委員会で再三指摘しながら、改善のために努力をするとおっしゃってき

たわけです。生駒での業者の例やその他もろもろ上げてきたわけですけれども、今回、専門

的知識を有するアドバイザーに点検審査を願っており、今年度においても継続しますという

ものについて、一体どれだけの効果が生まれているのか。これはもう本当に合理化に合理化

を重ねて、単純な形で要は電算が、ほとんどすべてのところにわたって電子政府と言われる

ぐらいにこれが反映してきて、人件費が自動的に自然に減っていくと、手間がかからなくな

るというようなものがあってしかるべきなのに、この電算の委託料、使用料が上がって、そ

の基準も議会では全くわからない、質問をしていてもわからない、答弁もよくわからないと

いう形で今まできたわけですが、この点でアドバイザーの点検整備はどんな効果をもたらし、

ことしもどういう形で見直していくのかという点について、大まかな問題としてお聞きした

いと思います。 

 あとは具体的な内容は予算特別委員会でやっていただくことになると思うんですが、よろ

しくお願いします。 

山田議長 ありがとうございます。笹井理事！ 

笹井理事 まず、町財政につきましてですが、それぞれ各年度で５年、５億円といった経費節
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減、５０人の削減、そういったものを達成をしながら、なおかつこの財政事情、依然厳しい

という状況はどこに原因があるのかというふうなご質問だというふうには思っておりますが、

数年来、公債費そのものの比率というものが最大の重要ポイントということで広陵町、本町

の場合の財政事情の一番の要因というふうに感じております。財政健全化法に伴います各指

標を見てまいりましても、実質公債費比率、これが高騰をし続けておるというふうな状況は、

今もその一途であります。これらは過去の投資に対するいわゆる後年度負担というふうなも

のについてあらわれてきております。そしてまた、債務負担行為、いわゆる住宅公団、都市

整備基盤、そしてまた真美ヶ丘のそうした学校施設、そういったものに伴います債務負担行

為、これらを称して町の債務として後年度にわたる負担が大きいという状況でもございます。

これらやはり一番の要因となる公債費比率の軽減につきましては、政府資金の繰り上げ償還

の制度もでき上がりまして、こうした５％以上の比率による高額な起債の返還によって公債

費比率を落ちつかせるというふうな状況で、今、その計画書とともに削減を図ってきておる

ところでございます。 

 それで、行革の内容についてのきめ細かな見直しというふうなご質問もいただきました。

当然、基本的にはそれぞれの収入面での見直し、そして削減施策というものについて断行を

してまいってきておりますけれども、少し分野を広げて町の財源確保につきましてのきめ細

かな見直しというふうな点にもポイントを上げております。しかるに、大規模商業誘致のい

わゆる都市化による税収の確保、あるいはまた町内に所有しております財産、こうしたもの

を有効的に処分をいたしまして、遊休土地の活用を図る、そうした面での収入の確保。それ

から基本的にはそれぞれの町民の皆さん方がこの町を育成していただくというふうな観点で、

いろんな分野で町に参画していただき、町のそうしたボランティア活動を通じまして、経費

のかからない町づくりに参画していただくような施策、こういったもんも積極的に取り入れ

てまいりたいなというふうに感じるところでございます。 

 それから、電算関係でもご質問あったわけですけれども、長年のいわゆる委託先でありま

す委託先の業者につきましてのシステムの大変更はできないというふうな状況の中で、継続

してそれら委託契約をするわけでございますけれども、新しいシステムの改修につきまして

は、専門的なアドバイザーにその内容が適切に、あるいはまた価格面が適切であるかという

ふうなことにつきましてもご指導を賜りながら、全部の委託契約の総額に対する経費はいか

ほど削減できるかというふうなとこもチェックをいただきまして、やはり全額の総額のテン

パーセントないし１５％の削減が交渉によって図られたものというふうな実態でもございま
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す。今後も電算関係につきましての経費につきましては、十分指導者のもとにチェックをか

けていきたいというふうに思っております。電算によって人件費がやはり助かるというふう

な考えもあろうかと思いますけれども、最近の情報化社会の中にあって、そのシステムその

ものがコンピューター化するそのものが業務の一環でありますので、機械化が図れたという

ことで人件費が削減できるという直接のメリットは大きくはあらわれてないというふうにも

感じるところでございます。 

 以上、簡単でございますけれども答弁とさせていただきます。 

山田議長 まだすんの。それで終わったんちゃうんかね、寺前君。６番議員！ 

寺前議員 具体的な点で、借換債によって公債比率が下がるということなのですから、何％下

がるのか。それが実質公債比率にどのような影響を与えるのかという点で、１８％以下の場

合については絶えず県に財政再建計画を報告しなきゃならないということが一つの足かせに

なっているわけですから、そういう内容について的確にやっぱり答えていただきたいという

ように思うんです。 

 その流れの中でというよりも、やはり一番大きな問題は７ページの旧清掃センターの解体、

新清掃施設の周辺対策を初め、清掃対策などの維持管理費、社会保障費の増加という形では

述べられているんですけれども、結局これらが広陵町の財政、財源にどのような影響を与え

ているのかということを、やはり厳しい財政の原因として議会に明確に出していただかなけ

れば、議会の中での議論が進まない。夕張市以来、議会が見てこなかった、議会が頼りなか

ったというような事態になりかねないわけで、根拠を持って終えようとしているものにとっ

て、非常に今後の財政という問題は、あの当時の議会議員は頼りなかったというように言わ

れないように、やはりこういうような厳しい財政の原因がどこにあって、その改善方法はど

こなのかという点については出していただいて、この議論、最後でも議論に参加するという

ことが必要だというように思うんですね。 

 そういうようなところから言うと、ここの部分について、先ほど私が指摘した、いわゆる

清掃施設の維持管理費について、私たちは約３５億の人件費を含めた維持管理費が専門家の

検討委員会の報告で出されてきたにかかわらず、維持管理費が人件費を除いて今度は４４億

以上の維持管理費が１５年間にわたって支出しなきゃならないというような状況があらわれ

てきているわけですから、新しく施設１年が過ぎるわけですので、そういう点についてもこ

こに述べられている清掃施設などの維持管理費、こういうこの問題についてどうなのかとい

うことをやっぱり明確に、その部分は同等に、財政の厳しい原因になってるというように認
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識は一致しているんですけども、どれだけのものが厳しくなっているのかということについ

ては数字で出てこないし、あらわれない。また、新清掃施設の周辺対策という点については

着々と進められておられるけども、これは当初に述べたように、それがどのような形で毎年

度毎年度の広陵町の財源に影響を与えているのか。そしてそれがこの周辺対策にかかわる以

外の地域、西校区や北校区、あるいはまた南郷や真美ヶ丘団地の方々に影響を与えているわ

けですから、そういう影響について、この問題が負担になっているというから、影響悪化を

している点については改善しなきゃならないわけですから、いましばらく辛抱するにしても

どのような形で辛抱していくのかというようなことが、数字として出てこなきゃならないと

いうふうに思いますので、その点についてお願いしたい。 

 それからもう１点は、アドバイザーによる点検、そしたら１５％という言葉をおっしゃい

ましたけれども、金額的に１９年度での効果っていうのはどのぐらいあるのか、２０年度の

効果はどれぐらい予想されているのかという点については、やっぱり教えといていただきた

いというように思います。それぐらいであとはやっていただいたらいいと思います。 

 最後に１点だけ、７ページの地方交付税の問題で、地方再生対策費が４，２００万見込ま

れているわけであります。田原本は予算上ではこれ６，１００万円見込んでるんですね。使

い道もそういう形で明確になってきているんですけども、広陵町はこの交付税、新たな形で

算入、基礎算入の中に入れられた地方再生対策費４，２００万円はどのように使われようと

しているのか、これについては述べておられないので、聞いておきたいというように思いま

す。 

 それと最後に、これは地方自治体の財源が非常に厳しくなった真の原因は、自民党、公明

党などが行ってきた三位一体あるいはいわゆる地方行革の流れの中で、地方交付税が大幅に

削られてきたという点が、私たちの暮らしを直撃している、あるいは自治体の職員や首長を

苦しめている大きな元凶になっているわけなんですね。だからそういう点で昨年の参議院選

挙以後、揺り戻しが来ているというような形で言われてますけれども、こういうような認識

をやはり町民と共有しなければ、忍びがたいを耐えろと言われても、その原因がわからなけ

れば耐えられないということになりますから、そういう点での今現在共有している認識を町

民にも共有していく大切な仕事があるんではないかということを指摘しておきたいと思いま

す。 

山田議長 だれが答える。吉村理事！ 

吉村理事 新清掃施設の維持管理の数値について言及をいただいております。その部分につい
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てご説明をいたします。 

 寺前議員のおっしゃっていただいております、いわゆる処理方式の検討委員会に出させて

いただきました数値につきましては、議員皆様がご承知のように、当時の同種の施設の平均

的経費ということでお示しをさせていただきました。その後、地元との合意あるいは環境ア

セスメント等の実態あるいはそして広陵町の将来にわたる大気、水質等々いろいろな環境基

準をどう守っていくかという環境アセスの中で、いろいろな議論をさせていただきました。

そして、機種選定委員会おきまして広陵町が目指すいわゆる公害防止といっていいんですか、

大気、震動、騒音もろもろの目指すべき数値を達成するために、機械の組み合わせ等々仕様

書に定めてまいったわけでございます。その結果、競争入札によりましていわゆるこの施設

の建設に踏み切らせていただいたと。そしてその際に、１５年間のいわゆる維持管理費につ

いて各社から確定数字として確約書をとらせていただいた。その中で今後もこの確約書に基

づいて検証しながら運用をしていくというスタートをさせていただいたわけでございます。

原油等の高騰のあおりを受けまして、灯油につきましても大分値段は上がってきております。

しかしながら、栗本と広陵町におきまして確約書に基づいたいわゆるオーバー分については

おのおのの負担分について補償をするという確約をしております関係で、１９年度の実情か

ら、まだはっきりと確定はしておりませんけれども、ほぼ１，０００万に近い補てん金を広

陵町の方へ支払っていただく交渉を今、進めているところでございます。 

 １５年間、我々が想定しております運転管理費用と申しますのは、旧の清掃センターの費

用とほぼ同額、若干は上がるかもしれませんけれども、それと余り開きのない費用運営でや

っていけるという考えでおります。 

 それと、冒頭に言いました処理方式検討委員会における数値というものは、リサイクルプ

ラザ部分の費用は見込まれておらないというように私は認識をしております。数値、資料、

今、手元にございませんので、議員おっしゃった数値を頭に描きながら、これまで平成１４

年当時から今日まで積み上げてまいりましたいろんな委員会での議論、そして地元との合意、

町のいわゆる安全安心の施設ということの中で、機器設備を仕様書に定めてまいりましたの

で、その点、ご理解をいただきたいと思います。（不規則発言あり） 

山田議長 笹井理事！ 

寺前議員 （聞きとれず） 

笹井理事 各主要な事業につきましての影響といったことにつきましても、当然財政事情にあ

らわれてくるわけですけれども、当然、町として住民生活に直結した事業、そしてまた約束
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をさせていただいた事業、こういった事業については避けて通れない事業として毎年度当然

建設事業として組み入れていかなければならない。こういった事業を実施するために徹底し

た経費節減あるいは財政改革というものを検討して、新たな事業展開につなげていくために

努力をしているものでございます。当然、地域地域の毎年に投じるそうした投資的事業につ

きましては必要なわけでございますので、これらをすべてストップするというふうなことは

できません。やはり町行政にあった町の行政需要に合った事業を展開していかなければなら

ないというふうな点につきまして、財源の調整をやっておるところでございます。 

 それから、今年度新たに地方再生対策費として算入された制度でございます。地方の自主

的あるいはまた主体的な地域活性化施設に必要な歳出の特別枠として、これは普通交付税の

費目に算入された額でございます。田原本町の比較もしていただいておりましたが、与えら

れた基礎数値によって決まってまいってきた数値でございます。広陵町には４，２００万の

いわゆる計上となったわけでございます。この積算に対するいわゆる基準ということでござ

いますが、第１次産業就業者比率、そしてまた高齢者人口比率等を反映をされておるもので

ございます。こうしたとこで、私どものその基礎数値に合った算定した額が４，２００万だ

というふうになったものでございます。人口規模において同種の……（不規則発言あり）そ

うした基準によりましての算出でございますので、個々人口がほぼ同人数の場合でも少々額

が違ってきておるということも考えられるわけですが、いろんな基準によって算定された、

自動的に算出された額ということでご理解いただきたいというふうに思います。 

寺前議員 その使い道。（聞きとれず） 

笹井理事 これらは自主的に地域活性化施策に必要な特別枠ということで普通交付税に算入さ

れてまいりますので、当然、一般財源という扱いになるわけでございます。しかしながら、

本町におきましては主要事業として１３億を計上し、そしてそれら特定財源を差し引いた純

一般財源も必要とするわけですので、主要事業一覧表をごらんのとおり、税等の一般財源に

充当をさせていただいておるというふうなことでございます。 

山田議長 町長！ 

平岡町長 今、寺前議員さんからはこの施政方針について厳しいことを私、書いているわけで

すが、職員が一生懸命つくってくれた、我々も一生懸命この修正もした場所が過分にあるわ

けでございまして、厳しさは国が三位一体の改革で地方交付税を減らした。これがやっぱり

各市町村が大きな打撃を受けたものでございまして、また税収の伸び悩みというものもござ

います。こうしたことから、職員は不断の努力をしてくれているわけでございまして、その



－121－ 

おかげで新しい事業に取り組めるわけでございます。またことしの予算でも、旧の清掃セン

ターの解体撤去に伴いましても、簡単に町費ではできるもんではないわけです。これも国費

をいただいた。そしてまた、新清掃センターの３，０００平米についても、これも余剰な用

地について買い戻しをするために国費をいただいてるわけです。防災センターも必要だけど

も、この建設費、そして現在、シルバー人材センターの前にあります倉庫の用地も結局は買

い戻しをする。その費用も国費をいただいた。また、パークゴルフ場も廃川敷をあの用地を

工事費に対してこれも町づくりの国費をいただいて事業をしている。百済寺公園もそうであ

りますが、国から補助金を引き出して、そして努力をしてくれているわけです。お金あった

ら私、こんな努力も、職員もしないと思いますね。そういう意味で、一生懸命厳しさから生

まれてきた、知恵を出してくれた、そういうおかげだと思っています。 

 また議員は、この厳しさの中でこんな厳しさをつくったんはだれやと、夕張になんのと違

うかというふうなこともおっしゃっているわけですが、特色のある町づくりをこの草深き田

舎の町ですけれども、みんなが力出してやればできるんです。町民の皆さんに夢や希望のあ

る、光り輝くこの町づくりやってるんだということを町民の皆さんとともにやっぱり目指さ

なければ、もう厳しい厳しいばっかり言ってますとみんなが意気消沈をしてしまうことにな

りますので、しっかりとその意気込みをお伝えをいただきたいなと、そのように思います。 

山田議長 ８番議員！ 

山本悦雄議員 私も最後の議会でございますので、施政方針について１点だけご質問をさせて

いただきたいと思います。 

 ご承知のとおり、国から税源移譲ということで地方の住民税がふえてきた。これも自分た

ちが徴収しなくてはならない、その税金がふえてきたということでございます。これいろい

ろ施政方針見させていただきました。いろんなとこにいろんな数字が書いてございます。そ

れで見まして、延滞のとこの回収の問題のとこなんですよ。さらりと書いてるわけなんです

よね、見ましたら。納税の推進につきましては、納期内納付及び口座振替のなお一層の推進

を図りつつ、悪質滞納者、大口滞納者に対し、善良な納税者に不公平感を持たれないよう、

納税交渉や文書等の催告を積極的に行います。また、滞納者には預金、不動産の差し押さえ

などの強行手段をもって滞納処分を実施する云々と、これだけの文章で終わってるわけなん

です。ほんで、一切数字目標も入ってございません。数字を見ましたら、予算書を見ました

ら、見込みですねんけれども、１９年度でこれ５，０００万、ほんで法人で３００万ほどで

すか、約５，４００万ほどの滞納を見込んでおられると。回収を見ますと２，３００万ほど
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の回収ですね。ということは、これを続けていますと延滞がどんどんどんどんとふえてくば

っかりなんですよね。延滞が減ったときは何かといったら、償却処分してしまったとき。不

納欠損処理をしてしまって減ってるだけだと。実質はこういうことになってきている。 

 そういうことで、私らも前に和歌山へ研修に行って、そして県一本のこういう滞納の回収

機構をつくって、そういうことをやってみたらどうかとか、いろんな提案を申し上げたわけ

でございます。これについてもやはり町長としては、県一本のこういう機構をつくって、そ

ういう積極的な働きかけをして、延滞の改修に努めていくと。これ和歌山行ったとき非常に

効果があったということを聞いたことを町当局へも我々も申し上げておった。そういうこと

について一切書かれない。これやったらほんまの、文章から見てもほんまに努力するんかい

なという、これ職員がつくったんだという話なんですけどね。本当にこの延滞金、これたく

さんの延滞金があります。この中身を十分精査して、悪質なのか、本当にもらえない、僕は

滞納もあると思うんですよ、固定資産税なんか特に。もう倒産してしまってる、抵当権は設

定されてる、その本人にはどうにもならないという部分のものはあると思うんです。だから

そういうものの分類を十分されて、こういうふうにやりますというぐらい僕は積極的な施政

方針であるべきじゃないかと思うんです。この辺、ひとつ町長のお考えを書いていただいて

いるんですけど、もうちょっと具体的に町長の本心といいますか、町長ほんまにどう思って

おられるのか、お聞きしておきたいと。最後でございますので、ひとつよろしくお願いいた

します。 

山田議長 町長！ 

平岡町長 収納対策について、まだこれでは生ぬるいというご指摘でございます。山本議員は

もともと延滞金をしっかりとって、これが納税を推進させる原動力になるというお説でござ

います。そのとおりでございますが、現在、国税調査官ＯＢでございますが、この人は収納

の達人でございまして、職員を元気にさせてくれています。きょうまで数多くの滞納処分を

やってくれました。差し押さえ、預金も押さえた。またいろんな物件も押さえてくれた。土

地家屋も差し押さえをさせていただいているところでございます。きょうまでに歴代町長は

差し押さえ処分なんてやったことはないと思います。私は悪質滞納者は徹底的に差し押さえ

をして、資産があれば押さえるとこは押さえてくださいということにしました。また、イン

ターネットでいろんな差し押さえた物件を公売するというところまで先日、決裁をしたとこ

ろでございまして、職員の意欲は十分持ってくれております。多くの滞納者がおられますが、

この人たちにも差し押さえするんだというつもりで一生懸命頑張らさせていただいていると
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ころでございます。 

 職員の強化ももう少し図らなければ、今の陣容ではちょっとかわいそうやなと、そういう

思いをしているところでございまして、常に徴収の状況については我々把握をしているとこ

ろでございます。 

 また、水道事業、国保の料金、こうしたいろんな料金面においてもそれぞれ担当の部長が

率先して出向いて納税交渉に当たるようにということを申し上げているわけでございまして、

担当者任せではとてもらち明きません。悪いところになりますとどんどんやってまいります

ので、いろんな滞納者には厳しい措置をとってるんですね。役所との取引をしない、いろい

ろな証明書等の発行にも制限を加える、住民サービスにも制限を加える、こういうとこまで

いっているんですね。しかしお金のどないしても工面のつかない人、どうも対応できない人、

これはもうやむを得ない。よくわかるわけでございますが、そうであって払えない、いわゆ

る悪質者については、徹底的に今年度対応してまいりたいと思います。昨年度よりも今年度、

今年度よりまた来年度に向かって進めているところでございまして、この国税調査官ももっ

と多く来ていただこうと今、手配をしているんですが、何せこの人はどこどこの市町村取り

合いでございまして、我が町の調査官ですらねらわれてるんですね、他の町から来てくれと。

こういう状況でございますので、もうどうしようかって。もうどこも行かんといてくれと、

我々無理に引っ張ってるような状況でございます。職員にそこまでやれるノウハウというの

はまだかなり厳しいようなものがございます。こうした達人を皆さん方でも、いや、大阪の

国税局ＯＢのやつがおられますよということがあれば、即座に我々お力をおかしをいただき

たいと思いますので、強化を図ることをお誓いを申し上げて答弁といたします。（不規則発

言あり） 

山田議長 はい。 

平岡町長 おっしゃるように、これらの債権を奈良県で取りまとめて、一つの団体をつくって、

組合をつくってそして処理をしてはどうかという方向では、県の方で我々も提案をしており

まして、なかなか自分とこの債権を出そうと、皆、市町村長、何か引っ込み姿勢が多いよう

でございますわ。他府県ではどんどん成果を上げられているわけですが、我々も根強くその

組織づくりに力を入れていきたいと思います。しかしまだ私のような考えを持っている人は、

ほん３９もありますが、３つか４つぐらいですね。それいいなと言うぐらいで、もう一つ意

気込みはありません。県の方ではやかましくそうやろうと今呼びかけてくれているところで

ございます。 
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山田議長 ８番議員！ 

山本悦雄議員 意欲のあるとこ、ありがとうございました。 

 そこでね、もう一つ意欲を出していただきたいというのは、滞納金の回収目標っていうも

んは当然あるわけなんですよね。その目標は何かといったら、ここはこの予算書だと思うん

ですよ。この予算書がその目標だと。その目標の数値が、こういうことしていいかのあかん

のかわかりませんねんけど、これは実質のことを書いておられるのかどうかわかりませんね

んけど、これに５，０００万の、１９年度の滞納見込み額に対して２，０００万の回収です

よね、今ここに予算として上げられておるのは。これはもう滞納金がふえてもやむを得ませ

んよという予算をつくっておられると。目標を、ここに積極的に書いてるけども、実質的な

目標は延滞金はふえますよという目標でやっておられるんじゃないか。少なくとも前年度の

延滞金ぐらいの回収の目標は立てて、今後それを予算に上げてやってもらって、その最終は

それのとこにいくいかんかわからんですけども、やはりそのぐらいの形で今後やっていただ

けたらどうかなと思うんですけども、その点いかがでしょうか。 

山田議長 副町長！ 

山村副町長 先ほども町長の方から答弁申し上げました姿勢で職員が一致して取り組んでまい

りたいと思います。 

 収納対策本部の強化も町長が申し上げております。人員配置も改めて見直しをしなければ

ならないと思っております。今、数字でご指摘いただきました点は、確かに前向きな姿勢に

欠けるというご指摘は最もだと思いますので、このあたりの考え方をしっかり持って進んで

まいりたいと思います。 

山田議長 １２番議員！ 

松野議員 まず最初に、先ほど寺前議員が質問いたしました新清掃センターの維持管理費につ

いて再度お聞きしたいと思います。 

 これにつきましては、やはり検討委員会とそれから後で出されました確約書との金額の差

が９億円を超えるわけですね、１５年間で。先ほどは同種の施設の平均的な経費をとったの

だということでしたけれども、そのときに同種の施設といっても数ないですよね。恵那市が

ありまして、あと糸魚川がすごい事故が起きていましてストップになったりとか、また名寄

の方ではちょっと施設の内容が違うということもありまして、その平均をとるということが

できない状況だったと思います。そういう中で、ＲＤＦ炭化施設を選ばれたその基準は、１

つは、煙突がないということもおっしゃっていましたけれども、それ以上に検討委員会の中
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で議論されてきたのは、建設費の金額、コスト、３種類ですね、３方式で議論されてきまし

た。具体的数字を出していただいて、人数も、それから維持管理費についてもこの施設だっ

たら何人の人件費を見なきゃいけないということも含めて出していただいて、その金額が検

討委員会の中で、処理方式の安全性ももちろん議論していただいておりますけれども、一番

安いのがＲＤＦ炭化方式だという結論だったはずです。ですから、それはそういう専門家含

めた中での数字を出していただいて、それに決められた大きな要因、基本的な要因であるこ

とには間違いないわけで、それが稼働して、契約のときにはもうすぐにですね、知らない間

に４４億でしたかという、大変大きな金額に膨れ上がっていたということですよね。ですか

ら、その点についてはやはり議会も、また住民の皆さんから見ても、これはなぜだと。きつ

い言葉で言えば、だまされたんじゃないかと思うぐらいの金額の乖離なんです。ですから、

それについてはなぜなのかということは、議会も住民もきっちりと納得のいく、内容で説明

してもらわなきゃいけないんです。  

 これは先ほど環境アセスの中で云々とありましたけれども、施設整備で環境アセスのため

には有毒ガスの除去とかそういう、あるいは水を下水に流すときのろ過とか、そういう部分

でいろいろ施設整備の金額がかさむということは考えられるんですが、一管理費についてそ

れほど大きくかさむということについては、ちょっと考えられないです。ですから、どうい

う部分でこんだけの上乗せが必要になったということをきちっと金額入れた形でご説明をま

ずはいただかなきゃいけないと思いますので、いますぐそれができなければ、予算委員会の

ときにきちっと納得のできる資料を出していただきたいと思います。といいますのは、やは

り大変厳しい財政の中で１５年間で９億円といいましたら本当に大きな金額ですので、とて

も大きな関心を持っているところです。 

 施政方針を読ませていただいて、やはり財政問題が一番今回も大きな問題だろうというふ

うに私も思うんですけれども、いろいろな従前に比べて大きな建物を立てるとかという部分

についてはかなり少なくなってきているというのは、どこの自治体も時代の反映もあるでし

ょうけれども、財政の面からも抑制していただいているというふうには思うんですけれども、

まず防災センターなんですけど、この防災センターも土地と建物を買うときに、私があの建

物は震災が来たら一番先に倒れるとか、そんな状況じゃないのかということを全協の中でお

聞きしまして、大丈夫ですと、検査してそれで耐震の補強をすれば十分に使うに耐え得る建

物だということを明言いただいたので、私の方もいいのかなと思って同意している経過があ

るわけなんですけれども、そういう点で、今度新たに建物が当初どおり使えるということで
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あればやはりそれを使っていくことが大事なんじゃないかと。新たに建てる必要性がどんだ

けあるのか、幾ら国から補助金がおりるといいましても、国のお金であっても税金ですから、

我々の。全く国から出れば万々歳で、全部助かったということには今はならないわけですね。

だからそういう点では、本当に新しく建てなければいけないのかどうか。ここの検討が我々

議員に対して全く説明されていないでこのような形で予算と施政方針の中で出てきたという

ことについては、納得ができないところなんです。そういう新しい建物がいいという場合は、

これも古い建物を耐震補強をした場合には、こういう根拠で幾らかかって、新しい建物をつ

くった場合はこういうところで幾らかかるということを比較検討できる材料を提示していた

だいて、議会も理事者も一緒になって議論をして結論出すということが、今、求められてい

る手法じゃないでしょうか。そういう部分におきましては、やはり国のお金がもらえるから

ということで安易に新しい建物を建てられる。そこにまた町民税も多額使われるということ

については、大変厳しい財政ということを繰り返しおっしゃっておられる中では納得できな

いんです。 

 あわせて、百済の方のパークゴルフ場なんですけれども、こういう部分についても田原本

は一緒にやらないんですよね。なぜなのかなというふうに思うんですけれども、田原本が一

緒に同調してこない原因は何なのかということを明確にしていただき、またこのパークゴル

フ場がどれだけやはり、私、前、古寺の新清掃センターの建設案のいろんな問題があったと

きに古寺の住民の方から直接繰り返し聞いたのは、僕らはいろいろ金が欲しいということじ

ゃないんだと、地元にね。そうじゃなくて安全なものをつくってほしいということが一番の

願いだということをおっしゃっておられまして、ですからこれも清掃センターの関連での事

業だと思うんですけれども、住民の皆さんはやっぱり広陵町の財政が本当に逼迫していたら

もう少し待ちますよということは言ってもらえると思うんですよ。だから、絶対つくっちゃ

だめだとは言いませんけれども、少し財政のゆとりができたときに住民の合意を得てつくっ

ていくという、そういう長期的な計画、住民合意の形成が今、必要なんですけれども、とに

かくやらなきゃいけないという計画だったし、やるのだというような状況ではないのかとい

うふうにも思われるんですけれども、この点でなぜ田原本が一緒になってやらないのか、こ

の原因について明確にしていただいて、それから本当に逼迫しているのであれば百済、地元

の方ともそういうご相談もしていただいたらいいんじゃないかと。地元の方は何としてもと

おっしゃる場合もあるかもしれませんけれども、そういう経過をたどっていただいたのかど

うか。そういうこともお聞きしたいんです。 
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 その公園とか、あとは清掃センター絡みの道路建設、大体この３つがことしの主な、大き

な支出になるだろうと思うんですけれども、これで大体１０億円なんですね。ですから、先

ほど言いましたような、例えば防災センターとかパークゴルフ場の問題で見直しをしていけ

ば、一定の金額が生み出されるわけですから、私は住民の皆さんはそういう部分にお金を使

うことよりも、やはり背に腹はかえられないような今の町民の暮らしの方、たくさんいらっ

しゃるような中で、今、国保会計が赤字というのであれば、そういうとこを節減して、一般

会計から国保家計へ繰り入れをしていく。そして値上げを何としても抑えていくということ

が十分できるということを指摘したいと思うんです。一般会計から国保会計へ繰り入れして

るところはたくさんあるんですよ。ちょっと今、手元に資料ないんですけれども、幾つもあ

りますし、最近もまたやります。国保会計へ一般会計から繰り入れしますということも決め

た自治体もありますし、そういう形で広陵町の財政全体を見ながらどうしたらいいのか、そ

して一番優先的にお金を使わなければいけないのはどこなのかということが、住民が納得で

きるように、納得した説明できるようにしていく。説明をしていく、住民の皆さんに。そう

いうことがとても今大事な時代だというふうに思います。そういう点についてどのようにお

考えいただいているのか。 

 次、先ほど山本議員の方も、しっかりと滞納もないようにやれということを強くおっしゃ

っておられましたけれども、やはり広陵町の住民の皆さんが広陵町は財政苦しい中、本当に

広陵町民のために一生懸命住民サービスしてくれてるじゃないかと、こういう認識を持てる

ようになれば、やはり滞納も少なくなるんじゃないかと。もう無理にもらいにいかなくても

いい部分も出てくるんじゃないかなというふうに私は希望を、明るい広陵町をつくるための

希望として持つわけでございますが。 

 この滞納の問題についてもう一つ触れたいのは、水道の滞納の問題、水道料金の支払いの

問題含めてですけども、先般、給水がとめられたということで相談がありまして、それで行

かせてもらって、本当に職員さんも大変な思いして努力して、やっぱり一番広陵町の役場の

中でしんどい仕事は税金滞納を処理する、もらいに行くことが一番苦しい、しんどい仕事だ

と思いますので、そういう気持ちについては重々理解しているところなんですけれども、た

だ給水につきましては、水をとめるということは命にかかわる大変大事な、重大な問題にな

るんですね。真鶴町で大分前なんですけれども、給水規制条例を真鶴町でつくったんですけ

ども、それは裁判になって負けています。これはちょっと複雑な経緯があるので詳しくは申

しませんけれども、真鶴町が裁判で負けてもとやるんだということでやったんですけれども、
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現実に給水とめることは法律違反ということ明確に出てるんですね。ですから、とりわけ水

道料金につきましては命の水ですので、給水をした上で話をするという手段じゃなくて、違

う方法をとるべきであるというふうに思いますが、この点についてもお聞きしたいと思いま

す。 

 以上、施政方針ですので主な点について２点お聞きしておきまして、あとについては予算

委員会の中で質問させていただきます。 

山田議長 副町長！ 

山村副町長 まず、新清掃施設の維持管理の点について、当初の数字と違うではないかという

ところをおっしゃっております。これについてはその段階、その段階での数字は我々も正し

く提示をさせていただいたと思っておりますので、また現実の維持管理費の状況について資

料をお示しして、具体的に委員会でご説明を申し上げたいと思いますので、よろしくお願い

をいたしたいと思います。 

 それから、防災センターにつきましては、災害に強い町づくりをしようということで、広

陵町にとっても防災力が非常に劣っているというふうに思っております。そのために新たに

用地を求めてその中にある財産を活用して防災センターをという考えもございましたが、や

はり指揮命令系統、いわゆる中枢施設がなければいざというときの防災をできませんので、

この役場本庁舎も耐震補強をしなければならないという施設でもございますので、まず小規

模ではございますが、建物を、センターを新築をさせていただいて、出のあの倉庫について

は防災備蓄倉庫等に耐震補強をして活用させていただいた上で一体的に防災機能を果たして

いきたいと思いますので、そういった考え方で予算を計上させていただいたものでございま

す。 

 それから、パークゴルフ場については、田原本町は、一緒にやれば広いゆったりとしたコ

ースがとれるというふうに田原本町に呼びかけをさせていただきましたところ、田原本町は

まだ県から廃川敷として譲り受けておられないということでございます。譲り受けるにはや

はり田原本の方も予算も伴いますので、現時点では到底無理だという返答がございまして、

それなら広陵町だけで整備をさせていただきますということを申し上げて、この工事に入ら

せていただくことになりました。 

 また、田原本町側はグラウンドゴルフ場というのを別にお持ちでございまして、パークゴ

ルフとの差異が少ないと見ておられるのかなという印象も受けまして、広陵町だけで、広陵

町民だけが楽しんでいただけるパークゴルフ場づくりを進めてまいりたいと思います。 
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 それから、環境対策、いわゆる新清掃施設に伴います環境対策事業についてはやはり地元

の考え方は非常におくれているというふうに言われております。いろいろ約束をしながらな

かなか進まないということも言われておるわけでございますが、非常に財政厳しい中で優先

順位を地元と相談をしながら鋭意進めさせていただいておりますので、ご理解をいただきた

いと思います。 

 なお、部分部分は議員ご指摘の点はごもっともということになろうかと思いますが、行政

はやはりバランスが必要でございますので、有効な、それぞれの分野にわたって財源を適正

に配分をして予算を立てさせていただいているということをご理解をいただきたいと思いま

す。 

 水道の滞納については水道局長の方からお答えを申し上げます。 

山田議長 水道局長！ 

植村水道局長 水道の使用料の未収金の処理につきましては、私どもの方もできる限り督促、

催促という形で、使用料の納入ということを呼びかけておりますが、それにもおこたえして

ない形の部分で強硬な措置をとらせていただいたいうのが今、議員が言われたことでござい

ます。今後も皆さんには納付の方、呼びかけると同時に、やはり強行手段を行使しないよう

な形で支払っていただくような形でやっていきたいと存じます。（不規則発言あり） 

 いや、給水停止という形が強行手段ですよね。それを行使、できるだけしない形でやって

いきたいと。 

山田議長 払えというこっちゃ。払うたら……（不規則発言あり）払わないより払うたらええ

やないかそんなの。 

 まだすんの。１２番！ 

松野議員 いろいろとご答弁いただいたんですけれども、やはり行政手法としまして、これか

ら私も本当に先ほどから何回も繰り返していますけれども、地方分権の中で、やはり議会と

理事者の方でもう少しきちっと話、合意形成しながら進めるということがとても大事になっ

てきていると思うんです。ですから先ほども言いましたように、とりわけ防災センターの方

につきましては、全協でご説明いただいたのにかかわらず、こうしていきなり、私にしたら、

ほかの議員さんも同じだと思うんですけども、いきなり予算があり、施政方針で述べられた

という状況になっているんですね。ですから、先ほど言いましたように、ここに至る経過に

ついても都度都度、理事者の方から議会の方にご相談いただいて、合意をとりながら進めて

いただくべきではないかというふうに思うんです。 
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 ですので、先ほど言いましたように、いろいろな全体枠の見直しをしていけば、本当に不

要不急、切実なものは何なのかということで言えば、今はやはり暮らしを守っていく、命を

守っていくということが本当に切迫した住民要求になっていますので、ですからこういう場

合に、たとえ防災センターは必要ですから建てるなとは言わないけれども、前のところ、全

協で説明いただいたとおりにそこを補強すれば少しでも安くできるんであれば、やっぱりそ

ういう努力するべきだというふうに思いますので、今回、防災センター、あそこの倉庫を補

強していくにはどれだけ費用がかかるという見積もりだったのかということも含めて資料を

出していただかなければならない問題だと思いますが、とっておられないだったらとってお

られないで資料出てこないんですけれども、そういう調査をされたんであれば資料を出して

いただくのと、それから先ほど言いましたように、今は本当に後期高齢者保険制度も、国保

の皆保険制度を維持するためにはもうやむを得ないんだということをおっしゃっておられま

すけれども、でもそれは高齢者の方の命を削ったりするような形でのやり方であれば、とて

も皆保険制度とは言えないんです。その制度の根本を今崩しつつあるんです。ですから、そ

うなんです。やっぱりヨーロッパの方では医療費はほとんど要らない。無料で会計窓口がな

いという国もあるわけですから、本当です、小さな会計窓口があったら所得の低い方が病院

来る交通費をお支払いする会計窓口だけあるというような、そうやってやっている国もある

わけですし、これ以上この保険制度が崩れたら、とてもとても皆保険制度とは言えないとい

うことになりますので、やはりそこに一番手だてをした上で、前も言いましたように、残っ

たお金でやはりそういう道路とか建物をつくっていくということになるのではなかろうかと

思うんですけれども、ここの暮らしと命が大変重大な時期に来ているということの行政の中

での認識をどのようにお持ちいただいているのかということを最後に確認をさせていただき

たいと思います。 

 やはりそういうことを先、優先していけば、先ほど言いましたような形で繰り入れもして

いただけると思うんですよ、国保の会計の方に。あるいは後期高齢者の方では広域連合の中

で頑張っていただいて、独自の減免制度をつくったり、あるいは資格証は出さないでおきま

しょうということを約束させたり、平岡町長ほど力量のある町長であればそういうことも可

能ではないかと私は思っているわけですから、そういうことが見えるような形で頑張ってい

ただきたいなという強い思いで、再度、今の暮らし、命の問題についてどのように認識して

いただいているのかということをお聞きしたいと思います。できたら町長の口からお聞きし

たいと思います。 
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 お金の問題でいえば、やはりこれも繰り返しますが、国へきっちりと物を言っていくとい

うことが大事です。先ほども帰ったときに、食事しているときにテレビつけたらニュースで、

どこかのとこに……。 

山田議長 もういい加減にしてください、時間ないですからね。 

松野議員 ３００億円の駐車場をつくっていて、その出入り口をわざと消して、それに追加工

事でまたお金を何百億か出すということで、１台当たり１億円の駐車場をつくるということ

なんですね。ですから、本当に国のむだ遣いを、しっかり行政としても自治体としても見て、

やっぱり物をはっきりと言っていっていただく。これがない限り地方財政は厳しくなるばか

りですので、それも強くお願いしたいと思います。 

 最後に、給水の面につきましては努力いたしますということですが、これは法律違反にな

りますので、給水はストップはしないということをお約束いただきたいと思います。以上で

す。 

山田議長 答弁は、答弁しようがないな。何聞いてはんの。何を聞いての。何を聞いてんや。 

松野議員 いや、だから（聞きとれず） 

山田議長 答えるのか。（「ようわからへん」の声あり） 

松野議員 （聞きとれず） 

山田議長 ようわからんやろう、何言うてんのか。 

松野議員 （聞きとれず） 

山田議長 はい。 

山村副町長 先ほども申し上げましたように、行政バランスでございます。町長も町民の暮ら

しを守るという立場で予算編成をいたしておりますので、その点、ご理解をいただきたいと

思います。 

 後期高齢者医療制度というように、どんどん医療改革、医療制度改革が行われております。

私も国民健康保険を以前担当しておりまして、私の上司に今の町長がおられました。減免制

度も立ち上げたのもそのときでございますので、そういった精神で今後も町長は行政に臨ま

れるというふうに思っております。ぜひご理解をいただきたいと思います。 

 それから水道の滞納につきましては、滞納額の高額なものはやはり、生活用水はさておき

給水停止等の強権措置も考えていかなければと思っておりますので、ご理解をいただきたい

と思います。 

山田議長 １４番！どうぞ。 
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青木議員 町長施政方針についてね、予算措置されてないとこだけちょっとだけお尋ねしたい

と思うんです。 

 これ町長の直筆でっか。ああ、これは迫力あるわ。 

山田議長 青木さん、短うにしてください。時間あらへんのやから。 

青木議員 これは立派な施政、こんなん初めてやからね、ええ、習字の先生かいなと、こう思

うて、まあひとつお褒めの話で。 

 そこで、予算に関係ない措置は出されてないとこで、町長の一番の目玉の一つは、いわゆ

る積極的な町の活性化ということで、力説をされておりますね。いわゆる大規模商業施設の

誘致事業ということでんな、これは安部地区の。これ現実性の問題も含めまして、今現在、

どのような状況にあって、見通しとしてどうであんのか。ここにあるように地域活性化への

役割、そして経済効果は多大でありますと、こう書いておられますので、それも含めまして、

いかにどのような形で実現性の割合が高くなったんかということも踏まえて、そして一番大

事な、いわゆる母体であるイズミヤさんのひとつ意欲ある取り組みもあると思います。行政

はサポートですしね。それと、町が町長みずからそういう形であらゆる機会におっしゃって

る話ですので、町民の皆さんもこれは広陵町挙げてバックアップしてるんじゃないかなとい

うことを認識されてると思いますので、それも踏まえて、法的な責任とかはないと思います

が、その辺のことを踏まえてね、町がある程度かかわった大きな事業の一つである。それと

住民サービスの一つである交通、いわゆるその施設が買い物客に対してのバスなりを出すと

いう話も聞いておりますので、そのことを踏まえてちょっと町長が現況の説明と将来の見通

し、そして実現性の高さと結構、そしてまた、それであれば何年後に開店されるという形も

あれば、わかっておればおっしゃっていただきたいなと、こう思うわけでございます。 

 それと、はしお元気村の直売所のことに絡みましてね、広瀬地区の直売所の話も当然以前

からいろいろ出てました。それが今余り地元のことについても余りそない大きな声も聞かれ

ないようには思うておりますので、どういうような形で今現在なっておるのかということを

お聞かせ願いたいなと思うわけです。よろしくお願いします。 

山田議長 中尾理事！ 

中尾理事 安部地区の大規模商業施設、イズミヤの件でございますが、議会のごとにご説明は

申し上げていますが、今現在は以前と比べますとかなり状況的には進んでいるということを

申し上げておきたいと思います。現在、協議中の中で、先ほど議員のご質問にありましたよ

うに、警察の道路関係協議ですとか、またその商業的な部分の協議ですとか、農政の部分の
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協議ですとかいう、そういうインフラを含めたいろんな協議を開始していると、県ともう今

盛んにやっているという状況下にあります。イズミヤさん自身も、今月の私どもの一緒に行

くんですけども、今月の９日、１６日の２つの日曜日を使いまして、地元の説明にも入って

いきたいという状況でございまして、いよいよ具体的に話を煮詰めていくという段階に来て

おります。見通しといたしましては、平成２２年の春にオープンをするという当初からの目

標でございますが、イズミヤさんの方は２１年の年末にできないかという希望を持っておら

れますが、その辺のところを目標にしてやっていきたいというふうに思っております。 

 また、沿線の中和幹線もごく最近、大和高田市の方に聞きましたところ、状況としては２

２年の春にはオープンできると、開通するということも聞いておりますので、その辺、一体

となったタイミングになるんではないかなというふうにも思っております。 

 先ほどのご質問にもありましたように、バスを走らせて町のためにサービスをさせてもら

うということも約束をしておりますので、一日でも早くそういう状況になるよう、これから

も漏れ落ちのないように詰めていくというつもりでございますので、頑張っていきたいと思

います。以上でございます。 

山田議長 副町長！ 

山村副町長 広瀬の直売所に関しましては、はしお元気村に広瀬の方から出品をしていただい

て、今は広瀬の方以外にも広まりを見せて順調に運営をさせていただいているという状況で

ございます。広瀬の皆さんに、はしお元気村で訓練をしていただいて、行く行くは広瀬でと

いうことも申し上げております。議会の方にも以前、９月議会に町の基本的なプランをお示

しをしてご相談を申し上げたところでございますが、運営について一番心配でございますの

で、議会の方からもそういうご意見をいただきましたし、地元にもその運営について大丈夫

かという投げかけもしてきたわけでございますが、なかなか明確な答えが得られないという

ことで、このまま施設だけを建設してしまうということはいかにも危険ということで、予算

も編成をさせていただいていないという状況でございます。広瀬からは何が何でもやってほ

しいという声は確かにございます。いろいろと協議を重ねまして、そのような議論も進めた

結果、やはりなかなか難しいというふうにご理解いただけたのかなと思います。 

 ただ、やはり広瀬の農業振興に何が一番いいのかというところは、今後これから十分こち

らも考えをお示しをし、また地域の皆さんからも考え方を出していただいて、すり合わせを

していきたいというふうに思います。 

 この前も広瀬区へ出かけまして、役員の皆さん方とご相談を申し上げ、できればこの６月
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ぐらいまでに何らかの振興策を出せればなということで、明確なプランは何もございません

が、今後すり合わせていきたいというふうに思っております。 

山田議長 １４番議員！ 

青木議員 イズミヤの件は大いに乗りかかった船ということもあるでしょう。そしてある意味

での起爆剤になる。知事さんも地域活性振興策には大いに積極的にやりたいって、荒井さん

がこの間もちょっと新聞か何かでおっしゃっておられたと思います。その辺で、それで一番

ちょっと心配もしておられた、言いました農用地の問題とか、それはクリアできたというこ

とですね。地域農用地の返還する地域のやつはできたということで、それでよろしいわけで

すね。そやからより具体的に進んでいると、こういうことでね。 

 そこでね、これはとらぬタヌキの皮算用ということにもなると思いますけど、本町にとっ

てマイナス要因はどんなあたりになるかも、いわゆる小さい店舗が大変な影響を受けるとい

うことは、もう既に受けてるけどね、ほかでも。その意味ではあるかもわかりませんが、い

わゆるメリットとして、経済効果は多大なる経済効果ってここに書いてます。その多大なる

タヌキの皮算用はどのぐらい踏んでおられるのかなということも踏まえまして、お聞きした

いなと、こう思うわけでございます。 

 というのは、やはり近隣の高田市、いろんな意味で大変対抗意識もあるでしょう。隣がよ

くなるということは片っ方が、風船と一緒で片っ方押したら片っ方膨らむということになる

わけですけど、これはしようのないことで、向こうも民間であり、企業でありますから、大

いにその辺は簡単に撤退っちゅうのもなかなか難しいわけですからやると思います。その辺

は本町としての、町としてのサポートは大いに結構です。しかし町民にマイナス要因の残る

ことのないように、ひとつそれだけは注意していただきたいなと、こう思うわけでございま

す。 

 そしてね、広瀬地区のことについて、直販所のことについてはね、私もいろいろかかわっ

た関係で、やはり、それはもう既に諸般の後のこともすべて含めて大変困難であるというの

も私もそう主張してますし、また意見として聞かれたときはもうそういうように述べてます。

その辺のことは理解していただいていると思います。 

 そこで、さっき副町長おっしゃったように、それにかわる地域の振興というのが大事です。

何も直売所つくるのが目的でないわけですので、地域の振興として町、地域おこしのひとつ

の起爆剤の一つとして何をやったらええんかということを、役所の方でいろいろ研究もされ

て、これは大いに結構ですけども、私はやはり地元の当事者がそのような形で大いに知恵も
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出して絞ってもらうのが一番の基本だと思います。そこでそれをすることによってみずから

立ち上げていくことに対しての責任とまた喜びと苦しみ等があって初めて一つの大きな事業

が動くわけですから、その意味で他人がしよって、ちゃんとしてくれよった、掃除してくれ

よった部屋にはごみはほかしやすい、落としやすいですけどね、みずから掃除した部屋には

ごみは落としにくいわけですので、その意味では汗をかいていただく、サポートは町が当然

すべき、協定の守るということの一つとしてね、それは大いにやっていただきたいと思うの

で、おんぶにだっこ、負うてくれ、ねぶってくれのやり方はどうかなと、こう思うわけです

ので、その点、改めましてどのように取り組んでいくという考えを持っておられるのかとい

うことを再度ご答弁をお願いしたいと思います。 

山田議長 中尾理事、副町長。はい、中尾理事！ 

中尾理事 イズミヤが来て効果といいますか、費用面での金額的にどういう数字になるんかと

いうことでございますが、税金が幾らだから幾らという部分は少し難しい部分があるんです

けども、効果という部分につきましては、いわゆるイズミヤの規模のことを先に説明します

と、簡単に言いますと、いわゆるスーパーセンターという、センターでもスーパーでも大き

な規模のセンターが今、全国で６つ持っておりまして、来月に和歌山がオープンしまして、

広陵の店で８つ目になるという規模の、床面積の総面積が２万平米近くになる大型の店舗を

スーパーセンターと言っていますが、そこでは大体年商、目標として５０億円ぐらいの規模

の商売といいますか、商いをしようという目標を立てておられます。その中で、いわゆるそ

れだけの規模の金額が外へ流出しておったという資料のデータもあるんですが、それを町内

で消費していただこうということになるわけなんですが、効果としましては、いわゆるそれ

による町の先ほどの話でもあります巡回バスの部分の効果ですとか、具体的に言いますと４

５０人から５００人というまあまあ大体具体的な数字も出てるんですが、雇用をされますの

がそれぐらいの数字でありまして、いわゆる就業の予定者の方が４５０人で、それで雇用の

予定されるのも４００人というぐらいの規模であります。また、税収等の経済の波及効果と

しましては、固定資産税、その土地と建物の両方合わせての固定資産税といわゆる事業税、

償却資産税というものが見込まれるんじゃないかなというふうに思っております。あと金額

的には具体的にあげられないといいますか、あげることが必要ないかと思いますが、いわゆ

る災害時にそういう、大規模災害のときに店のものを全部供給するとか、場所を供給すると

かいう協定によっての支援の効果も当然見込まれます。それと地域社会との交流という部分

で、いろんなイベントの会場にしたりという部分の効果もあらわれてくると。その辺を金額
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にするのは難しいですけども、それとそこの店舗の中でやる農業の機能という部分で、地産

地消の地場の野菜をそこで売るということも計画しておりますので、その辺の地元に対する

効果もかなりの額的には上がってくると思っておりますので、当初、一番最初に言っていた

んが２億円ぐらいかなという部分の話はさせてもらったときも、５億言うてしましたか、あ

るんですが、今、はっきり幾らだという部分はまだわかりませんねんけど、大体その辺の最

低でも効果はあるんじゃないかなというふうには認識しております。以上です。 

山田議長 副町長！ 

山村副町長 広瀬の問題につきましては、やはり議員おっしゃるよう地域の方々の意欲がなけ

れば成り立たないと思います。過日も役員の皆さん方に、地域からもいろいろ提案をしてく

ださいということを申し上げております。その中からすり合わせていきたいなと思っており

ます。なかなか広瀬地域の農家の方、はしお元気村では一生懸命出品をしていただいており

ますが、専業農家もあれば定年後の楽しみとしてしていただいている方もございますし、値

段のつけ方もそれぞれでございます。はしお元気村は少し安売りをし過ぎではないかと、専

業農家から見ますとそのようなこともおっしゃる方もございます。それはそれでその店の特

徴だとは思うんですが、そういった形でいろいろ考え方がまちまちでもございますので、今

後、そういったところでどのようなものを見つけていくのかということで、ちょっと思案を

しているとこでございます。 

 また、過日もイズミヤへも出品できませんかという問いかけもございまして、まだイズミ

ヤの方の形は決まっていないので、その意欲はお伝えしますというふうに申し上げてまいり

ます。 

 いずれにしても今後地域の皆さん方と十分相談をして進めてまいりたいと思います。 

山田議長 １１番議員！ 

八代議員 私は簡単に言います。 

 予算が７億ふえたわけですけども、町債とか何かで繰り上げ返済とか借りかえ、非常にこ

れ努力していただいておりますが、それで大体財政効果いいますか、正味、金利負担等財政

効果はどのぐらいあるのかということ、これ１つ。 

 もう一つは、積立金、普通の家庭で貯金だとは思うんですけど、ふるさととかタクシーの

基金がありますね。減債基金繰入金とか財政調整基金繰入金、ふるさと基金繰入金、これは

貯金だと思うんですが、違ってたら認識を改めますんで訂正してほしいんですが。一体残高

どのぐらいあんのか。これはゼロまで取り崩せんのか、その辺簡単に教えてください。あと
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は予算委員会でやりますから。 

山田議長 笹井理事！ 

笹井理事 借換債、繰り上げ償還の効果といったことにつきましては、一般会計ベースで１億

５，０００万、下水道会計ベースで３億５，０００万、水道は２６０万、そういった今、効

果額を想定しております。これは利率において２０年度以降、３カ年で借換債を実行してい

くものでございます。総額２０億円程度がございますけれども、その３年間の効果額として

５億を見込んでおるものでございます。 

 それから、基金のそれぞれの目的別に掲載をしておるわけですが、いわゆる積立金、財政

調整基金でございますけれども、２０年度末では１億６，０００万の残高を想定しておりま

す。減債基金では３億４，０００万、それから環境施設整備基金では５，０００万、これは

下水道のいわゆる接続費用に補助金４万円を補助をさせていただいておる基金でございます。

それから、昨年度と申しますか、１９年度に環境にやさしいまちづくり基金というものを設

置いたしまして、いわゆるごみ袋の手数料を１，０００万を計上して、それぞれ町ぐるみの

クリーンキャンペーンあるいは環境ＰＲ、それからごみ減量ＰＲ、こういったことで取り崩

しをして、そしてまた新たに積み立てをしていくという繰り返し基金ですけれども、これに

つきましても２０年度残額で１，２００万。それから下水道接続促進対策基金として浄化セ

ンター関係の各大字につきましてのいわゆる２０万円の補助金の制度によるものでございま

すが、この基金は３，２００万。そして地域福祉基金２億９，０００万、これについては毎

年、充当先は健康福祉大会といった経費には充当しているわけですが、地域福祉基金として

は２億９，０００万。ふるさと基金、これについては地域のいわゆる文化事業等に財源を繰

りかえ運用をしておりまして、かぐや姫祭りを初め町の３大祭り、そして図書購入、こうい

ったことで取り崩しというよりも繰り替え運用を、取り崩しは３，０００万ということでふ

るさと基金の残が２０年度末が１億３，０００万。そしてふるさと水と土保全基金、これに

つきましては原資１，０００万の基金でございまして、現在も１，０７１万、大きくはそれ

らの基金についてあるわけでございます。土地開発基金につきましては、今、現金では９，

３００万、土地にいたしまして３億円ということで保管しております。合わせまして基金の

合計は１４億円余りあるわけでございます。 

 当然、財政調整基金につきましては自由に取り崩し、使うことができる基金でございます

が、残る基金につきましてはそれぞれ目的を持った基金でございますので、目的外に使う場

合は繰りかえ運用として利用をいたしますが、最終的には戻さなければいけない基金という
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ことでなってございますので、自由に使える基金といえば１億６，０００万、これだけの余

力といいますか、貯金といいますか、そういうことで基金の状況を説明させていただいてお

きたいと思います。以上でございます。 

山田議長 １１番！ 

八代議員 そうしますと非常に心寂しいということですね。今、民間株式会社のあれでも、自

己資本の欄にいろんな積立金あるんですね。簡単に使える任意積立金とかあるし、ちょっと

なかなか難しい法手順的にいろいろあるんですけどね。結局、こちらではもう自由にできる

のはほんのわずかしかないと、こういうことですな。そうすると、やはりさっき言いました

ように、前にも一般質問しましたように、入るをはかって出るを制すると。さっき山本議員

の質問にありましたように、やっぱりむだな支出はやめていただくと。入るべき、入らなけ

ればならない、両方ですね、特に税金なんかは入るべき金と延滞等入ることを努力してもら

わなきゃ、いろいろありますけどね、その辺ひとつ、本当に貯金がない、１００億の世帯し

とって考えたら１００万円の収入で１万６，０００円しかないと、こういうことになります

わな、１００億円で１億６，０００万やから。そういう点、ちょっと心していただいて、予

算を組んでいただきたいなと思います。それだけです。よろしくお願いしたい。 

山田議長 ３番議員！ 

山村議員 施政方針の中で少し聞かせていただきます。 

 １７ページの、私たちも署名を集めまして町長にお願いいたしました妊婦健診の公費負担

の拡充でございますが、本当に皆さんの署名を重く、町民の声を重く受けていただき、３回、

また非課税世帯には５回という拡充を実現させていただき本当にありがとうございます。 

 この中でお聞きしたいんですけれども、この公費負担の無料券っていうか、発行の仕方で

すね。そういうのをどういうふうにして発行していただくのか、ここにはありがたいことに

４月以降でも母子手帳を既に受けられてる方にも発行していただくということもあわせて書

いていただいておりますので、そういう、どういうふうに渡していただくのかっていう方法

の仕方と、もう一つお聞きしたいのは、里帰り健診ということで、本当に実家に帰られて健

診を受けられる場合、全国どこでもこういうのは可能なのかということをお聞きしたいと思

います。 

 それと、２３ページの地域の交通機関としてということで、これに奈良交通の廃線でこれ

にかわる交通手段とルートについて今年度試行し、利用者の要望にこたえ改善を加えていき

たいと思いますっていうのがありますけれども、これは具体的にどういう形で、コミュニテ
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ィーバスなのか、それともディマンドタクシーとか、そういういろいろな方法があると思い

ますけれども、どういう方法で走らせていただくのか、それもルートなんですけれども、お

声はやはり真美ヶ丘地域の方にしても、公共機関、役場とかさわやかホールとか、そういう

ところに行くというのがなかなか交通手段がなくて困っておられるっていうご意見も聞いて

おりますので、どういう交通ルートっていうのを考えておられるのかをお聞きしたいと思い

ます。 

山田議長 健康福祉部長！（不規則発言あり） 

池田健康福祉部長 まず、１７ページの妊婦健診のご質問でございます。これにつきましては、

当然４月以降につきましては妊娠された方は当然母子手帳を交付に来られますので、そのと

きにまず３回の受診券をお渡しさせていただきます。そのとき非課税かどうかという確認は、

ご本人さんの同意をもらって、所得の調査をしなければなりませんので、それで非課税とい

うふうになりましたら、あと２回分につきましては、受診券を郵送で送らせていただくとい

うふうなことに考えております。 

 それから、４月以降に出産される方、これにつきましては、広報で周知をさせていただい

て、役所の方へ来ていただいて交付をさせていただくと。１回もしくは２回になると思いま

す。母子手帳の発行しているのはわかるんですけども、ただその方が途中で流産とかされて

るとか、そういうのがありますので、その名簿をもって案内通知を出してあげるということ

でもし失礼があったらだめだというふうなことで、広報周知でさせていただきたいと、この

ように考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それと、里帰り健診につきましては、なかなか医療機関の方で受け入れ、どういうふうに

されてるかということは我々も十分周知してないわけなんですけども、今、市町村間での連

絡をとってそれは診ていただけるような調整は図られると思います。里帰りして出産ができ

なかったらこれは困りますので、その辺は医療機関とも十分調整はされてるというふうに認

識はしております。 

山田議長 笹井理事！ 

笹井理事 公共交通機関の件でございますけれども、各議員さんからも一般質問が出ておりま

して、その際にも町長の方からご答弁申し上げるというふうには感じております。現在とし

ては直営方式あるいは委託方式、その他各主要駅乗り入れ、それで病院、大店舗、そういっ

た経由地のルート、こういったことにつきましても、実際に乗っていただける方等々と相談

を申し上げ、そしてまた議会とも協議しながら最良の方法を結論づけたいと、かように思っ
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ております。どうぞよろしくお願いします。 

山田議長 ３番議員！ 

山村議員 済みません。妊婦健診のことはそれでわかりましたけど、今の交通機関のことです

けれども、議会と相談してっておっしゃいましたけれども、いろんな関係機関の方がありま

すね、交通機関とかまた利用される住民の方の代表とか、そういう方々との連絡協議会とか

の立ち上げっていうのは考えておられませんでしょうか。 

山田議長 笹井理事！ 

笹井理事 いろんなそうした方々とも相談申し上げる機会を設けていきたいというふうには思

っております。 

山田議長 質疑はありませんか。 

       （なしの声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。 

 お諮りします。本案を予算審査特別委員会に付託いたしたいと思いますが、これに異議あ

りませんか。 

       （異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第１６号、議案第１７号、議案第１８号、議

案第１９号、議案第２０号、議案第２１号、議案第２２号、議案第２３号、議案第２４号、

議案第２５号及び議案第２６号は、予算審査特別委員会に付託することに決しました。 

 しばらく休憩いたします。 

   （Ｐ.Ｍ. ３：４５休憩） 

   （Ｐ.Ｍ. ４：０５再開） 

山田議長 休憩を解き再開いたします。 

山田議長 これより日程１８番、一般質問を行います。 

 発言の通告書がございますのでこれより発言していただきます。 

 なお、議事進行の都合上、質問の要旨は簡単に、また答弁は的確にお願いいたします。 

 質問の回数は会議規則により、３回以内とさせていただきます。また、さきの申し合わせ

にありましたように、１回目の質問は今までと同様ですが、２回目以降複数の質問事項があ

るときは、質問通告書の順序により議席で一問一答方式によることにいたします。 

 なお、次の質問事項に移った場合は前の事項に戻ることができないので、よろしくお願い

いたします。 



－141－ 

 まず、坂口君の発言を許します。 

坂口議員 またしても質問のトップバッターでございます。今月で皆さん方も最後でございま

す。再び来月、お会いすることをちょっと祈りながら、最後の質問したいと思います。 

 質問事項１、今議会はまさしく町財政再建議会でございます。今年度予算から見て町財政

再建策はどうかということについて質問したいと思います。 

 既にご存じ、資料を渡されております公債残高、いわゆる借金でございます。約２５０億、

一般と下水道合わせて約２５０億、土地開発ございます、約２５０億以上ございます。しか

し今、いよいよ２０年度から旧清掃センター撤去工事始まります。新規公債もしなくてはい

けない。この中で、旧の今まである公債減らし、また新規の発行もするんですが、効率よく

新規も発行し、トータルで公債の比率、公債額を減らしていかなくてはならないと、このよ

うなことになっております。財政再建はどうでしょうかということで質問したいと思います。 

 この財政再建については、１つは借金を減らすというのが１つ。もう一つは、収入をふや

す、この２つの策がございます。３つ目としては利子を減らす。今、一般と下水合わせて両

方で６億以上の金利を払ってるとこでございます。この辺についてもトータル的に金利を払

ってる分を減らし、財政の再建を図っていきたい、このように考えております。 

 また、本町の貯金、最初のころは２０億、３０億っていう貯金が残ってたんですけど、だ

んだんと減ってきたと、このような状態でございます。本町の貯金、基金ですね、貯金は一

体どのぐらい残っているのかと。この貯金も国の方ではどうも埋蔵金というてまだまだマル

秘のお金が残ってると、こういうようなこともあるんですが、埋蔵金などはないのかという

ことで、この際、すっきりとすっくりと財産のマイナスあるいはプラス、すべてすっきりと

皆様方の町民の前に明らかにして財政再建を図っていきたい、このように考えております。 

 ２番目の質問事項、またもや財政再建ということで、国保会計策はどうか。 

 過日、国保の委員会がありました。赤字が２億数千万円、このような赤字であるというこ

とです。しかしその赤字の内訳を見ると、いわゆる未収分が２億以上あると、このようなこ

とでございます。この収支バランスをどうとっていくのかということであります。この２億

数千万円の赤字、これがどんどんどんどん次年度繰り越しと、こうなってくるんですが、こ

の収支バランスをどのようにとっていくのかということであります。また今議会には国保の

条例改正出されております。上限を３万円上げたいと。それによってふえるお金、３００万

ばかりなんですが、３万円上げようというふうなことですが、滞納が２億数千万あるんやか

ら、この辺ちょっとしっかり払うてもうたら別段こんなん上げなくてもええんじゃないかな
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と、このようなことも考えれることでございます。反対に上がる人には僕はよう説明しない

んですが、ちゃんと当局しっかり説明してですね、何でこんなん上げらなあかんやしっかり

説明して、私はちょっとこれはどうもこの９７名の方、私はよう説明しませんので、その辺

ちょっと当局はしっかり、どう説明したらいいのかということを理論的にご理解願えるかと

いうことについて質問したいと思います。 

 ３つ目、これも財政再建、下水道会計。 

 下水道会計、料金入っております３億数千万円。利子も３億ほど払うておると、このよう

な数字でおります。下水道料金払うて、普通の人やったら下水道料金払うてるの、これは水

代で払うてんかなと、こういうふうな感じなんですが、どうもこの会計見ると利子分がその

ぐらい要ってるということについて、今、公債残高、あるいは借りかえ、いろんな策もござ

いますので、企業会計という特殊な枠でくくってるからこのようなことにもなってくるんで

ありますが、どう予定しているのかということです。このままの企業会計でいくと、また下

水料金値上げですよと、こういうふうな話を出てこざるを得ないということになっておりま

す。この辺についてもちょっとお聞きしたいということで３番目でございます。 

 ４番目、図書館運営。 

 私はちょっと図書館運営、運営と今まで言うてましたので、今までよう財政の滞納とか取

り上げたんですけど、この図書館の今までほんまにすっきりと何十万冊と貸してあるが、一

体ちゃんと返ってきてるのかなと、どうなんのかなと、だれも聞いたことないんですが、一

遍これはどういうふうになってんでしょうかねと。私も図書館で本借りたら、中、破れてた

り、何か落書きされてたり、結構目につくときがあるんですわ。広陵町の図書館で借りんで

すよ、私も。何やえらい傷んでるなと、こういうことなんですけど、一体この辺の実態はど

うなのかと。それで高い単価の本も借りるんですよ。きれいな、学術書ですよ、私借りるの

は。何かこれも汚れたり落書きあったり、中身を外してあったり、あれっとか思って中身が

外してあったり、破損が目立つ。この辺ちょっと大丈夫かなと。ちゃんと全品、年間４０万

冊ぐらいの貸し出しやってるのちゃんと全部返ってんねんかいなと、そういうふうなことも

ちょっと心配しております。また行方不明になってるのもあるんじゃないんかなということ

ですね。今、一応、みんなバーコードで管理してるっちゅうことなんですが、この辺は一体

どうなのかということで、毎年本代１，５００万円かけてるんやから、一体この辺はどうな

のかなと。ちゃんと貸してですね、全部返してもらってますかということでございます。現

状はどうでしょうか。この辺についてお聞きしたいと思います。 
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 以上４つでございます。 

山田議長 ただいまの質問に対し答弁をお願いいたします。町長！ 

平岡町長 いつもトップバッターの定位置を確保されてのご質問でございます。しかも手短に

おまとめをいただきました。 

 今年度予算は町財政再建策はどうかと、そういう質問でございました。本町の貯金は幾ら

か、埋蔵金はあんのかどうか、こういうことも言われました。 

 答弁でございますが、本町の財政状況はご承知のとおり、国の三位一体の改革等により交

付税が年々減少し、税収につきましても顕著な伸びは見込めず、引き続き厳しい状況となっ

ております。そうした中、ご指摘の公債費の増嵩につきましては、財政硬直化の大きな要因

となっており、公債費減少に向けた取り組みが必要不可欠であると認識しております。 

 取り組みといたしましては、政府資金の繰り上げ償還制度ができましたので、５％以上の

高利な地方債の繰り上げ償還を実施し、その財源には減債基金の活用、借換債の発行、水道

会計からの借り入れ等を予定しており、実質公債費比率の改善、将来における財政負担の軽

減を図ってまいりたいと考えております。さらに、新規発行債についても旧清掃施設の解体、

防災センター建設など、必要最小限に抑制することにより、実質公債費比率の改善につなげ

てまいりたいと存じます。清掃施設建設伴う元金の償還も始まり、実質公債費比率の大幅な

低下は見込めませんが、平成２０年度、２１年度をピークに徐々に改善していくものと考え

ております。また、財源増加策による実質公債費の改善も考えており、大規模商業施設設置

に伴います経済的効果に期待を寄せるとともに、以前から申し上げております都市的土地利

用によりまして、税収の確保を図ってまいりたいと存じます。 

 次に、基金についてのお尋ねでございますが、平成１８年度末で保有しておりました積立

基金は１３億６，０００万円ですが、平成１９年度に２億円、２０年度予算におきましては

３億８，０００万円取り崩しをしており、２０年度末では減債基金等への積み立てもござい

ますが、残高は８億円程度となる見込みでございます。大変厳しい財政状況であり、経常収

支比率、実質公債費比率等、財政構造的にも悪化しておりますので、今後も事務事業の抜本

的な見直しを踏め、行財政改革を進めてまいる所存でございます。 

 また、埋蔵金といったものはありませんが、町には土地という財産があります。中でもこ

としは遊休土地の活用といった点から、一部払い下げの計画をまとめたいと考えております。

さらに町にすぐれた人々が存在することも町の知的財産として見逃すことはできません。子

供教育、健全育成においても積極的に取り組むことが、町の将来に大きな成果が期待される
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ことにつながるものと考えています。 

 次に、これは私の考えであることを前もって断って申し上げます。坂口議員は町民に配布

をされている広陵フォーラム、この書類でございますが、２月２８日によりますと、広陵町

の財政は町民が負担する町民税でもっている。地元企業の衰退で借金に頼り、財政状況は急

激に悪くなっている。さらに、自転車操業みたいになってきました。夕張市とよく似たパタ

ーンになってきた。危機感を持ってると、こういうことをこの文章に書いてある。そのとお

りかわかりませんが……（「事実と違うのか」の声あり）事実とは私はフォーラムの読者か

ら、そんなに悪いのか町長と、こういうことをご質問をされてるんです。 

 そこで私申し上げんのは、町民税でもってるというのが、それは歳入総額の３分の１であ

ります。その他の収入も国税でありますが、町民税ではとても賄い切れないということをち

ゃんと新聞に書いてほしいと思います。それから借金に頼りというのがありますが、有利な

起債をやっぱり借りているんですね。借金でない、交付税でちゃんとそのとき返すとき、元

利償還、合わせて返してくれるんです。その分もありますので、また借金は後年度の負担を

してるんで、明確化したものでございまして、応分の意をやっぱり理解してほしいと思いま

す。また、自転車操業、夕張と似ているって、こんな厳しいことは余り……（「言うてんで、

みんなこの間も」との声あり）どうぞ……（不規則発言あり）住民に不安やまた心配をあお

り立てんようにお願いしたいと思います。夢、希望、活力、しっかり次代の青年にもいい町

であると、議員頑張ってるということをしっかりとＰＲを願いたいと思います。 

 次に、２番の財政再建でございます。 

 国保会計の策はどうかと。答弁は、平成１９年度の国民健康保険特別会計歳入歳出決算見

込みにつきましては、医療費の状況がこのまま推移するといたしますと、平成１９年度単年

度収支において約１億５，４００万円の財源不足を生じる見込みであり、この結果、前年度

繰り上げ充用金を含めますと歳入歳出差し引き不足額は約２億７，５００万円となる見込み

でございます。本町といたしましても、従来から健全な国民健康保険財政運営のために努め

てまいったところでございますが、一方では、議員ご指摘のとおり、国民健康保険税の滞納

者があることも事実であります。今後も滞納者対策を強化し、町税、水道使用料、国民健康

保険税など総合的にとらえ、スタッフの充実を行い、さらに収納率の向上に努め、適正な財

源の確保を図ってまいりたいと考えております。 

 あわせて、医療費の適正化と町民の皆さんの健康維持のため保健事業、特に平成２０年度

から実施いたします特定健康診査への取り組みなどの充実に努めてまいりたいと考えており



－145－ 

ます。 

 次に、地方税法改正により国民健康保険税の賦課限度額の改正についてでございますが、

これは現行は医療分の限度額５６万円が、改正後は医療分４７万円、支援金分が１２万円で、

合計で５９万円となり、差し引き３万円の増額となる内容でございます。現状におきまして

は、限度額超過の世帯が１７５世帯ありますが、改正後の税率で試算いたしますと、医療分

と支援金分について今後はそれぞれ別に算定することとなるため、合計の賦課額が従前より

増額する世帯は９３世帯と見込まれ、所得の多いこれらの世帯については限度額課税となる

と考えているところであります。 

 次、３番の財政再建、下水道会計策はどうかというご質問でございました。 

 下水道特別会計におきましては、ご指摘をいただいておりますとおり、平成１８年度決算

におきまして、下水道使用料２億５，５００万円に対し、償還金利子３億３，２００万円と

いう状況であり、過去の高金利で借り入れた起債の長期償還利子も下水道経営を圧迫する一

つの大きな要因と考えております。 

 平成１９年８月に地方財政法法則に定める行政の簡素化及び効率化に関する計画として、

国から公的資金補償金免除繰り上げ償還等実施要綱の通達があり、補償金免除繰り上げ償還

の対象とされた公営企業債の繰り上げ償還を行うため、公営企業の財政健全化計画を策定し

て認定を受けております。その中で、本町財政健全化への課題といたしまして、公共下水道

への早期接続促進及び下水道料金のさらなる適正化取り組み、また企業債残高が高騰する中

にあって、事業費の抑制や費用対効果を考慮した事業の推進、並びに高金利起債を繰り上げ

償還や借りかえすることによる償還利子の減少に努め、より一層の健全経営を目指すもので

あります。 

 現在、高金利の繰り上げ償還及び借りかえ事務を平成１９年度より順次予定しているとこ

ろであり、その効果額として約３億８，４００万円を見込んでおります。 

 ４番の図書館につきましては教育長が答弁いたします。終わります。 

山田議長 教育長！お願いします。 

安田教育長 坂口議員の質問４、町立図書館における本の返却状況、破損状況及び不明本につ

いてお答えいたします。 

 町立図書館における本の返却状況ですが、平成２０年２月２９日現在の延滞人数は７１７

人で、延滞冊数は２，５９２冊でございます。そのうち３カ月以上の延滞は２９４人、６６

８冊となっております。延滞の原因として、紛失、返却忘れ、住所移転等があり、紛失した
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人については弁償していただき、その他の人に対しては根気強く督促しております。 

 次に、落書き、切り取りなどの破損被害についてですが、ご推察のとおり時々発生してお

り、最も多いのは落書きです。そこで破損の実例を利用者に見ていただき、注意を呼びかけ

るとともに、心ない人の良心に訴えるため、ことし１月に１カ月間、破損本を展示いたしま

した。効果があらわれることを期待しております。 

 また、昨年９月に２２万４，４７２冊の蔵書点検を実施いたしましたところ、７６４冊の

不明本を確認いたしました。これは貸し出し手続せず持ち帰られたものと判断しております。

館内の監視を強化するのはもちろん、本に広陵町立図書館のゴム印を押したり、貴重な本を

閉架書庫に置き、さらに高価な本は置いてあるレファレンスコーナーを利用する際に荷物を

カウンターへ預けていただくなど、利用者に協力をお願いしております。 

 このため、不明本の数は年々減少しております。今後も町民の財産である図書館資料紛失

しないよう、あらゆる対策を講じたいと考えております。以上です。 

山田議長 ２回目の質問を受けます。９番議員！ 

坂口議員 町長のご指摘、まことにありがとうございます。 

 広陵町はいずれにしても三割自治、このような状態でございまして、多くが国の助成とか

県の助成に頼ってるというのが現実でございます。私、怖いのは、国は地方交付税を、これ

は水道の蛇口と一緒でそこをきゅっと閉めたらもう一遍に、国は財政再建を図ってますから

一遍に閉められるということです。各大都市はそのための自主財源というものを拡充をしよ

うという、これからの方針も変わってんですわ。国はもうはっきり言うてんですよ。いつま

でも国に頼るなと。いつまでもおると思うな親と金と、こういうことになってんですわ。だ

けども、国がはっきり言うてますので、広陵町、三割自治から脱して、自立していかなけれ

ばいけないということで、私は町長にちょっと応援のメッセージをして気を引き締めていき

たいと、こういうふうに思ってます。 

 早速私の指摘に対して、今年度、方針でも書いてます。繰り上げ償還５％以上と、こうい

うふうなこともお聞きしました。これにより３年間で２０数億、６億ほどの利子が助かると、

一般の方針でも聞きました。まことに私の方針に沿った施政方針が出てきたのかなと、この

ように理解してるとこでございます。 

 そこで、埋蔵金もないと、こういうこともお聞きしたなら、あとしっかり本町の財産を守

っていただきたいっちゅうのは、土地とか家とか、あと貸してる町営住宅とかあります。こ

れも本町の財産でございますので、その辺についてもはっきりと財産を守っていただいて、
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多分２０、２１年度がピークになると思うんですよ。あとそれ以後は大きな開発ないので、

この勢いで町の財政再建に取り組んでいただいてですね、これまた次の４月に新しい議員さ

ん集まったら、当然そのことは始まる思います。一応ここで全員が終わりですので、最後は

これで気持ちよく質問を終えて、次の第２番目に行きたいと。 

 最後の質問ですが、ちょっと町長にもエールを送っておかなあきませんのでね。次、会え

るか会えないかちょっとわかりませんので、だれもがわかりませんので、こういうふうなこ

とでございます。 

 私のチラシ、数字はちゃんと合ってんですよ、町民税、個人がこんだけ、法人こんだけ、

法人が大分少ないね。これが大都市行くと個人と法人が半分半分、企業城下町いくと個人と

法人、法人が８割、個人が２割、これが企業城下町、こういうふうになっております。です

から本町もちょっと産業をしていただきたいということで書いております。 

 ２番目の国保会計。ここも非常に滞納がごっつい、この間、過日の国保委員会でも資料を

見ました。非常にちょっと滞納大きいねと。滞納大きいし、ほんであとどのようにして今度

上がりますよという人に対して説明するのかなということを、ちょっと考えてたんですわ。

そういうことを考えてですね、この辺についてもね、今回そうしたわけでね、どのように納

得していただくかと。別にこんなん上げないでも滞納している人取ったら上げないでもええ

がなという、そんな気もするし、この辺はどう判断したらええかなと思うんですが、どうで

しょうかね。これ、ちゃんと当局の方で納得していただいて、９０何人の方、上がりますよ、

これ。確実に上がるんやからね。こんなんまた聞いてくんねん、何で上がるねんというふう

なことになってますからね、この辺どのようにして納得していただくかっちゅう策を教えて

いただきたい。２番目、お願いします。 

 今度、理事さん、昇格おめでとうございます。 

山田議長 何て。（不規則発言あり）何言うてんねん。ああ、吉村理事か。 

吉村理事 おっしゃるとおり、２億円程度の滞納があるという実態はこれは紛れもない事実で

ございまして、これはついては引き続き滞納の減少いうか、滞納の確保、税として納めてい

ただく努力をやはり精いっぱい取り組んでいく必要があろうかと思います。 

 他の町と比較をしての議論はいたしませんけれども、滞納の収納率だけを見ますと、広陵

町は苦しい中ででもできるだけ納めようという方が比較的多い町であろうと喜んでおります。

今後その数字がもっと上がるように、収納対策部門とも十分連携をとらせていただいて取り

組んでまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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山田議長 ９番議員！ 

坂口議員 それではまた吉村新理事に奮闘をお願いしまして、この質問は終わりたいと思いま

す。 

 ３番目に下水道、これはほんまにちょっと構造改革みたいなことが必要じゃないかなとい

う感じがします。ここにも書いてございます。そういうふうなことを考えておるというふう

なことなんですが、下水道、高金利のを借りてるというのが一つ問題があります。広陵町は

非常に広いところを下水道、真美ヶ丘ニュータウンとかみささぎ台１００％入ってますから、

それに合わせていかなあかんというふうにな問題もあると思います。（不規則発言あり）ち

ょっと読んで、ここに書いてあります。（不規則発言あり）ここは企業債の繰り上げ償還、

これは一緒にやっていっていただきたいと、このようなことでこの回答ということで、頑張

って次も、次期も繰り上げていってください。お願いいたします。 

 ４番目の質問（不規則発言あり） 

山田議長 もう少し歯切れよく言うて。聞こえにくいねや、何言うてんのか。 

坂口議員 はい、聞こえにくい。じゃあこれ３番目終わりました。 

 ４番目、図書館ですね。非常に見えざるお金が発生してるんですわ。この本、結構なくな

ってる本が高い本も結構多いんですよね。ですからその辺の回収の仕方、多分、どないして

んか、電話かけてんかはがきで送ってんかちょっとわかりませんけど、その辺はどのように

して請求ちゅうんですか、何かつつくちゅうんですか、どのようなことにされているのかな

ということと、もう一つ、カードは何か１回つくったら何かずーっと数年前のがずーっと残

ったままなんやけど、本来は毎年毎年、新しくつくり直すとかして、現住所はおらんし、何

やどこか行ってもうてまだカードを持ってるという人も多いと思うんですけど、その辺の考

えはどうなんでしょうかね。図書カードは１回発行したら何かそのまま切りかえなしという

ふうな形になってんですが。要するに回収策の方法と、新規のカードの任期ちゅうんですか

ね、そういうような期間はないですか、有効期間とか。その辺はどう考えてるでしょうか。 

山田議長 教育委員会事務局長！ 

北神教育委員会事務局長 滞納されてる利用者、またその本があるわけでございますけども、

これにつきましてはここに今、答弁で回答いたしましたように、紛失したという方について

は弁償していただいておるわけですけども、電話しても、なかなかそれ紛失したとは言わず

にまた返しますと、近いうちに返しますと言いつつなかなか返さない人がおられるわけでご

ざいます。そういう人に対しましては根気強く毎週日曜日とか土曜日の家に両親がおられる
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日や時間帯を見計らいまして、職員が督促の電話をしておると。また、年に何回かは一斉に

そうした督促の強い文面のはがきを送る場合もございます。 

 それから、カードの切りかえでございますが、昨年の１２月の末に、何年か、例えば２年

間利用されてない方については、カードを機械から登録を抹消したという手続をいたしまし

た。今後もこうしたことでカードを切りかえていただくと。また新たに、来られた方には借

りていただけるわけです。改めてカードを登録していただくということでお願いしたいと。

そういうことで紛失本をなくしていくということの対策といたしたいと思っております。 

 カードの切りかえ、たしか５年利用されてなかった方の整理だったと思います。以上です。 

山田議長 次、移ってください。 

坂口議員 いずれにしましても、本といえども町財産でございますので、その辺の管理はしっ

かりしていただくということを要望しまして、私の質問を終わりたいと思います。どうもあ

りがとうございました。 

山田議長 以上で坂口君の一般質問は終了いたしました。 

 お諮りします。本日の会議時間は、議事の都合により午後６時まで延長いたします。ご異

議ございませんか。 

         （異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、本日の会議時間は、午後６時まで延長することに

決定いたしました。 

 次に、八代君の発言を許します。 

八代議員 ４年目の最後の議会に一般質問させていただく。感無量でございます。 

 簡潔にいたします。１番は市町村合併問題についてでございます。２番は広陵町防災対策

についてでございます。 

 県は、奈良県市町村合併推進構想を１８年４月だったかな、発表しております。その概要

は承知いたしております。２年後に現在の合併推進法の期限が来ます。そこで、現時点にお

いてどうなっておるのかお聞きしたい。 

 広陵町の場合、４市１町で県は合併したらどうかと提示をしております。１対１の合併で

もいざ具体的な合併協議に入りますといろんな問題が出てまいりますが、４市１町と、５つ

の自治体の合併であります。２年という、１８年４月からちょうど今で２年たちました。つ

まり道半ばに来たわけでありますが、合併問題は道半ば程度に来てるんかどうかということ

についてであります。 
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 その間、知事は柿本さんから荒井さんにかわられました。荒井さんも柿本さんの引き継ぎ

期間がほぼ私は３月で、遷都１３００年いうことで後始末も、知事としての仕事はあらかた

終わられたんじゃないかなと。あと１３００年祭は実務者段階の段階に入っておられますの

で、４月以降、知事はこの合併問題に力を入れられてるんじゃないかなと、これは私個人の

想像でして、誤っているかどうかはわかりませんが、そこから来て合併問題に対してどうい

うニュアンスが持っておられるんかなと。もちろん基本的には合併推進は変わらんと思いま

すけどね、そういう感じや。つまり、柿本知事と荒井知事との個性の考え方が出てるかどう

かなという、これは町長の感覚的な回答で結構でございます。 

 その中の２番としまして、町長の方針はどうかなと。県が国の以降を踏まえて４市１町を

提示しとるわけでありますから、お金と権力を握ってる県、国が言うとるわけでありますか

ら、住民団体から引き起こした合併と違いまして、それなりの根拠を持って対処しないとや

はり難しい。そういう点でどういうような状態なのかなと私は思います。 

 例えば、最近の、これは１月１日の奈良新聞に、職員が住民と比較として、あれ私の責任

ちゃうね、何でかな。動いてへん。（「ああ、動いてへんわ」の声あり）どっちみち早う終

わりますから。例えば、町長も一部の会合で言われたと思いますけども、人口を職員数で割

りました比率が出ておりました。御所市は３万１，１７５人に対して職員数３９５人、職員

１人当たりが７９人の住民をお世話してるいうか、なります。同じようにまた香芝は１３６

人、これは後で言いますが、広陵町は１５２人ですからよく似てますね。葛城市は９６人、

高田市は６７人、高田市の場合は市民病院が入っとるから、市民病院のお医者さん、看護婦

さん、その他の職員さんを控除してしないとちょっと公平欠くと思いますけれども、この５

つから見ますと、職員数が非常に多いということは非常にいいという面もあるし、逆に考え

れば他の市は非常にきめ細かいサービスをしてはるんじゃないかと、皮肉で考えたらそうい

うことも言えます。ただ、この４市１町はこのまま合併して果たしてこのような極端な是正、

これはほかにこれも例えば今、準公債費比率一つでは広陵町はワーストツーと言われており

ますけども、ほかの指数、国も４つの指数で判断すると、こういうことでございますね。で

すから、そういう面から見て４市１町で合併する場合におきまして、このようなことを念頭

に置いて考えておられると私は思っておりますが、その辺、どのように考えておられるのか

お聞きしたい。 

 ２番目、広陵町の防災対策についてであります。 

 施政方針演説によりますと、国庫補助事業として地域防災拠点整備モデル事業として採択
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され、広陵町防災センターが建設するとあります。出の場所で建てるということも概要はわ

かっておるんですが、近い将来の南海あるいは東南海地震を想定して、住民の生命・財産を

守るために建設とは思いますが、具体的なことが発表段階にあるんかどうか、もう少し予算

ものってるわけですから、もうちょっと早目に具体的なことがわかればなと思います。これ

はハード面の対策であります。 

 それでま、その２としまして、地域の防災意識の高揚を図ると、これも書いてございます。

これも非常に大事であり、文字どおりそのとおりだと思いますが、そのソフト対策ですね、

つまりマニュアルをお聞きしたい。もちろん分厚い、後でお見せしますが、いろんなマニュ

アルあるのは承知しておりますが、実際的に大災害が起こった場合、例えば去年起こりまし

た能登半島とかあの辺の地震ですね、地震の規模に比しまして死亡者数が非常に少なかった。

これはやはりその地域地域の独自の防災対策が功を奏しましたではないかなと、そういうこ

とを読んだこともございます。そういう意味で、本に書いてあるあれは、私も今、後で、再

質問でお見せしますけど、そういうことを承知した上で、広陵町に合った、ほんでまもちろ

ん自治会、区長会に協力をするとかいうことも聞いておりますが、その辺も踏まえてひとつ

お聞きしたいと思います。以上です。１回目の質問を終わります。 

山田議長 ただいまの質問に対し、答弁をお願いいたします。町長！ 

平岡町長 ただいま八代議員からご質問がございましたので、お答えします。 

 市町村合併問題について取り上げていただきました。答弁として、平成１７年４月より５

年間の時限法として新合併特例法が施行され、奈良県としてもこの新合併特例法に基づき、

市町村合併を推進するために平成１８年３月３０日に奈良県市町村合併推進構想を策定して

います。当町もこの構想を土台として、長期的な視点に立ち、合併の必要性について構想自

治体や住民の皆さんと考えていかなければなりません。 

 ご質問の、荒井知事の合併に対する取り組みは、地域の町づくりを中心テーマとして市町

村と積極的な情報共有を図りながら、合併の是非、必要性について認識を深めていきたいと

しています。 

 また２番目の質問ですが、当初、広陵町は３市３町という枠組みの中で、平成１６年１０

月に、新庄、當麻町の両町の合併が先行し、今日の合併新法を迎えている状態であります。

当町としましては、県合併構想自治体間においては、財政状況や都市基盤整備状況から見て

まいりますとデメリットの方が多いと感じられるところから、私は橿原市を中心とした大和

中央市とでもいいましょうか、大きな構想で関係首長が話し合いを進めているところでござ
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います。また、水道事業や消防施設、清掃施設等はさらに広域での統合により、行政サービ

スの向上が図られるものとして協議を進めています。 

 こうした中、県下の商工会においては、既に広域統合に向け整備がなされているところで

ございます。 

 次、２番の広陵町防災対策についてのご質問でございます。 

 採択されました地域防災拠点整備事業計画についてご説明申し上げます。地域防災拠点施

設整備モデル事業は内閣府の補助事業で、地震防災対策特別措置法に基づき、地方公共団体

が施設を整備し、地域住民の安全の向上に資することが目的とし、都道府県に原則１カ所と

され、全国の数多い自治体の申請の中で、本町が県下で唯一採択されました。 

 広陵町防災センターは、地震災害発生時における地域の災害対策活動の拠点としての機能

及び平常時における防災に関するＰＲ、教育、訓練等の場として活用する施設であります。

センターは鉄骨づくり３階建ての建物と防災倉庫であり、１階には防災展示学習コーナー、

情報収集室、事務室を配置し、２階には総合指令室、対策調整室、総合指令室には災害時に

は災害対策本部を設置する予定でございます。また３階には防災研修室を備え、住民等への

研修会、講習会の会場として利用します。また、現在の倉庫に全面改修を施し備蓄倉庫とし、

その中には防災資機材、災害復旧機材、日常品の備蓄を初め、応急食料調達エリアも完備す

る予定であります。そして平常時における具体的なソフトプランですが、防災展示室には防

災関係資料、防災用品、防災マップ等を展示し、防災意識の向上に努めます。また、防災研

修室では、小・中学校職員及び防災関係機関、団体を対象に防災学習会、自主防災研修会等

の各種研修会、講習会を予定しています。こうした講師には、専門的分野から消防組合にも

協力を求め、指導に当たっていただくよう要請してまいりたいと考えています。 

 今議会に詳細にご説明申し上げし、ご理解をいただき、さらなるお知恵をいただきたいと

思います。以上のとおりでございます。 

山田議長 では２回目の質問を受けます。１１番議員！ 

八代議員 １８年３月の奈良県市町村合併推進構想、概要をちょっと見ておりますと、この３

番目ですかね、構想対象市町村の組み合わせ、こういう項目があります。その中で、基本的

な考え方として、対象市町村の組み合わせについては、国の基本指針を踏まえた上で、本県

の現況や将来の見通し等を踏まえ、次の１ないし３を目指す組み合わせとすると、こう書い

てあります。その１番というのは、人口１万人未満の市町村の解消、これは広陵町は該当い

たしません。新たな市制施行、これも該当しないと思います。すると３番です。３、人口１
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０万人程度以上の市制の拡大と、広陵町はこれに該当して決められたんだと思いますが、そ

れによりますと、先ほど言いましたように４市１町の合併であり、そのときの想定人口は２

４万１，８７１人、市の面積は１５１．４３平方キロ。ただ、町長の今の答弁では、ちょっ

とこれと違いまして、大和中央市いう構想を持っておられます。 

 そこで、先ほど言いましたように、ちょうどあと２年を残すだけになりましたけど、首長

同士とかあるいは県議会というところで具体的に進展図る会議とか、あるいは会議を行う計

画とか、そういうのはどうなっておるのかなとは、県のこの去年の秋にあったシンポジウム

にも出席させていただきましたけども、概略一般論ばかりでよくわかりません。 

 それから、組み合わせの、私は市町村合併による効果とはどんなもんが考えられるかとい

いますと、我々住民から見ますと、合併というのは住民サービスの維持向上、２番目、利便

性の向上、３番、地域コミュニティー・市民活動の振興、４番目、地域の知名度向上・イメ

ージーアップ、５番、行政経費の理解の向上、産業活動の円滑化、防災力の向上、これが住

民から見たメリットだと思います。そして市町村から見ますと、専門的できめ細かい施策の

推進、２番目は、権限移譲による自立性の向上、３番、広域的なまちづくりの充実、４番、

行政の基盤強化、経費の削減、こういうのが自治体から見たメリットだと思います。また、

県から見た市町村への権限移譲の進展が図れる。出先機関等の再編による経費の削減、調整

等の事務の削減など、また国から見たら、地方分権、構造改革の推進、あるいは調整等の事

務の削減と、つまり国、県、それから自治体、それから一番大事な国民、この４つの観点か

ら見て市町村合併の推進はメリットがあると、こういうことでありますが、これに４市１町

の合併構想はそれに該当するのか、ほかにもっといい選択肢はあるのか、これは先ほど町長

がおっしゃいましたので、それはそれとして結構だと私は、だから選択肢と検討されたら、

それについてどのように行動されておられるのか、それを少しお聞きしたい。 

山田議長 だれがお答えする。町長！ 

平岡町長 今、いろんなメリットの話をしていただきました。おっしゃるとおり、そのとおり

でメリットは多いわけでございますが、果たして４市１町が仲よくいけるかどうか。今、葛

城の議会で出ていただいても非常に混乱をしているわけですね。我田引水な、我が町さえよ

ければいいというような、そんな感覚でお互いに話し合っておられるわけです。なかなか一

致協力して力を合わせてやっていこういう、そういう思いには到底ほど遠いように思います。

私はこのデメリットが多いと、こういうように書いてございますように、県の方でも余り積

極的に私どもに働きかけはしておられません。町長どう思ってますかと言われるぐらいで、
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担当管理職がお聞きに来られる程度でございまして、積極的な勧めはありません。むしろ吉

野山間、宇陀の方の１万未満の市町村についてしっかりと合併を促進さそうと。隣の滋賀県、

三重県ではもう村は一つもありません。奈良県はまだかなり村があるんですから、これこそ

が今、県の課題として一生懸命取り上げているところでございまして、私どもの方では、当

分この４市１町いうのはほど遠いのではないかと、そんな思いでございます。私もなかなか

心の整理といいますか、今は十分、その意欲に燃えていたときもあったんですが、皆さんの

意見を尊重しながらもう一度仕切り直しと、そんな感があるのではないかと思います。これ

は私の考えでございます。 

山田議長 ３回目どうぞ。１１番議員！ 

八代議員 そしたらこれは簡単です。 

 町長が本町の自身、住民のことで真剣に考えておられるのをお聞きしまして、大変結構な

ことだと思いますが、それに対して、この県の方針に対してあからさまな、極めて消極的な

態度をとりますことによってしっぺ返しはないのか。例えば、防衛庁の配置体制ですね、こ

の前の中国のあれで、何（聞きとれず）３６個の市庁舎建設の差しとめしましたですね。あ

れは極端やと思いますけども、やっぱりそういう点、ひとつ町長の政治力で住民に大きなデ

メリットがないようにひとつ努力をお願いしたいと思います。それでこれは別に答弁は結構

でございます。 

 それで２番目に移ります。 

 広陵町には非常に広陵町地域防災計画というのがございます。私も読ませていただきまし

た。それからその他奈良県からは「自主防災組織結成の手引」とかあります。あるいは市民

防災研究所から「やってみよう！！発災対応型防災訓練」、こういう立派な手引書あるいは

解説書があるんですが、それから先ほどハードとしては非常に立派なもんができるんですが、

問題はそれを運営する人の問題を私はあえてお聞きしたいわけであります。 

 せんだって、防衛省のイージス艦、１隻１，５００億円からの管制が１２分前に見つけと

ってもわずかすれ違いできなかったと。これははっきり言って人の問題であります。それと

同じように、一緒な議論はおかしいんですけども、やはりいかに立派な器をつくりましてや

っぱり人の問題が大事だと思います。そしてその人の問題ですね、それに対するこういう本

で勉強するのは非常にいいんですけども、私は１年ほど前の議会におきましても防災士の訓

練が奈良県で開催されたときに、広陵町はあの時点ではわずか８名しかいなかった。だれで

も簡単に取れる資格なんですね。そやけどいざ災害が起こりますとやはり第一線に立つのは
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町の職員であります。ちゃんとこの本には第１次的な責任は自治体にあると書いてあります。

それを運用しするのはやはり大災害であれば主権の制限もあると思いますから、公権力行使

に入りますから、やっぱり広陵町としてあれは、職員さんがその第一線の将に当たり、そし

て町長、副町長以下がそれを指揮監督する立場にあるわけですから、十分な知識が要るんじ

ゃないかなと思って、１年前にそういうこともしたらどうかという提起しまして、それは若

手職員中心に勉強に行っておられるようですが、それはそれで引き続きやっていただきたい。 

 それでですね、そのマニュアルといいますのは、例えばこういう立派な本じゃなしに、自

治会とか区長会で、いろんな自主防災組織の立ち上げを町が適切に指導しておられるかなと

いうことであります。狭い１６．３平方キロの広陵町域でありましても、いろんな大字があ

ります。いろんな自治会があります。そしてその取り巻く環境、人口すべて違いますね。し

たがって、それぞれに合うた小さい世帯でありますけども、それの立ち上げを町として指導

していただきたいなと、単にやれやれではだめだと思います。 

 ここに、例えばいろんなあれありましてね、例えば奈良市ではこうこうしているとか、あ

るいはこれ、例えば奈良市の朱雀地区の自主防災組織はこうしてるとか、あるいは小さい自

治体であれば、奈良市は大きい市ですから奈良県では、右京地区ではこうしていると。それ

から例えば上牧町では西大和６自治会連絡会でこうしてるとか、いろんな勉強をしておりま

す。つまり、こういう立派な本の勉強っちゅうのは総論的に理論的なことなんですけど、現

実に運用に当たりましては、各自治会、区、その方々に対して指導していただけるような実

務的な防災組織の立ち上げが必要ではないかなと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。 

山田議長 副町長！ 

山村副町長 防災センターを立ち上げてハード面は充実してもソフト面がついていっていない

と役に立たないというのはご指摘のとおりだと思います。この防災センターを中心に広陵町

の防災を担うのはやはり人でございまして、これはもう広陵町の役場の職員だけで担えるも

のでもございません。地域の町民の皆さんすべてで有事に備えるという心がけが必要だと思

います。防災士の養成等、また自主防災組織の育成等については、この防災センターを契機

として、全町一斉にでも自主防災組織をつくっていただきたいなというふうに思っておりま

す。 

 今後、いろいろな情報を地域に提供させていただいて自主防災を組織を立ち上げていただ

き、また日常の訓練、それからいろんな平時から備蓄をしていただく等備えていきたいと思

います。 
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 ご意見いただきましたとおりに進めていきたいと思いますので、何とぞよろしくお願いを

申し上げます。 

山田議長 １１番議員！ 

八代議員 実のある、効果ある結果が出ますように、ひとつ精いっぱい頑張っていただきまし

て、１年ほどたちましたら、もしまた発言の機会があればまたお聞きしたい、こう思います。

終わります。 

山田議長 以上で八代君の一般質問は終了いたしました。 

 お諮りします。本日の会議はこの程度にとどめ延会いたしたいと思います。異議ありませ

んか。 

         （異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会することに決しました。 

 なお、本日行われなかった一般質問につきましては、６日午前１０時から引き続き行うこ

とといたします。 

 本日はこれに延会いたします。大変ご苦労さまでした。 

   （Ｐ.Ｍ. ５：０４延会） 
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平成２０年３月６日広陵町議会 

第１回定例会会議録（３日目） 

 

 平成２０年３月６日広陵町議会第１回定例会（第３日目）は、広陵町議場に招集された。 

 

１ 出席議員は、１６名で次のとおりである。 

 

   １番  山 田 光 春（議長）      ２番  松 浦 敏 信 

   ３番  山 村 美咲子          ４番  吉 田 信 弘 

   ５番  山 本   登          ６番  寺 前 憲 一 

   ７番  長 濵 好 郎          ８番  山 本 悦 雄 

   ９番  坂 口 友 良         １０番  乾   浩 之 

  １１番  八 代 基 次         １２番  松 野 悦 子 

  １３番  吉 岡 章 男         １４番  青 木 義 勝 

  １５番  笹 井 正 隆         １６番  竹 村 博 司（副議長） 

 

２ 欠席議員は、なし。 

 

３ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。 

 

  町 長  平 岡   仁     副 町 長  山 村 吉 由 

  教 育 長  安 田 義 典     理 事  中 尾   寛 

  理 事  笹 井 由 明     理 事  吉 村 元 伸 

  健 康 福 祉 部 長  池 田 誠 夫     都 市 整 備 部 長  森 田 久 雄 

  教育委員会事務局長  北 神   理     水 道 局 長  植 村 和 由 

  会 計 管 理 者  松 井 定 市 

 

４ 本会議の書記は、次のとおりである。 

 

  局  長  大 西 利 実 
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  書  記  野 瀬 一 吉     上 田 勝 代 

山田議長 

〔テープ中断〕 

議会第１回定例会第３日目を開会いたします。 

 ただいまの出席議員は１６名で定足数に達しております。 

 これより本日の会議を開きます。 

   （Ａ.Ｍ.１０：０４開会） 

 本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。 

 

日程番号      付 議 事 件 

 １ 一般質問 

 

山田議長 まず日程１番、一般質問を行います。 

 ５日の一般質問に続きまして、これより青木君の発言を許します。どうぞ。 

青木議員 皆さん、おはようございます。 

 議員各位におかれましては本当に忙しくて、そこへ座っておられるのも大変息苦しいほど

のときでございますが、どうかご勘弁をいただきたいなと思います。 

 また、本会議はやはり議会議員にとっての責務でございますので、本会議中は休戦という

ことでございますので、私も安心してここでおしゃべりをさせていただくことお許し願いた

いと思います。 

 話はころっと変わりますが、アメリカ合衆国におきましては、大変大統領の指名の予備選

挙で盛り上がっているようでございます。共和党はマケインさんですか、ほぼ決定というこ

とですが、民主党におきましてはクリントンさんとオバマさんとの大激戦である、どちらに

なるかというぐらいになっているようでございますので、我が日本国にとって、どちらの大

統領が一番ベストでベターであるのかということも大変関心があるわけでございます。私は、

少数派であるかもわかりませんが、オバマさんが当選された方が日本国にとってはいいんじ

ゃないかなと、これは私の個人的な気持ちでございます。そういう意味で大変緊張のあるよ

その国ですが、影響力の強いお国の大統領選挙でございます。 

 そこで、同じ民主党という名前は一緒ですのやけどね、我が日本の民主党もなかなかいろ

んな意味で迷走もし、大変ややこしくなっているようにも思います。自民党もそうでござい
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ますが、何とか国会がぴしっとして、我々地方自治体にとってなんとか潤いのある活力のあ

る施策をやっていただくことを、我々地方議員といたしましてもお願いする次第でございま

す。 

 それを多少関連を踏まえまして、私の質問に入らせていただきたいと思います。 

 まずは議長のお許しを得ましたので、私の一般質問をさせていただきます。 

 地方公共団体財政健全化法についてでございます。大変難しいようなことで、私大変不得

手な題材でございますが、ちょっとお聞きしたいなと、こう思うわけでございます。 

 平成１９年の６月に公布をされ、２０年度決算から判断適用とされるとなっております新

法で、財政の健全性の度合いを４つの指標で判断されることとなりますが、その意義と、本

町の４つの指標の現況と将来の予想、いわゆる予測、すなわち見通しをお示しをいただきた

いと思います。そして、国の真のねらい、いわゆる目当ては何でしょうかなということも感

じておられましたらお答えを願いたいと思います。 

 まず最初は、勉強不足で申しわけございませんが、４つの指標についておのおのご解説を

お願いしたいと思います。この指標が国の財政の指標の指標指数を超える自治体が出た場合、

それが公表されたときに、国、県から示されている合併の枠組みの自治体との、今現在も一

部行っております一部事務組合などの広域事務行政、そしてまた、これからそれを拡大して

いこうという状態になっているわけですが、とうにその先にあるまた合併問題にも大きなか

かわりを持ち、関連すると思いますが、本町においても平成２２年度内に決断をしなくては

ならない、いわゆる合併か単独町制かの協議にも関連することと私は解釈をしておりますの

で、どうかその点をご考慮の上ご答弁をいただきたいと思います。 

 まず第１回目の質問は終わります。 

山田議長 ただいまの質問に対し、答弁をお願いいたします。町長！ 

平岡町長 ただいま青木議員からご質問のありました地方自治体財政健全化法について、４つ

の指標の現況と将来の予想、そして見通し、さらには国の真の目的は何かというご質問でご

ざいます。 

 答弁は、従来の地方財政再建制度は実質収支比率のみを使っており、再建団体のみの基準

しかなく、早期健全化、再生という概念がなく、夕張市のように自治体の取り組みがおくれ、

事態が深刻化してしまう実態がございます。また、実質公債費比率など他の指標に問題があ

っても、健全化の対象にならないと課題が多く、それを克服するため、透明なルールに基づ

き、早期健全化スキームを設け、それでも改善しない場合は再生スキームに入るという、２
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段階の新たな手続を構築するのが今回の健全化法であります。 

 まず、第１の実質赤字比率でございますが、一般会計と普通会計の実質赤字の標準財政規

模、いわゆる税と一般財源相当枠に対する比率でございます。早期健全化基準は赤字比率１

４．１１％で、本町は黒字のため該当いたしません。従来においても健全化を維持してまい

りたいと考えております。 

 次に、第２の連結実質赤字比率につきましては、水道会計、国保会計等、全会計を含めた

標準財政規模に対する赤字比率でございます。特に公営企業会計は、流動資産から流動負債

を差し引いた額がマイナスの場合は赤字額となります。早期健全化基準は赤字比率１９．１

１％で、本町は黒字のため該当いたしません。従来においても健全化を維持してまいりたい

と考えております。 

 次に、第３の実質公債費比率でございますが、この指標につきましては既におなじみの指

標でございますが、普通会計の公債費、公営企業繰出金に係る公債費相当額、公債費に準ず

る債務負担行為額、一部事務組合の公債費に係る負担金等の標準財政規模に対する比率でご

ざいます。早期健全化基準は２５．０％でございます。当初起債許可団体の基準であります

１８．０％を想定されておりましたが、当該団体数が多く、結局起債制限の及ぶ２５．０％

となったところでございます。本町は指数は２１．２％でございますが、平成２５年度で１

８．２％の見込みでございます。できるだけ早期に１８％を切るよう努めてまいりたいと考

えております。 

 最後に将来負担比率でございますが、公営企業、出資法人等を含めた普通会計の実質的負

債の標準財政規模に対する比率でございます。早期健全化基準は３５０％となっております

が、土地開発公社に対する債務保証などの算入比率が決まっておらず、現在国において調整

中でございますが、本町土地開発公社におきましては債務保証は発生せず、問題はないもの

と判断しております。 

 健全化法を通じた新たな指標の形成は、地方財政の健全化は当然のこと、公会計改革とあ

わせて地域が財政の実態を共有し、地域が持つさまざまな資源を活用する発想に転換し、地

方自治体運営の再生に結びつける取り組みであると考えられております。 

 国の真相の目的とは、こうした財政指標から、健全化に向け頑張れない自治体は大きな枠

組みの中で合併につなげてもらおうとするもくろみがあるようにも推測いたしますが、本町

は非常に厳しいところを自覚しながら、財政運営を図ってまいる所存でございます。 

 以上のとおりでございます。 
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山田議長 ありがとうございます。 

 では、２回目の質問を受けます。１４番！ 

青木議員 質問した私も、大変難しいやつをえらい選んでしもうたなという後悔もあるわけで

す。ただ、おっしゃるように、細かいことは私は専門的にはわかりません。しかし、私はこ

ういういろんな指標なりを国がやるのには、やはりきちっとした国の目当てが当然あるわけ

ですわね。地方自治体を何とか助けようやないかという温かみのある施策じゃないと思うわ

けですね。 

 ということは、健康診断をしてやな、わし大丈夫や、どこも悪いことはあらへんと僕も言

うてますけどね、しかし、こないきやきつう健康診断されたら、おまえ、あかんでというよ

うなことを言っているように思うわけですね。早期発見をして、何とか早い目に治したがえ

えというのは建前で、ぼちぼちあかんやつだったら、もう一緒になって合併推進のためにや

っぱりやらないかんちゅう、この裏をとるというような考え方が私は最終の目的であると、

ここにもちょっと町長も書いておられますがね、企みでっかな、やっぱりそういうようなの

ね、と私はそうとっております。それやなかったら何のために出してあるかわからないわけ

ですわね。 

 そういう意味で、そこで本町のこの指標については、まあまあ町長もおっしゃるように、

心の中ではまだまだええ方や、健全な方やでと、ちょっと坂口君の見解と違いますけどね、

とおっしゃりたいのかなと、こう思うわけです。 

 そこでね、もちろん本町のことは大事です。しかし、今後何も即合併じゃなしに、いろん

な業務についてもいわゆる広域、広域でやろうやないかと。もう既に広陵町においても消防

組織であり、いろいろそういうことでは、またし尿処理、いろいろありますわね。そういう

広域には今ある、それをどんどんどんどん拡大していきなさい、そして、最後は合併という

すんなりとした方向で入るべきではないかなという道筋をつけておられるように私は思いま

すのでね。 

 そういうことで、先ほども１回目の質問にも触れましたが、本町のみならず、やはり近隣

の合併の枠組みに示されている自治体のことについて、これではっきりといろいろ出てくる

わけですわね。お互いがストリップになるようなもんですわね。そこで、ぐっと素肌を見て

から結婚してもええなというような感じになるわけです。 

 その意味でね、本町が単独町制でやっていきたいと、これは当然思われるということや、

また、住民の皆様の多数もそう思っておられるかもしれません。町長は特にそう思っておら
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れるかもわかりませんけどね。そこで、町長がおっしゃる大合併、大きな広域の大規模合併

というのはおっしゃっておると思います。しかし、一発でそこまで行くのかどうか、それは

わかりません。 

 そこで、近隣の枠組みの中での４市の中でのこういう数字の指標ですね、それが一番気に

なるわけですね。というのは、広陵町単独町制でいきますと、これはよろしい、選択の自由

で。ただし、近隣が瀕死の患者さんがどんどん出てきた場合は、それをどうするのかという

ことにもなってきますわね、国としても。もちろん財政再建団体にほうり込んでいってとい

う話もなきにしもあらず。しかし、ひとつの合併という一つのプロセスを持って何とかしよ

うやないかというような考え方があると思いますので、そこで、他の自治体、近隣の自治体

についていわゆる的確な判断材料になっていくわけですので、そこで瀕死の重症者を、何と

かリンゲルなりを打って、カンフル剤でという形で我々が利用と言うたら言葉が悪いけど、

活用されたら、大変何のために、町長がいつも言うてなさる、２００何人を切ったとうがい

うて、一生懸命頑張ってきてくれはるのやけど、合併になってしもうて、えらいよその大き

な、きのう八代議員もちょっとおっしゃってましたけど、そんな人の面倒を見ていかんのや

ったら、ええ、努力したのに、汗かいたのに、町長一生懸命で頑張って職員さんに嫌われて

までやったのにやな、合併の段階になってもうたらもとのもくあみやということになること

にもなれば、何のためにやったかわかりませんね。 

 そういう意味も踏まえて、本町の指標、ただし、おっしゃる今現在はこうである数字です

からね。これは１０年後、一体どのぐらいの数字をたたけるのかな。いわゆるこのままずっ

と健全やないけどね、指標。いわゆるこれかて国もせこいでんがな。初め１８％やって、２

０％に上げて、よう見たら、えらいみんな病気や。そうや、これは病気のちょっと数字違う

やな、いわゆる血糖値でも下げようや、もうちょっと上げてから行こうやいうた、平均値で

持っていくようなことになっているわけですわね。ということは、裏を返せば、結果、国の

目当てが見え隠れするのがわかるわけです。と私は思います。 

 そういう意味で、この指標、今示されている広陵町のこの指標が一体どのぐらい保ってい

けるのかということを、一番大事なことになると思いますので、どのようなシミュレーショ

ンを今持っておられるのか、お聞きしたいと思います。 

山田議長 ２回目の答弁をお願いします。笹井理事！ 

笹井理事 ご指摘のとおり、４つの指標でもって町の将来にわたる財政負担はどうかというふ

うな、国のいわゆる新法でございます。 
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 町長が答弁いたしましたように、現在はこの４つの指標の中でいわゆるまず１つ目の実質

赤字比率でございますが、広陵町、現在は黒字で決算を打ってございます。したがいまして、

赤字となった場合の比率、これが一つの判断材料になるわけでございます。平成１９年度も

黒字決算の見通しでございます。そしてまた、２０年度につきましても一応の収支のバラン

スをとった編成をしております。今後の状況でございますけれども、財政計画では当然赤字

ということを想定しないでいわゆる歳入歳出のバランスをとっておりますので、財政計画上

の執行をいたしますと赤字が出ないわけでございます。しかしながら、収入面で減収、ある

いはまた支出面でオーバーいたしますと当然赤字が出るわけでございますので、将来的な赤

字比率については、財政計画を追って予算編成をすれば大丈夫だというふうな思いを持って

おります。 

 それから連結実質赤字比率、これにつきましても、まちのすべての会計がどうであるかと

いうことになってまいります。したがいまして、いろんな特別会計もございます。それから、

公営企業会計もございます。そうしたすべての会計が赤字であるか黒字であるかと、こうい

う数値で展開してまいるところでございます。したがいまして、一般会計が赤字であっても、

別の会計で黒字決算を打てば、これは相殺されて黒字決算となる場合もございますので、現

在は私どもは水道企業会計が大きないわゆる積立金という財源を持っておる関係で、一般会

計がもし赤字になろうとも、この合計で見ますと黒字決算というふうなことになる一つの指

標ということでございます。したがいまして、一番会計の総合的な結果をもって赤字である

か黒字であるかというふうな判断につながる比率でございますので、これにつきましても、

それぞれの会計がバランスのよいいわゆる決算を打てば赤字が出ないというふうな状況にな

ります。 

 一番心配でありますのが国保特別会計でございます。この会計につきましては２億７，０

００万程度の赤字決算を想定しておりますので、今後、後期高齢者の特別会計とともにその

状況を見守らなければならないというふうな感がございます。 

 それから、３つ目でございますが、実質公債費比率でございます。これが、本町の場合が、

一番ややもすればこの比率で再建団体というふうな基準がございます。早期健全化団体につ

きましては、この比率が２５％以上になるといわゆる早期健全化団体に法律上はなるわけで

ございます。私どもの平成１９年度見込みでは２１％というふうな数値になってございます。

しかるに、政府資金の繰り上げ償還を行うことによって、これら実質公債比率についても２

５％にならないように、先手必勝策、いわゆる繰り上げ償還、借換債、こういったことで財
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政事情の悪化を食いとめていきたいというふうに考えてございます。これにつきましても将

来にわたる財政負担でございますので、今投資を多くしますと、１０年先にそうした財政負

担が伴うというふうな財政実情になってきますので、これらも財政計画とともに慎重に財政

運営をしなければならないというものでございます。 

 それから、４つ目の将来負担比率でございます。これはすべての会計、それから土地開発

公社、こういったことにつきましての、いわゆる総合的な町におけます、すべての公社も含

まれてくる将来負担比率ということではじき出される数値でございます。これにつきまして

は、近隣の状況で恐縮なんですけれども、土地開発公社の持っております負債が大きければ、

これはいわゆる当然この最終的な比率でもって早期再建団体、あるいは早期健全化団体、あ

るいは財政再建団体というふうな状況になってしまうわけでございます。将来の負担比率が

標準財政規模の３５０％以上になれば、将来の負担比率としては早期健全化団体というふう

な状況になってくるわけでございます。 

 広陵町の場合、土地開発公社におきましては、そうした財政負担を伴ういわゆる先行買収

的なものはございません。将来にわたって必ず一般会計あるいはまた国費でもって買い取れ

る用地を取得しておりますので、焦げつき財産というものはないわけでございますので、こ

の点につきましても将来の負担率では大丈夫だなというふうに感じておるものでございます。

５年先までの財政計画を打ち立ててやっております。長期的には長期財政計画というものも

持ってございます。この比率をオーバーしない財政計画を持って、今後財政の運営に当たっ

てまいらなければならないというふうに感じておるところでございます。 

 一度に大きな投資をしますと、そのツケが将来１０年後、２０年後に回ってくるという状

況をこの比率で、今の法律で防ごうというふうな観点もあろうかと思います。そしてまた、

財政が厳しくなった団体につきましては、国のもくろみでありますように、町長が申しまし

たように、やはり合併というふうなところへつなげていこうというもくろみもあるかという

ふうには感じておるところでございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

山田議長 １４番議員！ 

青木議員 今の理事の答弁の中では、やはり広陵町にとって今現在、ある意味ではそうばたつ

かんでもええような状況であり、将来５年ですか、にはある程度瀕死の重症じゃないなとい

うようなお答えと、こう受け取ってよろしいですね。 

 そこでね、もちろんあらゆる手当てというのがありますわね。大手術以外いろいろ手当て

しますわな、病気でもね。いわゆる末端の治療ちゅうやつですね。それはそんでええですけ
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ど、やっぱり心臓にかかわる手術になれば大変なことになるわけですから、そこで、広陵町

が今後、もちろん平成２２年ぐらいがその償還金のピークになるということもお聞きしてお

りますし、峠が越えたときに、そこから税収の見込みもいろいろ出てくると思いますが、広

陵町もおかげさんで人口増の売り上げが上がっているというのはあると思います。商売でも

一緒ですわね。経費も食うけど、売り上げも上がる。しかし、経費をまさる売り上げがあっ

たいうのが香芝市と、今現在ですよ、と思います。 

 しかし、隣のまちのことを言うていきませんが、開発公社の相当なる塩漬けの問題もある

わけで。おかげさんで広陵町の場合はちょうど町長、助役さんのときにらつ腕を振るってい

ただきまして、そういう土地のちゃんとした買い戻しもして、有効活用もされ、おかげさん

で塩漬け土地とかはないというのも、我々もかかわってちょっと力になったんかなと、こう

思っているわけですね。そういうようなことで。 

 それと、いわゆる文化会館の建設とか、大いにみんなわあっとやったときに、広陵町は静

かにしてたと。これも一つのよかったんかな。建てなかって褒められたいうのはこのごろよ

う聞きます。青木さん、広陵町は偉いな、ややこしいもん建てへんでよかったがなと言われ

て、前のときやったら、何、しっかりしやなあかんで、おれところは次１，０００何人の観

客の席やでと言われててんけど、やめるわ言うてね。そやから、広陵町は偉いなちゅうて、

今褒めてもうてますねん。私の力じゃないわけですよ。全体にそうであったということで、

それが今現在ちょっと部長もええ顔色で答えてくれた一つやと思うわけですね。 

 そこで、これがどこまで続くのかなというのが、未来永劫ずっといきますやなしに、それ

はないわけですから、そのところの踏ん切りですね、分岐点。そこで、平成２２年のときに、

新法、いわゆる合併新法に決断をしていかないかんということになるわけですよね。ここも

もちろん議会で協議もしいろいろやるわけですが、その辺のことをやはりどこかでね、防災

センターを建てるだどうするだとかいうのを、私は取りかじ、面かじあるけどね、町長の今

のかじの取り方は、合併はここにないなと、こう思うてまんのやね。 

 ただ、いやいや、そう思うてますのや。そやけど、そうであったとして、食い逃げしとい

たらええなと思うてんのか、それは知りまへんけどね、そうであったとして、将来いろいろ

なことを踏まえまして、この広陵町の今現在、ある意味での多少若くて多少美人だというよ

うな状態のときにやはり将来のことも頭に入れた中で布石を打って、町長、ずっと町長をさ

れるのではないわけですけど、そういう意味で大いにその辺のことをきちっとやっぱり決断

をしていく分岐点の中での、事前にこのような形でいきたいなということがあれば議会にも
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問うていくということで、平成２２年度以内にはやっぱりきちっと出さんなんと私は思うの

で、その辺のことをどこか、どの辺までで、どの状況で一応皆様にご相談してとおっしゃる

と思いますけどね、その辺、町長、本音と言わんでも中音ぐらいは聞かせていただきたいな

と思いますので、ちょっとお願いします。 

山田議長 町長！ 

平岡町長 青木議員からいろいろ広陵町の健康診断に例えてのお話をしていただいたところで

ございますが、大変わかりやすい例えでございます。国の方もいろいろ考えているようでご

ざいますが、我々市町村長寄りますと、そんな話をそれぞれやっております。例を出して悪

いんですが、山添村さんは断固として合併はしないと、奈良には行かんというように何かは

っきりと会議でも申されている。なかなかすごいなと。孤軍奮闘なまちもあるわけでござい

ます。我々は葛城商工会議所が中心となって、合併をするように一生懸命動きをなさってい

るわけでございます。御所市さん、また香芝市さんは首長がおやめをいただくということを

宣言されておるわけで、ことしまた新たな首長を選ぶわけでございます。またその人のかわ

ればどういう考えで出られるかわからないというような、首長がかわればその動きも変わる

というようにも言われているところでございます。 

 他のまちからすると広陵町は奈良県で一番大きなまちでございまして、広陵町はいいなと、

人口はどんどんふえて、もう４万人単独市制を目指して、そして頑張ればいいんやというよ

うなことをおっしゃっていただいているところでございます。我がまちは町民がどんどんふ

えているのではなく、他のまちからおいでをいただく、広陵町に住みたいなと、広陵町に暮

らしたい、広陵町で一緒にまちづくりをしたいという、そういう人たちがおいでをいただく

んですから、これももう元気のあるまちでございまして、まちを選んでもらったんですから、

それだけ責務も重くなってまいります。 

 そういう意味で、私は小さなまちの合併よりも、大きなところで、奈良に次ぐ大きなまち

をつくればいい、そうすると、まちそのものも、この役所も、ある意味では残るんですね。

このまちの支所としての役割も果たせるのではないかと。余り小さなまちにしますと、どち

らが主で、どちらがすべて廃止やと。うちは極端に言えば、隣のまちで合併すれば、もう広

陵町はここは公民館やというようなことになりますと、またこれも大変でございまして、そ

ういうことを平気でおっしゃるわけでございます。こんなことのないように、皆さん方とよ

くその状況を、私は情報を提供しますので、議員全員協議会等も再三お開きをいただいて、

ともに研究をし合ってまちの方向性をお決めをいただきたいなと、ご相談申し上げたいなと、
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そのように思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

山田議長 ありがとうございます。 

 以上で青木君の一般質問は終了いたしました。 

 次に、山村さんの発言を許します。 

山村議員 ３番、山村美咲子でございます。ただいま議長のお許しをいただきましたので、通

告に従いましてご質問させていただきます。 

 厳しかった冬も弥生３月を迎え、ようやく春の兆しが見えます。私たち議員にとりまして

はこれから厳しい１カ月間でございますが、見事勝利の花を咲かせられますよう頑張りたい

と思っております。 

 まず１番目の質問でございます。学校支援ボランティア活動事業の推進についてでござい

ます。 

 学校は地域の教育の拠点ですが、保護者の間には、先生が忙し過ぎる等の意見があります。

子供にとって最大の教育環境は教師であり、教師が子供と向き合う時間を確保できる体制の

整備は喫緊の課題でございます。文部科学省は、そのための処方せんの一つとしてボランテ

ィアの活用を目指しています。例えば海外勤務経験がある人には英語の授業を手伝ってもら

ったり、学生時代に運動部にいた人には部活動の指導をお願いします。造園が得意な人には

校内の花壇づくりなどに力をかしてもらい、設備の修繕やグラウンド整備、登下校の際の安

全確保なども想定されています。 

 小学校の授業を手伝ったり、図書館の運営を手助けしたりといった活動を地域の人に担っ

てもらう地域ボランティアの拠点になるのがボランティア本部です。文部科学省は、２００

８年度当初予算案に、新規事業として学校支援地域本部事業５０．４億円を計上いたしまし

た。全国の中学校区単位に、地域全体で学校教育を支援する体制づくりを推進、教員の不足

や忙しさを補うため、保護者や教育への意欲、能力を持つ人材など、地域住民が積極的に学

校支援活動に参加することを積極的に促しています。同本部を全国に約１万ある中学校の学

区ごとに設置することが検討されており、調整役など、学校というより、地域住民が中心と

なった活動が期待されています。 

 既に先進的な地域によってはこうした取り組みが行われておりますが、ボランティア探し

の苦労や、多くの地域住民や保護者に呼びかける学校側の諸経費など、経済的な負担が重く

なっています。このたび公明党の主張が反映され、各地域本部がボランティアを募る際の広

告活動費用やボランティア名簿の作成経費、各種会議の費用など財政面での支援を行うこと
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になりました。我が広陵町では小学校で放課後子ども育成教室が実施されますが、中学校も

視野に入れ、学校と地域との連携体制の強化を図り、地域全体で学校教育の支援づくりを進

めるため、広陵町においてボランティア本部を設置し、学校支援ボランティア活動事業を推

進してはいかがでしょうか。 

 ２番目の災害時要保護者支援対策の取り組みについてですが、広陵町防災センターの建設

を２カ年で取り組みと施政方針にあります。ハード面はできますけれども、ソフト面はどう

なのか。災害時にみずからの身を守ることが困難である高齢者や障害者等、要援護者を適切

に避難させる体制を整備することが自治体に求められています。 

 阪神・淡路大震災では、死亡した被災者の多くが高齢者等、災害弱者でありました。災害

時点で行政が駆けつけるまでには３日かかります。初期の救済体制はまさに地域の自主防災

にかかっています。２００７年３月の能登半島地震で震度６強を観測した石川県輪島市は、

死者１人、重傷者４６人、全半壊した建物は１，５９９に上るなど大きな被害に遭いました。

その中で６５歳以上が約半数という、市内でも特に高齢化が進んでいた門前町地区では、死

者、行方不明者ともゼロで、地震発生から数時間後にはすべての高齢者の安否確認がとられ

たということです。それは同地区が日ごろから行政と民生委員が協力し、要援護者の情報を

把握していたためだったと聞いております。寝たきりは桃色、ひとり暮らしは黄色といった

ぐあいに色分けし書き込んだ独自のマップが役立ったと聞いております。一方、同年７月に

起きた新潟県中越沖地震では、地元の柏崎市が要援護者の名簿を作成はしていましたが、個

人情報の取り扱いに慎重だったことなどから地元との情報共有が不十分で、迅速な安否確認

に活用されなかったそうです。広陵町地域防災計画の中に災害弱者に対する避難誘導体制を

整備するとありますが、具体的にどう取り組まれているのかをお聞きしたいと思います。 

 ３番目に健康づくりについてですが、真美ヶ丘体育館において実施していただきましたこ

ころ・からだ教室は大変好評です。参加者の方同士も友好を深められたようにお聞きしてお

ります。できましたら地域を変えて実施していただけたらとご要望があります。来年度にお

いての実施予定はいかがでしょうか。 

 ４番目に、介護保険の優良家庭表彰制度についてですが、国民健康保険で実施されており

ますが、介護保険でも実施してはいかがでしょうか。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

山田議長 ただいまの質問に対し、答弁をお願いいたします。平岡町長！ 

平岡町長 ３番、山村美咲子議員のご質問にお答えします。 
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 まず１番目は、学校支援ボランティア活動事業の推進につきましては教育長がお答えいた

します。 

 ２番の災害時要援護者支援対策の取り組みとして、災害時の弱者対策を問われています。

答弁として、ご指摘のとおり、有事の際、特に介護を要する高齢者やハンディキャップを持

つ障害者の避難等につきましては、災害のあった地域においても対応のおくれ等で非常に大

きな問題となったものであります。現在民生児童委員協議会におかれましては、災害時要援

護者支援対策マニュアルを作成されたところであります。これからはひとり暮らしのお年寄

りや障害者を初め、緊急時の援護が必要な方の同意を得て、住所、生年月日のほか、要介護

度や体の状態などの要援護者台帳の作成を協議会で進められる予定であり、必要な情報を提

供することにしております。このような要援護者台帳の共有、保管や支援対策マニュアル、

災害時の安否確認をして一緒に避難する支援協力員等の隣人愛を持った支援組織づくりを地

区民生児童委員と連携して進めてまいります。 

 ３番の健康づくりについてでございまして、真美ヶ丘体育館のこころ・からだ教室につい

て、来年度の実施の予定はどうかというお尋ねでございます。介護保険特別会計である介護

予防事業の一環として、こころ・からだ教室を実施しております。８月から３月まで、主に

真美ヶ丘体育館で合計１４回の開催予定で、実人員２７名、２月末現在で延べ１６２人でご

ざいました。生活習慣病予防や軽運動の実技、指導を踏まえて、自己啓発や地域活動にも関

心を持って取り組んでいただくような内容で、参加者からは、楽しく、ためになるとの好評

をいただいております。平成２０年度においては、教室を終了された方が今後地域活動とし

てさらに積極的に自主的に取り組んでいただくための支援を行いたいと考えております。ま

た、健康づくり事業の地域展開として、他の地域でも、身近に出かけやすい場所での新たな

教室も実施すべく進めてまいります。 

 ４番の介護保険優良家庭表彰制度についてでございます。医療保険制度と異なり、高齢者

の介護問題を根幹として創設された介護保険制度であっては、持続可能な予防重視型の制度

への転換が図られております。現在、介護保険特別会計の地域支援事業において、家族介護

慰労金事業の名称で類似の制度が存在いたします。これは要介護４以上の重度の方が、一定

の入院の期間を除き、１年間介護保険のサービス利用がなく、市町村民税非課税の介護者の

世帯に１０万円の慰労金を支出するものでありますが、現在のところ実績は発生しておりま

せん。 

 本町の平成２０年１月時点の６５歳以上の被保険者数は５，６９４名であり、そのうち要
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介護認定を受けている方は９５４名で、被保険者数に占める割合は１６．８％であります。

さらに、介護保険のサービスを利用されている方は７５０名で、同じく、被保険者に占める

割合は１３．２％であります。被保険者の８６．８％、４，９４４名の方が保険サービスを

受けないで、保険料のみを納付されている方である状況です。このようなことから、ご提案

のサービス利用のない優良家庭表彰制度につきましては、全国の市町村の補てん・補助制度

について調査し、平成２０年度に設置する第４期介護保険事業計画の策定委員会において検

討をお願いしてまいりたいと考えております。以上でございます。 

山田議長 教育長！お願いします。 

安田教育長 山村議員の質問事項１、学校支援ボランティア活動事業の推進についての答弁を

させていただきます。 

 お心遣いいただきまして、まことにありがとうございます。教育を取り巻く制度も年ごと

に変化をしており、日々対応に追われている状況で、確かに学校現場も忙しい毎日でござい

ます。来年度は県におきましても主幹教諭を義務教育諸学校で１０名程度配置される計画も

あり、児童生徒への指導業務、個別課題や突発的な危機管理業務の充実が図られます。 

 ご提案の学校ボランティアでございますが、従前より社会福祉協議会におきましてボラン

ティア登録の制度を設けさせていただいております。今後住民の方々に広く呼びかけ、ボラ

ンティアとして登録をお願いし、登下校の見守りはもちろん、学校行事の準備や支援、校内

環境整備など、多岐にわたる分野の協力をお願いできれば幸いと存じます。 

 また一方で、総合的な学習の時間の指導者、部活動、クラブなどの指導者や助手なども協

力いただきたいと考えます。議員の皆様におかれましても、地域で協力をお願いできる方が

おられましたら、登録のお声がけをよろしくお願い申し上げたいと思います。以上です。 

山田議長 ２回目の質問を受けます。３番議員！ 

山村議員 では、まず１点目の学校支援ボランティア活動事業の推進についてでございます。

今、教育長がご答弁をいただきましたけれども、社会福祉協議会でボランティア登録をされ

ているということですが、一般的に広い範囲でということで、少し目的という意識が薄くな

ってしまうかなということも懸念があります。 

 先進的な事例、教育長もよくご存じだと思いますし、今、世間を騒がせました杉並区の和

田中学の例でございますが、和田中学校では情報産業大手のリクルート出身の藤原校長が中

心となって地域本部を設置されたということで、地域の方に土曜日の活動を任せたり、芝生

の整備をしてもらったり、また、地域全体で学校への支援ボランティアが活発に行われてい
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るということで、最近では有名になりましたのは、学校と塾のかかわりに一石を投じました

学校での大手進学塾講師による有料授業、夜スペシャル、夜スペということが大きな話題を

呼びました。 

 これは一つの例ではございますが、閉鎖的な学校から開かれたネットワーク型への学校と

いうことの変革をテーマに、外部のエネルギーを取り込むことで学校教育の効果と向上をね

らっているということでございます。このネットワーク型学校とは、地域に開かれた学校を

目指すために、学校・教員・地域がともに連携し、外部のエネルギー、人、物、情報等を取

り込む新しいスタイルの学校で、和田中学校で実践している地域本部を核にした学校運営は

代表的なモデルと言えると思います。 

 なかなかこういう、さっき教育長も言われたとおり、ボランティアを募るということは非

常に難しいものがあるかなと思います。私も今、各地域を回っておりますけれども、やっぱ

り教育経験をされた方が非常に多いということには気づかせていただきました。こうして地

域に埋もれている、きのう町長が坂口議員のときに言われたように、埋蔵金ですね、知的財

産、こういうものをどんどん発掘していくべきだなと。それはネットワークも利用しなけれ

ばいけないかなというのも感じております。こうした先進的なというのは、本当に中学校の

この藤原校長が核になって、熱意を持ってこういうふうに取り組まれた結果であるとは思う

んですけれども、今後広陵町でこうした非常に強力に進めていこうという意欲があるのかど

うかというものをお聞きしたいと思います。 

山田議長 教育長！ 

安田教育長 基本的には、私は信頼される学校を目指してというところで、地域と家庭と学校

が一体化していくことについてはもろ手を挙げて賛成しております。 

 昨年度から取り組んでおります早寝早起き朝ごはん、ああいうのも、私は横断幕をつくる

ときに、行政の方もつくるのも一つの方法ですけども、私は学校の方にお任せしました。材

料は私らの方で提供するけど、アイデアと労力、それはボランティア、また学校なり考えて

ほしいというような形で、同じようなことで、いろんなところで、例えば小学校だったら遠

足、そういうようなものについてもいろんな方々のお手伝いをいただいております。そうい

うメリットはあります。 

 それからまた家庭教育学級とか、いろんな校内での中でね。特に広陵町は、中部にしては

外国経験者が多いですので、そういう方々の話も聞かせていただく。また、この間も私のと

ころへ転入の方が来られたわけですけども、そういう方々が私のところに来られてそんな話
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をしたときに、その方もぜひ日本を知るためにもしたいし、また、私の出身の国のことも知

ってほしいと、こういうことを言われて帰っております。 

 ただ、そういういいところばかりではないことも私は知っております。そのデメリットの

話もしておきたいと思いますけども、よくクラブと部というのは皆さん一緒に使われるわけ

ですけども、中学校の場合は部活動というふうに使うわけですけども、やっぱり日本の部活

動はまだ教育の中の一環ですし、そういう制度です。だから、例えば引率も学校の教師がし

なくてはならないと、こういうことになっておりまして、外国のように社会教育にお任せす

るということはできておりません。そういうところもよく踏まえながら地域の人々の力はお

かりしたいと、同時にアイデアも、いろんなところをおかりしながら開かれた学校を目指し

ていきたいと思っております。以上です。 

山田議長 ３番議員！ 

山村議員 今の教育長のご答弁のとおり、本当に開かれた学校ということを、地域の方がこれ

から、団塊の世代とよく言われますけれども、多く地域に帰ってきていただくときに、その

築かれた経験というのをもっともっと生かしていただくというためにも、ぜひ広報というか、

ボランティア募集というものを、こういうことに協力していただきたいということをもう少

し強烈にというか、強く募集というか、訴えていっていただけたらって。もともと。 

 私は、今はインターネットというんですか、ホームページというのをいつも言わせていた

だきますけれども、こういう教育を目指しています、広陵町はこういう子供を、放課後子ど

も育成教室というのも広陵町にとって本当に初めての、近辺でもないものを取り組みますっ

ていうアピールをしながらね、ぜひ地域の方の力を必要としていますとかいうアピールとか

をもっと宣伝、ＰＲしながら、地域の力というものをもっともっと取り入れていっていただ

けたらなと思いますが、いかがでしょうか。 

山田議長 教育長！ 

安田教育長 私は何事を取り組むのも小心者でございますので、初めから大きな何ちゅうんで

すかね、ＰＲというのは余りしたくありません。うまく一歩が踏み出せたときに、大体こう

いうことをやっていくと。だから、自分自身で、例えば早寝早起きのときもそうですけども、

私自身は２年、３年ほど前からそのアイデアを持ちながら、私自身はそういう学校とかには

トップダウンの方法はしたくはありません。やっぱりボトムアップというものを目指してい

きますので、そういうことを時間をかけてやっていきたいなと、こういうふうに。余り性急

なものをやっていったときには、私はいい、きれいな花が咲かないのじゃないのかなと思う
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わけですけども、基本的には校長会等、またＰＴＡの方にも働きかけてもらっておりますし、

各学校いろんな、校長を初め、ＰＴＡをうまく協力していろんな人材を発掘していただいて

いるのも事実だと思います。何というんですか、大募集もさることながら、やっぱりその校

区校区の中で埋もれた人材というものをきちっと発掘していただくことは、私自身は期待し

ております。以上です。 

山田議長 次に移ってください。 

山村議員 じゃあ、２番目の質問に移らせていただきます。 

 災害時要援護者支援対策の取り組みについてでございますが、本当にきのうの八代議員の

質問にもありましたとおり、やっぱり自主防災組織というのをこれからしっかり各地域で立

ち上げていく必要があるのかなということを感じております。このご答弁にありましたけれ

ども、民生委員さんが受け持たれている地域というのは非常に広範ではないかなって。真美

ヶ丘でも２つ３つ地域を持たれての中で、範囲が広過ぎて、民生委員さんとともにやはり各

地域地域でそういう自主防災とか核になる方というのをつくっていく必要があるのかなとい

うことを思いますが、川崎市でも、これも先進的な事例ではありますけれども、２００７年

の１２月から災害時の要援護者避難支援制度というのをスタートさせたところであります。

要援護者を地域の町内会とか自主防災組織でサポートする試みだそうです。この制度の流れ

には、まず１点目として、要援護者、またはその家族から市へ名簿を登録してもらう。２点

目に、名簿を要援護者の地元の町内会や自主防災組織、民生委員などに提供する。３点目に、

災害時には町内会から要援護者の安否確認や避難支援を行うというものであるそうです。登

録は区役所とか健康福祉ステーションで受け付けて、２００７年１２月末で４６７人が申し

込んでおられるそうです。 

 こうした今非常に災害が多くなっておりますし、大きな地震も必ず来るだろうという中で

の防災組織の建設でもあると思いますので、ぜひこうした役場の危機管理というのも、そう

いう設備だけでもなく、また職員だけで対応できるものでもなく、地域で助け合うという共

助の仕組みが大事だと思っております。そうした、もう一度、この自主防災組織とか援護者

に対するもっと細かな把握というのを今これからされるところであるのか、今現状はどこま

でつかんでいっていただいて、どうされるというのを、ここには進めてまいりますというこ

とですので、台帳がまだ予定ですね、これはまだね。ですので、これから具体的にどこまで

進めていっていただけるのか、自主防災組織をどうやって、どこまで持っていくのかという

ことを、少し具体的な目標値というものを聞かせていただけたらと思います。 
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山田議長 笹井理事！ 

笹井理事 本当に、緊急時に際しますそうした防災組織、必要であることは実感しております。

自主防災組織という、現在、町内の各大字につきましては、既にその編成をしていただいて

おるところもございます。古寺、中、百済、広瀬、そして赤部、南郷といった区域につきま

しては、自主防災組織のいわゆる規約をお持ちでございます。これを広げていくという観点

から、いろんな角度で県の方からのご指導も仰いでおります。そしてまた、区長・自治会長

会につきましても、そうした自主防災組織の必要性、編成に向かっての取り組みをお願いを

しておるところでございます。 

 当然、地域の力なければ、防災に対してのそうした対策が講じられないというふうなこと

も事実でございます。当然、防災センターとしての拠点づくりは、ことし、来年というふう

な形でハード面は整備をいたす予定をしておりますけれども、職員といえども、やはりその

災害の状況によっては本部まで詰めれないと、来れないというふうな実態もございますので、

地域の必要性は十分考えられるわけでございますので、そうした積極的な取り組みを要請を

してまいりたいというふうに考えておるところでございます。そうした自主防災組織の編成

とともに、いわゆる災害弱者の方の対策も講じるというふうな内容に持っていきたいなとい

うふうに考えております。 

 あと、池田部長が申し上げます。 

山田議長 健康福祉部長！ 

池田健康福祉部長 要援護者の台帳、リストでございます。当然我々担当の方では、障害者と

か介護認定を受けておられる方の高齢者の状況いうのは把握しております。また、民生委員

さんにおかれましても、地域でいろいろとそういう状況の人を把握はされております。そう

いうリストを当然つくっていくというのは必要でございます。今もう既に高齢者の部分につ

いては民生委員で把握をしていただいております。ただ、障害者とかの問題はあるわけです。 

 今後こういう名簿が作成できても、今度はその方が果たしてそういう災害の要望を持って

おられるかどうか、支援をしていただきたいとか、こういうところへ踏み込んでいくという

ことになりますと、地域でその自主防衛組織の中でそういうまたアンケートをとっていただ

いて、そういう下での対応をしていただくとか、そういうところも進めていかなければなら

ない。しかし、それがまだできない状況であれば、当然災害が起こったときにどういう方が

この地域におられるかということは、名簿はやっぱりつくっていくべきであるということは

十分に認識しておりますし、できるだけ早く名簿作成をしていきたい。 
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 ただ、本人さんの同意は今この名簿には必要ないと。災害が起こったときには、この名簿

は全部自治会とか消防団とかに提供してやりたいと思います。ただ、協力とかという部分に

ついては、今後ご本人さんの同意を得て、そして地域の自主防災組織の中で求められるとこ

ろで、極端に言えば、最終的にはその方がどの場所で寝起きをしておられるかとか、そうい

うマップまでつくっていけるというふうな形を進めていきたい。そういうことで、防災セン

ターの中でいろいろなソフト面で研修の施設をつくって、そこで地域の方にその必要性を自

覚していただいて組織を募っていただくようにお願いをしていきたいと、このようには思っ

ております。 

山田議長 ３番議員！ 

山村議員 ぜひ期限を決めてというか、目標値を持って、防災センターが建設した折には広陵

町の全域に自主防災組織ができたというふうに、形はさまざまではありますけれども、そう

いう基盤が整った体制をとっていただきたいと切に希望いたします。 

 では、３点目に移らせていただきます。 

 健康づくりでございますが、もうこれは非常に真美ヶ丘体育館ですぐ取り組んでいただい

て、参加者の方たちの喜びの声を聞いております。そこに参加することで一緒にウオーキン

グするようになったんですよとか、やっぱりこういう真美ヶ丘というのは人間関係が希薄な

ところもありますので、そこでやはり仲間ができたということもお声を聞いております。ま

た、違うお声では、真美ヶ丘の中でも南とか、違う地域の方では全然知らなかったというこ

とで、こういう教室は余りにも人数が多過ぎるとできないということもありましたので、そ

の地域の中で限定されたのかなということもありまして、ぜひまた違う、真美ヶ丘の南の地

域でもというお声もいただいたりとか、できましたら旧村の方でも、そういう今、地域づく

りというのか、地域でみんなで声をかけながら健康づくりということも必要なのかなと思っ

たりしますので、ぜひとも取り組んでいただきたいなと思っております。 

 介護予防についての健康教室だけで、それもいろんな年代の健康づくりが大事かなって思

うんです。介護予防のためのそういう取り組みも必要ですし、もう少し若い方たちの心と体

というか、この間、本当にこれは言っていいのかどうかわからないんですが、団塊の世代の

方が家庭に入ってこられると奥さんのストレスがたまるという、そういう私たちの心のケア

もしてほしいというお声をいただきましてね、なかよし広場の少し熟年バージョンというか、

そういう交流の場というか、そういうことも必要なのかなというのも感じております。 

 やっぱりそういう非常に高い年齢の方が、介護予防で筋トレとか簡単な、されているとこ
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ろが高知市なんですけども、１００歳体操ということで、本当に少し負荷をかけて、重りを

つけながら、４０名の方たちが集われてそういう１００歳の生き生き体操をされているとか、

そういうこともありますので、広陵町でも筋トレのトレーニングマシンも買っていただきま

したが、それを使う器械のところに行けないけれども、そういう負荷をかけながら地域のと

ころでまたするということも考えていっていただけたらなと思いますが、そういう、どこま

で地域ごとで進めていけるかということの、これからの取り組みの具体的ということはある

でしょうか。 

山田議長 健康福祉部長！ 

池田健康福祉部長 健康づくりのことについては、いつも議員さんからいろいろとご提案いた

だきましてありがとうございます。 

 介護予防というふうな形でございますけども、介護保険につきましては、４０歳から以上

が保険料の方を納めていただいておりますので、そういう方も対象にしております。すべて

１号被保険者というようなことでは我々は思っておりません。 

 そういうことでいろいろな教室を、今、こころ・からだ教室を実施しております。こうい

うところについて地域でまた実施したいという要望がありましたら、それには当然実施をし

ていきたいと。本年度も介護予防の一般高齢施策、介護保険の制度の中で一応予算の中でで

すね、２００万程度の予算は組んでおります。１チーム１５名ぐらいで５チームぐらいでき

るだろうというふうな形で予算は設けておりますし、また、ＯＢの方につきましても当然今

後は続けていっていただきたいというふうなことで支援をするということで、今、運動のク

ラブとか、それから栄養のクラブとかございます。こころ・からだ教室も一応今の部分は終

了されますので、その後いろいろな支援をというふうなことがありましたら、講師派遣とか、

保健師が行くとか、いろいろなことをさせていただきたいというふうなことで、これも６０

万ぐらいの予算は計上させていただいております。どんどんそういう申し出がありましたら

喜んで支援をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

山田議長 ３番議員！ 

山村議員 また違う話なんですけれども、健康づくりの中でサン・ワーク広陵にあったトレー

ニングの器械を中央体育館に移していただきましたが、そのお声の中で、非常に使い勝手が

悪いという、もう少し使いやすい、何か雑然と置いてあるだけで、あれでは少し、スポーツ

ジムのことを思えば違うとは思いますけれども、もう少し使い勝手のいいトレーニングルー

ムにしていただきたいというお声がございました。温水シャワーもつけていただくというこ
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とですので、ぜひそれにも取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

山田議長 教育委員会事務局長！ 

北神教育委員会事務局長 トレーニングルーム、おっしゃっていただいたとおりでございます

けども、温水シャワーを平成２０年度に設置いたしまして、より多くの方にご活用いただき

たいということでございますので、今いただいたご意見を十分生かしまして、配置などを検

討を加えたいと思います。以上です。 

山田議長 次に移ってください。 

山村議員 ４点目につきましては、またご検討を前向きにいただくということですので、どう

かよろしくお願いします。 

 以上で終わります。 

山田議長 ご苦労さまでした。 

 以上で山村さんの一般質問は終了いたしました。 

 次に乾君の発言を許します。どうぞ。 

乾議員 山田議長のお許しを得て登壇し、一般質問をいたします。１０番、乾浩之です。１期

目、１０番としての最後の場を与えていただきまして、今回の質問は約４年間継続的に質問

してきた事柄で、聞き苦しい点も多々あると思いますが、４項目、９点について通告してお

きましたので、ご答弁よろしくお願いいたします。 

 それでは、まず１項目は公共交通の意向調査に関して２点お尋ねいたします。１点目は、

半年前の９月、第３回定例会の町長答弁に関連して、その後各資料の集約や検討をしていた

だいていますが、その進捗状況を知りたい。２点目は、システム導入方法で、最適なものと

して予約型配車運行、ディマンドタクシーシステムについての調査や研究の進捗状況はどの

ようになっていますか。 

 次に、２項目は旧清掃センター解体工事に関して３点お尋ねいたします。まず１点目は、

解体工事のためのダイオキシンやアスベストなどの事前調査と基本設計のコンサルタントに

委託されていますが、その後の進捗状況を知りたい。２点目は、環境対策、安全対策、高度

な技術からの総合評価落札方式についての基本的な定義を聞きたい。３点目は、地元業者の

参加の仕方についていろいろご検討していただいていますが、その後何らかの進展がありま

したか。 

 ３項目は地域の活性化のため２点質問いたします。１点目、大型店舗イズミヤの建設計画

について、その後何らかの進展がありましたか。２点目はワンダーランド計画に関してのも
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のです。新清掃施設を含む約１万１，２００坪をワンダーランドとして位置づけて、約８，

５００坪、７６パーをクリーンセンター広陵として１９年２月から稼働していますが、残り

２４パー、２，７００坪で有効利用計画立案は進展しているのですか。 

 最後の４項目めは通学路の安全確保について２点質問いたします。 

 １点目は、約１カ月前、１通のはがきが私の後援会事務所に届きました。１人の男子中学

生のものです。原文どおり読みます。 

 育てる会のポスターを見て、絶対に訴えてくれると思ってお願いいたします。百済へ帰る

中学生の通学路で、大山クリニックから変電所間は助けを求める家もなく、寂しく暗いので、

街灯、投光器をつけてほしい。特に新森橋から森垣内へ下る坂道も同様に、カーブで下り坂

でスピードがついてしまい、前方から何か来ても危なく、怖い。先生に言っても知らん顔で、

おとろしい。知るかと全く力になってくれない。現地を一度見聞してやってください。 

 ２点目は、広陵北小学校から本通りの危険箇所に白線などの延長を、年次的なものに計画

できないものか。 

 以上、４項目、９点にわたり質問いたしました。長時間のご清聴に感謝いたしますととも

に、厚くお礼申し上げまして、私の壇上での質問を終わります。 

山田議長 ただいまの質問に対し、答弁をお願いいたします。町長！ 

平岡町長 ただいま乾議員から、４年間の集大成による４項目、９点のご質問でございます。 

 まず初めは、公共交通のシステム導入について、調査や研究の進捗状況はどうかというご

質問でございました。答弁として、公共交通の意向調査に関してのご質問でありますが、平

成２０年９月、高田平端線のバス路線廃止により、地域住民の老人や学童等、いわゆる交通

弱者にとって公共交通機関は必要不可欠なものであると承知しており、本年度、広陵町東部

地区まちづくり交付金事業の中で、補助枠として１，０００万円を予算計上しています。 

 現在、アンケート調査、視察地における導入実施状況、インターネット情報による運行状

況の把握に努めています。本町において、今後直営方式、委託方式、主要な駅、他町への乗

り入れ、病院とか大型店舗等の経由地ルート、料金体系など、想定される方策の幾つかをま

とめ上げ、実際に乗っていただける地域の代表の人たちを交えて相談し、議会とも協議しな

がら、今年度上半期までに最善の方策を決定したいと考えています。 

 次、２番目でございます。旧清掃センター解体工事についてのご質問でございます。まず、

現在施設解体案の工事手法について詳細にチェックをかけているところでございますが、案

がまとまり次第、議会に報告させていただきます。 
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 ２番の本工事では、騒音、振動、粉じんなど、法による環境基準値が定められております

が、周辺住民に配慮した環境負荷の低減対策を企業に求めております。総合評価落札方式と

は、価格のほかに価格以外の技術的な要素を評価の対象に加え、品質や施工方法を総合的に

評価します。例えば解体工事の場合、工法的には各社とも大差はないと思われますが、防塵

シートの覆い方や残骸の処理面での環境に対する配慮などで各社の主張が出されることを期

待するものです。その上で、価格と技術の両面から最もすぐれた業者を落札者といたします。

技術提案書の評価は副町長が委員長となっている総合評価審査委員会が審査をし、２名の学

識経験者の意見を参考とした上で委員会が決定することになります。 

 なお、地元、馬見南３丁目自治会とは本計画の進捗について協議を重ね、ご理解をしてい

ただいていることも報告しておきます。 

 ３番目、地元業者については１２月議会でご質問をいただいておりますが、引き続き、ど

のような参加の仕方がよいか、現在検討しているところであります。 

 次に、３番目の、地域活性化のために、大型店舗イズミヤの建設計画についてのその後の

進展がありましたかということでございます。安部地区計画の進捗状況でありますが、先月

２月に奈良県庁内において、農政課、都市計画課、資源調整課、金融商業振興課、そして町

を交え合同会議を行い、今後の進め方等に再確認し、道路や河川、交通などのインフラ整備

の協議も並行して進める確認をしたところであります。その協議と同時に、新しい都市計画

ルールにより、隣接するすべての市や町に計画の内容を説明を行ったところであります。す

べての市や町からエールを送られる状況であります。 

 また、地元や地権者への説明会でありますが、早急に実施すべく、地元と日程調整を行っ

ております。町活性化のためにもぜひとも必要な地区計画であり、今後も早期実現に向け邁

進してまいります。 

 次、３の２でございます。新清掃施設を含む１万１，２００坪をワンダーランドとして位

置づけておりますが、残り２４％、４分の１の９，０００平米、有効利用計画立案は進展し

ているのかというご質問でございました。 

 ワンダーランド計画につきましては昨年９月の議会においてご質問をいただいております

が、その後の経過といたしましては、現在、現状に即した施設の整備手法や民間企業を誘致

するための立地調査等について専門業者に発注をしたところであります。今後その調整結果

を踏まえ、町としての具体的な素案をまとめた上で議員の皆さんと協議をさせていただき、

整備を進めてまいりたいと考えております。 
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 なお、今年度予算におきましては、多目的広場の部分の３，０００平方メートルを補助事

業として買い戻した上で整備を行ってまいります。 

 次に、通学路の助けを求める家もなくという中学生の声を届けていただきました。そして

の質問でございました。通学路の安全確保のための街路灯設置に関するご質問をいただいて

おりますが、ご質問のちょうど百済赤部線につきましては現在整備中であり、街路灯も整備

にあわせて新規につけかえをさせていただいておりますが、一部未整備の区間につきまして

は、今後の道路整備にあわせて街路灯のつけかえを行う予定をいたしております。なお、道

路未整備の区間につきましても、電柱等への設置により対応させていただいているところで

す。また、その他町内の住宅開発等により新たに不安視される箇所におきましても、あわせ

て順次計画的に改善を図ってまいる所存であります。 

 最後の質問でございます。北小学校から本通りの危険箇所、白線などを延長せよと、年次

計画はできないかという質問でございます。ご質問の白線につきましては、歩道が設けられ

ていない道路で、歩行者の通行安全を確保するための路側帯の設置についてお尋ねですが、

本来通学路として指定されている道路における児童の安全確保からも路側帯の設置が必要で

あり、既に危険な箇所に路側帯を設置しております。毎年各学校ではＰＴＡとともに通学路

危険箇所の点検が実施されておりますので、これらの危険箇所、及び議員のご指摘のある区

間もあわせて学校やＰＴＡ及び警察とも協議をしながら、路側帯及び停止線等の安全対策に

ついて検討を進めてまいりたいと考えます。 

 以上のとおりでございます。 

山田議長 ２回目の質問をやってください。１０番議員！ 

乾議員 町長、詳しい答弁をいただき、ありがとうございました。 

 １つ目の公共工事意向調査に関してですのやけど、先ほど答弁の中に平端高田線ですか、

それが廃止路線になるということを今初めて聞きましたんやけども、これは町民の方々にも

もうこういうことは報告しておられるのかと。私はこれを今初めてちょっと知ったわけです

のやけど、そやけども、これいわゆる百済と高田線の廃止の路線と同じで、議員さんいてる

のに、そのときに何で言うてくれんのと、もっと何かええ方法があったんと違うかというよ

うなことも言われたこともあります。 

 そこで、私が思うのには、これ奈良交通ですか、ＮＣですか、ちょっとわかりませんのや

けど、その辺の話の中で当然赤字路線やというのはわかるんですけど、金額を上げて、廃止

になるんだったら、全くなくなってしもうたら、今の利用している人らはもうたちまち大変
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なことになると思います。そこで、金額を上げて、バス会社に対してどんだけ足りないのや

と。何ぼあったら継続して今までどおり走ってくれるのやと。そういうふうなバス会社との

お話し合いをしていただいたんかと。全くそういうお話し合いはしてなかったんかと。いや、

実はこんだけ足らんねんと。こんだけ見てくれはったら、どねんか、継続してまた考えてみ

ますという声をいただいたんかと。そういう話をしてもうたんかということを私は聞きたい

です。 

 これまあまあ、平端から高田までバスの利用をしている方も、私は朝、毎日会ってるんで

す。ちょっと古寺までそのバスに乗って行ってはるお方がおられます。ちょっと体は不自由

ですわ。その人らはこれたちまちとまってしもうたらどうしてそこまで働きに行くのかとい

うことを町の方ももうちょっと考えて、廃止路線になったから、バス会社が赤字路線はあか

んねと、ただそれだけではあかんのと違うかと。今、町長の答弁の中で１，０００万の経費

を計上してもらったと、それはありがたいお言葉をいただきましてんけど、廃止路線になる

前にもうちょっとそのバス会社とお話ししていただいたんか、ちょっと少しその辺をお伺い

いたします。 

山田議長 笹井理事！ 

笹井理事 現在の高田平端線のバス路線の廃止の件につきましては、町長に、いわゆる奈良交

通からこういう経過によりまして廃止したいという、その申し出を文書として受け付けをさ

せていただきました。それで、その後に、奈良交通としてもこれら廃止につきましては県の

許可も当然要るわけでございます。そうした経過につきましては、今後地元に話をする機会

も経てこうした結論を出されるというふうになってまいりますので、まだ町としての考えを

奈良交通に意見するというタイミングが残されておりますので、その協議の中でこうしたこ

とを強く意見申し上げていきたいというふうに考えます。 

山田議長 ３回目にどうぞ。 

乾議員 それで、町民の方に９月に廃止するいうことを、まだ報告とかいうことは全くしてお

られないんですか。 

山田議長 じゃあ、副町長！ 

山村副町長 ただいま部長が申し上げましたように、奈良交通からは申し出があったことは事

実でございます。ただ決定事項ではございませんので、一応奈良交通は９月で廃止をしたい

という申し出がございました。資料等も添えて出ております。町長の方は、近隣の、これは

広陵町だけの問題ではございませんので、この運行する路線の所在の市町がございますので、
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その市長、町長とも協議をしていただいております。それぞれの意向も確認をしていただい

ておりますが、雰囲気としては各市町が費用を出してまでというところは難しいというよう

な雰囲気をつかんでいるのは事実でございますが、今後議会の方にも、また利用者の皆さん

にもお知らせする機会をつくらなければならないと思っておりますので、よろしくご理解い

ただきたいと思います。 

山田議長 次に移ってください。 

乾議員 ありがとうございます。 

 次に移ります。 

 清掃センター解体工事に関しましてですけども、解体する工事に当たりまして、煙突です

ね、当然周りにはテントを張って防護壁いうのを立てて、粉じん飛ばないように、また騒音

の抑えるような形でやられるのは当然と思いますのやけども、煙突を倒すときに、ドーム形

ですが、完全に囲ってやっていただくような方法とかはあるのかなと。完全に飛ばないよう

にね。それが飛んだりしたら、当然今までから粉じんでいろいろ悩んでいる方がたくさんお

られると思いますのやけども、とにかく飛ばないようにできる方法はあるのか、ちょっとお

伺いしたい。 

山田議長 中尾理事！ 

中尾理事 お尋ねの件でございますが、ご心配ごもっともだと思います。煙突、それとセンタ

ーの本体ともに、完全に天井までおおって作業をするという条件の中で設計を今させており

ます。当然粉じんが外へ飛び出ない、洗濯物にそういうのがつかないという状態にして、解

体を中でやると。そのおおうことによって振動、騒音も軽減されるというふうに思っており

ますので、そういう設計でもって発注をかけていきたいというふうに計画いたしております。 

山田議長 １０番議員！ 

乾議員 よろしくお願いします。 

 それと入札方法ですけども、ちょっときのう私もしっかりしてたらよかったんですけど、

下水の方で、年度内でできないから来年度の繰り越しで下水の方がなってると。これは今見

てるんですけどね、２，０００万、４，０００万、大体大きく１億足らずの金額が繰り越し

されてます。これは年度内で、補助事業やから、なぜこの年度内にできやんかったのかと。

何でこれを繰り越ししてまで、今私も私なりに思うてるんですけど、その入札方法を考えて

ると。今、総合評価方式を導入しようと考えてるというようなことをちらっと聞きましてん

けどね。それはまあ国からお達し、町長のお考えで、そういう形でとっていくのも私はいい
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と思います。そやけども、今年の予算についているものやから、やっぱり町民も今年にはそ

こは下水が通るやろうと。通ってくるから、また家を建てて、今年のことやから、年度内に

建てたら小学校は通えるようなこともできるのと違うかという考えも持っている人もおられ

ると思います。そやのに、その町の入札方法のやり方だけで繰り越しに持っていくというの

はちょっといかなるもんかなと思うんですけど、その辺のご答弁をよろしくお願いします。 

山田議長 森田都市整備部長！ 

森田都市整備部長 ただいま乾議員の方からご指摘ありました件につきましては、確かに年度

をずれ込んだことにつきましては心よりお詫びさせていただきたいと思います。ただ、町の

事務の効率化ということで、下水道工事につきましてもある程度の本数をまとめた上で入札

手続をお願いしている段階であり、また、その答申につきましては、やはり最近特に費用対

効果ということで投資効率を厳しく求められますので、町といたしましても、その投資する

分について、本当にその効率、どの部分がやはり一番効率的にいけるかという場所選定等で

いろいろ協議をさせていただいて、そういう中で１カ所の部分でちょっとおくれた部分があ

りまして、それがために入札手続に依頼する時期が少しずれ込みましたことによりまして、

ちょっと年度内での完成がやはり到底見込めないということで、現在入札手続をさせていた

だいているところなんですけども、やはりこの３月末までではとても工期が厳しいというこ

とで繰越明許をお願いしたところですので、よろしくご理解いただきたいと思います。 

山田議長 １０番議員！ 

乾議員 もう１回いけるのかな。 

山田議長 もう１回いける。 

乾議員 わかりました。 

 それと、清掃センターの解体で、後の有効利用ですか、更地になって、当然家が建つとい

うことになっていきますのやけども、そのときに解体は解体、造成は造成と分けてやられる

のか、また、一本で、皆業者に任せてやるんか。それと、その中で区画整理とかいろんな工

事が伴ってくると思うんですけども、そこで、地元業者に当然そういう仕事をさせていただ

くような形を持っていけるのかと。当然大きなゼネコン業者が入札に参加してくると思いま

す。当然地元の業者は金額的にも技術的にも参加できないと思うんですけどね。そこで、そ

ういう特記事例ですか、入札のときに地元業者を使いなさいというようなことを掲げてやっ

ていけるのか。それと、分離発注いうのか、造成、解体とは別でするのかとか、そういうふ

うなところはまだ表には出てないんですか。そこの方をよろしくお願いします。 



－184－ 

山田議長 中尾理事！ 

中尾理事 跡地利用の計画につきましては、今、どういう方向でいいか、コンサル業者も交え

て思案をしているところでございます。今、議員がおっしゃったように、跡地を住宅地とし

て利用するという方針はもちろん決まっておるわけですが、町として跡地の区画整理の事業

までやって販売をするのか、または更地の状態で販売するのかという部分の、どちらが町と

して有利になるのかという部分で、今、調査をまさにやっているという状況でございます。

その中の計画がまとまりましたら、議員の皆様にもしっかりと報告させていただくというつ

もりですので、ご理解いただきたいと思います。 

 また次の、後の質問の、地元の業者がそこで仕事をする場面があるのか、チャンスがある

のかというご質問だと思うんですけども、いわゆる町が更地で処分する場合と区画整理をし

て処分する場合とにも変わってくる部分があるとは思うんですが、なるべく地元の者が、業

者の方がチャンスが与えられるような、官製談合にならない範囲でチャンスをつくる話はで

きるんじゃないかなというふうには思いますので、その辺のところもあわせて、これからの

協議に持っていきたいというふうに思います。どうかよろしくお願いいたします。 

山田議長 次に移ってください。１０番議員！ 

乾議員 よろしくお願いしておきます。 

 それでは最後に移ります。 

 一中学生が、私に個人的にそういう文書で送ってきてくれました。私も現地に行って確認

したところ、やはり危なく、家もないというような状態でした。夜になればちょっと暗いで

す。そこで、道路が、ちょうど百済赤部線が完成するまでなかなか街路灯がつかないのかと

いうことになるんですけど、仮設でね、今、安心・安全な道路としてやね、通行しておるわ

けですから、仮設でも、こういう仮にでも完成するまでにちょっと明るくしてやるとか、事

故があってからでは遅いと。今もそういう一中学生が、先生に言うても知らん顔やと。そん

な寂しいようなことを子供が感じているような文章でした。そやから、そういう経費もいろ

いろかかると思いますけども、完成するまででもいいから、仮に仮設のような形でとってい

ただくようなことはできますか。 

山田議長 森田整備部長！ 

森田都市整備部長 特に通学路につきましてはＰＴＡの方も毎年通学路の安全確認ということ

で確認をしていただいておりますので、そういう中で当然暗い、危険という箇所については、

町としましても一応教育委員会と十分協議をさせていただいて、これが街路灯になるのか防
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犯灯になるのかは別として、一応対応させていただく方向では検討させていただきます。 

山田議長 １０番議員！ 

乾議員 ありがとうございます。 

 それと、また広陵北小学校から本通りの危険箇所に白線というようなことを私は質問いた

しましてんけども、できることなら安全・安心な道路になりますよう働きかけをお願いして、

私の質問を終わります。ありがとうございました。 

山田議長 以上で乾君の一般質問は終了いたしました。 

 しばらく休憩します。１時半まで休憩いたします。 

   （Ａ.Ｍ.１１：４８休憩） 

   （Ｐ.Ｍ. １：３０再開） 

山田議長 休憩を解き、再開いたします。 

 次に、松野さんの発言を許します。 

松野議員 では、１６年間、６４回目の最後の質問をさせていただきます。最後のごあいさつ

は後日時間をとっていただけるということで、このいただいた６０分間は、最後の１分１秒

まで住民要望実現のために頑張ってまいります。また、ご答弁の方もよろしくお願いいたし

ます。（拍手）ありがとうございます。ちょっと少ないな。 

 地区計画についてです。地区計画の策定につきましては、施政方針で早期の制定に向け事

務を進めてまいりますと述べておられまして、大変大きな期待をしているところでございま

す。そこで、現在の進捗状況はどうなっているのか、お聞きしたいと思います。また、条例

制定の目標は来年度の何月議会を目標に制定したいと考えていただいているのかということ

もお聞きしたいと思います。また、自治会とは密接に連絡をとって、問題点や進捗状況など

も含めて、きめ細かな十分な説明をしていただきたいと思います。この点についてもお尋ね

いたします。 

 ２つ目、馬見北５丁目の石材置き場等の問題解決をということです。馬見北５丁目の石材

置き場、スクラップ置き場、また、最近は大型ダンプの駐車場になっています。この問題は

何回も町にも解決の手だてをお願いをしてきた経緯がございますが、もう既に２０年以上の

長きにわたって解決がしておりません。住民はこれ以上我慢ができない、早期解決に向けて

町としてもご尽力を願いたい。この点についてお願いをいたします。 

 また、３つ目が、南４丁目のマンション建設問題についてでございます。マンション建設

について、昨年１２月にフクダ不動産と町住民との間で話し合いが行われ、１戸当たり１０
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０平米の計画を提示されました。この点につきましては住民との合意事項であったわけです

が、ところが、ことしの２月に入って、突然６０平米、６８戸に変更したい旨を自治会と町

に連絡があったということを聞いております。町は毅然として指導要綱を守らせるべきであ

るが、町はフクダ不動産にどのような行政指導をこの間しているのか、具体的に、正確に報

告をしていただきたいと思います。 

 ４つ目、男女共同参画事業についてでございます。平成１１年６月に男女共同参画社会基

本法が制定され、奈良県では平成１３年７月に奈良県男女参画推進条例が制定されました。

県内では平成１９年４月現在で男女参画に関する計画を１２自治体が策定、４自治体で検討

中でございます。条例は４自治体が策定、１０自治体が検討中ということです。 

 デートＤＶが横行しているとテレビの方で耳にしましたけれども、この原因は男女の関係

について保守化しているからという指摘がございました。男女が互いに人権を尊重し、性別

にかかわりなく一人一人が個性と能力を認め、発揮することができる男女共同参画社会の構

築は広陵町にとっても急務でございます。計画、条例の早期策定を求めます。 

 ５番目、放課後子ども育成教室について。来年度の児童育成クラブの入園受け付けは既に

昨年１１月に行われています。放課後子ども育成教室で従前の児童育成クラブの機能は保持

されるのかどうか。また、受け入れ体制はどうか。これは前の議案質疑でもございましたが、

簡単にご答弁をお願いいたします。 

 ６番目、図書館活動の充実について。子供の読書活動計画の策定を施政方針で約束いただ

き、喜んでいるところでございます。計画策定に当たって子供読書活動計画策定委員会を設

置し、委員にはお話会などのボランティアグループの方や公募による委員を加えていただき

たい。２つ目が、学校図書館支援センターと共同でされることは望ましいが、連携の対象は

高校生も含めていただきたい。人生の大切な時期に読書離れになるというのが今の実態でご

ざいますから、ぜひ生駒のように高校生も対象に含めていただきたいと思います。この点に

ついては生駒市を参考に研究していただきたいと思います。３つ目が、学校図書館支援セン

ターの成果が実っているということですが、教師に対する学校図書館サービスを町立図書館

と連携して充実し、再来年度以降も町単でも事業を持続されることを強く要望いたしますが、

この点についてのお考えをお聞きしたいと思います。 

 ７番目、平和を大切にする広陵町にでございます。国民を守るイージス艦が国民を殺すと

いうような、こんな事態が起きて、今、本当に平和に対する問題、関心が高まっている中で、

大きな驚きが寄せられているところでございます。そこで、広陵町も平和を大切にするまち
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づくりを進めていただきたいと思いますが、１つ目は、広陵町も非核平和都市宣言をしてい

ます。垂れ幕は時々活用していただいていると聞いていますが、看板やモニュメントで平和

のまちをアピールしていただきたいと思います。これは玄関の広陵町役場の入る入り口のと

ころに暴力排除宣言のまちという大きな看板が立っているわけですが、暴力排除宣言のまち

といえば、逆に暴力が何と多いまちだからこういう宣言をしているのかなと、こんな声も聞

くところでございます。ですから、あのようなあの看板を非核平和都市宣言の看板に立て直

していただくとか、そういうことも検討していただきたいと思います。 

 また、毎年自衛隊の新入隊者に対して町長が激励をされ、広報に掲載されておりますが、

大変違和感を持つ町民が多いことを聞いておりますし、私も違和感を持っております。他町

の方からも疑問を持たれています。今後は激励会をしないでいただきたい。なぜ自衛隊の入

隊者だけ激励するのかということは大変アンバランスであり、理解しがたいことですので、

この点についてもお聞かせいただきたいと思います。 

 以上、今回７項目とちょっと数が多いですので、答弁の方は簡便に、的確によろしくお願

いいたします。 

山田議長 ただいまの質問に対し、答弁をお願いいたします。町長！ 

平岡町長 松野議員からご質問をいただきました。１６年間の長きのお勤め、本当にご苦労さ

までございます。６４回も一般質問をなさったということも、よく頑張っていただきました。

今回も７項目にわたりのご質問でございます。簡略にせよということでございますので、簡

単にまとめたいと思います。 

 まず初めの地区計画でございますが、現在、地区計画策定に必要な地区内の現況把握や地

元の意向調査等の業務を行うに当たり、都市計画業務に精通している業者に委託するところ

であります。今後はその結果を集計、分析の上、早期策定に向け鋭意努力してまいります。

また、地元へは適宜説明会等を開催し、内容説明や意見交換を伺ってまいりたいと存じます。 

 ２番目の、馬見北５丁目の石材置き場等の問題解決でございます。ご質問の対応につきま

しては、問題等が発生すれば、関係機関との連携を図りながら問題解決のため協議を重ねて

まいっておりますが、北５丁目内の敷地に資材が置かれていることや、ダンプカーが駐車す

ることについては法的には何ら問題ないことであり、規制する理由に当たらないとの結論に

達しております。地元自治会長さんとも現地を確認し、土地所有者に対し、歩行者を初め、

地域内の交通安全には特に注意するよう申し入れしております。今後も関係機関と協議を続

け、違法行為には断固対処していきたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようよろ
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しくお願いします。 

 南４丁目のマンション建設問題でございます。本町としては当初から町の開発指導要綱に

沿った指導をしてまいりましたが、今回事業者から指導要綱に従わないところの申請があり、

現在指導について、県及び弁護士とも協議を重ねているところであります。 

 要綱とは行政機関の内部規定であり、法的拘束力を有するものではなく、弁護士との協議

においても否定的な見解であります。しかしながら、本町としては今後も引き続き開発指導

要綱の目的である住民の生活と環境を守り、良好な住環境の形成と秩序あるまちづくり実現

のため、根気よく指導してまいりたいと考えます。その旨記した事前協議書の回答をいたし

ました。 

 次に、男女共同参画事業についてでございます。個人の尊重と法のもとの平等は日本国憲

法にうたわれており、差別のない、人権が尊重される社会を目指しているところでございま

す。しかし、性別による固定的な役割分担意識や、これに基づく社会における制度または慣

行が依然として存在し、男女平等の実現には多くの課題が残されております。本町としまし

ても、性別にかかわりなく、一人一人が人権を尊重し、喜びと責任を分かち合える男女共同

参画社会の実現を目指し、あらゆる分野において男女共同参画社会形成の促進に努めていま

す。 

 また、女性問題につきましては、総合相談、法律相談等、各種相談窓口において相談指導

をしています。今後も共同参画社会の実現に向け、講演会、セミナー等の開催や相談窓口の

充実を図ってまいりたいと考えております。 

 ご提案の男女共同参画推進条例の策定につきましては検討してまいりたいと考えています。 

 次に、５番目は放課後子ども育成教室でございますが、教育長がお答えします。 

 次、６番目の図書館活動の充実も同様でございます。 

 ７番目の平和を大切にする広陵町というご質問でございまして、激励会をしないでいただ

きたいということでございますが、答弁として、平和を大切にする広陵町にとのご質問です

が、まず初めに、非核平和都市宣言の看板やモニュメントで平和のまちをアピールしてはど

うかとの質問でありますが、本町は昭和６０年１２月１８日、議員提案で広陵町非核兵器平

和宣言を求める決議案が提出され、原案可決されました。これにより玄関前に看板を設置し、

住民に啓発等をしてまいりました。 

 現在の玄関前の暴力追放などといった看板類につきましても、優しい言葉、表現に改めた

いと考えています。同時に、国や県及び運動団体により作成されたパネルやポスターについ
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ても展示しながら、町民への平和に対する大切さを訴えてまいります。 

 自衛隊は日本の国を守る使命を担っています。また、自治体は自衛官の募集に関する事務

の一部を担う定めもあります。町民が隊員となられたときは、郷土、生命、財産を守るとい

う大きな目標を掲げ活動される崇高な精神に対し、激励を行っているところであります。 

 以上のとおりでございます。 

山田議長 教育長！ 

安田教育長 松野議員の質問の放課後子ども育成教室についてお答えいたします。 

 放課後子ども育成教室につきましては、共稼ぎ家庭など、留守家庭の１年生から３年生ま

での児童を対象とする児童育成クラブと、昨年９月から実施しておりますすべての家庭の４

年生から６年生までの児童を対象とする放課後子ども教室を、１年生から６年生までの児童

に対象を拡大し、一体的に実施するものであります。現在、文部科学省、厚生労働省、両省

において、放課後の子供の安全で健やかな活動場所を確保し、総合的な放課後対策として放

課後子どもプランが推進されていますが、今回の放課後子ども育成教室はこの考え方を県内

において先駆けて取り組むものであり、町内の小学校に在籍するすべての児童に安全・安心

の居場所づくりを提供するものであり、従前の児童育成クラブの機能に比較し、飛躍的な改

善を図るものと期待しております。受け入れ体制についても、専属のクラブ長の配置など、

スタッフの充実を図ります。 

 続きまして、質問事項６、図書館活動の充実についてであります。子ども読書活動推進基

本計画につきましては、平成２０年度中の策定を目指し、現在素案づくりを進めています。

策定委員会の委員の選出に当たっては多くの意見が反映できるようにしたいと思っておりま

す。 

 平成１３年度に制定された子ども読書活動の推進に関する法律第２条に、子供はおおむね

１８歳以下の者をいうとあり、高校生も対象になることは当然でございます。 

 また、学校図書館支援センターも１年が経過する中で、各学校の成果を冊子にまとめ、保

護者、教諭等に配付しようと考えております。平成２０年度も、支援センター推進計画を立

て、文部科学省に現在申請中でございますので、まずは２年目を目標に取り組んでまいりた

いと考えております。以上でございます。 

山田議長 ２回目の質問を受けます。１２番議員！ 

松野議員 まず最初に、前回の１２月議会では寺前議員が質問事項を簡単に書き過ぎて、もっ

と詳しく書いてくれないと答弁できないって町長もおっしゃっておりましたが、私は大変細
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かく今回も質問しておりますが、的確に答弁いただいておりません。そのことについて、ま

ず最初に抗議しておきたいと思います。その上で再度質問いたします。 

 地区計画についてでございますが、これについては、私は町の方から出された計画に従っ

て、大体１４カ月かかるという計画に従って、これに従って何月議会が最終的の目標になる

のかと、今提出されている分ですね、それについては当然こういう計画をお持ちだから確認

をさせていただきたいという意味で質問させていただきましたが、これについても答弁があ

りません。はっきりと、今の計算でいえば１２月議会か３月議会には必ずできるであろうと

いうふうに思いますが、この点について、目標ですからいろいろな場合もありますけれども、

目標を明確に定めて推進するのが役場の事業のやり方ではなかろうかと思いますので、この

点について明確にお答えいただきたいと思います。 

 それから、現在の進捗状況なんですけれども、今、業者に委託するところでありますとい

うことですが、もう既に地区計画制定の申し入れをしていただいてから４カ月たっているん

です。これがあと８カ月間の計画でいえば、都市計画審議会へ報告をするまでが８カ月間と

いうことですから、この間に県との協議、地元と協議とか、たくさんのなさねばならないこ

とがございますが、この状況であれば出された計画すら守れないと、そういうことになって

くるんですけれども、この点について、これでも１年４カ月も長いなと思っていたんですけ

れども、今なお誠実にこの地区計画をつくっていくための流れができていないと思うんです

が、実際のところ、どの程度の進捗状況になっているのかですね。それから、その８カ月と

いうことでいえば、これで６月には都市計画審議会へ報告できるという段取りになりますが、

この点について計画を確認をしていきたいと思います。 

 それから、自治会との協議なんですけれども、自治会とは、アンケート調査される、町の

方がされるわけですが、そのアンケート調査を事前に内容、時期について自治会と相談をし

ていただく、また、その結果についても自治会の方に報告していただく。当然だと思います。

また、原案につきましては、これは自治会と話し合って承認していくということについては

当然ですけれども、また、縦覧の手続の方法、日程などについてもその都度、今具体的に言

いましたから、この具体的なことについて相談をし、説明をしていただけるのかということ

を確認したいと思います。 

山田議長 都市整備部長！ 

森田都市整備部長 まず最初の何月議会かということですけども、一応担当課といたしまして

は１２月議会を目標に今取り組んでいるところでございます。 
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 それから、まず現況調査、地区内の現況を把握する必要がありますので、そういう件で一

応コンサル業務に委託をということで、あす、そういう業者の入札を予定いたしております。

その業者が決まり次第、早急に事務を前へ進めていきたいというように考えております。 

 それから、地元との協議を十分してくれるかということですけども、これは議員さんがお

っしゃらなくても、当然私どもは地元と十分協議をさせていただいた中で、地元の資産を制

限をかけていきますので、やはり地域内の方とは十分綿密に協議もさせていただく、相談も

させていただく、これは、この部分についてどうこうじゃなしに、必要な部分については必

ずさせていただくということでご理解いただきたいと思います。 

山田議長 １２番議員！ 

松野議員 では、地区計画につきましては１２月議会目標ということで、地元と相談しながら

進めていただくことを確認いたしましたので、これで質問を終わります。 

 ２つ目の馬見北５丁目の石材置き場の問題についてなんですけれども、この間何回かご相

談しながら、対応も一定はしていただいてきたわけですけれども、この２０年という間に、

最初は周りが全部空き地だったんですけれども、周りが全部家並みができ上がって、大変あ

そこの部分が異様な風景になっているんです。そういう中で、やはり従前どおりのトラブル

が起きているということは変わっていないわけですから、これについて、私は昨年、国土交

通省の方に直接お電話で問い合わせをさせていただきました。そしたら、やっぱり地区計画

では難しいので、景観法で対応されたらどうでしょうかということでしたけれども、景観法、

また新しくつくるということもなかなか大変エネルギーが要ることでございます。 

 ですから、地区計画を策定するに当たって、あわせてあの空き地の問題も自治会と一緒に

なって力を合わせていただいて、業者あるいは土地の所有者との話し合いの場を持っていく。

あるいはここにはそぐわないので、代替地、どこかこういうところはどうでしょうかとか、

そういう提案をしていただくとか、そういう解決のために、法律違反でなければ何でもいい

のではなくして、地区計画も法律違反でないけれども、法律を新たにつくっていくわけです

から、景観法についても法律はないけども、新たにつくっていくわけですから、広陵町の真

美ヶ丘ニュータウンの方向性はそういう方向性でございますから、とにかく地区計画を推進

するに当たって、自治会と協力して、そのような協力を一体となって力を尽くしていただき

たいんですが、どうでしょうか。 

山田議長 吉村理事！ 

吉村理事 この件に関しましては、特に空き地という状況の中で、地元自治会長を初め大変ご
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尽力をいただいております。我々担当といたしましても、やはり個人の所有地とはいうもの

の、私有地ではあってもそれなりの義務というものが当然ございます。また、所有権という

こともございます。そのあたりのところで我々は所有者とも今後もいろんな議論を重ねなが

ら、地域にそぐう利用あるいは環境対応をしていただけるように努めてまいりますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

山田議長 １２番議員！ 

松野議員 それでは、この問題につきましても自治会と協力して一緒に進めていっていただく

ということですので、具体的な部分につきましては今後鋭意努力していただいて、自治会と

協議をしながら最大限協力をしていただきますようにお願いをいたしまして、この問題を終

わらせていただきたいと思います。 

 続きまして、南４丁目のマンション建設問題についてでございます。これも質問をさせて

いただいて、具体的にどのようなことをしているのかということで、私は内容が、何月何日

に弁護士ともこういう協議をしたとか、フクダ不動産にこういう指導をしたとか、そういう

ところをご答弁を期待していたんですけれども、全体の方向というところの答弁になってい

るわけですけれども、まず、指導要綱は、指導してまいりたいということでは答弁いただい

ているんですが、これは業者が守るという、そういうものじゃなくて、広陵町が守るべき内

容だということですね。それは広陵町がつくったんだから、業者は押しつけられるわけです

から、ですから、こういう点でいいましても、事業者は前項の協議を行う前に地元利害関係

者と協議し、その同意書を事前協議書に添付しなければならない。町長は協議を申し出た事

業者に対し、本町のまちづくりに整合するように指導するものとするということを明記して

いるわけですから、これはやはり町が本当に一生懸命になって、これに整合させるような行

政指導を強くしていくということが求められているわけです。 

 そういう点について、じゃあフクダ不動産にいつ、どのような話がフクダ不動産からあっ

て、そのときに具体的にどういう行政指導をなされたのか。それから、弁護士とご相談いた

だいているということでありがたいんですけども、町の顧問弁護士ですからそれはいいです

けども、いつ、どのような相談をして、ここに少し見通しがよくないようなことも書いてお

られますが、どのような言葉を言っておられるのかということ。それから、事前申請ですね。

これ、事前申請は出ているのか、いないのかね。弁護士さんをということですので、事前申

請が出されているんじゃないかなと思うんですけれども、そこの確認も、具体的にそういう

部分で教えていただきたいと思います。 
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山田議長 都市整備部長！ 

森田都市整備部長 ここの部分につきましては、２年ほど前から一応話がある部分で、最近ま

では町の指導要綱に沿った１００平米で建設するということで、地元との協議がなかなかで

きないと。ですので、何とか地元との協議できる場を設けてくださいということで、町も自

治会長さんにご無理を願って説明会の日程を設定させていただいて、一応第１回目の説明会

を行わせていただきました。これはもう議員さんもご存じだろうと思うんですけど。 

 で、地元からいろんな要望がありまして、それを地元の方から文章でフクダ不動産に対し

て、こういう点についてどうしてくれるかという質問状を出された。それについて、フクダ

不動産の方から後日それに対する回答をさせていただくということで、地元にその回答の日

を設定して、地元へ来られて、その場で、フクダ不動産としては町の指導要綱による１００

平米は守れませんと、６０平米でいきますということを地元におっしゃったということで、

その日はそれで流会になって、それ以降、２月の２２日にフクダ不動産の方から、町に対し

て６０平米による事前協議書が出てまいりました。それで、町としましては、一応事前協議

書が出てまいりましたので一たん受け付けさせていただいて、それに対して一応内容を確認

する上で、面積的に広陵町の指導要綱に沿ってないということで、きょうフクダ不動産に、

町の指導要綱に沿ってない部分があるので、町の担当部署と再度協議をするようにというこ

とで通知を出しました。 

 その間、一応町といたしましても、指導要綱といいますのは、以前からも申しております

ようにあくまでも要綱であり、法的には拘束力がないということですので、県も当然その指

導要綱によって県内の開発については指導をされてます。ですので、県にも寄せていただい

て、県としてこういう指導要綱はどうされるんですかという話の中で、県としては町の指導

要綱は町で考えてくださいと、県の指導要綱は県が責任持って対処すると。負けるか勝つか

は別として、県はあくまでもその指導要綱によって指導をすると。町もその指導要綱に沿っ

て指導されるか、法的に争われたら負けるものであるので、どうするかは町として考えてく

ださいということでした。 

 それから、顧問弁護士の方にも、一応、法的にどうなるかということで協議に寄せていた

だきました。顧問弁護士さんのおっしゃるには、現在の今の時代の流れの中で、指導要綱で

はもう対等に争うことはまず不可能だと。指導要綱を改める方が先ではないですかというよ

うな、法律の上から見ればそういうことになりますよと。このまま法律上の争いをして、負

けてすれば、当然業者は地元との協議も一切なしに建設をしますよと。ですので、そこまで
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いくか、ある程度地元の要望を聞いてもらった中で調整していくか、いずれかの方法はある

けどもという返事でしたので、町として、そしたらこれをどうしようかということで、町と

しても一応内部で協議をさせていただいて、町は過去からそういうことで、まちづくりとい

うことで指導要綱で指導をしてきていますし、また、それで今までは皆それに沿った一応開

発をしてきてもらっている中で、今、負ける、勝つは別として、町として、そうしたらもう

認めようというわけにはいかないということで、町としては町の指導要綱で今後もフクダ不

動産に指導はしていくと。 

 ただ、フクダ不動産がその中で司法の場に訴え出るかというのはちょっとうちではわかり

ませんけども、訴えられたら多分負けるであろうと。負けた場合は当然賠償請求もされるで

あろうということだけは、議員の皆様方も、当然そういう方向でいけば最終的には賠償請求

ということもあり得るということだけはご理解いただきたいと。町は、一応あくまでも町の

指導要綱で今後もフクダ不動産には指導をしていくと。ですので、事前協議書は成立しない

と。結局協議されても、うちはそれに沿って指導をしていきますので、あくまでも平行線を

たどっていくということでご理解いただけたらと思います。 

山田議長 １２番議員！ 

松野議員 いろいろご努力をいただいていることをご説明いただきました。本当に一生懸命頑

張ってほしいと思うんですけれども、この前ちょっと触れました、真鶴町の給水裁判ですね、

これにつきましては、まちづくりでマンションが建つということで、そのマンションを建て

ることをストップさせるために真鶴町が給水規制条例をつくって、それで裁判になったわけ

ですけれども、裁判になる前に真鶴町は、業者は裁判を起こしてくるかもしれない、それは

受けて立つしかない、覚悟ができていたということで、かなり決意を持って臨んだわけです。 

 今回も、これは南４丁目だけの問題ではなくして、真美ヶ丘全体の問題、ひいては、今後

広陵町全体のまちづくりに大きな影響を及ぼしていく大変大切な問題なんですね。今、それ

も南４丁目も地区計画をつくろうという中で、指導要綱すら守らせることができないとなる

と、やはり行政の指導力についても問われるんです。 

 この指導力の弱さという部分につきましては、今回はとりわけ当初６０平米が町長の方か

ら提案があったんじゃないかということで耳にもしておりまして、その点はフクダ不動産は

ずっと言い続けているわけなんですけれども、そういう経過の中で弱点があったことがこの

ような結果にあらわれてきているのではなかろうかというふうに心配をしているんですけれ

ども、それは町長の方はそんなことはしていませんということで対立しておりまして、町長
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は言っておられないかもしれませんし、その辺は真偽のほどはわかりませんけども、町と業

者と自治会との先ほどの話し合いの中でも、やはり裁判になったらあの指導要綱は勝てませ

よというようなことを町の方も説明をするという、そういう一貫して大変業者に対して弱い

姿勢をとってこられたことがこういう結果になってきたのではなかろうかと大変心配をして

いるところです。 

 今後、事前協議書が出たということについては、自治会の方とどういう話し合いをしてい

ただいているのかですね。やはり私は大変重大な問題ですから、南４丁目の自治会の力をお

かりし、そしてまた真美ヶ丘住民全体の力をかりても、広陵町と一体になって業者を何とし

ても説得をしていただくと、こういう大きな運動を起こしていただかなければ、なかなかこ

れはここまで来たら解決は難しいと思っているんですけれども、こういう点で、本当に今は

一生懸命頑張っていただいていることをご説明いただきました。それは信頼いたしますし、

今後も頑張ってほしいわけですけれども、そういう部分で頑張っていただくのに、今の状態

で町だけで頑張っていくのもなかなか難しい点がございますから、住民と一緒に力を合わせ

て、手をしっかりとつないでいただいて運動を進めていっていただくということが今一番大

きな成果につながる可能性があるのではなかろうかと思いますが、この点についてはどのよ

うにお考えいただいているのか、お聞きしたいと思います。 

山田議長 森田都市整備部長！ 

森田都市整備部長 ４丁目が今ちょうど自治会長さんがかわられるとかいう話で、今までの自

治会長さんにも一応この件についてはお話はさせていただいていますけども、その自治会長

さんももう私かわりますのでということで、ちょっと今のところは話が前へ向いては進んで

おりません。 

 弁護士との協議の中で、先ほど言い忘れましたけども、１つは、地元が住民から裁判を起

こすというのも一つの手であると、建設差し止めということでね。それしか手はないであろ

うということでしたので、町としても今後どうしていくか。フクダ不動産を指導していった

中で、それはまたその状況に応じて地元の力もからなければならないとは思いますけども、

それはまた今後の成り行きで考えさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いした

いと思います。 

山田議長 １２番議員！ 

松野議員 今、ひとつ差し止めというご提案もございまして、それも一つの有効手段だろうと

いうふうに私も思います。今、本当に自治会長さんがかわられる、そういう時期でありまし
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て、どこまでということもありますが、かわられるに当たっても、引き継いでいく大変大事

な問題であることには自治会としても間違いないわけですので、そういう部分について現自

治会長さんにしっかりとお話をしていただき、あるいは住民説明会を町が住民に対してして

いただくという方法をとって、ぜひ住民が一致団結して、何としてもここをストップをして

いくということを最大限努力していただくことを心からお願いをいたしまして、この質問に

ついては終わらせていただきたいと思います。 

 それから、４つ目の男女共同参画事業についてでございます。これにつきましては策定に

ついて検討していただくということで大変喜ばしいことですけれども、広陵町の実態を、こ

れは奈良県がつくった男女共同参画課の方で奈良県がつくった資料なんですけれども、これ

によりますと広陵町の実態が明らかになってきているわけです。 

 これでいきますと、広陵町の方では、審議会等における登用状況ですね、女性の登用の状

況ですけれども、これが１７５分の２７で１５．４％、近隣に比べましてもかなり低いんで

すね。それから、地方自治法に基づく委員会等における登用状況では、これは多分教育委員

さんが入っていただいたんで、この資料ではゼロですけれども、１になると、３１分の１に

なるだろうと思います。これも全体として低い方ではないかと思います。例えば明日香村で

は４人、上牧で３人ということですので、そういう部分では、女性の比率がこの部分につい

ても低い状況です。管理職の、これは課長補佐級以上の管理職の在職状況ですけれども、こ

れにつきましては８１分の１６ということで、現在の配置状況も確認いたしまして見ました

が、これは１９．８％で高い方なんですが、広陵町は幼稚園とか保育園とか直営でやってい

ただいておりますので、そこでの管理職が多いから人数が多いんですけど、一般職だけで見

ますと３人か４人だったかな、で、ちょっと少ないんですね、やっぱり。さらに課長補佐級

以上の課長とか、また部長はおられませんし、何年か前にいらっしゃいましたけれども、そ

ういう部分で見れば、ほかのところでは管理職の中で教育長が女性であったりとかいろいろ

ありますので、大変寂しい状況やなという実態です。 

 あとは自治会における登用状況も広陵町はゼロで、これはゼロのところも多いんですけれ

ども、近隣では２人とか３人とかなられておられるところがあるというふうな実態の中で、

全体としてやはり広陵町は女性の進出がおくれているまちだなということを、数字の上から

も実感せざるを得ないんですね。その点については、従前からも大変職員さん、女性の管理

職にということで努力をしていただいているということもお聞きしているんですけれども、

管理職になったらちょっとおやめになったりというケースも私も幾つか目にしているところ
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なんですけれども、なぜ、じゃあ管理職になられたらやめられるのかという、そこの基本的

な問題をきちっと解決をして、やはり人口の半分は女性ですから、女性の能力を大いに生か

して、それから、女性の目線を大いに行政の中で取り入れていくということは大変必要な問

題ですね。 

 ですので、そういう点では実態調査のアンケート、役場の中だけじゃなくて、外の職場の

問題とかいろいろありますけれども、女性全般に係るアンケート、ＤＶなんかも調査したり

ですね、実態の、されている自治体もあるんですけれども、実態調査のアンケート等を、ア

ンケートを含めた実態調査をしていただいて、その上で数値目標を設定していただいて、問

題点を整理し、ぜひそういう形での実効性のある計画、条例を策定をしていただきたいなと

いうふうに思いますが、そのやり方についてですね、どのようにご理解いただいているのか

ということをお聞きしたいと思います。 

 それから、先ほども言いましたけれども、ＤＶがやっぱりなかなか多いということを、特

に若い子のＤＶが多いということをテレビで知りまして本当に私もショックを受けた状態な

んですけれども、そういう問題では教育にもかかわる問題もあろうかというふうに思います。

若いときからの教育、学生時代からの教育も必要だということも指摘されているところです

が、そういう問題点が今新しい問題として大変大きく浮上してきている状態です。 

 やはり取り組みを進めておられる自治体では、例えば奈良市でしたら女性問題相談室いう

のが常設されておりますので、平成１８年度の女性問題に対する相談が３，０１７件も寄せ

られているんですね。河合町も女性ＤＶ問題電話相談いうことで、毎週火曜日と金曜日とき

ちっと決めてなさっておられるから、１年間に６４件、誇れる数字では全然ないんですよ。

ない方がいいんですけれども、やはりそういうふうにきちっと対応されているところでは相

談があるんですけれども、広陵町ではそういう体制が整っていないのでゼロ件という、こう

いう報告になっているんですね。ですので、そういう点では、ぜひ男性も女性も生き生きと

した広陵町、生き生きとして働ける、生き生きとして生活ができる広陵町をつくるためにも

そのような実効性のある男女共同参画条例を策定していただきたいんですが、再度、今、具

体的な部分について述べましたので、その点についてお考えをお聞かせいただけたらと思い

ます。 

山田議長 笹井理事！ 

笹井理事 男女共同参画基本計画法の中、あるいはまた県の条例の中で、当然、女性の社会進

出を阻むという状況はあってはならないというふうには感ずるところでございます。特に女
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性職員の登用につきましてですが、管理職につきましての考え方といたしましては、やはり

男女同様の考え方で、自己啓発、自覚、認識の向上心、こういったものを配慮しながら、女

性の管理職員の昇格につきましても取り組んでいるところでございます。 

 ただ、平成１７年１２月に改正されました防災分野における女性の参画の拡大と、こうい

ったこともあります。こうしたところでは、私どもには女性消防団の登用ということで、そ

うした女性の登用、社会への進出といったことにつきましても、女性消防団の登用を実態と

しては見ることができるわけでございます。また、比較的各種委員会、それから行政組織そ

のものにつきましての女性の登用あるいはまた就任は少ないかというふうには思われますが、

今後も積極的に男女の隔たりなく登用を考慮してまいりたいなという思いを持っております。 

 それから一方、女性に対するセクハラ問題や、そして虐待は、これもあってはならないと

いうふうなことでございます。当然奈良市のようなところでは相談件数が多いというふうな

実態もご報告いただいておりますけれども、広陵町として、果たしてその相談窓口でないか

らゼロか、あるのやけども相談がないかといったことにつきましても少し定かではございま

せんけれども、相談窓口として相談のしやすい体制をとるというふうなことは必要かなとい

うふうには考えてございます。総合相談としての窓口、あるいはまた法律相談としての窓口、

本町も開設しておりますので、そういったところで相談しやすい窓口体制にしていかなけれ

ばいけないなというふうには感ずるところでございます。 

 また、アンケートそのものでございますけれども、女性に対するそういう日ごろの社会に

対する考え方、そういったことにつきましては女性アンケートをとるのも一つの方法だなと

いうふうには感ずるところでございます。今後よく検討してまいりたいと思います。 

 それから、参画推進条例のことでございますけれども、県下で３市１町が条例の可決をさ

れておるわけでございます。計画書につきましては１２団体と、ご指摘いただいております

ように、比較的市部の方でその計画プランというものをお持ちでございます。本町といたし

ましても、プラン、いわゆる男性女性生き生きプランというふうな、こうしたプランの策定

から考え、そして、条例化に進む方法をベターかなというふうに考えるところでございます。

今後そうした内容について、女性の社会進出を阻むことのないように努力してまいりたいと

いうふうに感ずるところでございます。どうぞよろしくお願いをいたします。 

山田議長 １２番議員！ 

松野議員 前向きに検討していただいておりますけれども、まだまだ、今おっしゃっていただ

いたことを、もう少しですね、やはり具体的な形で計画としてまずは策定して条例化してい
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くという部分について、手順も含めて研究をしていただく必要があるなというふうに思いま

すので、今後どうか早急にそういう点についても着手されますようにお願いをしておきます。 

 続きまして、放課後子ども育成教室についてでございますが、これはあすの総務委員会で

も議論することができますので、この前質問できなかった１点についてだけ、ここでは質問

をしておきたいと思います。 

 これは別にこれと本質的な問題ではないかもしれませんけれども、このクラブの申請の仕

方なんですけれども、去年、申請に行く期間が限られているので、仕事を持っていたら申請

に行くのに仕事を休むことが大変厳しいという状況の中で無理して休まれたんですけれども、

そういう点については、郵送なり、違う手段も考えてほしいということがありまして、直接

担当課の方にご相談して改善をお願いしたことがあるんですけれども、その点について、現

状が改善されているのか、改善されていないとすれば、どういう方向でしていただけるのか

ということについてだけお聞きをしておきたいと思います。 

山田議長 教育委員会事務局長！ 

北神教育委員会事務局長 その件につきましては、申請は来ていただいて、説明をさせていた

だくと。いろいろやはり説明しなくては誤解を生むこともございますので、きちっと説明を

させていただくために来ていただきたいというのが原則ではございます。しかし、中には来

られないという方も、当然家庭の事情でおられます。そういう方に対しましては、郵送なり、

来なくてもいい方法を考えて申請を受けるということにいたしたいと。ケース・バイ・ケー

スで対応していきたいと存じます。以上です。 

山田議長 １２番議員！ 

松野議員 ありがとうございます。またそういう形で柔軟に取り組んでいただきますようにお

願いをいたします。 

 それでは、次の問題に移らせていただきたいと思います。 

 図書館活動の充実についてでございます。これにつきましては前回は方向性は答弁してい

ただいておりましたが、今回の施政方針の中で、子ども読書活動推進基本計画について策定

を目指すということで明確にしていただき、本当に喜んでいるんですが、これに対して、委

員会について具体的に、例えばボランティアグループの方や公募による委員を加えていただ

きたいということを具体的な提案をしておりますが、これについての具体的な答弁がござい

ませんが、再度この点について明確にご答弁をいただきたいと思います。 

 それから生駒の方の、前も言いましたけれども、生駒市の子ども読書活動推進計画などは
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文科省の方も大変推奨している、なかなかレベルの高い内容になっております。ですから、

ぜひ生駒の方で学んでいただきたいというふうに思っているんですけれども、学校図書館だ

けでなく、やはり地域が幅広く協力して、子供と本をつなぐ、そういうチャンスをつくる必

要があります。そういう部分でいえば、学童保育、今、本を置いてあるところもあるんです

けれども、本当に良質な、子供に読んでもらいたい本がちょっとどうかなという部分もござ

います。 

 ですから、学童保育とか、学童保育などに図書館と連携してきっちりと貸し出しをすると

いうことも含めて検討していただきたいんです。それから、塾とか、そういうところであれ

ば、立ち寄り先ですね、子供がよく立ち寄るところへはブックリストや図書館のお便りとか

を置いておくとか、あるいはまた入院中の子供とか、さまざまな障害を抱えて図書館に来れ

ないという困難な子供たちに対してはそれなりの別建てのサービスをするということとか、

本当にきめ細かい形で生駒の教育委員会の方はこの計画を立てております。 

 そういう点で、さっきの具体的な委員に対する問題、どうしていただけるのかということ

と、この計画について、別に生駒だけがいいというわけじゃありませんから、もっと視野を

広くして研修をしていただいて、いい計画を策定していただきたいと思いますが、その点に

ついてどうかということを簡単にお願いをいたします。 

山田議長 教育委員会事務局長！ 

北神教育委員会事務局長 策定委員会につきましては、現在素案づくりを進めておりますので、

それが一応大まかにでき上がりましたら委員会のメンバーなどを具体的に決めていきたいと

存じております。 

 それから、生駒市を参考にということでございますけども、生駒市も含めた先進地の事例

を参考としたいと思っております。 

 それから、あらゆる場所におきまして団体貸し出しということなんですけども、それは図

書館の使命でもございますので、申請があればどの場所にも団体貸し出しをする方向でサー

ビスをしたいと思っております。以上です。 

山田議長 １２番議員！ 

松野議員 申請があればじゃなくて、積極的に働きかけをしながら進めていただいて、私も今

後住民の一人として図書館を利用させていただきますので、どうかよい計画をおつくりいた

だきますように、よろしくお願いいたします。 

 最後になりましたが、平和を大切にする広陵町にということでございますが、この点につ
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きましては答弁がきちっと前向きな答弁が出なくて大変残念だなと思っているんですけれど

も、非核平和都市宣言の看板とかモニュメントをつくっている自治体、ちょっと今回何自治

体、奈良県であるのかということを調べておりませんけれども、結構あちこちで目につくん

です。近隣でも目につきます。ですが、ここにご答弁いただいている、看板を設置して住民

に啓発等をしてまいりました。過去にそういうことがされたことがあるかもしれませんけれ

ども、これは常に恒常的に啓発していただかなきゃいけない。今、とりわけ平和の問題が取

りざたされておりますが、だれもが平和を願っている。これは町長も同じだと思います。で

すので、こういうアピールはぜひ住民の皆さんが目につくように、また、町外から来られた

方が目について、ああ、ここは平和を願って力を合わせているまちだなということがアピー

ルできるようにしていただきたいんですけど、再度その点についてお願いいたします。これ

について大変たくさんお金をかけてやってというわけじゃありませんで、先ほど言いました

ように、広陵町の役場の敷地内でも、今眺めましたら十分に立てれるスペースはありますし、

どうかその点で再度前向きな答弁をお願いいたします。 

 それから、同時に国や県及び運動団体により作成されたパネルやポスターについても展示

しながら、町民への平和に対する大切さを訴えてまいります。この点については大いに今ま

でもやってきていただきましたし、そういう運動団体から平和に関するそういうアピールの

ポスターが張りたいという申し込みがあればですね、広陵町のすべての公共施設についてぜ

ひ積極的に町が協力していただきたいと思うんですが、これは確認だけしておきたいと思い

ます。 

 それから、隊員の問題については、もうこれはちょっと時間がないので、議論をしたいん

ですが、大変問題があると思います。 

 私はもう一つはここに書かなかったんですが、小学校の平和使節団の派遣についてですね、

広島へ派遣しておられた、この事業が取りやめになったのは本当に残念なことだと思うんで

すが、なぜ取りやめになったのか。今後、再度検討していただきたいと思うんですが、その

点について簡単に、時間がありませんのでご答弁をお願いします。 

山田議長 副町長！ 

山村副町長 ２回目の質問にお答えをいたしますが、先ほど町長も玄関の看板等を、それを表

現を変えると申し上げております。議員ご指摘のように、暴力追放のまちというような表現

は余り好ましくないんではないかというご意見をちょうだいいたしておりますので、そうい

った財産を活用して、そのような表現も取り入れて、非核平和都市宣言のまちであることを
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訴えてまいりたいというふうに思います。 

 それから、平和使節団が取りやめになりましたのは、子供たちが、広島に派遣いたしまし

ても、その式典だけに参加して強行日程で帰ってくるということもございましたし、また、

小学生が、すべての町内の小学校が広島へ修学旅行で出かけるということもございまして、

重複するということで取りやめをさせていただきました。かわって、平和を訴えるパネル展

等を計画を今後も続けていきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

山田議長 以上で松野さんの一般質問は終了いたしました。 

 しばらく休憩いたします。ご苦労さまでございました。では、５０分まで休憩いたします。 

   （Ｐ.Ｍ. ２：３１休憩） 

   （Ｐ.Ｍ. ２：５５再開） 

山田議長 では、休憩を解き、再開いたします。 

 次に、寺前君の発言を許します。寺前君！どうぞ。（拍手あり） 

寺前議員 それでは、３２年間の最後の一般質問をさせていただきます。 

 町長を初め、きょうここに前に座っておられる方々、すべて同じく席を並べた方々で、皆

さん方ともお別れして、一町民としてまたお会いさせていただきたいと思います。 

 それでは、一般質問に入らせていただきます。 

 まず、第３次行政改革の答申の住民協働のまちづくりについてであります。地方分権が言

われ、そして、第２期分権改革が発せられて、地方六団体が分権型社会のビジョンの概要に

ついて最終報告が出されています。そこにも住民自治の確立という項目が入っているわけで

あります。また、先ほどから出ている地区計画制定、あるいはまた読者活動計画などは住民

参加の試金石であろうとも思います。 

 第３行政改革大綱は行政改革の具体的な方策として３つに分けており、１つは健全な財政

運営の推進、２つ目には優しい行政と住民サービスの向上、３つ目に住民協働のまちづくり

推進というようになっています。今回はこの住民協働のまちづくり推進、第３次行政改革大

綱を町が真摯に受けとめる、当たり前のことをこれから議論させていただこうとしているわ

けであります。 

 １については盛んに答申の実行と成果を賛美し、今回の施政方針でも、歳入につきまして

は云々、今後におきまして受益と負担の適正化を図るため云々、行政改革の答申を踏まえな

がらよりきめ細かな見直しを云々と述べています。２００５年に総務省が出した新地方行革

指針にのっとり、国の責任である地方交付税などの負担を減らすため、住民負担に切りかえ
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る方針を忠実に実行しているところでもあります。一方、答申の３本柱の一つである住民協

働のまちづくりについて再三質問してきたわけですが、認識に差がありました。ようやくそ

の差が埋まってきているというように私自身も認識しております。そのようなこの重要な３

本目の柱についてより深めて、町長がこの答申を大綱を責任持って遂行していかれることを、

この最後の一般質問で確認をできればと思っております。 

 ２番目に移ります。 

 地域公民館、集会所の積極的な活用を。これは合併しない自治体では、最近、地域の力を

活用する手法が新たに進展していることは町長もご存じだと思います。この分野での本来の

地域自治を実現させていく大きなかなめは、やはりその施設でもあります。幸い広陵町は大

字、自治会等に公民館があり、それぞれが規約等に基づいて利用されているわけですが、町

の行政課題から見れば、防災、環境、お年寄り、子育て、子供会の新たな育成など、大字、

自治会との連携、地域の力の活用を視野に、より密接な取り組みが必要になってきています。

町長部局、教育委員会協働の取り組みも必要であり、地域の力の活用と援助のための総合計

画立案のため、区長、自治会長だけでなく、専門家や住民参加の審議会を設けてはどうかと

提案させていただいているところであります。 

 ３番目に、地域公共交通の整備についてであります。今回イズミヤが包括的な移動手段を

つくるということを町に提案していると聞いています。このことを取り入れるためにも、町

が責任を持つ公共交通システムの確立が必要です。これも議論を深めてきたところであり、

乾議員にも答弁されているところであります。９月に平端線の廃止が予定されている。一層

対策が急がれている状態です。公共交通導入検討支援業務委託の報告書も出ており、長期的

な展望に立った地域公共交通施設も必要になっています。また、地域公共交通の活性化及び

再生に関する法律、これも生活交通の確保のため、利用者や関係機関の参加で協議会をつく

ることができるとなっています。協議会の設置を要望するとともに、当面の対策も必要であ

ります。今回、公共交通試行運行車両使用料２００万円を組んでいただいているわけですが、

この具体的な遂行状況についてもお聞きしたいと思います。 

 ４番目に、地場産業の振興と観光行政についてであります。広陵町の特性は、靴下日本一

が示すように、明らかであります。経済の活性化はまちづくりに欠かせないことであり、こ

のことも、今、私が議員になって以来数々の提案をしてきました。施政方針でも靴下の市と

広陵物産フェアへの引き続く支援を述べておられるわけですが、当然ながら、行政担当の職

員が深くかかわり、一体となって取り組む必要性があります。現状は後退しているとしか思
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われません。企画段階から職員がかかわり、地場産業の実態を肌身で勉強し、中小企業基本

法第６条の理念、理解を実践が必要であります。さらに町内に人を呼び集めることで活性化

も図られます。近鉄駅等でもマップが置かれ、近鉄自身が沿線の観光資源の活用に積極的、

百済路のリーフづくりも述べているわけですが、関係機関との系統的な協議や活用をきちん

と位置づけ、産業振興との連携した取り組みが必要だと思われます。また、成功例の一つで

ある靴下の市の全国展開を視野に入れた積極的な手だての検討を試みてもいいのではないか

ということを再三述べてきたわけですけれども、改めて最後の質問にさせていただきたいと

思います。以上です。 

山田議長 ただいまの質問に対し、答弁をお願いいたします。平岡町長！ 

平岡町長 ３２年間の議会人としてご活躍をくださり、ありがとうございました。最後の一般

質問をいただいたわけでございますが、定評ある寺前節、もう聞けないと思うと寂しい限り

でございます。しっかりと聞かせていただいたところでございます。このたびの事前通告書

も問題点をしっかりお書きをいただきまして、回答を的を射たものにしたいと思います。 

 まず初めの第３次行政改革の答申、住民協働のまちづくりについてということでございま

すが、ご指摘の２００５年３月２９日付総務省が指針として打ち出した地方公共団体におけ

る行政改革の推進のための新たな指針は、人口減少時代を目前に控え、厳しい財政状況の中

で、今後の我が国は地方公共団体が中心となって、住民の負担と選択に基づき、それぞれの

地域にふさわしい公共サービスを提供する分権型社会システムに転換していく必要があると

しています。 

 この指針に沿い、平成１８年１２月に策定された第３次広陵町行政改革大綱、第３章、住

民協働のまちづくり推進につきましては、再三のご質問にお答えさせていただいております

ように、住民参加の機会拡充に努めており、町の附属機関、関係機関、行政団体及び各種行

政組織役員などを合わせて約３，０００人の方々の参画により行政を支えていただいている

ものであります。また、人に優しいまちづくりの基本は、住民の皆さんがさまざまな行政の

お手伝いをいただくことで、行政施策の推進と、ひいてはまちづくりを支えているという認

識を実感していただけるものと考えております。 

 ２番の地域公民館、集会所の活用は教育長がお答えします。 

 ３番、地域公共交通の整備についてでございます。先ほど乾議員に説明させていただいた

とおりであります。方策につきましては、ご指摘の協議会設置も一つの策でありますが、実

際に乗っていただける方々の意見を取り入れながら、最終結果を出したいと考えています。
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また議会と相談をいたしますので、よろしくお願いします。そのときは議員さんおられない

ですな。よろしく引き継ぎをお願いしたいと思います。 

 次に、地場産業の振興と観光行政でございます。靴下のまちや交流物産フェアの支援につ

きましては、商工会館を中心に靴下の市として地場産業の振興にご努力いただいていること

に対し、町も積極的に企画から実施、そして反省に至るまで支援をしています。今後も産業

振興のため、いろいろな面から支援しますとともに、職員の指導力強化も図ります。 

 次に、地場産業の実態を肌身で勉強をとのことですが、地場産業のためにはそれぞれの立

場で力を合わせる必要があります。町としましては、いかに地場産業をＰＲし知名度を高め

るかであると考え、そのため、行政間のネットワークを生かしたＰＲ活動等、事あることに

その機会をとらえ、ＰＲ活動に努めているものです。 

 また、観光資源の活用と地場産業の振興について連携した取り組みをとのことですが、広

陵町の文化財に触れて感じていただく機会を拡大していくべく、現在、広陵町古文化会を中

心として文化財ガイドのボランティアを立ち上げる取り組みをしているところであり、その

中で観光資源とあわせ、地場産業のＰＲも行っていくこととしています。 

 靴下の市の全国展開につきましては、業者の方にはメーカーとの間でいろんな問題点があ

り、大変厳しいと考えています。以上でございます。 

山田議長 教育長！お願いします。 

安田教育長 寺前議員の質問事項２、地域公民館、集会所の積極的な活用についてお答えいた

したいと思います。 

 ご質問いただきました地域公民館、集会所についてでございますが、議員がご指摘いただ

いたとおり、それぞれの大字、自治会等で管理運営がされているところであります。なお、

ご提案いただきましたご意見については、今後、教育委員会、また町部局とも検討いたした

い、そのように存じます。以上でございます。 

山田議長 では、２回目の質問を受けます。６番、寺前君！ 

寺前議員 いつもよりも簡単な答弁になっているんですけれども、残念ながら、詳しく書いた

割にはでなくて、答弁がいつもより簡単になっているということであります。 

 実際にこの中身は、聞いているのは、第３の柱である協働のまちづくりの問題であります。

１２月議会で副町長や町長がどのように答えているかといいますと、行革大綱の住民との協

働の項目については我々も重要事項として受けとめております。それを踏まえて行政に当た

っているということも事実であります。こういうように言われているんですね。これは昨年
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の９月議会、１２月議会、そしてその前から議論をして、一番最初の答弁が今回出てきた答

弁だったんです。一番最初の答弁がこれです。３，０００人の参画してやっています。これ

が大綱の質問の一番最初の答弁です。なぜこの答弁がまたここに出てくるのか。私は行政の

方々、特に町長の熱意、これが行政改革大綱の第３の柱のところの認識が不足している。不

足よりも、それを敵対する立場に立とうとしているかのように思います。当然第３次行政改

革大綱は、町長初め、議会、全町民にその進行を課したプログラムであります。当たり前の

ことだと思います。それがなぜ一番最初に質問した回答が出てくるんですか。私は、これは

広陵町の将来いろいろ言っているけれども、分権時代を迎える広陵町の将来を憂えざるを得

ないと強く感じた次第であります。 

 もう一度、１２月議会では、副町長は議員は住民参加基本条例等をシステムづくりに先に

やれということをご指摘いただいていると思いますが、その理念に基づいて、行政もいろい

ろな部門で制度として、あるいは具体的行動として起こそうとしていることはご理解いただ

いていると思います。今後この行政大綱に基づいてどのように進めていくべきか、再度確認

していきたいと思います。 

 １２月議会の答弁ですよ。町長はどのようにおっしゃっているかというと、どうした形で

つくれば理想とした組織ができるかどうか。条例ができるかどうかは今やっているのであっ

て、その条例をつくらないということを決して言っているわけではない。そういう、今、そ

の条例をつくるための対話をさせていただきたいといただいているところでございます。全

くしないということはかみ合っていないと思います。町長はこのように答えているんです。

これは１２月議会ですよ、去年の。このところから全く進展するどころか、所信表明にはそ

のような部門が全くない。 

 再度大綱を読んでみますけれども、第３は、住民参加を推進するため、住民と行政がとも

にパートナーとして相互の役割を果たし、町政を協働して進めることが大きな課題となって

いる。そこからいろいろ続いていきます。その次に１として、協働への仕組みづくり、方針、

住民が主体の行政運営を実現するため、住民活動と町政に関する情報を、住民への公開から

住民と共有する体制へ移行する。さらに、住民ニーズを的確に把握するために、さまざまな

方法で意見を聞く制度の導入を図る。これが１です。取り組みとしてパブリックコメントの

制度、これは奈良県が盛んに取り入れている制度の一つであります。２番目に、仮称、住民

協働まちづくり推進条例の制定。３番目に地域コミュニティー活性化の推進、これが３の１

であります。３の２ではどのように言っているかといいますと、住民主体の政策立案の推進、
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まちづくりの主役は住民であることから、政策形成段階からともにまちづくりに取り組むた

めのパートナーシップを構築する。取り組みとして、広陵町のまちづくりの各種会議を開催、

このようになっているんです。その他いろいろ出ております。住民協働による事業の推進、

住民の協働による安心・安全なまちづくり、住民との協働による防災体制の整備。こういう

形で出ているものを、なぜこんな答弁書が返ってくるんですか。私は本当に、町長を初め広

陵町が、分権型社会、住民主体のまちづくり、このことを真剣に考えているどころか、住民

を軽視する姿勢がこういうところにあらわれていると言わざるを得ないと思います。 

 再度お聞きしますけれども、１２月議会で答弁された、その前進のために当然２０年度予

算編成に当たって、９月議会にも述べておられるところを省いているわけですけれども、そ

の当時の植村部長は、来年度予算に向けてその取り組みを強めたいとおっしゃった。それで、

１２月議会では町長及び副町長が先ほど述べた答弁をしていただいている。だから、私はこ

の質問書に認識が一致してきたと、このようなことで質問したわけです。残念ながら、せっ

かくこれほど長く今までの事実経過を書いてきたにかかわらず、答弁が全くなっていないと

いうことで、残念でなりません。それでは、先ほど述べた１２月議会の答弁に引き続いて、

この大綱に基づき私が読み上げたその具体的な取り組みはどうか、質問をしたいと思います。 

 とめてくれとかなあかんで、とめてくれんと。動いたんで。（不規則発言あり） 

山田議長 副町長！ 

山村副町長 １２月議会のときの答弁と違うではないかという、後退しているというご指摘で

ございますが、趣旨は１２月と同じようなご質問をいただいているということから、このよ

うにお答えをさせていただいております。ただ、基本は行政というのは住民あっての行政で

すので、住民のための行政を進めるというのは当たり前の話でございます。そういった……

（「いやいや、私が聞いているのはその大綱の中身なんです」の声あり）行革大綱を今後こ

れを踏まえて行政を進める、そのシステムづくりをせよというのが議員ご指摘の点だと思い

ます。条例そのものというよりも、いろいろな施策を立案するにおいていろいろな審議会を

立ち上げて計画をさせていただいているのも事実でございますので、その姿勢は……（「い

やいや、（聞きとれず）答弁してほしいのや、その大綱の書いている内容、私が読み上げた

内容」の声あり）はい、それも踏まえて今後の行政を進めていくということを町長も私も申

し上げているところでございますので、この大綱を踏まえて今後も施策を立案してまいると

いうことでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

山田議長 ６番議員！ 
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寺前議員 これ、２回目の最後になってしまうんですけども、それでは、具体的にこの大綱の

内容についてどうするのかという答弁をお願いしたいと思います。 

 １つは、先ほど言った、何度も言っているわけですけれども、住民への公開から、住民と

共有する制度へ移行する。取り組みとして出されたパブリックコメント制度についてはどう

なのか。もう一つ、仮称、住民協働まちづくり推進条例の制定、これについてはどうなのか。

もう一つ、地域コミュニティー活性化の推進、これについてはどうなのか。きちっと答弁し

ていただきたい。 

 それから、住民主体の政策立案の推進、政策形成段階からともにまちづくりに取り組むた

めのパートナーシップを構築する、広陵町のまちづくりの各種会議を開催、こういう内容に

ついてどのように取り組まれるのか。これ以下であれば何のための大綱かということになる

わけなんです。大綱を実行するというのが、理事者を初め職員の方々の責任でもあります。

それを、この以下の内容で答弁書をつくること自体、私は理解できないということを再度申

し述べておきたいと思います。 

山田議長 笹井理事！ 

笹井理事 住民協働のまちづくりでございます。当然１２月議会の答弁におきましても、私ど

もの答弁につきましては、各組織３，０００人の方々によりましてまちを育てた、育ててい

ただいておるというふうな答弁を繰り返し行っておるものでございます。それで、当初の答

弁というふうなことに戻っておるかのようにおっしゃっておりますけれども、これは一貫し

て私どものまちづくりは町民の方々によって……（「これに従いながら答弁をしてください、

質問した内容で」の声あり）そういう形でいわゆる……（「議長、指導してくださいね。答

弁書、質問事項はこれです」の声あり）大綱のそれぞれの住民協働のまちづくり推進につき

ましては、開かれた町政の推進、まずは広報・広聴の充実……（「パブリックコメント制度、

住民協働のまちづくり推進条例、地域コミュニティー活性化の推進、これを僕は聞いている

んです」の声あり）２番目の意見広聴制度の導入検討、パブリックコメントを通じての間接

的な町参画の機会をふやす、こういったことにつきましても１８年度、１９年度、２０年度、

５カ年計画でそれぞれの実行のできるまでの期間を定め、その検討期間も設けておるわけで

ございます。 

 それで、大綱で申しますならば、審議会等の統廃合の推進、公募委員の拡大、こういった

こともすべてこの項目にあっておりますが、見直し年度としては１９年度まで見直しをさせ

ていただいております。そしてまた２０年度につきましても、条例の制定に向けて、そうし
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た各種いろんな協働のまちづくりの推進条例の制定につきましても、今年度の条例策定の研

究年度から条例策定年度に予定としてはなってございます。地域コミュニティー活動の活性

化の推進につきましても、今年度方針を策定する年度となっております。こうした関係につ

きましても、第３のこの住民協働のまちづくり推進につきましては、今年度を基本として、

ここ数年で確立しようという努力目標を掲げた大綱となってございます。まずは、第１、第

２、そして第３の協働のまちづくり推進というふうなところで行政改革推進計画に基づき実

施していこうと、こういう思いでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

寺前議員 それから、政策形成段階からのともにまちづくりに取り組むためのパートナーシッ

プを構築するという取り組みの例として、広陵町のまちづくりについて各種会議、これは政

策形成段階からのまちづくりという意味の会議ですよ。それも答弁してください。 

笹井理事 研究します。 

山田議長 答弁してください。 

笹井理事 政策決定からのまちづくりにつきましても、今後そのような広聴会等を考慮してま

いりたいというふうに考えてございます。どうぞよろしくお願いします。 

山田議長 寺前君！ 

寺前議員 結局はその文章があるにかかわらず答弁書がこういうことになっているという点で、

予定、努力ということになっているんですね。私はそういう点ではぜひその計画どおりに進

める、それも公開して進める、当たり前のことを言っているわけなので、随時、後の議員諸

侯についてはこのことについて追及していただきたいというようにお願いをしておきたいと

思います。 

 それでは２番目に移ります。 

 これは広陵町の財産でもあります。公民館、集会所、そして、地域の力を集める場所でも

あります。合併しないまちづくり、町、村の努力の一端として、地域の力をいかに生かすの

か。非常に努力をされてきた経緯があります。こういうようなところの問題に対して教育委

員会は町長部局と相談するということですけれども、今、重要なことは、予算を使わなくて

もできること、地域の方々の力を活用すること、これは行政がその気になればできることで

あります。そのためには、指導員や、またそれに取り組む地域のリーダーが必要であること

は間違いありません。 

 そういうような問題とあわせて取り組んでいく。これは先ほど言った協働のまちづくり、

大綱が述べている問題そのものでもあるんです。だから、地域の力、財産を生かしていくと
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いうことを真剣に考えていかなければ、広陵町の財源でいかに働いても地域自治が破壊され、

そして国からの財政的な締めつけが進む。このような過程の中で生き残っていくための知恵

を出し切る、このことは重要であります。そういう点で、先ほどからの地域の力ということ

を言っているわけであります。 

 また、その他の議員、一般質問をされている方々の共通しているところは、ボランティア

や、または住民参加の住民の力を活用する、このように述べておられるわけですけれども、

結局は地域の力をその地域で活用していく。赤部では、１２月議会にも質問したように、自

主防災組織があります。これも区長の大変な努力のもとに実現、（「自主防災組織」の声あ

り）自主防災組織であります。地域の力であります。こういうことについて、これは一貫し

た内容ですけれども、私はやっぱり述べているように、防災や環境、お年寄り、子育て、子

供会などの拠点としての位置づけが必要だと思うんですね。これは他の市町村に見られない

特徴なんです。立派な公民館、集会所がきちっとあって、そこが拠点になって活用されてい

る。この財産はもっともっと生かすことができるんです。このことについて、やはり町長部

局と教育長が本当に審議会をつくっていくような方向でも積極的に考えて、そして、その財

産の活用をきめ細かに発揮していく。その中から出てくる課題について行政が解決していく

ことが必要だというように思うんですけれども、この公民館、集会所の積極的な活用のため

の施策、審議会等々をつくっていくという点については、具体的にどのようにお考えでしょ

うか。 

山田議長 教育委員会事務局長！ 

北神教育委員会事務局長 寺前議員のご指摘の趣旨は十分理解しておるつもりなんですけれど

も、現実に公民館、集会所は地域が管理されておるという実態はございます。しかし、条例

の目的がございますけれども、集会所と公民館、分館とは少し目的が異なっておるのも事実

でございます。山村議員の午前中の一般質問でもございましたように、やはり地域の人たち

が力を結集して地域を支えると、そうした一つの拠点となることも事実でございますので、

やはりその財産を生かしていかなければならないということは確かでございます。 

 そこで、そういう審議会をつくれとおっしゃっておるわけでございますけれども、審議会

をつくる前に、教育委員会の方では社会教育委員会とか公民館運営審議会等ございますので、

その場でまたご検討いただき、ある程度の意見をもらった段階で、必要とあらば町長部局と

相談いたしまして、そうした組織を立ち上げたいというふうに考えておりますので、よろし

くお願いします。 
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山田議長 ６番議員！ 

寺前議員 手順の問題としてはいろいろあろうと思うんです。しかし、今、私が言っているの

は、分館と集会所、地域公民館とは、中央公民館とは違うという点についても前提で言って

おります。しかし、いずれにしてもこれは広陵町の財産であり、地域の財産であります。そ

して、それを活用するという視点でとり行うというのは、きょう午前中の質問でもしたよう

に、要は実態把握ができていない。 

 各それぞれの公民館は地域の方々が管理運営されています。これは今おっしゃったとおり

であり、あるいは私が述べました。そして、そのための規約やその活動をつぶさに調査、研

究する必要はまず第１点であります。これがなければ、いかに広陵町がいろいろしようとし

たとしてもできようはずがないし、地域の方々の力をかりれるはずもありません。今、徴税

義務、徴税に公民館を活用したり、町はそこを貸してもらったりしているのがせいぜいであ

ります。 

 自主防災組織、広陵町の赤部では、公民館に新たにその対応をすべく集まっていろいろ研

究をしております。そして、緊急時にとっさに必要な物を前へ出したり、いろいろ出したり、

いろんな議論もした中で実行しているわけであります。そして、こういうものが子供会も活

用、これは赤部にも子供会はあります。そして、それを束ねている町子連があります。そう

いうところでの議論の出発でもあるわけなんですね。あるいは先ほど言った防災組織、環境

づくり、そしてまた子供の安全のための拠点として、そこを拠点にして地域の方々が通園、

通学の見守りも拠点としてできていると。そういうような場所です。ＰＴＡは毎年夏休み前

に各公民館に出かけて、ＰＴＡや村の役員の方々と懇談をする。そして、その活用も図って

おられる。 

 こういうようないろんな例があるんですけれども、要は、実態、何日使われているのか、

あるいはどんな規約があるのか。こういうことを収集して、実態を調査した上でどんな企画

が持てるのか。これは広陵町の企画力であります。企画力と、そして地域の力を合体させる

ための手だては行政の専門家の指導です。そして、その指導を生かすために審議会や等々を

つくる。その前に、おっしゃった社会教育委員会や公民館審議会もあろうと思います。そう

いうような流れをきちんとつかんだ上で、地域公民館や集会所の財産を活用するという視点、

この視点から出発するのであって、そのための手だてしてたんは、手段は行政の中でいろん

な方向が出てくるやろうと思うんですけれども、私が今言いました実態把握と、それから町

の財産でもあり、地域の財産をもっと積極的に活用するという、その出発点についての認識
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は一致できるのかどうか確認しておきたいと思います。 

山田議長 教育委員会事務局長！ 

北神教育委員会事務局長 議員おっしゃるとおり、地域の財産でありますし、また町の財産で

あります地域の公民館、または集会所を幅広く活用していく方向を検討していきたいという

ことでございますので、寺前議員のおっしゃる方向で考えておるということを申し上げさせ

ていただきます。 

 それと、昨日の笹井理事の答弁の中で、規約などの資料を収集し、検討するという答弁も

されておりますので、つけ加えさせていただきます。以上です。 

山田議長 ６番議員！ 

寺前議員 企画力の答弁。町長、教育長も皆、（聞きとれず） 

山田議長 じゃあ、副町長！ 

山村副町長 公民館の利用実態、寺前議員さんの話を聞いておりますと、公民館、集会所はほ

とんど活用されていないというふうにも聞こえるんですが、そうではないだろうと思います。

（「赤部の例を挙げているから」の声あり）私の村でも、公民館で婦人会が手芸や、お年寄

りもカラオケをされたり、いろんな催しに使って活用していただいておりますので、この各

地域にある公民館、集会所をもっと活用してはどうかと、それを町主導でやってはどうかと

いうご提案でございますので、町としてそういった利用方法をどのようにされているのかと

いう情報を集めて、またそれをお知らせをして、各地域で工夫をしていただく。また、新た

な提案をしていくということを町の方で主導でやっていきたいというふうに思います。 

山田議長 ６番議員！ 

寺前議員 ３番目に移りたいと思います。 

 今回の問題は小手先で解決できる問題ではないというふうにも私は認識しております。奈

良交通が利益の上がらないところのを廃線にする。これは国の規制緩和の流れの中で、結局

今まで認可制であった路線などは、現在は６カ月前に届け出制になった。廃止かどうかは６

カ月前までの届け出制で廃止になる。こういう法律改正も行われてきたところであります。 

 そういうような状態の中で、今、単純に広陵町で企画されている車両の２００万の予算、

これはどのように使うのかという問題もあろうと思いますけれども、この一つ一つについて

は、当然、当面の緊急の課題として実行しなきゃならないというように思うんですね。公共

交通試行運行車両使用料を２００万組まれております。これをディマンドバス、あるいはま

た予約型乗り合いタクシーなどのイメージを持っておられるんだろうというように思うんで
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すけれども、こういうような問題の一つ一つは緊急の課題として大切だというふうに思うん

ですが、公共交通システムの問題というのは衣食住というように今まで言われていました。

しかし、昨今は衣食住交、移動困難者などの利便を図っていくことが重要だというように言

われています。 

 そして、そういう中で、２１世紀の（聞きとれず）の諸環境、車社会からの脱皮というよ

うな大きな取り組みも始まっています。その１つには高齢社会到来による移動制約者の著し

い増加、２つ目には石油価格の高騰ないし石油の枯渇、３つ目には京都議定書の誠実な対応

というような大きな枠から、公共交通システムの再構築が今全国的にも展開されているし、

そしてまた、流行のようになっている巡回バスなどを住民主導でやられている地域も全国的

に多くなってきています。 

 広陵町でどんなシステムがいいのかという問題は別の話だろうと思うわけですけれども、

営利一辺倒から、やっぱりどうしてもやらなきゃならない問題というのは、高齢者を初めと

するすべての人々の日常移動を保証する、人に優しい地域公共交通機関の確保・整備・拡充

という問題であります。先ほどの高齢者が増大してくる。これは社会福祉の分野だけではあ

りません。当然地域のまちづくりにとっても欠かせない。こういうところの理念に基づいて

取り組む必要があろうというように思います。 

 こんなことからいえば、イズミヤを誘致し、イズミヤがそのバスを運行していくような依

頼も、広陵町のこの全体のシステムをつくった中での補完的な作業だと。そして、それがあ

る時期は、補完的といっても主要になる場合もあるでしょう。あるいはまた、イズミヤがい

ずれ倒産しては困るけれども、倒産してなくなれば、それもなくなってしまう。あらゆる想

定は、結局は広陵町の住民の移動困難者の状況把握と生活の確保であります。こういうよう

なところの問題をきちんと理念として持っていただきながら、ケース・バイ・ケースの取り

組みが必要であり、今年度予算で取り上げられた２００万の使い道もあろうと思います。 

 そういう点で、具体的に、先ほど言った、一般質問の先ほどで述べました法律に基づく協

議会、これはどんな効果を持っているかというと、奈良交通が廃止したいと言ってきても、

そこでの議論を踏まえなければ廃止できないような強力な場になっているわけですね。それ

は、結局は奈良交通が専門的な知識を生かしてどうすればいいのかという知識をかりる場で

もあるんです。そして、利用されている方々がもちろん参加する。これも法律では利用者も

その協議会に入るという位置づけになっています。もちろん行政もそうです。そして、それ

に関連して他町村の関係者も入ることになります。こういうようなところの部分が、先ほど
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言った法律の趣旨であります。 

 こういうようなことも、先ほど何回も言っている新しい時代の公共交通システムの理念が

背景にあるわけなんですから、そういう点で、今述べた問題についてですね、法律に基づく

協議会まではいかなくても、先ほど利用者を踏まえて懇談会か協議会か、ちょっとそれもわ

からかったらつくるとおっしゃっていますけれども、そのような理念に基づいてぜひ利用者

を踏まえた懇談会をつくっていただきたいと思うわけですけれども、その点についてはどの

ようにお考えなのか。 

 それと、２００万の使い方をどのような計画で考えているのか。乾議員については、先ほ

ど答弁された内容は具体的な内容になっていませんので、さらに踏み込んだ具体的な内容で

ご答弁をお願いしたいと思います。 

山田議長 笹井理事！ 

笹井理事 公共交通システムにつきましては、平成２０年度のまちづくり交付金事業の中で補

助枠ということで、先行して、予算をとりあえず手数料２００万です。そして、委託料とし

て７００万と１００万円、計画策定委託料として１００万円と、運行委託料として７００万、

計１，０００万円を計上させていただいておるところでございます。 

 ご指摘いただいておるように、衣食住交、交通の手段につきましてもやはり大切なことで

ございます。当然移動困難者での生活の確保、そしてまた、ＣＯ 2の削減からも京都議定書

の関係のお話もいただきました。我々の今までの検討しておる中で、運行システムの種類、

こういったものを、コミュニティーバスあるいはディマンドタクシー、ルート型、予約型、

そして、現在の福祉型の移送サービスに伴い地元の自主運行、あるいはまた言っていただい

ているように企業などが所有するバス等の送迎バスの活用、こういった幾つかのいわゆるパ

ターンを今検討材料として持っておるわけでございます。 

 当然それぞれの道路運送法による４条許可の必要とする試行の段階での話もございますけ

れども、それぞれにメリット、デメリットもございます。そうしたことから、いろんな関係

の方々にいわゆる協議をして、そして、最良のものを結論を出したいというふうにも考えて

ございます。いろんな方々といいますれば、やはり運送の関係していただく業者、あるいは

また地域でのいわゆるどうしても利用したい方の代表の方の意見、通勤者あるいはまた通学

者、こういった方々のそれぞれの意見を集約して最終的に結論を出したいなというふうに考

えてございます。年度半ばまでにそうしたことを結論づけ、今年度の１，０００万の予算の

消化に当たっていきたいなというふうに考えております。どうぞよろしくお願いします。 
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山田議長 ６番議員！ 

寺前議員 ９月末で高田平端線が廃止される可能性もあるというような状況の時期だけに、い

わゆる今答弁いただいた年半ばまでにとにかくつくっていくということですので、時期的に

も間に合うんではないかというように思うんです。そのためにも、先ほど乾議員にも答弁さ

れたように、実際に乗っていただける地域代表の人たちを交えて相談するということですけ

れども、これはやはりきちんとそういう専門性のある方も含めてご相談する機会をつくって

いただきたいというように思いますけれども、その点については、協議会、運営委員会等々、

どのような形で範囲を広げていくかということについては今後の課題として考えていただけ

るかどうか、再度ご答弁をお願いしたいと思います。 

山田議長 笹井理事！ 

笹井理事 東部地区のいわゆる交付金事業でもございますので、東部地区の中心とした、そし

てまた、それを広げたまち全体のそれぞれの利用者の方にも協議をしてまいりたいというふ

うに思います。どうぞよろしく。 

山田議長 ６番議員！ 

寺前議員 最後になったわけですけれども、４番目、地場産業の振興と観光行政についてであ

ります。本当に広陵町は地場産業について振り返ってみると、その時々の課長、部長、責任

者の積極的な意識、取り組みがあったときは進みました。これは名前は省かせていただきま

すけれども、看板などもそうです。そして、現在、靴下市についてもやはりそのような形で、

靴下市が開催された当初は、企画あるいはまたその反省会、そういうところにも職員は参加

して実態把握が進んでいたんですね。そして、それが軌道に乗った後はなかなかそれが後退

してきていると。 

 昨年度、ある町外のところの方が私ところの地場産品を出せるのかどうか私に聞いてこら

れて、そして、担当者に聞いたら、ちょっとどうなっているかわからないんですということ

だったんですね。ああ、そしたらこれは結局実態も何も把握してないなということで、商工

会に行くと、五條についてはその日にかち合ってだめだって、どことどことどことは相談に

あって、これはまた来年にするとか、そういうことがありました。だけども、そんな実態に

ついてもやはり市町村間の行き来の問題でもありますし、町職員が随時その企画の中で把握

できるような体制づくりが必要だということで私は後退しているんではないかという言葉を

述べたわけですが、全体として、意識についてはそれぞれの方々が持っていただいているこ

とは間違いないということであります。 
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 それで、質問させていただきますけれども、地域の活性化の問題でいえば、先ほど観光の

問題についておっしゃいました。私は観光ガイドを今現在２０名ちょっとですかね、２人で、

２０名ちょっと、２０名ですか、４０名になっていますか。（「２２名」の声あり）２２名。

２０名ちょっとの組織になっているというように聞いていまして、その１人の方から、自主

的にやはり知識を持っている方が、観光ルート開発のために、ここからこう行って、こう行

って、こう行くんだというようなことの構想も持っておられました。私も古文化に興味が非

常にありますので、天皇制の２５代まで私すらすら覚えるようになりましたよという形で話

をしてたんですけれども、こういうような問題のところに地場産業の活性化を結びつけると

いうことが必要なんですね。 

 そのおっしゃっておられたあるケースは、靴下さんもあるんですね。営業も立てられてお

られると、製造業兼小売もされていると。そういうようなところの問題も含めて、実際にこ

の観光が広陵町の地域産業と結びついていくというような視点というのは取り組みがおくれ

ているわけなんですけれども、必要だというように思うんです。そういう点で観光の問題に

ついていえば、観光がコミュニティーにとり真の利益となるためには、そこで生活し働く

人々の生活の質の向上に、環境の保全に役立つものでなければならないということが、ＷＨ

Ｏ、国連の一機関がその観光と地域文化という形で理念をまとめて、全国に発信しているも

のがあります。 

 また、こういうような問題で例を挙げると、非常に観光資源ゼロであったところの長野県

の小布施町いうところがあるんですね。この長野、本当にゼロ、在来の農村型のところだそ

うです。岐阜県の出身の方がおられますけども、ここが……。 

山田議長 今初めてばらしたんやが。そういうのは初めてやわ。 

寺前議員 ここは北斎館とか、北斎が泊まっていたということで、その人を売り物にして、年

間１００万人を超える集客を持つようになったと。あるいはこれはもう私も、京都府の美山

町ですね、美山町もわらぶき小屋やその他がまだまだあったところを観光を呼ぶための資源

として活用したと。現在、今では２５万人になっているというような状況であります。こう

いうような状況があるわけなんですけれども、そういうようなところではやっぱり地域の

方々の活用というのが進んでいるのが特徴です。 

 また、私が視察して、ここでも一般質問した高知県の馬路村、こういうところの部分も観

光と産業に力を入れておられるところだと。実際につぶさにそれを拝見して、驚いて帰って

きたわけであります。帰ってきた少したって、馬路村の村長ですか、が橿原の何とかいうと
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ころで講演会をされていたということで、このような状況があるということから……（「万

葉ホール」の声あり）万葉ホールですね、そこで講演されたんですけれども……。 

山田議長 いいかげんなことを言うてん違うか、みんな、万葉ホールって。 

寺前議員 いや、万葉ホールです。 

 そういうような状況がある中でお聞きしたいんですけれども、やはりこの点について、広

陵町の観光資源というのは古墳日本一というように掲げておられます。こういう活用と、先

ほど言った地場産品の活用というのは考えられるんではないかというように思うんですけれ

ども、その点での新しい切り口からの取り組みについてどのようにお考えなのかいうことを

お聞きしたいのと、靴下の市というのは、成功した一例なんですね。これを、奈良市だった

ら奈良市で２日間、広陵町と同じように宣伝し、やるのは業者の方ですけれども、会場確保

等については町が尽力を尽くすと。こういう形で積極的な靴下フェアを取り組んでいくとい

うことがあると思うんですが、こういうような取り組みについての計画などを議論するとい

うことはやっていただけないか。あるいは皮革ですね。皮の産業は毎年百貨店、近鉄百貨店

やその他の百貨店で皮革フェアをやって、これは地場産業をやって、そこで県のこれは大き

なバックアップでやっておられるんですけれども、奈良県でやっておられる、それも。そう

いう形で靴下の市についても取り組んでいくというようなことも考えられるわけですけれど

も、そういう具体的な内容についてご答弁をお願いしたいと思います。 

山田議長 森田都市整備部長！ 

森田都市整備部長 最初に、申しわけございません、えらい能力不足ということでご指摘いた

だきまして。 

 まず、観光と地場産業の連携ということで、現在、ガイドのボランティアの関係で、一応

これにあわせて地場産業の振興をというのか、ＰＲのできる部分はないかということで、こ

れについては現在検討を進めさせていただいております。 

 また、靴下の市の県外、もしくは県内、他市町村での開催ということですけども、これに

つきましては、靴下市が盛況であるのは結構なんですけれども、ただ業者の皆さんは、反対

にメーカーとのトラブルを抱えると。というのは、町内の業者さんはそれなりのメーカーと

一応提携されていますので、当然そのメーカーのブランド品を扱っておられますので、その

ブランド品をこういう靴下の市等で販売することについては、メーカーからの許可がなかな

か得られないと。広陵町内での長らく続いてきた靴下市に限っては、メーカーとしても了解

してくれてると。ただ、その中で、それを大量に仕入れてネット販売等で販売される方が中
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にあるということで、そうなったときにはメーカーとその業者の方でいろんな問題が生じる

と。ですので、盛況であれば結構なんですけども、反面そういう問題も抱えているというこ

とで、余り今後これをもっと回数をふやすとか、町内であればよろしいですけども、町外で、

もしくは県外でそういうことを大々的にやるということは、多分町内の業者さん自身がメー

カーとの交渉の中で、多分それは成り立たないのではないかという話でございますので、そ

の点、もしできるものであれば、今後ももっと大々的に進む方向では検討させていただきま

すけども、大変その点で難しい部分があるということを議員さんもよろしくご理解賜りたい

と思います。 

山田議長 ６番議員！ 

寺前議員 大前提を言い忘れたんですけれども、確かに福助やナイガイ、あるいはアシックス

等々のところについての品物がそろえてるちゅうことに対しては相当神経質になっておられ

ます。これについては靴下組合と、私が産業委員長をしているときに、広陵町のブランドづ

くりについては賛同されていたんですね。広陵町のブランドの活用をするという道はあるん

です。そういう点で、メーカーのブランドで来るお客さんもいるから悩ましいんだというの

が靴下屋さんの実態なんですけれども、やはり広陵町のブランドを全国展開していくという

ことが欠かせない課題だというように思いますけれども、そういうことを前提に取り組みが

できるのかどうかということが、靴下組合での課題だというように思います。 

 そういう点で、靴下組合のブランド化についてもぜひ協議していただきたいということと、

最後になりますけれども、このためには、やはり専門の職員の養成ちゅうのは必要なんです。

今、部長がおっしゃってますけれども、部長が済みませんねというように、それはそうじゃ

ないんですね。専門家がいないということからこういう問題が起こってきているということ

が最大の問題です。 

 そういう点で、それとやっぱり竹取公園の有料化を廃止するということも必要です。これ

は人を呼び集めるためには、町の財産を活用するという点では積極的な活用だと思うんです

けれども、最後にその点を答弁をお願いしたいと思うんです。 

山田議長 町長！答えてあげてください。 

平岡町長 いつも寺前議員は地場産業には、大変産業振興には心を寄せていただいているとこ

ろでございます。また、いろいろな地域の情報を本当に赤裸々にお教えをいただいている。

寺前議員は全国を飛び回って生の声を私たちに教えていただいていることを、本当に感謝で

ございます。本当やと思いますわ。参考にいたしたいと思います。 
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 有料化については、地場産業のあの会場のときには無料にしておりますので、その点ご理

解をいただきたいと思います。 

 勇退なさった後もこうしてお知恵を我々にいろんな機会でお教えをいただき、行政の方に

も力をおかしいただきたいと思います。ありがとうございました。 

山田議長 以上で寺前憲一君の一般質問は終了いたしました。（拍手あり）ご苦労さまでござ

いました。 

 以上で本日の議事日程はすべて終了いたしましたので、本日はこれにて散会いたします。

ご苦労さまでした。 

   （Ｐ.Ｍ. ３：５６散会） 
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平成２０年３月１４日広陵町議会 

第１回定例会会議録（最終日） 

 

 平成２０年３月１４日広陵町議会第１回定例会（最終日）は、広陵町議場に招集された。 

 

１ 出席議員は、１５名で次のとおりである。 

 

   １番  山 田 光 春（議長）      ２番  松 浦 敏 信 

   ３番  山 村 美咲子          ４番  吉 田 信 弘 

   ６番  寺 前 憲 一          ７番  長 濵 好 郎 

   ８番  山 本 悦 雄          ９番  坂 口 友 良 

  １０番  乾   浩 之         １１番  八 代 基 次 

  １２番  松 野 悦 子         １３番  吉 岡 章 男 

  １４番  青 木 義 勝         １５番  笹 井 正 隆 

  １６番  竹 村 博 司（副議長） 

２ 欠席議員 ５番  山 本   登 

 

３ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。 

 

  町 長  平 岡   仁     副 町 長  山 村 吉 由 

  教 育 長  安 田 義 典     理 事  中 尾   寛 

  理 事  笹 井 由 明     理 事  吉 村 元 伸 

  健 康 福 祉 部 長  池 田 誠 夫     都 市 整 備 部 長  森 田 久 雄 

  教育委員会事務局長  北 神   理     水 道 局 長  植 村 和 由 

  会 計 管 理 者  松 井 定 市 

 

４ 本会議の書記は、次のとおりである。 

 

  局  長  大 西 利 実 

  書  記  野 瀬 一 吉     上 田 勝 代 
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山田議長 おはようございます。 

 ３月３日から始まりました広陵町議会第１回定例会、きょうが最終日であります。大変皆

さんには選挙戦忙しい中、最終日にこうして元気に集まっていただき、ありがとうございま

す。 

 ただいまより第１回定例会最終日を開会いたしたいと思います。 

 ただいまの出席議員は１５名で、定足数に達しております。 

 これより本日の会議を開きます。 

   （Ａ.Ｍ.１０：０５開会） 

 本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。 

 

日程番号      付 議 事 件 

 １ 議案第 ２号 広陵町放課後子ども育成教室条例の制定について 

   議案第 ３号 特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条 

          例の一部を改正することについて 

   議案第 ５号 広陵町立学校設置条例の一部を改正することについて 

   議案第 ６号 広陵町立幼稚園保育料及び入園料徴収条例の一部を改正することについ 

          て 

   議案第 ７号 広陵町立集会所条例の一部を改正することについて 

   議案第１２号 平成１９年度広陵町一般会計補正予算（第４号） 

 ２ 議案第 １号 広陵町後期高齢者医療に関する条例の制定について 

   議案第 ４号 広陵町国民健康保険税条例の一部を改正することについて 

   議案第 ８号 広陵町母子医療費助成条例の一部を改正することについて 

   議案第 ９号 広陵町老人医療費助成条例の一部を改正することについて 

   議案第１０号 広陵町心身障害者医療費助成条例の一部を改正することについて 

   議案第１１号 広陵町心身障害者等福祉年金条例の一部を改正することについて 

   議案第１３号 平成１９年度広陵町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 ３ 議案第１４号 平成１９年度広陵町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

   議案第１５号 平成１９年度広陵町水道事業会計補正予算（第１号） 

 ４ 議案第１６号 平成２０年度広陵町一般会計予算 

   議案第１７号 平成２０年度広陵町国民健康保険特別会計予算 
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   議案第１８号 平成２０年度広陵町老人保健特別会計予算 

   議案第１９号 平成２０年度広陵町後期高齢者医療特別会計予算 

   議案第２０号 平成２０年度広陵町介護保険特別会計予算 

   議案第２１号 平成２０年度広陵町下水道事業特別会計予算 

   議案第２２号 平成２０年度広陵町墓地事業特別会計予算 

   議案第２３号 平成２０年度広陵町学校給食特別会計予算 

   議案第２４号 平成２０年度広陵町用地取得事業特別会計予算 

   議案第２５号 平成２０年度広陵町地域活性化商品券交付事業特別会計予算 

   議案第２６号 平成２０年度広陵町水道事業会計予算 

 ５ 議員提出議案第２号 広陵町議会委員会条例の一部を改正することについて 

 ６ 議員提出議案第３号 国民健康保険税（料）の補助制度創設を求める意見書について 

 ７ 議員提出議案第４号 道路整備のための安定的な財源確保に関する意見書について 

 ８ 議員提出議案第５号 道路特定財源の一般財源化及び道路関係諸税の暫定税率廃止を求 

             める意見書について 

 ９ 議員提出議案第６号 乳幼児医療費無料制度の創設を求める意見書について 

１０ 議員提出議案第７号 公費による妊婦健康診査に助成を求める意見書について 

１１ 議員提出議案第８号 国保中央病院の一部事務組合の体制強化を求める意見書について 

１２ 議員提出議案第９号 国保税の値上げに反対する決議について 

 

山田議長 まず、日程１番、議案第２号、３号、５号、６号、７号及び１２号を議題とします。 

 本案について、総務文教委員長より委員会の審査の結果について報告願うことにします。

総務文教委員長、長濵君！ 

長濵総務文教委員長 それでは、総務文教委員会の委員長報告を行います。 

 総務文教委員会は、本会議において付託されました６議案につきまして３月７日に委員会

を開き、慎重に審査いたしました。その結果を報告いたします。 

 まず初めに議第２号、広陵町放課後子ども育成教室条例の制定については、現行の施設に

加え、具体的な学校施設の利用方法と運営方法及び児童の意思で選択できる余地を残し、自

由に参加できるような運営を求める意見や児童帰宅時の対処方法に対し、すべて形を整えて

のスタートではなく、子供の実態に合わせ実情に即した運営を心がけ、また、放課後子ども

教室として一斉授業を行うのではなく教育を受けるための基本を教える場としていくこと、
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及び児童帰宅時の対処法としては保護者の迎えとなることを確認した。直近の登録状況及び

途中登録も随時受け付けられることなどを聞き取り、採決の結果、全員一致で可決するもの

と決しました。 

 次に議第３号、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

の一部を改正することについて及び議案第５号、広陵町立学校設置条例の一部を改正するこ

とについては、何ら異議なく全員一致で可決するべきことと決しました。 

 次に議案第６号、広陵町立幼稚園保育料及び入園料徴収条例の一部を改正することについ

ては、振替日をなぜ変更することになったかについてただしたところ、金融機関のシステム

変更によるものであるとの説明を受け、何ら異議なくこれも全員一致で可決すべきものと決

しました。 

 次に議案第７号、広陵町立集会所条例の一部を改正することについて及び議案第１２号、

平成１９年度広陵町一般会計補正予算（第４号）についても、異議なく全員一致で可決すべ

きものと決しました。 

 以上、総務文教委員会の審査の結果を報告いたします。ありがとうございました。 

山田議長 ありがとうございました。 

 ただいまの委員長報告に対し、各議案ごとに審議いたします。 

 まず、議案第２号、広陵町放課後子ども育成教室条例の制定についてを議題とします。 

 ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。 

         （なしの声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。討論ありませんか。

１２番！ 

松野議員 賛成ですけれども、少し意見をつけて賛成とさせていただきたいと思います。 

 今回６年生まですべての子供を対象ということで門戸が開かれたことについては、大変よ

かったなというふうに思います。しかし一方で、遊びから学びということへの転換について

は、やはり子供の放課後ですので、学校の授業をしてきてからまたさらに勉強というふうな

形になると大変子供にとっても緊張感が一日じゅう持続するということにもなりかねないの

で、その辺のところはよく保護者、また子供の様子を見て適切な対応をしていただきたいと

いうことをお願いして賛成といたします。 

山田議長 討論を打ち切り、採決いたします。 

 議案第２号は委員長の報告どおり原案可決することに異議ありませんか。 



－225－ 

         （異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第２号は、原案どおり可決されました。 

 次に、議案第３号、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する

条例の一部を改正することについてを議題とします。 

 ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。討論ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

山田議長 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決いたします。 

 議案第３号は、委員長の報告のとおり原案可決することに異議ありませんか。 

         （「異議なし」の声あり） 

山田議長 異議なしと認めます。よって、議案第３号は、原案どおり可決されました。 

 次に、議案第５号、広陵町立学校設置条例の一部を改正することについてを議題とします。 

 ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。討論ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

山田議長 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決いたします。 

 議案第５号は、委員長の報告のとおり原案可決することに異議ありませんか。 

         （「異議なし」の声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第５号は、原案どおり可決されました。 

 次に、議案第６号、広陵町立幼稚園保育料及び入園料徴収条例の一部を改正することにつ

いてを議題とします。 

 ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。討論ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

山田議長 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。 

 議案第６号は、委員長の報告のとおり原案可決することに異議ありませんか。 

         （「異議なし」の声あり） 
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山田議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第６号は、原案どおり可決されました。 

 次に、議案第７号、広陵町立集会所条例の一部を改正することについてを議題とします。 

 ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。討論ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

山田議長 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。 

 議案第７号は、委員長の報告どおり原案可決することに異議ありませんか。 

         （「異議なし」の声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第７号は、原案どおり可決されました。 

 次に、議案第１２号、平成１９年度広陵町一般会計補正予算（第４号）を議題とします。 

 ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。討論ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

山田議長 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。 

 議案第１２号は、委員長の報告どおり原案可決することに異議ありませんか。 

         （「異議なし」の声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第１２号は、原案どおり可決されました。 

山田議長 次に、日程２番、議案第１号、４号、８号、９号、１０号、１１号及び１３号を議

題とします。 

 本案について、厚生委員長より委員会の審査の結果について報告願うことにします。厚生

委員長、八代君！ 

八代厚生委員長 委員長の許可により、厚生委員長の報告をいたします。 

 厚生委員会は、さきの本会議において付託されました７議案について、３月７日委員会を

開き、慎重に審査いたしましたので、その結果についてご報告いたします。 

 まず初めに、議案第１号、広陵町後期高齢者医療に関する条例の制定については、後期高

齢者医療制度によって新しく変わること、老人保健制度から変わらないことについて詳しく

説明を受け、さらに後期高齢者医療の運営については国民健康保険とは別に広域連合が保険

者となり、実際に給付を伴うことから、もしも広域連合が破綻したとき広域連合はその責任
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を負うことができるのか、また新しい保険証はできているのか、また、その質問に対し、広

域連合制度のバックには国、県、各自治体が後押ししており、破綻は考えていない、保険証

は１人１枚の保険証となり、現在その準備を進められているとの詳細な説明を受けました。

また、資格証の発行に関する本会議での答弁の再確認と短期の保険証に対する考え方の質問

に対し、新たに資格証を発行する考えはなく、短期の保険証についても現行のよい部分は残

していき、きめの細かい対応を考えているとの説明を受け、採決の結果、全員一致で可決す

べきものと決しました。 

 次に議案第４号、広陵町国民健康保険税条例の一部を改正することについては、国民健康

保険会計はどのように推移していくのか、後期高齢者支援金等の負担割合についてのわかり

やすい説明を要請し、詳細の説明を受け、採決の結果、全員一致で可決すべきものと決しま

した。 

 次に議案第８号、広陵町母子医療費助成条例の一部を改正することについて、次に議案第

９号、広陵町老人医療費助成条例の一部を改正することについて、議案第１０号、広陵町心

身障害者医療費助成条例の一部を改正することについては、改正趣旨を再度伺い、各議案と

も福祉医療制度に関する制度で、老人保健という文言が含まれており、後期高齢者医療制度

創設によりこの文言を整理するものであるとの説明を受け、これら３議案につきましては、

採決の結果、すべて全員一致で可決すべきものと決しました。 

 次に議案第１１号、広陵町心身障害者等福祉年金条例の一部を改正することにつきまして

は、現状についての説明を求め、改正内容、受給者の状況、１８歳未満と１８歳以上とでは

何か変わりがあるのかとの質問に対し、制度の解説をいただき、採決の結果、全員一致で可

決すべきものと決しました。 

 最後に議案第１３号、平成１９年度広陵町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につ

きましては、高額医療が多いように見受けられるが、本町の状況についての質問に対し、県

下全体において高くなっているが、３０万円を超える高額医療費に対しては共同事業の枠組

みの中でほぼ平準化されているとのことであり、採決の結果、全員一致で可決すべきものと

決しました。 

 以上、簡単ではありますが、厚生委員会の審査の結果報告といたします。終わります。 

山田議長 ありがとうございました。 

 ただいまの委員長報告に対し、各議案ごとに審議いたします。 

 まず、議案第１号、広陵町後期高齢者医療に関する条例の制定についてを議題とします。 
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 ただいまの委員長報告に対して質疑に入ります。質疑ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。討論ありませんか。

１２番議員！ 

松野議員 反対の立場で討論いたします。 

 まず、繰り返しますけれども、この後期高齢者医療制度の本当に問題点、たくさんござい

ます。保険料につきましては、政府がもともと言っていた保険料よりも高くなっているのが

実情です。さらに２年ごとに値上げについて見直しをされていく、歯どめなく保険料が値上

げされる準備がされております。また、２つ目は、年金から天引きする、本当にわずかな年

金から介護保険料と、また後期高齢者保険料引かれますと、本当に生活できる年金が手元に

残らない、こんなことが起きるわけでございます。また、滞納しますと資格証明書の発行に

なります。先ほど委員長報告の中で広陵町では資格証明書を発行しないということ、発行す

る考えはないということをお聞きしましたけれども、しかしこれは広域連合でやりますので、

その点については広陵町の要綱なり条例なりきっちりとしたものを制度をつくっていただか

なければ、やはり広域連合からの要請でその資格証明書を発行せざるを得ない状況ができる

のではないかということを大変危惧いたします。保険証を取り上げられると、本当に医療に

行くのが５０分の１という医者に行けない状態になるのは本会議でも、また委員会でも指摘

したとおりでございます。さらに、受けられる医療につきまして制限がされるということで

す。一定の額までは治療を保険を使って受けることができるけれども、その額を超えると全

額自己負担ということになります。これは国民皆保険制度を存続するためにいい制度だとい

うふうな理事者の答弁は全く間違っている。ここには保険が適用されないので、国民皆保険

制度の崩壊でございます。そういう大変な制度について、この点につきましては、憲法違反

の年齢差別の医療制度でございます。 

 そしてまた、このような大変深刻な重大な問題を抱えている後期高齢者医療制度でござい

ますが、本当にこの制度の内容を知った国民の皆さんは大きな不安と怒りの声を上げておら

れます。国会の中では野党４党が、共産党、民主党、社民党、それから国民新党がそろって

この廃案をするようにということを提案しているわけでございますが、また地方議会におき

ましても、５００を超える地方議会がこの制度について廃止または改善を求める意見書を国

に送っているという、このような実情でございます。さらに野党じゃなくても自民党の方々

でも、岐阜県大垣市では、自由連合クラブという名前だったと思うんですけれども、自民党
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の議員が中心になって、このような制度は大変な大きな問題だということで、廃止を求める

意見書を国にまとめて送ったというように聞いております。 

 このような本当に今までにない大変な後期高齢者医療制度につきましては、何としてもス

トップをする、この立場で反対をいたします。そして本当に理事者も、本当は私はこのよう

なひどい制度だということをわかっておられると思うんです。ですから、そういう部分が本

当に理解しておられる中で行動とつながっていないんではないかというふうに思います。ぜ

ひ理事者の方もこの大変な問題を抱える後期高齢者医療制度について大いにですね、ストッ

プをするために今一緒に頑張っていただけたらと思います。また、ほかの議員の皆さんもこ

んなに深刻な問題を抱えている、そして弱者に優しいということをうたっている政党、公明

党もやはり中身をきっちりと知ったらとても賛成できる内容ではないというふうに思います。

ですので、皆さんそろって反対していただきますようにお願いいたします。 

山田議長 討論ありませんか。１６番議員！ 

竹村議員 私は、反対者がありますので、議案第１号について、賛成の立場で討論いたします。 

 後期高齢者制度は老人保健制度にかわるもので、都道府県ごとに設置されている後期高齢

者医療広域連合と各市町村が協力して運営する新しい保険制度で、今加入している保険にか

わって加入することになる制度です。７５歳以上の高齢者を対象にした新しい医療制度であ

ることはご承知だと思います。私は、国保財政の改善策としても期待できる制度だと思って

おります。また、保険税についても、所得の低い人たちに対する軽減措置も講じてあり、広

陵町としては、全対象の４１％に当たる約１，２００人が軽減対象であると聞いております。

制度が定着するまでには少し時間を要するとは思いますが、私は弱者を守るよい制度だと考

えて私は賛成いたします。 

山田議長 ６番議員！ 

寺前議員 今、賛成の理由に国保財源の改善、あるいはまた軽減されてる対象が１，２００人

ということで賛成だとおっしゃいました。今、国会ではこの後期高齢者医療制度に対する国

民の多くの怒りを受けて、共産党を含め野党が、廃止を求める法律案が提案されています。

これは、今、竹村議員がおっしゃった、この新しい制度という意味からいっても、根本的に

国民の反対の声が多い。この多い理由は何かといえば、先ほど松野議員が指摘したとおりで

あります。こういうような制度になっているということも前提にしながら、国保財源に影響

を与えるという点で言えば、結局は高齢者の数が多くなる、そして高齢者の数が多くなるに

かかわらず、その分は国の支出する上限が決められているわけですから、必ずこの２年に１
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度の見直しの中で上がっていく仕組みになっているわけなんです。その仕組みになっている

点を見落として、この後期高齢者の国保にいい影響を与える、あるいはまた軽減されている

という点をとらえても、今後のこの法律の実態は無意味になってしまうということを忘れて

はならないと思うんです。結局は国が医療費抑制のために７５歳以上の年寄りは別建ての枠

にし、そしてここに医療費の削減を目玉として行うわけですから、とんでもない制度だとい

うことになっています。 

 そういうようなことから、先ほど言った全国で５００以上の市町村の自治体でこの後期高

齢者医療の中止あるいは見直しを求める意見書が採択され、国に上げられている、こういう

ことを考える必要があると思うんです。結局は広陵町議会の議員の皆さんが本当にこの後期

高齢者医療制度の中身を十分に議論をしたのかどうか。私はそういう点では非常に不安を伴

うものになっています。議員がこの後期高齢者医療制度の中身を知れば、本当にこの国の制

度と、７５歳以上のお年寄り、あるいは６５歳以上の障害者の一定の方々が対象になる、こ

の制度がいかにお年寄りを苦しめるものになるのか、そしてわずかな年金から天引きをして

確かなところで金を取るという制度に仕立て上げているのかということがわかろうかと思い

ます。そういう点で、今、国会で廃止法案が出されて、この４月１日からこの法律が施行さ

れるかどうかもわからない、こういうような状況のもとで広陵町議会が早々とこの条例に賛

成するというのは、その一歩のところから間違っていると思いますので、反対いたします。 

山田議長 ８番議員！ 

山本悦雄議員 国でできた法律に伴う条例の設定でございます。（「廃案法案出てる」の声あ

り）廃案法案出てても廃案法案が通ったわけではない。（「参議院は通る」の声あり）参議

院通ったかて衆議院で通らない。だから、まず問題はやはり国の法律に従った条例改正を町

がするのは当たり前のことなんです。そうでしょう。条例改正しないとどうなるんですか、

これ。あるいはこの広陵町議会でこの条例を否決したらどうなるんですか。そのぐらいのこ

と、廃止法案出すなんてだれでも出せるんです。通るから通らへんかの問題です。だから、

それは廃止法案が通れば通ったときの対応をしたらいいわけなんです。 

 もう一つ、共産党さんに聞いておきます。全国に共産党さんが市長をしてる市町村がある

と思うんですよね。ここではこの条例を出してないのか出してるのか。議会提案されてない

のか。その辺は、これに反対される以上は少なくともその辺は調査されてると思うんです。

今の議会で討論できませんので、次の機会にそのことについて共産党さんの討論をお聞きし

たい。以上で私は賛成の立場の討論でございます。 
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山田議長 討論を打ち切り、採決いたします。 

 本案について、反対者がありますので、起立により採決いたします。 

 議案第１号を原案どおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

         （賛成者起立） 

山田議長 起立多数であります。よって、議案第１号は、原案どおり可決されました。 

 次に、議案第４号、広陵町国民健康保険税条例の一部を改正することについてを議題とし

ます。 

 ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。討論。６番議員！ 

寺前議員 反対の立場から討論いたします。 

 まず第１に、広陵町はこの後期高齢者医療にかかわって支援金に対する考え方、今年度に

ついては非常に住民の負担増を懸念されている立場から、抑制された予算を提出していただ

いた。これは本当に住民にとって喜ばしいことだというように思います。この後期高齢者医

療の制度自体、山本議員がおっしゃったように、国の制度であります。しかし中身について

は、この問題をどうするのかということで、国会自体でも先ほどから言っている廃案法が出

ているわけです。だからこそ中身をどう考えるのかということが特に自治体、地方自治体に

とっては必要なことであります。制度の問題については、これは私たちは消費税同様、その

制度が施行される限り消費税は私たち自身も払っております。反対ですけれども、払ってお

ります。そういうような立場で条例、法律を考えるべきだと思うんです。だからこそ議論を

して、その自治体が国や県に意見を述べていくということが大事だというように思います。

そういう点で、この国民健康保険税条例の一部改正についてですね、まず広陵町の真摯な取

り組みについて評価をさせていただきたいということを述べたいと思うんです。 

 ただ問題は、法律であるにしても、いわゆるわずかな年金から保険料を差し引く、こうい

う制度になっている点であります。これも国から求められているものですけれども、私たち

はこの問題も国に対して反旗を翻していくということが国民あるいは広陵町民の気持ちを代

弁して国に意見を述べることにつながっていくというように思うわけであります。まず年金

の制度ですけれども、皆さんも既にご存じのように、結局は国民年金の階層別で見ても、そ

う所得等のない方が３０％、１，１９０人おられるんですね。こういう方からも年金から天

引きする。もちろん１万５，０００円以下の方は普通徴収になるわけなんですけれども、基
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本的にすべての方から取られるということになります。結局は毎月毎月のやりくりができな

い状態、なぜかといえば、国民健康保険税が高いからであります。そういう点からいっても

年金から天引く、そしてさらに年金者から意見が多く出ている問題は、なぜ同意もしていな

いのに年金から取るのか、こういう怒りであります。知らない方も多く、年金から天引かれ

て初めてなぜ減ってるのかと、５０円年金が減ってもなぜ減ってるのかということを聞かれ

る方々が多いという状況の中で、介護保険料が引かれるようになり、あるいはさらに国民健

康保険税が年金から引かれる、このようなことは決して許すわけにはいかないというように

考えるわけであります。 

 そういう点で、この制度が先ほどの竹村議員は国の制度、国保会計によい影響を与えると

いうことをおっしゃいましたけれども、国保会計の問題で言えば、この２０年間、国の責任

の後退が大きく繰り返されました。定率国庫負担、医療費の４５％が３８．５％に削られた。

そこから始まって、国保の苦しみが始まったわけであります。私たちはそういう点で国保総

収入に占める国保負担金の割合、チラシで皆さん方にお知らせさせていただきましたけども、

６億以上、現在の１８年度決算で見れば、結局このいわゆる国保負担金の比率ですけれども、

算定すると６億以上になる、こういうようなことからも、この国保会計の苦しみというのは

国の大きな負担減から生じているということであります。そういう点で、この今回の条例改

正については３万円上限、支援金の方では上限３万円のアップだけにとどめて努力をされた

という点の評価は先ほど述べましたけれども、年金から天引くという制度を残しているとい

うことから、私たちは反対するわけであります。 

山田議長 ８番議員！ 

山本悦雄議員 議案第４号について、賛成の立場で討論いたします。 

 後期高齢者医療制度の創設に伴う対象者の医療費財源で後期高齢者支援金として国民健康

保険から拠出する、そのための改正であります。あと、先ほど寺前議員が申されたとおり、

上限を３万円ですか、アップしただけと。本来は、私が考えますのは、国民健康保険税、こ

れは税の改正をやらなきゃならないんです、今の広陵町の状況見ましたら。これは非常に上

げるというのは町長もつらいだろうし、みんな大変だから、特に今議会で出すとなれば４月

に選挙控えてますので各議員から賛成が得られないということで出しておられないんだと思

うんです。これ選挙終わったらすぐ出されるんじゃないかなと、私はそう思うてるわけなん

ですけど。 

 先ほど申しましたように、寺前議員申されませんでしたけど、寺前議員の共産党が推薦あ
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るいは公認して市長になっておられるとこ、こういう条例改正をされてないのかどうか。

（「議員は反対してます」の声あり）議員反対しても、出してるんでしょう。（「出すのは

理事者だ」の声あり）理事者出してるでしょう。（不規則発言あり）だから、理事者はこれ

は出さざるを得ないもんなんです。そういうことだと思いますよ。 

 なおさら、先ほど後期高齢者について、１号議案で賛成多数で可決された。それに伴う国

民健康保険の条例の改正、これは当たり前のことなんです。そうでしょう。私は、その制度

の中身がいろいろ問題、これは立場によって必ず、どんな法律改正したって、ああ、これで

国民全部が満足するという法律改正はありませんよ。立場が変わったら皆変わりますよ。そ

ういうことだと思いますよ。 

 それとね、これはこれで通して、そして問題点があれば、それは意見書とかいろんな意見

で上へ持っていくという形にするのが普通やと思うんです。これは一つ余計な話ですねんけ

ど、あこに奈良中央市場ありますね。あこで競りやって品物が動いてます、ものすごく。仲

買が品物買います。中に腐ったものが入ってる場合もあります、生鮮食料ですから。どうし

て代金決済するか。腐ったものを買おうと何を買おうと、一たんは代金決済するんです。そ

の後、そのものをどうしようかと、どう処理しようかというのを別にやるわけなんです。買

うたものが腐ったったから金払いませんではいかないわけなんです。それもルールおかしい。

共産党さんから言うたらおかしなルールだと思いますけれど、それはそれでやっぱりやって

おられるんですよ。だから、私はこの中身に問題、立場が変わったら当然問題ありますよ。

だから私は、今まで国民健康保険税の延滞、これも多かったです。今回、源泉徴収される。

そしたら１００％入ってくる、源泉徴収に関しては。当たり前のことです。そして、寺前君

の言うたように、何たらその少ない金から取られて、その人はもともと払う意思がないのか

と、そういうことになりますよ。入った金から払う意思がないからそういうこと言うんです

よ。どっからでも金みたい、払おうと、１万５，０００円以下は取らないいうことですね。

残り２万円の人は取るんです。２万円の年金もうてる人が皆、貧乏だらけだ、そうじゃない

ですよ。金がある人もいますよ、たくさん。だから、そういう点、役場というか当局の事務

経費がかなり軽減される。これも大きな問題ですよ。これから社会はそういう事務経費をい

かに軽減するか、これは何もこれに限ったことじゃないです。いろいろな役場の事務の中で、

またこれは余計な話になりますけど、町長にもっと考えていただいて、どうしたらもっと事

務経費が削減されるか、ほかのものも含めて、そこまで考えてもらいたいぐらいです。 

 そういうことで、何ら私はこれに問題ない。これを通さない方が恥だと。民主党さんも何
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かややこしいこと言うてます。天下とったらよろしいんですよ、民主党さんが、今度。これ

で反対されて、これで国民が大半反対であれば、参議院は自民党少数派でしょう。今度の総

選挙でひっくり返して、これもやってみたらええんです。絶対ようしませんわ、民主党さん

が。それだけ申し上げといて、反対討論といたします。 

山田議長 １２番議員！ 

松野議員 すごい力説、演説をお聞きいたしましたけれども、やはり大分誤解をなさってるよ

うに私は思います。もし共産党の私が町長になりましたら、平岡町長と同じことにはなりま

せん。といいますのは、まず１つは、私はこのような大変な制度が出てきましたら議会にも

問題点をきちっと説明いたします。住民の方にも、あらゆる機会をつくって問題点をきちっ

と説明いたします。そして一緒になって、やはり国や県にこの制度はだめだと、改めてほし

いということを最大限ぎりぎりまで努力をいたします。しかし期限が来て、広陵町に無保険

者をつくることはできませんから、議案は提出いたしますけれども、まずそこが一番違うと

こですね。町長はこの制度は、例えば後期高齢者でも言われましたけれども、皆保険制度を

維持するのに大事な制度だし、みんなの役に立つとおっしゃいましたけど、私はそれは言い

ません。本当に皆さん苦しい制度ですということを説明して、苦しい制度だけど、無保険に

なっちゃいけないので我慢して提案するということを説明いたします。それから、そしてあ

わせて、この条例だけじゃなくて広陵町独自の医療を受けられない人等に対する救済策を提

案いたします。ですから、ここは大きく共産党の町長になったら変わるところだということ

を山本議員も認識をしていただきたいと思いますし、皆さんもぜひそういうところは理解し

ていただきたいというふうに思います。 

 それからですね、今ちょっとだけ町長になったつもりで発言いたしましたが、まあまあ冗

談は置いといて、今度議員の仕事、これ町長の仕事と議員の仕事は全く違います。議員の仕

事は、理事者に対していろんな問題点を指摘して問題点をただすように……。 

山田議長 本題に入ってください。本題にしてください。 

松野議員 これ本題ですよ。山本議員の反対討論に対して、賛成討論に対して反対討論言って

るんですから。山本議員はまるっきり町長になったつもりで賛成討論してるんです。議員で

しょ、山本議員は。議員の立場忘れたらあきません。議員は、そのような制度に対して問題

点をきちっと言って、それで町民の立場を暮らしや医療を守る立場で問題点を指摘して、改

善できること、町でこういう条例つくらないととかいろんなことについて指摘をして改善を

求めるのが議員の仕事なんです。ですから、その２つの点で大きな山本議員は誤解持ってお
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られるということを言わざるを得ません。 

 そういうことでよく理解していただいたと思うんですけども、もう一つ反対のところで、

本当に保険料を抑制していただいたいうことにつきましては本当に大変ご苦労いただいて喜

んでいるところでございますが、もう一つは特別徴収、前期高齢者の特別徴収の問題とあわ

せて、やはり最高限度額で１００人弱の方が負担増になるということについては、やはり高

額所得だからいいというふうな言いわけもあるかもしれませんが、国保の最高限度額という

のは本当に高額所得者というわけにいかないというような状況もございますので、この点も

反対の内容に加えたいと思います。 

山田議長 ほかに討論ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

山田議長 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決いたします。 

 議案第４号は、委員長の報告どおり原案可決することに異議ありませんか。 

         （異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第４号は、原案どおり可決されました。（不

規則発言あり）おまえら、ぼっとしてるのやないかい。ぼっとしてんのやないか。（「反対

討論してる」の声あり）そうやな。 

 本案について、反対者がありますので、起立により採決いたします。もとへ。ごめんごめ

ん。おれが間違うてますわ。もとへ。本案について、反対者がありますので、起立により採

決いたします。 

 議案第４号を原案どおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

         （賛成者起立） 

山田議長 起立多数であります。よって、議案第４号は、原案どおり可決されました。 

 次に、議案第８号、広陵町母子医療費助成条例の一部を改正することについてを議題とし

ます。 

 ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。討論ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

山田議長 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決いたします。 

 議案第８号は、委員長の報告どおり原案可決することに異議ありませんか。 
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         （「異議なし」の声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第８号は、原案どおり可決されました。 

 次に、議案第９号、広陵町老人医療費助成条例の一部を改正することについてを議題とし

ます。 

 ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。討論ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

山田議長 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。 

 議案第９号は、委員長の報告どおり原案可決することに異議ありませんか。 

         （「異議なし」の声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第９号は、原案どおり可決されました。 

 次に、議案第１０号、広陵町心身障害者医療費助成条例の一部を改正することについてを

議題とします。 

 ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。討論ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

山田議長 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。 

 議案第１０号は、委員長の報告どおり原案可決することに異議ありませんか。 

         （「異議なし」の声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第１０号は、原案どおり可決されました。 

 次に、議案第１１号、広陵町心身障害者等福祉年金条例の一部を改正することについてを

議題とします。 

 ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。討論ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

山田議長 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。 

 議案第１１号は、委員長の報告どおり原案可決することに異議ありませんか。 
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         （「異議なし」の声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第１１号は、原案どおり可決されました。 

 次に、議案第１３号、平成１９年度広陵町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）を議

題とします。 

 ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。討論ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

山田議長 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。 

 議案第１３号は、委員長の報告のとおり原案可決することに異議ありませんか。 

         （「異議なし」の声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第１３号は、原案どおり可決されました。 

山田議長 次に、日程３番、議案第１４号及び１５号を議題とします。 

 本案について、産業建設委員長より委員会の審査の結果について報告を願うことにします。

産業建設委員長、乾君！ 

乾産業建設委員長 産業建設委員会委員長報告をいたします。 

 産業建設委員会は、さきの本会議において付託されました２議案について、３月１０日委

員会を開き、慎重審査いたしましたので、その結果を報告いたします。 

 まず初めに議案第１４号、平成１９年度広陵町下水道事業特別会計補正予算（第２号）に

ついては、借換債の条件及びどのような変化が生じるのかを質問し、繰越明許費について再

説明を求めました。借換債及び繰り上げ償還に当たっては、１９年、２０年、２１年の３カ

年ですべて借りかえまたは繰り上げ償還することにしており、償還期間については残期間を

超えないこと、利息は現在のレートより年利２パーで、その効果額としては約３億８，４０

０万の利息が助かるとの説明を受けました。このほか、繰越明許費において工事のおくれな

どを聞き、地元の対応のことも絡むことから、工事等の変更については今後も少し早く経過

を知らせてほしいとのお願いし、採決の結果、全員一致で可決すべきものと決しました。 

 次に議案第１５号、平成１９年度広陵町水道事業会計補正予算（第１号）については、上

水道料金を値上げしてから水道会計が健全化してきていることから、１５年以降の値上げ効

果はどのようになっているか、並びに施設整備の今後の計画、自己水開発に関する考えや将

来の見通しなどについて伺い、送水管の入れかえなどの施設改善の必要性や将来ビジョン策
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定などの考えを聞き、採決の結果、全員一致で可決すべきものと決しました。 

 以上、簡単でありますが、産業建設委員会の審査の結果報告といたします。 

山田議長 ありがとうございました。 

 ただいまの委員長報告に対し、各議案ごとに審議いたします。 

 まず、議案第１４号、平成１９年度広陵町下水道事業特別会計補正予算（第２号）を議題

とします。 

 ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。討論ありませんか。

６番議員！ 

寺前議員 賛成いたします。しかし、この問題は本当に国と地方自治体の矛盾を露呈したもの

はありません。私たちは過去何度も国にこれだけの高金利と現状の低金利のさやをとる国の

制度は認められないということを訴えてきました。そして、この制度自体の改善で今回ペナ

ルティーのない借りかえができるようになったと、まだ５％以上といえども４％、３％の利

率があり、現在で言えば１％前後で借りられる、１％に満たないというような利率で借りら

れるような状況もある中で、このような問題については一層広陵町議会も含めて国に要求し

ていく必要があろうというように思いますので、意見をつけ加えて賛成いたします。 

山田議長 討論を打ち切り、採決いたします。 

 議案第１４号は、委員長の報告どおり原案可決することに異議ありませんか。 

         （「異議なし」の声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第１４号は、原案どおり可決されました。 

 次に、議案第１５号、平成１９年度広陵町水道事業会計補正予算（第１号）を議題としま

す。 

 ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。討論ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

山田議長 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決いたします。 

 議案第１５号は、委員長の報告どおり原案可決することに異議ありませんか。 

         （「異議なし」の声あり） 
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山田議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第１５号は、原案どおり可決されました。 

山田議長 次に日程第４番、議案第１６号、１７号、１８号、１９号、２０号、２１号、２２

号、２３号、２４号、２５号及び２６号を議題とします。 

 本案について、予算審査特別委員長より委員会の審査の結果について報告を願うことにし

ます。予算審査特別委員長、山本悦雄君！ 

山本予算審査特別委員長 予算審査特別委員会は、去る３月５日の本会議において設置され、

調査及び審査の付託を受けた１１議案につきまして１１日及び１２日に委員会を開き、慎重

に審査いたしましたので、その結果をご報告いたします。 

 審査を行った順に行います。 

 初めに議案第１６号、平成２０年度広陵町一般会計予算についてでありますが、国や県の

補助施策の減額や税収減の見込みも相まって非常に厳しい財政状況の中、行財政改革の徹底

した推進を図り、安全で環境に優しい・子供の夢を育てるまちづくりをテーマとした安全で

安心なまちづくり、人に優しい環境づくり、生き生きした子供の教育環境づくりに取り組む

予算として、前年度当初に対し７．５％増の１００億円の予算規模とされております。 

 歳入面では、その根幹となるべき税収については、人口の増加や土地の有効活用施策の成

果として家屋の新築が増加し、個人住民税、法人税、法人町民税、土地家屋に対する固定資

産税の増加が見込めるのものの、税源移譲に伴う住宅借入金等特別税額控除の影響を受け、

１．５％の増収を見込むに至ったとのことでございます。 

 また、滞納に関する徴収率については、税源移譲の影響もあるが、前年度実績を維持した

いと伺ったところであります。 

 このほか、道路特定財源の法制審議を見据えてのまちづくり交付金の見通しについての質

問に対し、現在の状況にあっては今後の事業推進についての心配はないとの答弁を伺いまし

た。 

 また、くみ取り手数料に関する会計処理においては、適正な処理を求めるという意見があ

りましたが、現在の処理方法は長年にわたって築き上げられた方法であり、現在のところ、

最善の方法ではないかと考えているが、今後検討するとの答弁でありました。 

 歳出面においては、国庫補助事業として地域防災拠点整備モデル事業の採択を受け、２カ

年計画で防災センターを整備し、防災意識の高揚と住民の安全確保の拠点とするほか、多世

代住民の交流の場として、人に優しい環境と健康づくりのためのパークゴルフ場や百済寺公

園整備や清掃センターの解体撤去など、必要不可欠な事業や数々の行政需要を積極的に推進
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する費用が組み込まれている予算であるとのことでございます。 

 各予算費目ごとでは、総務費では、口座振替制度の奨励制度について２０年度の考え方を

尋ね、公共交通の車両使用料はどのような使途か、及び公共交通の運行ルートの検討に当た

っては、議員の一部から、満遍なく住民の意見を聞いてほしいとの意見がありました。 

 電算関係の委託料で、財政削減や職員の定数減の中で、その方向性について専門職員の配

置によってシステムのメンテナンスができないか等の質問がありましたが、内容が複雑多岐

にわたっており、昨年度に続き専門知識を持ったアドバイザーに内容のチェックをお願いす

るとのことでありました。 

 次に、公用自転車の件については、町内公共施設間の業務連絡等に活用する、また自転車

通勤奨励の考えについても伺い、環境保全対策の一環と健康管理の一助及びモデル事業とし

て週１回程度の自転車通勤を呼びかけようとしているとのことでありました。しかし、議員

から、道路条件が整っていないし、自転車は広陵町にそぐわないのではないか、実施するな

ら十分危険を回避するように、また、公用自転車の理由はわかるが、現実的には非効率的で

はないかとの意見もありました。 

 消防費では、各家庭の火災報知機の設置義務化推進に対する考え方と補助の実施について

の質問には、各戸へのチラシ配布で周知しており、シルバー人材センターでも取りつけのＰ

Ｒを行っているほか、民間でも設置のＰＲをされているが、補助の考えはないとの答弁でし

た。 

 このほか、災害対策費において、一部議員から、国民保護協議会について予算化する必要

がないとの意見が出されましたが、国民を守るという意識の高揚を図るための会議であり、

それを組織する委員会であるとの答弁を伺いました。 

 また、地域防災拠点整備事業についての詳細説明を求め、国庫補助モデル事業として取り

組む姿勢と詳細な説明をいただいたところであります。 

 民生費、衛生費では、他の自治体で問題報道のあった民生児童委員活動費負担金の使途に

問題はないか、また更生保護女性会活動補助金の積算根拠などの質問に対し、民生児童委員

活動費負担金は活動に要する費用が建前の補助金であり、より適切な使途方法を研究してい

くと伺ったほか、更生保護女性会活動補助金の積算根拠については、他の補助金と同様、過

去から実施している補助金であるが、精査して考え方をはっきりさせていきたいとの考えを

伺いました。このほか、有線放送の補助金や防災無線の検討、敬老金の減額内容、保育所の

職員や支援スタッフの状況など、国保中央病院の状況などのいろいろな内容について詳細に
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伺いました。 

 また、町内に産院の誘致を求める意見がありましたが、答弁として、具体的な案を示して

ほしいとのことでありました。 

 懸案事項であります旧清掃センターの撤去に関し、ダイオキシンの測定を行った結果を聞

きたいとの質問に対し、まだ公式な発表はないが、ほとんどゼロに近いものであったと伺い

ました。 

 また、旧清掃センター内の樹木や石材について、今後の各事業において有効活用をしてい

くとのことでありました。 

 ごみの不法投棄対策については、きれいなまちづくりのため各大字自治会の協力を得て、

みんなで取り組めるような環境整備を進めたいとする考えを伺いました。 

 クリーンセンターの燃料費抑制のためにも稼働時間を延長するなど効率よくできないのか

などについても考えや問題点を詳しく伺ったものであります。 

 農商工費、土木費、災害復旧費では、農業の担い手の育成、生産量をふやすための施策、

農地を守るための農地有効活用などについて営農組織の整備を考えていることや認定農業者

の育成にも努めていくとの答弁を、また魚がすみやすい環境、きれいな川を取り戻す施策や

町営住宅の将来見通しや古寺町営住宅の改修内容についての詳細を伺ったものであります。 

 続いて教育費において、学校評価の内容やメリット、デメリットについて伺ったほか、既

存小学校の立派な施設の有効活用や放課後のクラブ活動支援スタッフについて及び図書館の

リファレンスの拡充についての考えをお聞きしたほか、奨学金制度の実態、人権教育関連予

算や図書購入時の選書方法等についても詳細な説明を伺ったところであります。 

 以上、各分野にわたり細かくお聞きいたしましたが、いずれも適正にご答弁いただいたも

のでありますが、反対者がおられましたので、採決の結果、賛成多数で原案どおり可決すべ

きものと決しました。 

 次に議案第１７号、平成２０年度広陵町国民健康保険特別会計予算については、まず初め

に、赤字決算が予測されるものの値上げをせずに税収も含め期待財源が多く含まれての収支

が図られているが、実際にはどの程度の予測をしているのか、また単年度赤字に対する対策

について伺いました。また、国民健康保険制度の認識について、その考え方を聞き、さらに

保険税滞納者対策や実態を伺い、債権回収機構の設置について提案したところであります。 

 保険制度の内容や税体系にかかわる意見に対し、制度の内容及び税の仕組みについて詳し

く説明をお聞きいたしましたが、反対者がありましたので、採決の結果、賛成多数で原案ど
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おり可決すべきものと決しました。 

 次に議案第１８号、平成２０年度広陵町老人保健特別会計予算については、後期高齢者医

療制度への移行による精算分であり、採決の結果、全員一致で原案どおり可決すべきものと

決しました。 

 次に議案第１９号、平成２０年度広陵町後期高齢者医療特別会計予算については、制度そ

のものに多くの問題があるとの意見や保険料徴収方法に対する違法性の認識についての質問

に対し、県下を一元化した広域連合が保険者となり、地域自治体は窓口役割であり、制度の

円滑な運用に努力するものであるとの説明を受けました。また、この反対意見を広域連合議

会に紹介するとの答弁を受けました。ほかに特別健診の見込みなどの説明をいただきました

が、反対者があり、採決の結果、賛成多数で原案どおり可決すべきものと決しました。 

 次に議案第２０号、平成２０年度広陵町介護保険特別会計予算については、職員給与費の

繰り入れの妥当性、介護事業所の不正行為に対する自治体の責任の所在、介護予防の取り組

み、高齢者福祉政策の拡大運用を求める意見に対し、詳細な説明を受け、採決の結果、全員

一致で原案どおり可決すべきものと決しました。 

 次に議案第２１号、平成２０年度広陵町下水道事業特別会計予算については、年利５％を

超える高利率の起債を低利率の起債へ借り替えや繰り上げ償還によって軽減される金利効果

は１９年度では約２，７２０万円、２０年度、２１年度で１５億の償還で、３億８，４２０

万円の効果があると伺いました。今後の料金改定についても伺いましたが、料金については

定期的に事業を見直した上で判断すべきものとの答弁でした。このほか、くみ取り処理と下

水道利用者の費用負担についてのバランスについて伺いましたが、いずれの処理方法であっ

ても個人の負担額については余り格差はないとの答弁等詳しく説明をいただきましたが、反

対者がおられましたので、採決の結果、賛成多数で原案どおり可決すべきものと決しました。 

 次に議案第２２号、平成２０年度広陵町墓地事業特別会計予算については、現在１区画の

永代使用料が９７万円であることを伺い、採決の結果、特に問題なく全員一致で可決すべき

ものと決しました。 

 次に議案第２３号、平成２０年度広陵町学校給食特別会計予算については、食物アレルギ

ーに対する対応について伺ったところ、詳細について把握していただいており、調理にご苦

労をいただいている様子を伺うことができました。また、ショック等を起こしたときの対応

として、対応方法を学校職員全体に周知できるように現場指導をお願いしたいところであり

ます。このほか、給食材料の購入に当たっては業者間に競争の原理が働くようにできないか
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や、産直資材としての提供を願っているホウレンソウ、コマツナ、チンゲンサイ、ナスにつ

いて、今後計画生産の予定や給食調理員の雇用の実態、栄養教諭配置による効果などについ

てお尋ねいたしました。食材の計画生産については、生産者と相談しながら計画的に進めた

いとするほか、質問事項に対し詳細に説明を伺ったところであります。このほか、地産食材

の納入単価や方法に対し、市場へ出荷するような荷姿にすると経費が膨らみ割高になる、ケ

ースにばら入れの納品ならばどこよりも安価で入るとの忠告もあり、採決の結果、全員一致

で原案どおり可決すべきものと決しました。 

 次に議案第２４号、平成２０年度広陵町用地取得事業特別会計予算については、買い戻し

場所が防災センター予定地で、防災センターに予定していない倉庫がある。ここを職員の福

利厚生施設に活用できないかとの質問に対し、シルバー人材センターの資材倉庫としての使

用予定があり、福利厚生施設としての予定はないことを伺い、採決の結果、別に問題なく、

全員一致で原案どおり可決すべきものと決しました。 

 次に議案第２５号、平成２０年度広陵町地域活性化商品券交付事業特別会計予算について

は、何ら問題なく、採決の結果、全員一致で原案どおり可決すべきものと決しました。 

 最後に議案第２６号、平成２０年度広陵町水道事業会計予算でございますが、有収率は９

４％目標で、自己水の給水率は２９％であるが、有事の場合には日量６，０００トンの浄水

能力があることや、社会全体が節水型社会となり、１人当たりの給水量が伸びていないこと

などを伺いました。このほか、石綿管の残り区間や使用料金徴収で給水停止処置のあり方に

ついて質問がありましたが、石綿管は残り約５００メートル程度であること、使用料につい

ては使ったものの料金を払ってもらうことが基本であり、滞納時の処置としては給水停止も

あり得るとの考えを伺いましたが、これも反対者がありましたので、採決の結果、賛成多数

で原案どおり可決すべきものと決しました。 

 以上、簡単ではありますが、予算審査特別委員会の審査の結果報告といたします。長らく

ご清聴ありがとうございました。 

山田議長 ありがとうございました。 

 ただいまの委員長報告に対し、各議案ごとに審議いたします。 

 まず、議案第１６号、平成２０年度広陵町一般会計予算を議題とします。 

 ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。討論ありませんか。



－244－ 

１２番議員！ 

松野議員 反対の立場で討論をいたします。 

 まず、福田内閣になりましてから半年になりますが、しかしその基本的な姿勢は、基本方

針２００６に基づくものです。これは小泉内閣が最後の年に決定した骨太方針でございまし

て、２０１１年度までの構造改革路線のレールを敷いたものです。このレールに沿って来年

度予算を福田内閣が提案したということでございます。そういう構造改革の中で、これは労

働法則の規制緩和、大きな課題としているわけでございますが、この規制緩和の中で、非正

規労働者や成果主義を拡大して人件費をふやさない仕組み、これは広陵町でも本当に削減し

ているという状況がありますが、民間の企業におきましても人件費をふやさない仕組みをつ

くり出してきました。市場万能主義で弱肉強食の競争を野放しにして、中小零細企業を際限

のないコスト削減に追い込んでいます。この間、大企業は大変好調な収益を上げているんで

すけれども、この収益は家計に波及しないどころか、逆に労働者や中小企業から吸い上げる

ことで生み出されてきている、こういうものでございます。その上、自民・公明政権は、大

企業の国際競争力を名目にして、大企業には減税、庶民には増税という逆立ち税制を続けて

きました。企業からの波及が断ち切られて、ただでさえ所得が減っている国民に、税や社会

保障の負担を押しつけているのが現状でございます。このような構造改革路線が来年度の予

算の骨子となっているのは言うまでもありません。こういうことを前提にして、広陵町でも

２００８年度予算が組まれたわけでございます。 

 広陵町の予算見ますと、まず評価すべきところも多々あるわけでございますが、まず１つ

は地区計画、これは本当に住民の念願でございましたが、地区計画策定に向けての予算を組

んでいただきました。また、妊婦健診公費負担も１回から３回、また非課税の世帯では５回

ということで引き上げていただきました。なかよし広場に本を設置して子供の読書活動推進

計画を策定していく方向も示していただきました。また、問題点は残っているものの、放課

後子ども育成教室の中で、小学校６年生まで全児童を対象にするということで、今まで学童

に入りたくても入れなかった高学年の児童が大変活用できる、喜ばしい施策であるというこ

とも言えると思います。 

 そのようないろいろと工夫をして前進をしていただいた分はございますけれども、やはり

基本的な部分あるいは具体的な幾つかの施策について、反対をいたします。 

 まず第１に、消費税の問題でございます。消費税はこの２００８年になってから本当に財

界、経団連の御手洗会長も１月７日に消費税引き上げを真剣に考えざるを得ないと発言をい
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たしましたし、経済同友会の桜井代表も同じ日に、真に長持ちする年金制度改革の中で、消

費税の扱いを考えるべきと述べているわけです。また、日経新聞なども追随した社説を載せ

ている状況でございます。自民党・公明党、与党はこのような経済界の通信簿によって左右

されるという、このような財界が政治を動かしている状況の中で、今、消費税の値上げの大

合唱でございます。住民にとって、とりわけ所得の低い人にとっては、消費税の増税は本当

に生活に大きく響くものでございます。特に低所得の方が大変たくさんふえてきている中で、

民間給与所得者で年収２００万円以下の人が２００６年、１年間で４０万人以上ふえて１，

０３３万人に達したわけでございます。所得の低い人の年収２００万円未満の方では、生活

必需品の購入割合が６７％に達するんです。そして、５００万以上の高所得世帯では生活必

需品の購入割合が３７％なんです。ですから、消費税が増税されれば、このような低所得の

方々の生活を直撃するということは目に見えております。こういう消費税に対して、町長は

賛成の姿勢を示しておられますので、この点については一貫して反対の根拠としたいと思い

ます。 

 また、以前は同和と言っておりましたが、今は人権推進予算として一括して計上されてい

るわけでございますが、これはやはり経過から見て、名前は変えてもやはり旧態依然とした

同和行政が引き続き実施されているということでございます。これは町長も本当に努力して

いただいて、予算は削減をしてきていただいたという経過もございますが、今回特にですね、

予算の中で一括して計上され、この点についてどのような状況になっているのか、どのよう

に使われるのか、わかりにくくなっているという問題点も一つございます。そして、トータ

ルといたしましても、この点では人権啓発負担金１２４万２，０００円ということでは努力

していただいていることを再度確認しておきますが、これはきちっと廃止をしていただくま

でやはり共産党は反対をしていきたいと思います。 

 それから、もう一つ反対点は、竹取公園の駐車場の有料化です。お聞きいたしましたとこ

ろ、予算委員会で、この公園駐車場の有料化に伴う実質な収益がたったの２５０万円なんで

す。なぜ２５０万円のために住民の皆さんが利用しにくいような状況を生み出すのか、せっ

かくたくさんの５７億というお金を投入してつくったすばらしい竹取公園でございます。本

当にこの間も何人にも聞くんですけど、有料化になってから１回も公園に行っていないとい

う方も結構たくさんいらっしゃるんです。図書館は土日になると自動車が行列になって利用

しにくい、こんな状態の中で、本当に公園自体は自慢できるけれども、これに対する有料化

について本当に自慢できるんでしょうか。わずかたった２５０万、どうにでもできる金額で
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すから、これは直ちに有料化を廃止していただきたいと思います。これが有料化について反

対といたします。 

 また、ごみ袋の有料化ですけれども、これも実質利益が約２，２００万ということでござ

いました。これも半分の１，０００万は基金に積み立てて、それで住民の皆さんに還元をす

る施策をするということでございますけれども、住民の皆さんは本当にごみ袋、負担も大き

いと、有料化はやっぱりやめてほしいという声が今でもたくさん寄せられているんです。そ

の有料化で得た収益をそのような住民に還元すると言いながら、本当に一方ではむだ遣いと

も言えるような予算編成になってるわけですから、これは到底住民も納得できない問題でご

ざいます。 

 あわせて、これは意見として加えますけれども、ＳＳサイズのごみ袋を４月１日から販売

していただくということになってると思うんですけれども、それがなぜ店舗に置かないのか、

やはり店舗にも置くべきです。しばらく役場とか図書館とかに置いて様子を見てから店舗に

置くことも検討するということですが、全く理解できません、このやり方については。何を

様子見るんでしょうか。条例をつくったときには、需要があると見込んで条例を変えたんで

しょう。それなのに、一人でもたくさんの人にそしたら利用してもらったらいいのに、多く

は店舗で手に入れてはるんです。それを何で公的施設にしか置かないのか、ほかのごみ袋と

どう違うのか、わけがわかりません、私は。このやり方は、まだ半月ありますから、その間

に改めていただいて、全部の店舗に置いていただきたい。このことは強くお願いしておきま

す。 

 それから、その次に国民保護法の問題です。これも条例制定のときに議論してまいりまし

たけれども、本当に国民保護法は、名前は国民保護ですけれども、国民を保護する内容では

ございません。なぜ戦争やテロを前提にする社会状況が今あるのか、全然ないです。どこが

戦争を仕掛けてくるのかと理事者に聞いても、あのときも答えられなかったと思いますし、

今回だって答えられないと思います。そういう中で国民保護法に基づく訓練を実施していく

など言語道断でございます。この点について、今、本当に憲法が、憲法９条を変えて、そし

て戦争にアメリカの応援に行ける、そんな日本にしようとしています。やはりこの広陵町の

町長初め全部の町民が戦争は嫌いです。平和を望んでいます。そのためには、憲法９条を守

っていく住民の大きな運動も起きています。これは本当に町民全部一丸となって平和を守る

取り組みを強めることが本当に今、大きな課題となっているのではないでしょうか。そうい

う点で、それに大変逆行する国民保護法について審議会など予算計上されていることについ
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ては、反対せざるを得ません。 

 それから、もう一つ反対を加えますけれども、学校評価の問題でございます。教育委員会

で学校評価をしていくということが施政方針の中で出されておりましたけれども、学校評価

をどのように評価し、それをどのように公表し、どのように活用していくかによっては、教

育の中に分断と混乱を持ち込みます。ですから、このような学校評価については、やはりき

っぱりと反対をしたいと思います。 

 また、あと意見として加えますけれども、先ほど産院の誘致、委員長から報告があったと

思いますが、本当に産科の医者が少ない中で誘致することは大変困難が伴うことは十分に承

知するわけですけれども、奈良県で一番の人口を持つ町です、町レベルでね、市以外に。そ

れから、若いお母さんがたくさんいる元気な町でもございます。今ばあばが集まると、孫は

どこの産院で産んだんだということが真剣に話題になるということが本当にご近所でも、ぜ

ひ、妊婦健診もいいけども、産科の誘致をお願いしたいんだということも聞いております。

場所があればということでしたけれども、私は町有地で真美ヶ丘の馬見中２丁目に幼稚園用

地がまだ遊んでおりますし、それからまた古寺の町営住宅の北側も、運動会とかは駐車場に

使われるスペースではございますが、まだいろいろ広陵町の町有地を検討していけば、やは

りスペースは生み出せると思います。そういうスペースをつくって、そしてそこの用地を提

供して、ぜひ産科の誘致を真剣に積極的にしていただくことを強くお願いをしたいと思いま

す。 

 また、これは道路特定財源についてでございますが、これは反対にしようかと迷ったんで

すが、意見として述べておきたいと思います。道路特定財源につきましては、まだ国会の中

でどうなるかわからない状態でございます。きのうの新聞報道におきましても、これは年度

内に解決できない可能性がまた出てきたということも報道されておりました。このような状

況の中で、やはり道路特定財源、これは一般財源化して広陵町にも回していただくという方

法もございますし、これはまた意見書でも出ておりますので議論することになりますが、こ

れはぜひそういう状況の中で考えていただきたいということで意見として加えておきたいと

思います。 

 また、職員さんの問題なんですけれども、自転車通勤、また自転車での移動を予算にも、

通勤には予算計上されてないけど、移動について予算計上されているんですけれども、本当

に人員削減の中で職員さんが移動に自転車を使うと、人員削減は効率的な行政運営というこ

とだと思うんですが、自転車だと自動車で５分で行けるところが１５分かかるんじゃないで
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しょうか。それが往復となると、時間的にもたくさんロスができるんじゃないでしょうか。

そういう点では、やはり今まで町長がやってこられた行政とは逆行すると言わざるを得ませ

ん。 

 さらに、今、広陵町の道路を眺めてみますと、委員長も委員会の中でおっしゃっておりま

したけれども、本当に自転車で安心して通れる道路は少ないんです。十分に交通安全対策が

とられていない中でこういう自転車での通勤、またあるいは移動になりますと、事故が起き

たときには本当に大変な問題になると思うんです。それと、暑いとき、寒いとき、本当に自

転車で移動するのは体にもつらいです。ですから、こういう点につきましてはぜひ再検討を

ですね、お願いしたいと思います。環境のためにということであれば、もっと全町民的な取

り組みを提案して進めていくということは十分にできるのではなかろうかというふうに思い

ます。これは意見ですので、再度職員さん含めてみんなで検討していただいたらいいのでは

ないかなと思います。 

 そして、またもう一つは人員削減が本当に今後も繰り上げ償還等の計画の中で人員削減が

一層１７０人まで進めるという計画提示されておりましたけれども、本当にこれ以上の人員

削減はもうできないんじゃないかというふうに思います。本当に元気で働きがいのある職場

にしていくためには、これ以上の人員削減、あるいは短期雇用の拡大をやめて、正規職員を

必要な分ふやしていただいて、本当に職員の皆さんが元気に働ける職場にしていただけます

ようにお願いをいたします。 

山田議長 ほかにありませんか。１１番議員！ 

八代議員 この一般会計予算、賛成の立場で討論いたします。 

 非常に厳しい財政状況の中にありまして、家屋にかかわる固定資産税や法人町民税の税収

も確実に伸びているものの、税源移譲の影響が残る面もありますが、まず徹底した経費削減

を実施して、しかしながら数々の必要不可欠な事業や行政需要推進の費用も組み込んでおら

れ、安全で安心なまちづくりを目指した予算であると私は思います。 

 財源の期待をしている道路特定財源についても、きっちり法案審議を見据えておられます。

今後の事業展開に対する心配はないということであります。 

 新しい事業についても、積極的に国庫補助事業を選択し、後世に負担を残さない事業展開

を計画しており、限られた財源の中で新しい施策に意欲的に取り組んだ予算の編成でないか

と思っております。 

 また、旧清掃センターの解体についても計画どおり推進する予定であり、随所に苦労の跡
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がうかがえる予算ではないかと思っております。現在の本町にとって、そういう意味で適切

な予算であると考えます。 

 反対討論のあった消費税については、税負担の公平化をするために広く、浅く負担を求め

たものであり、税率、対象範囲などについては、これは日本の税制度全体の中で議論される

問題であると私は解釈しております。 

 また、人権教育関連予算については、必要最小限度の費用積算であり、政治判断を交える

ものではないと思います。 

 さらに、竹取公園の駐車場料金については、現有図書館の駐車場とは区別されております。

公園施設の維持経費の確保と受益者への応分の負担の観点から、しかるべき処置ではないか

と考えております。 

 次に、ごみ袋有料化に関して、ごみ処理に要する費用の負担公平を目指したものであり、

利益を環境維持施策の財源とするものであり、反対に値するものではないかなと考えており

ます。 

 また、道路特定財源の問題につきましては、国会で法制審議がなされていますが、今議会

での審議内容ではありません。また、町にとっては貴重な財源であり、法制審議がどうなり

ましょうとも本町の事業遂行には余り支障がないのではないかと反対しておりますので、反

対に当たらないと思います。 

 国民保護計画については、武力攻撃事態等における国民の保護のための処置に関する法律

であり、基本的人権の尊重のもと、組織体制の整備及び避難、救済等々の備えをするもので

あり、町の責務などの計画であります。 

 以上が賛成の趣旨でありますが、一言私はもうちょっとつけさせていただきますと、先ほ

ど松野議員は評価をする面が多々あると申されました。松野議員の立場、町の理事者の立場、

我々議員の立場、それぞれ三者三様違うわけであります。したがいまして、すべての問題で

その三者が一致することはありません。そこでですね、この予算が約３万４，０００の広陵

町住民にとって、その人、彼ら、我々の毎日の生活にとっていかに重要であるかということ

をまず最大限の判断の基礎にするべきではないかと私は思っております。１００億の予算で

あります。その中の九牛の一毛にも少ない小さなことを取り上げて、それを反対の論拠にす

るということは私は納得がいかないんであります。 

 それから、松野さんの属する党の広報紙によりますと、我々はあれをした、これをしたと

おっしゃっておられる。しかし、おっしゃっておられる事業、必ず予算がついとるわけです。
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その予算本体に反対しておいて、あれをしました、これをしました、これは私は論理の矛盾

ではないかと思います。（不規則発言あり）したがいまして、ごく一部のこれを説いて、だ

から反対だ、これだから反対だ、しかし私はこれをしました、これが共産党の功績ですと、

こういうのはやっぱりね、だからやっぱり大所高所に立って、松野さんとこれから議論でき

ないのは、本会議におきましても、休憩時間中におきましても、私は寺前議員とも松野さん

とも１６人の議員の中では一番よう議論したんじゃないかと思いますんで、そういう面では

非常に寂しいんでありますが……（「ありがとうございます」の声あり）また機会ありまし

たらやるんですが、そういう意味で、ちょっとつけ加えましたけども、賛成の討論の一部と

いたして終わります。 

山田議長 ６番議員！ 

寺前議員 反対討論としてはかみ合ったところの部分があって、非常に議論が深まっていく内

容だというように思います。もっとこういう内容が以前からあれば、議会の質の向上になっ

てきたのではないかというように思うわけですけれども、私もこれで終わりになりますので、

残念なことだと思います。 

 まず最初に、町長の評価の問題であります。施策の評価の問題であります。それは、私た

ちは何度もこの場で述べているように、国と地方の関係をまず町民の暮らしから見てみるこ

とが必要だと思います。町民は国、県、町の行政施策の中で生きているわけですから、町の

問題だけをとらえて賛否という点では、町民の暮らしから見た場合、その不公平さは明らか

だと思います。そういう点で、本当に町民の暮らしを第一に見る場合、町だけの予算や町の

施策だけで見ることは誤っているということは明確ではないでしょうか。現実にそれが私た

ちの暮らしの中にあるからであります。 

 もう一つは、三割自治の中にあって、その自治体が町民の暮らしを優先して予算組みをす

るかどうか、これはまた別の話であります。１つは、国の施策のところで、松野議員も述べ

たように、社会保障費が非常に削られてきている、ここが大きな問題です。八代議員は予算

の９０分の１をとらえて反対するのはいかがなものかというようにおっしゃっていますけれ

ども、そうではありません。結局それが国の施策と結びついて住民がいじめられている、苦

しめられている根源があるからであります。よくご存じのように、国民健康保険税の問題、

これも一般会計からの補てんをどうするのかということが議論の対象になります。あるいは

竹取公園の有料化の問題、これも図書館の活用がもっと活発になっていく、あるいは竹取公

園に集まってきた人々が町の資源、観光や、また地場産業に結びつく資源として考えた場合
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に間違いではなかったのかということにもなります。あるいはその他、松野議員が指摘した

反対のものがそのとおりであります。こういう問題は、町独自の問題であります。国の施策

にはかかわりない問題、こういうところについては三割自治の中で大きな評価を私たちも、

大きな評価というか、先ほど実績としてたくさん、実績じゃなくて、町長が住民のために行

ってる施策として発言されているとおりであり、その点については松野議員の指摘も八代議

員の指摘も変わらないわけであります。しかし、９０分の１をとらえてという見方は根本か

ら間違っています。というのも、先ほど言ったように、住民の暮らしに直結する部分でどう

なのかということにかかわるからであります。そういう部分の見直しを私たちは求めている

わけであります。 

 そして、それは八代議員が、賛成して実績を多く上げているのに、その本体である予算に

反対しているというようにおっしゃっていますけれども、それは八代議員がその反対しなけ

ればならない部分が悪いと思えば反対をして、そして町がその予算の再編成を求めていくと

いうことが当たり前であります。もちろん私たちがもっと能力を高めて予算の動議、組み替

えを提出する方法はあります。しかし、そういう点では予算全体の取り組みについては、議

員の側の予算編成という点については、職員多数がかかわった予算編成を議員だけでやると

いうのは大変な作業で、それには及んでいないわけですけれども、そういう点で、反対のた

めの反対ではなく、いわゆる住民の暮らしに直結した部分についてどう評価するのかという

ことにかかわっているからであります。決して９０分の１のものをとらえて反対と言ってい

るわけではありません。社会保障が、先ほど一番最初に指摘されたように、２００８年度の

予算でも自然増収分２，２００億円が削減されています。これは２００７年から２０１１年

までの社会保障費の抑制を、いわゆる骨太の方針を継続するという方針から出ています。こ

ういうことを私たち町民が国、県からの大きな影響を受けているという点を見逃してはなら

ないところだというように思います。 

 また、八代議員は消費税の問題をおっしゃいました。公平で薄くというようにおっしゃっ

ていますけれども、これは見方、事実と大きな違いがあるんではないでしょうか。八代議員

もその点については認識はされるものだと思います。当然これは、公平というのはその人の

能力に応じて課税されているかどうかによって決まります。１億円の方の１％と２００万円

の所得の方の１％では、その可処分部分の負担は大きな違いがあります。これをもって公平

と言うのは明らかに生活実態を無視した形式論的な公平と言わざるを得ません。こういう点

でも議論を深めれば八代議員の誤りが間違いだったというように認識していただけるのでは
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ないかというように思うわけですけれども、そういうような点についても、この論議を一層

深めていくことが必要だと思います。 

 そして、もともとこの問題は国の施策の問題だ、だから町にとっては国の問題だから関係

ないんだという立場もあります。しかし、この問題を抜きにしてですね、町の予算を論じる

ことはできないというふうに思います。先ほども言いましたけれども、私たちは反対してい

るけれども、消費税は当然法律に従って納めております。これについては、拒否をするつも

りもありません。税金が上がったからといって、私たちが税金を拒否するつもりもありませ

ん。条例に従った施策は当然、私たちも甘受しなければならないわけですけれども、その制

度、仕組みについては、町民の暮らしから国、県、あるいは町長が一体どのような認識を持

っているのかということに直接結びつく問題であります。先ほど松野議員が町長になったと

きの、先ほどの後期高齢者医療制度の提案の仕方を述べたわけですけれども、これこそが住

民と結びついて町政を運営していく立場、そしてその立場に対決するところに与党、自民・

公明党の予算の編成にかかわる問題があります。 

 道路財源の問題についても発言がありました。道路財源について、私たちは、例えばバブ

ル期の道路計画をそのまま現在に引きずっているものであります。これをもってどのように

認識するのかということであります。この問題を抜きにしても始まりません。いわゆるむだ

な道路がたくさんある。高規格道路やその他、むだな道路を削減するというのは当たり前で

あり、そして道路財源が削減、廃止されれば、当然地方自治体に及ぶ影響は地方交付税で算

入されていくという当たり前の財源処置があり、あって当たり前であり、またそれが当然で

あり、民主党が述べている問題も地方交付税算入という形で地方に還元していくということ

になっているわけですから、その分も影響がありません。 

 というような問題であって、私たちはこの一部をとらえて予算に反対するという立場を決

してとっておりません。一部という問題は住民が苦しんでいる問題であり、そして県、国の

施策の誤りを指摘しているということから発している問題です。三割自治の枠の中でどうし

て住民の暮らしを守るのか、地方自治法の原則であり、住民の暮らしの増進に役立つ行政、

それこそが地方自治が求めている自治体の姿であり、私たちはそのような立場でこの議会を

頑張ってまいりました。 

 以上、反対の討論にいたします。 

山田議長 本案について、反対者がありますので、起立により採決いたします。 

 議案第１６号を原案どおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 
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         （賛成者起立） 

山田議長 起立多数であります。よって、議案第１６号は、原案どおり可決されました。 

 しばらく休憩いたします。 

   （Ａ.Ｍ.１１：５５休憩） 

   （Ｐ.Ｍ. １：３１再開） 

山田議長 休憩を解き再開をいたします。 

 次に、議案第１７号、平成２０年度広陵町国民健康保険特別会計予算を議題とします。 

 ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。 

         （「なし」の声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。討論ありませんか。

１２番議員！ 

松野議員 国保の予算につきましては、反対の立場で討論をいたします。 

 まず１つは、この予算の審議の中で、本当に先ほども言いましたように、保険料の値上げ

につきましては、最高税額以外の部分については本当によく頑張って抑えていただいたこと

は喜んでおります。そしてまた、さらに２００８年度は値上げをしないということを確約い

ただきました。その点についても大変ありがたく思っております。しかし、制度上の中で前

期高齢者の方の保険料が特別徴収になるという点、そしてまた最高税額の部分で１００人弱

の方がやはり値上げをするということにつきましては大変残念ですけども、その点で反対と

させていただきたいと思います。 

山田議長 ほかにありませんか。４番議員！ 

吉田議員 議案第１７号、国民健康保険特別会計予算について、賛成者の立場で討論いたしま

す。 

 国保会計を取り巻く環境は、今年度もさらに大変厳しいものと判断しております。安定的

で持続可能な制度を維持するために、２０年度は後期高齢者医療制度の創設に相まって、後

期高齢者医療制度対象者が国保の被保険者から新しい後期高齢者医療制度の被保険者に移行

し、対象者の医療給付額に相当する支援金を国保会計から後期高齢者広域連合に拠出するな

ど、制度が大きく変革するスタートの年であるわけでございます。委員会審議において、苦

しい経営を続けている国保制度に対して若干の光明を期待するものであります。 

 予算全体からは、期待財源を充てる処置を講じるなど、新制度の動向が不透明ではあるが、

２０年度に対応できる内容として編成された予算であり、保険税についても課税税率の引き
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上げをせずに難局を乗り越えようとする保険者の姿が見てとれるものであります。 

 反対討論の中で、賛成と思われるような発言もあったわけですけども、制度の法制化につ

いては、国政レベルでの議論で我々が代表に送り出した国会議員による審査事項であり、

我々市町村議員は法制化された制度をいかに円滑に運用していくかを議論するものではない

でしょうか。ここでの議論ではないと思っています。 

 保険税の値上げについても、これまでの経過の中で確かに財政見通しなど危惧する部分は

ありますが、低所得者に対してはそれなりの軽減措置があり、決してむやみに税を課してい

るものではないと思います。負担の公平さを堅持し、適正な状況を見きわめて議論する事案

であり、政策的論争とするために早々に取り上げるのはいかがなものかと思います。 

 私は、住民全体の福祉向上のため、世界に類を見ない国民皆保険制度の適切な運用を期待

するとともに、住民の方々が安心して医療サービスを受けられることを願い、私の賛成討論

といたします。 

山田議長 ６番議員！ 

寺前議員 制度の問題としては国の問題というようにおっしゃっていますけれども、結局先ほ

どから言ってる問題と同じことに尽きるというふうに思うんですね。先ほど言ったわけです

けれども、制度の問題で言えば、１９８３年の改正のときの国庫負担率、それが５６．１％

だったわけです。これがいわゆる先ほど言った４５から３８．５に下がったときですね。そ

の後、いわゆる国の負担は給付に対して５０、５０という制度に変わったわけですね。その

間、改悪をされてきたわけですけれども、これが２００５年度になると国保の総収入に占め

る国庫負担金の割合は３０．６％になるんです。これは厚生労働省保険局が出している国民

健康保険事業年報というところからの資料です。これに現在、国が従来と同じようにしてい

るとどうなるのかといえば、広陵町でも６億２，７００万の国庫負担がおりてくるというよ

うな状態にあったわけですね。だから、こういうような問題を、ただ単に制度の問題は国政

でやってもらって広陵町ではあずかり知らぬことだということにはならないということなん

です。 

 私たちは、地方六団体も国保の問題ということは全国の方々がこれほどの赤字を生む体質

を持つ国保はたまらないということで、声を上げておられます。こういう点で言えば、私た

ちはこの議会の中でもこういう国保の問題に対して国保会計が出されてくる、そういうとき

に町長がどういう立場でこの提案をされるのかということによっては変わってくる問題です。

ですからですね、地方六団体が言ってる内容では私たちとは違うところもありますけれども、
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実情は国保会計というのはもう赤字の一途をたどる性質を持ってるということからいって、

住民負担をさせるというのは間違ってるという点はきっちりと表明しなきゃならない問題だ

というふうに思うんです。当面は、その対策としては一般会計からの繰り入れが必要だとい

うように思います。共産党はこれにかわって意見書も出してるように、県においても１世帯

１万円の補助を出せという運動を行っています。こういう運動と相まって、この議会でどの

ような対応をとるのかということが決められるというように思うんです。そういう点で、制

度の問題だという形で賛成するという点はいただけないというように思います。 

 ましてこの問題は、今年度については、先ほども評価させていただいたように、町は最大

の努力をしていただいた。来年度どうなるのかという問題について、２０年度を１年かけて

議論するということですけれども、そのような中で現状は町民負担にさせるかどうかという

ことについて迫られる問題であります。それとともにもう一つは、いわゆる老人保健拠出金

は来年とることがなくなるわけですから、今年度はちょっとの間、残ってくるということで、

来年度のこれがなくなってくるということ、国がまたその分肩がわりするということですか

ら、あるいは社会保険基金からの繰り入れ等含めて、単年度で見れば黒字の可能性もあると

いう点からいって、来年度の値上げについてもより慎重に対処していただきたいということ

を述べておきたいと思います。 

 そういうことで、吉田議員の賛成討論に対しては反対いたします。 

山田議長 ほかにありませんか。 

 本案について、反対者がありますので、起立により採決いたします。 

 議案第１７号を原案どおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

         （賛成者起立） 

山田議長 起立多数であります。よって、議案第１７号は、原案どおり可決されました。 

 次に、議案第１８号、平成２０年度広陵町老人保健特別会計予算を議題とします。 

 ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。討論ありませんか。 

（なしの声あり） 

山田議長 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。 

 議案第１８号は、委員長の報告どおり原案可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 
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山田議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第１８号は、原案どおり可決されました。 

 次に、議案第１９号、平成２０年度広陵町後期高齢者医療特別会計予算を議題とします。 

 ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。討論ありませんか。

１２番議員！ 

松野議員 反対の立場で討論をいたします。 

 内容につきましては、先ほども議論いたしましたし、省略いたしますが、本当にこれから

だれもが年をとっていくんです。だれもが死ぬ前には一度は、元気でも医者に行くことにな

るんです。元気でも、死ぬ間際には必ず医者に行くことになるんです。そういう後期高齢者

の方、必ず医者に行かなきゃいけない後期高齢者の方にとって、今回のあの制度改悪につい

ては本当に深刻な改悪で、とりわけ在宅での治療を重視していく、ベッド数を大幅に減らし

て在宅での治療、そして在宅でのみとりということが強化されていくわけですけれども、こ

れについては、かかりつけ医の制度を本当に今民間の開業医のお医者さん、最後のみとりが

どこまでできるのかという部分については、お医者さん自身も大変不安を抱いておられると

いう状況の中で、また在宅でのみとるための制度あるいは設備が不十分な中で、このような

本当に若いときに一生懸命働いて税金を納めて、まじめに頑張ってきた方々の最後の後期高

齢者の時代に、このような医療の仕打ちをするのは、大変冷たい行政の仕打ちだというふう

に私は思います。 

 それから、先ほども言いましたが、混合診療が憲法違反という東京地裁の判決が出ており

ます。そういう中で見れば、この年齢差別の医療につきましては、やっぱりこれは憲法違反

でございます。ですから、こんな憲法違反の後期高齢者医療制度の予算については、きっぱ

りと反対をいたします。 

山田議長 ほかにありませんか。１４番議員！ 

青木議員 引退される松野議員に反論するのは大変心苦しいですねんけど、反対の討論があり

ましたので、賛成の討論をさせていただきます。 

 後期高齢者医療特別会計予算について、賛成の立場で討論をいたします。 

 この制度は、既にご存じのことで、釈迦に説法となりますが、平成１４年から国において

医療保険制度改正として議論され、国民皆保険制度を将来にわたって堅持し、安心安全に質

の高い医療が受けられる制度の集大成として新たに創設されたものと理解しております。２
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０年４月から施行されるものであります。 

 大きくは、疾病の予防を重視し、医療費に関しては現役世代と高齢者世代の負担を明確に

して、公正でわかりやすい制度にするとともに、運営に当たっては財政運営の安定化を図る

ため、各都道府県単位の広域連合を組織したものであります。 

 このように国において定められた法律その他法令に基づいて制度が創設され、制度運用の

ため必要な事柄を決めるため、各層代表者をメンバーとする広域連合によって、保険料算定

方法や軽減基準などそれぞれ議決されたものを各市町村の務めとして住民との窓口となって、

制度が円滑に運用されるように努力する責務があると理解をしております。 

 これらのことから、反対の討論にあった制度そのものに問題が山積しているとか、保険料

の徴収方法について論じておられますが、制度の法制化については国政レベルでの議論で、

我々が代表に送り出した国会議員による審議事項であり、我々市町村議員は法制化された制

度をいかに円滑に運用していくかを議論するものではないでしょうか。議員の持論なのか政

党論なのかわかりませんが、ここでの議論ではないと私は思います。そういう意味で私は賛

成といたします。 

山田議長 ほかにありませんか。６番！ 

寺前議員 先ほどから出てる内容と全く一緒なんですけれども、今回の後期高齢者の医療制度

については、世代間の公平という点を上げておられますけれども、結局そのように見られな

いから大変だというように思うんです。つまり、今度の後期高齢者の問題については、明ら

かに先ほどから言ってる国の社会保障費全般を減らすという計画から出発しています。決し

て世代間の公平を目指した制度でないということは明らかなんです。そういう点を世代間の

公平とあたかもみなすような方法あるいは宣伝をして、この後期高齢者医療制度を強引に推

し進めるというところに大きな問題があろうと思います。 

 それと、先ほど来出ている後期高齢者の制度の問題ですけれども、先ほどと同じことにな

るわけですけれども、結局この後期高齢者問題については、制度だけではなく広陵町の医療

問題にかかわってきます。つまり、本会議でも質問をして、７５歳以上のお年寄りに係る医

療の質の問題が決まってるのかという質問に対しては、いまだ決まっていないと。もう現時

点では決まっているかもしれませんけども、本会議のところでは決まっていないという答弁

をされていたんです。これほど国の混乱、そして７５歳以上の方々の反乱、いわゆる反対の

声、これは非常に大きなものがあります。 

 こういうような点で、市町村議員は国の定めたものについては従わなければならないとい
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うことであれば、実際のところ、三割自治を担う状態の中では、国の問題を論じない議員は、

国の問題を論ぜずして議会議員が務まるというような状態ではありません。まして、国の問

題に敏感にならなければ町民の暮らし守れないというのは当然のことであって、私はそうい

う広陵町の議員としては、国の制度に逆らわないで、従わざるを得ない上意下達の制度はい

まだに生きてる。こういうような考え方に基づく議員の皆さんでしかないというように思い

ます。やはり住民の目線で見た広陵町の暮らしに対しては、議員みずからが痛みを感じ、そ

して議員がその町民の暮らしに基づいて国や県に堂々と物を言う、こういうようなものでな

ければならないというふうに思います。 

 もちろん先ほど申しましたように、地方自治法は住民の福祉の増進をその目的としている

という点を明確にしておいていただきたいと思います。以上です。 

山田議長 ほかにありませんか。 

（なしの声あり） 

山田議長 本案について、反対者がありますので、起立により採決いたします。 

 議案第１９号を原案どおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。青木さん、立て

へんのか。（不規則発言あり） 

（賛成者起立） 

山田議長 起立多数であり、よって、議案第１９号は、原案どおり可決されました。 

 次に、議案第２０号、平成２０年度広陵町介護保険特別会計予算を議題とします。 

 ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。討論ありませんか。 

（なしの声あり） 

山田議長 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。 

 議案第２０号は、委員長の報告どおり原案可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第２０号は、原案どおり可決されました。 

 次に、議案第２１号、平成２０年度広陵町下水道事業特別会計予算を議題とします。 

 ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。１２番議員！ 
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松野議員 反対の立場で討論をいたします。 

 まず１つは、消費税の問題です。これは広陵町の方で内税にされているわけですけれども、

やはりきちっとこの消費税に対しては、とりわけ下水道は上水道とセットになっておりまし

て、上水道をとめるということは絶対できないはずです。そういう本当に毎日の暮らしにど

うしても欠かすことができない下水道について、消費税を上乗せする、その上乗せについて

基本的な姿勢が、やはり町長は住民の暮らしを守るという立場で国や県の方に消費税はやっ

ぱり平等という名のもとに行われていますが、先ほども言ったように、２００万以下の所得

の人であれば、本当に日常の食べ物とか衣服で６７％消費するわけですから、本当に暮らし

を圧迫する大変不平等な税制であることをきつく言っていただいて、反対をしていただくと

いうことが大変大切で、そういう姿勢を示していただければ、私たちは賛成をする用意がご

ざいましたが、残念ながら消費税については賛成の立場でおっしゃっておられますので、消

費税が反対の一つです。 

 それから、繰り上げ償還やっていただくのは大変よかったなと、私たちは常々やるべきだ

ということで指摘をしてきましたので、大変よかったなと。大胆にまた３カ年１５億円とい

うことでしていただくこともすばらしいなということで評価をするんですけれども、その条

件の中に下水道の値上げ計画ですね、本当にこれは予算委員会の中ではその時期時期に、見

直す時期としての設定だということでしたけれども、やはりそういうことであれば、値上げ

案は撤回していただかなきゃいけないというふうに思います。そういう点で、大変今後の広

陵町民の生活を脅かすこの値上げ計画案を推進するということが、おっしゃっておられる中

で、その点も反対の一つといたします。 

山田議長 ９番議員！ 

坂口議員 私は今会計について、次の点から賛成となしたいと思います。 

 私もこの下水道については非常に借金が多い。これは問題であると、こういうふうなこと

を申し上げておりました。今回の予算において、このような点が考慮されております。非常

に高金利、この高金利の起債を借りかえ、繰り上げ償還される。なら、将来における金利負

担を抑制していく、このような策が取り入れられているとこであります。長期的な視点に立

って、これから効果が期待できるのかなと、このようなことが私も感じてるところで、予算

については賛成としたい。意見でございます。 

山田議長 ６番議員！ 

寺前議員 繰り上げ償還については私も賛成です。しかし、これだけで賛成ということで、私
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が反対してる消費税の問題、それと先ほど値上げ計画の問題について反論がなかったんです

けれども、さらにもう一つ意見をつけ加えておきたいんですけれども、下水道値上げのとき

に議論をした問題で、いわゆる汚水原価率、これが広陵町は非常に悪い。こういう点で、な

ぜ汚水原価率が高いのかということからいって、今回も数字を述べますけれども、全国平均

でいうと１４７．２１ですね。ところが広陵町での汚水原価率は非常に悪いわけですね。だ

から……。 

山田議長 みんな期待してあんねんから、数字を。もうええわ。 

寺前議員 そういうような問題が明確にされないままいくと、結局は政府が主張する値上げの

枠から逃れることができないということになろうと思いますので、そういう点についても町

においてきちっとした原因を明確にさせることが必要だというふうに思います。以上です。 

山田議長 本案について、反対者がありますので、起立により採決いたします。 

 議案第２１号を原案どおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

山田議長 起立多数であります。よって、議案第２１号は、原案どおり可決されました。 

 次に、議案第２２号、平成２０年度広陵町墓地事業特別会計予算を議題とします。 

 ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。討論ありませんか。 

（なしの声あり） 

山田議長 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。 

 議案第２２号は、委員長の報告どおり原案可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第２２号は、原案どおり可決されました。 

 次に、議案第２３号、平成２０年度広陵町学校給食特別会計予算を議題とします。 

 ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。討論ありませんか。 

（なしの声あり） 

山田議長 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。 

 議案第２３号は、委員長の報告どおり原案可決することに異議ありませんか。 
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（異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第２３号は、原案どおり可決されました。 

 次に、議案第２４号、平成２０年度広陵町用地取得事業特別会計予算を議題とします。 

 ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。討論ありませんか。 

（なしの声あり） 

山田議長 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。 

 議案第２４号は、委員長の報告どおり原案可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第２４号は、原案どおり可決されました。 

 次に、議案第２５号、平成２０年度広陵町地域活性化商品券交付事業特別会計予算を議題

とします。 

 ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。討論ありませんか。 

（なしの声あり） 

山田議長 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。 

 議案第２５号は、委員長の報告どおり原案可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第２５号は、原案どおり可決されました。 

 次に、議案第２６号、平成２０年度広陵町水道事業会計予算を議題とします。 

 ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。討論ありませんか。

１２番議員！ 

松野議員 では、最後の討論をいたします。 

 今回の議案についてはね、水道事業会計の予算につきましては、まず１つは、消費税につ

きましては先ほどの下水道予算についてと同じ内容でございます。それからもう一つ、やは

り大変水道の滞納について、いろいろな経過、手順を踏んでいただいてるのはわかるし努力
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もしていただいていて、大変だなというのは、滞納を一掃するという努力で大変だなという

ことで、それについては本当に感謝するところですが、ただやはり給水ストップをして、滞

納徴収の、言うたらね、悪い言葉でいえばおどしみたいなことになりますよね、水がないと

生きていけませんし、手を洗うこともできないし、水洗だったらトイレも行けないというこ

とになりますからね。ですから、これについては、言ってるのは、給水規制条例に対しての

違法だから、多分違うということでおっしゃってるだろうと、理事の皆さんは思うんですけ

れども、やはりこういう命の水の給水をどこまでもストップするということは、本当に憲法

違反だというふうに思いますので、この点についてもやはり、とにかく取れればいいという

ような形での給水ストップの手法については反対をしたいと思います。 

 それから、あと、これはちょっと予算委員会で議論していなかったんですけれども、従前

から議論してきたことで、最近は本当に水道料金まで滞納が発生してるということですね。

以前私が議員になった当初、何年かは水道料金で滞納はなかったと思います。しかし、今は

学校給食でも、またこんな水道料金でも滞納が出てくる。それだけ広陵町の住民の皆さんの

生活が苦しくなっている方がいらっしゃるということのあらわれだと思うんです。ですから、

この水道料金について、減免制度、幾つかの自治体で積極的にやっております。ですから、

ぜひ減免制度を検討していただくことをお願いいたしまして、反対の討論といたします。 

山田議長 討論ありませんか。３番議員！ 

山村議員 平成２０年度水道事業会計について、賛成の立場で討論いたします。 

 いつも消費税のことについて言われますけれども、これも議員のもちろん持論か政策論か

存じませんが、国の指導に従ったものと考えております。また、水道使用料についても、私

は自分が使ったものを支払うのは基本ではないかと思っております。滞納していて給水が停

止されたという前に、支払うべきことへの導きがあってしかりではないでしょうか。水道当

局も、支払う意思のある方に対しては給水を停止することはしないと思います。私はこの水

道事業予算に賛成いたします。 

山田議長 ほかに。６番議員！ 

寺前議員 今度の水道会計ですね、未収金が７，４９８万６，０００円あるんですね。これは

滞納の部分が多くを占めてるというふうに思います。こういう、すべてが滞納ではないです

けれども、この中で今、山村議員が支払うのは当たり前だと、これはもう当然の話です。し

かし、実態は、ここに示された未収金の滞納の実態は、やはり生活苦からくるものが非常に

多いということは、実態としてあります。それをすべて一からげに支払って当たり前だとい
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うことを前提にするという点は、温かい政治を目指す者にとっては耐えがたい発言であろう

というように思います。そういう点で、この問題は、ただ単に水道会計を健全にするという

だけでなく、生活実態に合わせた水道の問題を側面から見て、衣食住、最も基本的な部分で

ありますから、そういう点では、水道についても低所得者層に対する温かい施策が求められ

るというように思います。 

 もちろん今まで定率、いわゆる１０リッターまでは定率であったものが変更になって、一

定水準までは以前よりも下がってくると。使用料少ない者は下がるけれども、１０リッター

前後の方は逆に上がっていくというような状態もあるわけですから、そういうようなところ

についても見直しを図っていただくことが必要だというように思います。 

 先ほどの下水道料金の問題についてですけれども、先ほど汚水処理原価は、広陵町では、

先ほど漏れたんですけれども、５年平均で３６０円から３７０円、１６年度で合わせますと

３６９円です。全国平均が１４７円２１銭と比べると、２倍以上の汚水処理原価になってい

ると、これが問題だということを数字をあわせて指摘しておきたいと思います。水道料金に

ついては、そういう点で反対いたします。 

 あと、消費税については先ほどからのとおりですので、説明は、反対の理由は省かせてい

ただきます。以上です。 

山田議長 本案について、反対者がありますので、起立により採決いたします。 

 議案第２６号を原案どおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

山田議長 起立多数であります。よって、議案第２６号は、原案どおり可決されました。 

山田議長 次に、日程５番、議員提出議案第２号、広陵町議会委員会条例の一部を改正するこ

とについては、吉岡君から提出され、所定の賛成者があり成立しておりますので、これより

議題とします。 

 議案の朗読させます。局長！ 

大西局長 朗読。 

山田議長 本案につきまして提案趣旨の説明をお願いします。吉岡君！ 

吉岡議員 それでは、広陵町議会委員会条例の一部を改正する条例。広陵町議会委員会条例

（昭和３２年４月広陵町条例第１３号）の一部を次のように改正する。第１条中「厚生委員

会」を「厚生建設委員会」に改め、「産業建設委員会」を削る。第２条を次のように改める。

（常任委員会の所管事項）第２条、常任委員会の所管事項は次のとおりとする。総務文教委
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員会、行政一般、財政及び他の委員会に属しない事項。厚生建設委員会、社会福祉、保健衛

生、労働その他厚生一般に関する事項、並びに土木、耕地、都市計画その他建設一般に関す

る事項及び商工、観光、上下水道事業に関する事項。第３条を次のように改める。（常任委

員会の委員の定数）第３条、常任委員会の委員の定数は、次のとおりとする。総務文教委員

会７人、厚生建設委員会７人。附則、この条例は、公布の日から施行し、平成２０年４月１

５日から適用する。よろしくお願いします。 

山田議長 これより本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。討論ありませんか。 

（なしの声あり） 

山田議長 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決いたします。 

 議員提出議案第２号は、原案どおり可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、議員提出議案第２号は、原案どおり可決されまし

た。 

山田議長 次に、日程６番、議員提出議案第３号、国民健康保険税（料）の補助制度創設を求

める意見書については、寺前君より提出され、所定の賛成者があり成立しておりますので、

これより議題とします。 

 議案の朗読をさせます。局長！ 

大西局長 朗読。 

山田議長 本案につきまして提案趣旨の説明をお願いします。寺前君！ 

寺前議員 それでは、意見書の提出理由を説明させていただきます。 

 先ほどからも述べているように、国民健康保険会計は、全国的にも厳しい状態であります。

広陵町でもたびたび言っておりますように、所得なし階層が３０％を占めるという状態です。

これは国民健康保険の加入者に年金生活者が非常に多いということをあらわしています。も

ともと制度的に国民健康保険会計はですね、財政的圧迫が非常に大きい。医療についてはそ

れぞれの保険の中でもお年寄りが多い。こういうことから、医療費、給付費も多い。こんな

状態の中で制度的に赤字体質を生む内容になっているわけであります。 

 そこで、私たちは国の改善を強く求めてきたわけですけれども、県、町に対しても意見を

求めているところであります。そして、この理由を述べさせていただきます。国民健康保険
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税は、余りにも高過ぎます。最近、県下の市町村は、払いたくても高過ぎて払えない人から

正規の保険証を資格証や短期保険証に切りかえて発行したり、差し押さえをしたりするなど、

厳しい措置をしています。このため、全国でも保険証がないために病院に行くのがおくれ、

重病に至り、さらには死亡する例が生まれています。憲法２５条は、国民の健康で文化的な

生活を保障しています。これを実現するために国民の皆保険制度として生まれたのが国民健

康保険です。一人でも多くの人が安心して十分な医療施設にかかれるためにも、奈良県にお

いては国保制度改善のために緊急に下記の項目の内容を実施していただくよう要望いたしま

す。１、県独自の施策として、年間保険税、１世帯１万円の補助制度を創設していただくこ

と。 

 以上、奈良県知事に意見書を提出していただきたいと思います。 

 ぜひ、これは議員が奈良県に対して物を言う、議会の重要な役割を果たしていただくかど

うかということでありますので、よろしくご協力のほどをお願いいたします。 

山田議長 これより本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。４番議員！ 

吉田議員 寺前議員に最後の質問をさせていただきます。 

 広陵町からも共産党の県議の方がおられるわけですけども、この１万円の財源をどういっ

た形で出されるのかということに対してご質問させていただきます。 

山田議長 ６番議員！ 

寺前議員 財源の問題については、２０億の予算が要るというような想定です。例えば、奈良

県は今、京奈和自動車道を建設しようとしています。そして、奈良の遺跡の地下構想が先般

認可された。奈良県の審議会で了承されたという記事を見たわけですけれども、この問題に

ついては、国連も含めて重要な遺跡に対する不安を表明して、地下をくぐることについては

反対だというように言っています。 

 ところで、この地下をつくる京奈和自動車道の費用ですけれども、２，４００億円かかる

というように言われてるわけです。１メートルにすると２，５００万。このような巨額な費

用をかけて、平城旧跡に眠る木簡等々ですね、地下水の変更になり得るかもわからないとい

不安を押し切って使うと。そして、それも完成には２０年かかるというように知事部局は表

明しています。このようなむだを省けば、県の予算から見ればわずかな金額で国保会計への

補助ができます。さらに、遷都１３００年の問題もあります。これは前知事から現知事に引

き継がれましたけれども、県民の多くの反対で見直しを図られ、経費は削減されました。し

かし、それでも遷都１３００年の内容に至っては、いまだ不安要素がつきまとっている状態
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です。縮小したといえども、この予算についても削れば十分な財源が生まれるということを

述べておきたいと思います。さらにまだ３つも４つも用意してますけれども、それだけにと

どめておきたいと思います。 

山田議長 いいですか、もう吉田君。８番議員！ 

山本悦雄議員 共産党さんの書いてる文章で非常に気になるんですけれどね、差し押さえをす

るなど厳しい措置をして、差し押さえしたら悪いんかどうか、まず１点お聞きしておきたい

ですね。どういう状況のとこを差し押さえして悪いのか。どういう状況のとこは差し押さえ

していいのか。差し押さえ全体が悪いのかということです。その次にね、今、２０億円とお

っしゃったいうことは、奈良県の世帯数が２万件、２万世帯と……（「２０万世帯」の声あ

り）２０万世帯、いや、ごめん、２０万世帯ということです。もっと多いのちゃうんかな。

（「いやいや、国保入ってる人だけやから」の声あり）ああ、そうか、そうか。 

 それとね、これ毎年１万円ずつ払えということです。（不規則発言あり）いやいや、これ

から毎年１万円ずつ払えと。年間１万、保険で１万円を補助をするということは、これから

毎年１万円払えということですね。 

 その次にね、これ、こんなん当然おたくも県会議員がおられますのでね、県会でやはりこ

ういうことを出された。（不規則発言あり）どうなりましたかということと、実際に全国で

こういうことをやってる、ばらまきですよね、これはっきり言った話。ということはね、何

も国保を納めてる人だけが奈良県の県民でおられるわけじゃないわけなんですね。そやのに、

国保の人だけに１万円ずつ払えと、補助せえと。この辺、ほかの人はどう思われるか。例え

ば団地の方へ行かれたらね、ほな国保に入ってない人ぎょうさんいますわね。そんな人らは

どう思われるのか、これ。選挙目当てやと思うねんけどね。今、突然選挙前に出ていって、

だけど、これ選挙でも、そっちへ行ったらマイナスなるの違うかなという懸念はいたします

ねんけどね、どうですやろね。 

山田議長 答えてください。６番議員！ 

寺前議員 １つは、差し押さえがいいのか悪いのかということであります。もちろん私たちは

悪質で金をうんざり持っていても払わないというところについては、法的処理も必要だとい

うように思います。そういう点では、差し押さえというのは、そういう一つの大きな行政の

権力行使だというように思いますけれども、実態は、この差し押さえによってどうなのか。

王寺、あるいはまた、広陵町では差し押さえが町民税も含めた話で２０数件ですか、やって

おられるということですけれども、いわゆる悪質ということの前提が差し押さえの大前提に
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なるというように思います。そういうことで、先ほどの水道水の栓をとめるということにつ

いても同じですけれども、差し押さえの問題については、国も介護保険やその他の問題で、

差し押さえについては、あるいはケース・バイ・ケースだと。資格証についてもケース・バ

イ・ケースだという形で、実態を把握しながらやらなきゃならないいうことを共産党の質問

に述べています。これは福岡県の事故、事件や生活保護の問題をあわせて、非常に最近、全

国的に行政が財源確保という一方的な財源確保という状況に追われている中で、弱者もその

他も一からげに行政が実行しているところが見られるために、国も国会で答弁でしてる状態

です。ですから、結局はケース・バイ・ケースで考えていかなきゃならないけれども、特に

低所得者層に対しては、一層その内容を吟味した上で実行しなきゃならない。あるいは実行

すべきではないというように思います。 

 それと、ばらまきだということですけれども、京都市が先般の京都市長選挙で１，０００

票弱の差で共産党が推薦する候補者が惜敗をした事実があります。その事態が変わらないと

きに、京都市は１世帯２万円余りの国保会計に補助を出すということを決めました。これは

全国的にも国保会計の状況が非常に悪い。そして値上げするけれども、滞納がふえるという

悪循環のところを切るためにはどうするのかということが言われています。そういう点では、

この国保会計に一般会計を繰り入れるということは、ばらまきどころかその会計に加入して

いる方々の健全な加入を保障するということになり、またその他の保険とのつり合いですけ

れども、結局、例えば健保は中小企業の方々の保険、健康組合保険は大企業の方々の保険、

そういう中では、一定の給料に従って保険料を設定しています。しかし、国保会計は、残念

ながらそのような仕組みになっていない。つまり、応能、応益割を６０％、５０％取るとい

う仕組みになっているために、この問題を解決できない。あるいは資産割という利益を生ま

ないものにまで課税すると、こういうような保険制度の根本的な矛盾があるわけです。そこ

に低所得者層においても、応益部分については、金持ちであろうと貧乏人であろうと、同じ

ような割合で負担するということになっているわけですから、そういうようなところに一般

会計を繰り入れるということは、社会保障制度の基本中の基本だろうというように思います。

それだけですね。（「県会」の声あり） 

 県内の県会議員が先般ですね、これは今やったものではなく、昨年の７月ぐらいから全県

的な運動として、社会保険協会やその他病院関係のところで、国保税が高いという県民の多

くの声に促されて運動を展開しています。奈良市については、独自に奈良市についても１万

円の助成をしろという形の運動をされています。そして、これは件数は忘れましたけども、
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相当な署名が集まって、去年の暮れ、そして今年に入って、県会議員先頭にその署名を集め

て、知事に署名を持っていっているところであります。そういうのがこの運動の取り組みで、

突然に始めた運動ではないということもあわせて述べておきたいと思います。（不規則発言

あり）知事に出してる。県会はまだその署名を集めてる最中で、最終を３月１０何日かにす

るということで、その後県会で取り上げられていく課題だと思います。これはもともと知事

に対しての要望ということで行っているところであります。県会の中でも議論は、この部分

は十分にされています。以上です。 

山田議長 毎年出すのかという質問あったけど。毎年すんのかと。１回ぽっきりか。 

寺前議員 これの署名については、１回です。 

山田議長 いや、署名についてというのは、１年間だけでええん。 

寺前議員 １万円。 

山田議長 １年間だけでずっと続く、２０億円、毎年要るのかという意味や。 

寺前議員 毎年出すの、私ちょっと認識欠けていました。毎年出すということです。 

山田議長 認識欠けるも何もあらへん、あんたが出してん。 

寺前議員 毎年出すということです。 

山田議長 毎年２０億要るちゅうことやな。 

 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。討論ありませんか。

８番議員！ 

山本悦雄議員 金をもらう方の話はだれも反対する人はおりません、はっきり申し上げてね。

署名も何ぼでも集まります。金出せという署名を集めんのやったら、なかなか集まりません

けどね。そうでしょう。僕は奈良県のね、はっきり申し上げて、奈良県の予算がわからない

んですよ。奈良県の財政状況がどうなったんのか、これわからない。事実、今、橋下さんが

知事になられて、大阪府が大変だいうことでいろんなこと新聞に載ってね、どんどんどんど

ん出てきますので、何ぼかそれはわかるようなわからんようなとこがありますけれども、大

変だなという感じはしてます。奈良県の場合がどこまでどうなったんのか。そのはっきりし

たことわからないんで、これを決議してどうなるんかということがあります。 

 さっき自動車、道つけんのやめたら、ほかのことしたらと、１３００年ですか、それを、

やめたらって。何もかも皆やめたらよろしいんや、ほかのもんも。（「むだをやめるという
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こと」の声あり）それがむだかどうかの問題が難しいとこなんですよ。どれでもむだやと。

共産党から見たらむだかもしれないけれども、見る方から見たら、それが非常に重要な事業

だと、こういうことが多々あるわけなんですよね。（「京奈和どうです」の声あり）京奈和

道も重要だと思ってる、京奈和道、何も奈良県だけでつくるもんじゃないですしね。だから、

京奈和道早いこともっと開通してほしいと思ってる方もたくさんいるわけなんです。だから、

そういうことでね、私はこの予算（聞きとれず）昔、よう共産党がおっしゃったね、自衛隊

の飛行機１台買わへんだら、こんだけできるやないかと。その理屈と全く一緒だと思うんで

すね。我々これちょっと判断ができない。ただ、やる言わはんのやったら、もうたんがええ

やないかという程度の判断はできますけれども、それ以上の判断ができませんのでね。ちょ

っとこれ出すことは、急速にこれが出てきたからいうて、反対して広陵町議会の見識を疑わ

れてもなんですので、もうこれ以上、私、次に議会でしゃべるときございませんので、今こ

こで反対を申し上げておきます。 

山田議長 反対ありますので、１２番議員！ 

松野議員 賛成の立場で討論をいたします。 

 今、山本議員がおっしゃいました財源の問題なんですけど、県の財政状況わからないから

ということですが、先ほど寺前議員も京奈和自動車道、それとか１３００年遷都の祭りです

ね、等々示しているので、そこについては私は信頼していただくしかないだろうというふう

に思います。それで、道路については、本当に地下を通ってということで、今、全県的にも

また全国的にも反対が大きくなっている状況です。候補的には地下を通すと、本当に工事費

が大変たくさんかかって、１メートル２，４００万円というふうに言われておりますから、

この部分を道路の是非については賛否両論あるとは思いますけれども、ただ、今、県が計画

している工法は、文化財の問題からも大変大きな問題があるということを指摘されていて、

その地下を通るのは工費が高いんです、工事の単価が。だから、是非は別としても、そこの

工事、地下を通るということを見直しさえすれば、相当な財源、１メートル２，４００万円

ですからね、相当な財源がここで生まれるんですね。だから、何でもやめたらということ言

ってるわけでもありません。１３００年祭につきましても、共産党の県会議員は県会の中で、

当初３５０億だったんですね、予算が。それを３５０億、それも藤原、旧址にあったあそこ

の公園ですね、あれは国の文化庁の許可がおりないというような状況の中で、なぜ３５０億

も要るのかということを指摘して、今、幾らだったかな、百何十億だったかな、かなり削減

されたいう経緯もございます。さらに、そういう広陵町においての一般会計でいえば、１０
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０億の２０億っていったら、大変な莫大な財源だというふうに思うけれども、県のレベルで

いえば、そういうお祭りに使うお金をちょっと節約すれば、２０億はすぐに浮かすことがで

きるという、そういう財源なんですね。ですから、財源問題については全く問題がないとい

うことはここで明言したいと思います。 

 それで、これをやっていただく県の制度として、国保の制度そのものが本当に負担の大き

い制度ですから、例えば今回も、福田内閣は２，２００億円抑制するための財源の一部とし

て、中小企業の政管健保への国庫補助を１，０００億円削減して、またさらに大企業の健康

組合で７５０億、私学共済とか公務員共済で２５０億を上乗せして拠出させているという状

況の中で、財界、マスコミからも大変な非難もあるわけですが、社会保障はもう破綻したと

いうふうにも言われている状況です。そういう状況の中でね、何としてもやっぱりこの皆保

険制度を存続させていこう、やっぱり払いやすい制度にしていこうということになれば、制

度の矛盾を改善しよう、こういうことも含めていけば、やはり１世帯１万円っていったら、

本当にそれほど大きなお金ではないんですが、所得の低い方にとったら大変助かりますし、

それだったら払えるなということにもつながっていくところも期待できるわけですから、全

部がそういうふうにつながるということではないですが、徴収率向上にも貢献することも期

待できるわけですから、どちらを考えましても、広陵町から財源をお願いしてるわけでもな

し、県の方でほんの少しお祭りをちょっと見直しするだけで十分に２０億が出るというよう

な金額ですので、広陵町民の皆さんはとても喜ばれるし、国保に加入されている方は。町の

方もやっぱりありがたいんじゃないでしょうか。それによって、町の国保の納税もですね、

多少は期待できるということもあると思うんです。ですから、広陵町にとって全くマイナス

のないこういう提案ですので、それを否決すれば……（不規則発言あり）ちょっと静かにし

て。ですから、今、山本議員がおっしゃったように、否決をしたら、本当に見識を疑われる

かもしれないから、もう棄権しようかないうような状況を落合っておられますけど、まさに

そのとおりで、これを否決したら、広陵町議会の見識が疑われるということは明白ですので、

ぜひ皆さん賛成してください。 

山田議長 本案について、反対者がありますので、起立により採決します。 

 本案を原案どおり決議することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

山田議長 起立少数であります。よって、本案は、否決されました。（不規則発言あり）何で。

（不規則発言あり） 
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山田議長 次に、日程７番、議員提出議案第４号、道路整備のための安定的な財源確保に関す

る意見書については、長濵君から提出され、所定の賛成者があり成立しておりますので、こ

れより議題とします。 

 議案の朗読をさせます。局長！ 

大西局長 朗読。 

山田議長 本案につきまして提案趣旨の説明お願いします。長濵君！ 

長濵議員 それでは、提案理由の説明を行います。 

 道路整備のための安定的な財源確保に関する意見書。道路は、活力ある地域づくりや豊か

で潤いある快適な住民の暮らしを実現するための最も基本的な社会資本整備でございます。

広陵町は国道がなく、幹線道路や鉄道等の公共交通網も希薄な地域であるため、主幹幹線道

路とアクセス道路の連携整備による住民生活の利便性を高めることが必要であり、道路整備

の状況は依然として不十分な状況にあります。よって、おくれている地方の道路整備を引き

続き着実に推進し、適切な道路管理ができるよう、道路整備のための財源を引き続き確保す

るため、次の事項について強く要望いたします。１、地方においては、道路整備の必要性が

依然として高いことを踏まえ、おくれている地方の道路整備を引き続き着実に推進し、適切

な道路管理ができるよう、道路整備のための財源を引き続き確保すること。２、道路特定財

源諸税の暫定税率の延長及び地方道路整備臨時交付金制度の継続に関する法律の成立を期限

切れまでに確実に行うこと。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。平成２０年３月１４日、奈

良県広陵議会。以上でございます。 

山田議長 これより本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。討論ありませんか。

１２番議員！ 

松野議員 反対の立場で討論をいたします。 

 この道路特定財源の問題なんですけれども、まず１つは、今、テレビ等マスコミで本当に

連日のようにむだ遣いを指摘しておりますが、その中に道路特定財源のむだ遣いもたくさん

指摘されております。この前言ったように、１台１億円もする駐車場を建設するなど、ずさ

んな使い方がなされているということが日々明らかになってきている状況でございます。そ

ういうところを放置して、引き続き道路特定財源としてさらに暫定税率を延長するという意
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見については、全く納得することができません。 

 この地方においては、道路整備の必要性が依然として高くて、おくれている地方の道路整

備を引き続き着実に推進するというように、ここの意見書、要望で書いているんですけれど

も、道路特定財源の中でですね、大きな約４割を占めるのは、高規格道路に使われるんです。

ですから、５９兆円のうちで４割が高速道路の新設なんですね。ですから、これを地方の道

路整備は大体は、例えば通学路の整備とか踏切の改善とか、そういうことを期待されている

と思うんですけれども、これは実際には大半が地方自治体の一般財源、補助金も含めてはあ

りますけれども、そういうところで賄われているのが実態でございます。ですから、今回、

引き続き特別財源としていくということについては、筋が通らない。とりわけ地方の道路の

整備のためというのであれば、これを一般財源化してもらって、地方の方にそういう小さい

道路を整備できるお金として回してもらった方が、よっぽど地方の道路は充実していくとい

うことになります。ですから、言っておられることが理解できません。 

 また、暫定税率の問題は、今、国会の中で議論をされているところでございますけれども、

この暫定税率につきまして、なぜこれは１０年間の問題で、この問題につきましては、やは

り特別、上乗せの部分ですから、それをもとに戻すというのはやはり大変住民の強い要望で

ございます。今とりわけガソリン代が値上がりしてる中で、特別な、言うたら上乗せをずっ

としてきてるわけで、今回もこれを引き続き暫定税率をやっていくとなれば、１０年間また

高いガソリン税を払うということになります。こういう問題についても、これは一旦もとに

戻して、正規の税率に戻して、そして共産党の方は住民の皆さんと議論して、環境税をどの

程度にするかという部分については議論をして合意を得ながら、環境税は少しいただくとい

うことと、それからその環境税は一般財源として活用していくということを提案しているわ

けです。 

 本当にこういう中で今、暫定税率の見直しについても国民的関心が高まっている中で、こ

れは高規格道路、これ以上の高規格道路、本当に必要かどうか、本当に国民も不審に思って

いる、こんな状況ではないでしょうか。そういう点で、この意見書には反対をいたします。 

山田議長 ほかには。８番議員！ 

山本悦雄議員 何もこの道路特定財源にもろ手を挙げて賛成というわけではないんです。だけ

ど私、今、国会でこの問題やられてますね。ねじれ国会です。衆議院は政府系が３分２以上

持ってる。参議院は少数派だと。僕は今、国会において非常にこれ、お互いに協議するチャ

ンスだと思うんですよね、いろいろ妥協し、話し合う。それが、両方とも見とったら、こっ
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ちはこっちでばあっと反対やと。ただ困らせてやろうと、政府を。３月３１日、４月になっ

たら、これ大変な混乱起きるの目に見えてますわ。途端に税金取れないわけでしょう、２５

円。これ必ず参議院で否決されるか、６０日たてば否決されたものとみなして、衆議院へ戻

ってくるわけですわね。３分の２以上をここで復活させてしまう。一番知恵のないやり方に

なるんじゃないかと、私は非常に心配してるわけなの、実際見とってね。もうちょっと何と

か妥協、何で１０年本当に、１０年もこれ続けんないかんのか。あるいは５年なら５年、も

うちょっとそういう期間を短縮したらええの。そういう話し合いをすることすらできないよ

うな国会議員を我々が選んだことが非常に残念だというような気持ちであるぐらいです、本

当のこと言ってね。両方ともですよ。両方ともそういうところがあると。（不規則発言あ

り） 

 だから、道こんだけつくるとで、今これを廃止してね、きょうこれ、道みたいに今ぱっと

やめられるわけじゃないわけですね。継続してずうっとやってるわけなんです。だから、や

めるとしても、僕は５年は最低かかると思いますわ、このことを廃止するとしてもね。そん

なきょう言うて、あしたやめられるような問題ではない。そういうことでね、やはり一旦何

らかの形であれ、こういうものをそのままいっていただいて、なおさら日本の官僚のね、こ

れ国土交通省の最大の省益でしょう。こんなん絶対国土交通省の役人は死に武者でしがみつ

いてると思いますわ、これに。これの権力で物すごく金やってると思うんですよ、僕は。

（不規則発言あり）だけども、それが今の日本の実態なんです。 

 ほな今度、これね、民主党さんが総選挙で衆議院で多数をとられたと。民主党さん、共産

党、自民公明以外の勢力で多数をとられたと。もしやって、これを言うてるようなことでき

るかいうて、１００％できませんわ、はっきり言った話。わしはそう思いますわ。民主党に、

自民党にあのぐらいのやつら、やつら言うたら失礼やけど、そんなんがいてても、なかなか

手をつけられない。民主党の今、ひよこみたいなね、何十人って一遍に１期議員に上がって

きたもんで、そう簡単にできる問題やない。ただ、政局にしたいだけだからいろんなこと言

ってるんだということを私思いますのでね、これは何とか通して、あるいは国会で何とか妥

協を見つけていただいてやっていただきたい。このように思う次第でございます。 

山田議長 ６番議員！ 

寺前議員 もろ手を挙げて賛成でないということで、公明党さんも今度、１０年の期間を短縮

してはどうかという提案をしているようで、非常に流動的な内容になってきていることは事

実だと思います。また、共産党は、この特定財源の問題については、従来からその問題点を
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指摘してきております。民主党との違いがどこにあるのか、よくわかりませんけれども……

（不規則発言あり）よくその点は見ておいていただきたいと思います。 

 それと、共通意識のあるところでは、役人がしがみついている事業の一つというようにお

っしゃっている点は共通してると思います。つまり天下り先をつくるという実態が明らかに

なっているのも、この道路特定財源の大きな特徴であろうと思います。 

 問題はですね、この道路特定財源がバブル期につくられたものだということであります。

バブル期につくられたものが現在も生きてる。１９８７年に閣議決定された四全総がこの前

提になっていて、小泉内閣のときに見直しを図るということで、現在法案が出されていると。

これでも５９兆円の目標達成の費用を確保しようとしているわけであります。そして、法案

では、国際競争力を高めるということで、現実には基幹ネットワークの整備に２３兆６，０

００億円を確保しようとしている。こういうところが大問題なんだということを言っている

わけであります。こういうことに使われることは、結局は先ほどから出ている問題点、つま

り不急不要の道路をつくるということであり、現在、国の財政が非常に困窮してると言いな

がら、社会保障の部分にはばっさりと削り続けてきて、こういう天下り先を確保する道路財

源については、がっちりとその確保をするという。このようなやり方にとっては、国民の

方々が我慢ならんというようにおっしゃってるのは当たり前だというように思います。そう

いう点では、この意見書については賛成できないと思います。以上です。 

山田議長 本案について、反対者がありますので、起立により採決します。 

 本案を原案どおり決議することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

山田議長 起立多数であります。よって、本案は、決議されました。 

 しばらく休憩します。 

   （Ｐ.Ｍ. ２：４４休憩） 

   （Ｐ.Ｍ. ３：０７再開） 

山田議長 休憩を解き再開いたします。 

山田議長 次に、日程８番、議員提出議案第５号、道路特定財源の一般財源化及び道路関係諸

税の暫定税率廃止を求める意見書については、坂口君から提出され、所定の賛成者があり成

立しておりますので、これより議題とします。 

 議案の朗読をさせます。局長！ 

大西局長 朗読。 
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山田議長 本案につきまして提案趣旨の説明をお願いします。坂口君！ 

坂口議員 それでは、提案趣旨について説明します。 

 だんだんちょっと国会みたいになってきたんですが、今ちょうど国会でこの問題が２つ、

がっぷりになっているところでございます。道路特定財源の一般財源化及び道路関係諸税の

暫定税率廃止を求める意見書と、このようなことでございます。既にテレビとか新聞とかで

いろいろ報道されております。これ全部読んでると、こういうふうな初めて見せる、一冊の

本があるんですわ。ここに全部Ｑ＆Ａ書いてあって、こんなん大変時間かかるので、端的に

言います。 

 そもそも、もうええか、中読んでもうたらわかると思いますが、昭和２９年にこういうの

が出てきて、昭和５４年、暫定税率ちゅうのは、これは昭和４９年にできて、もう３４年間

も同じこと続いてると、こういうようなことでございます。ほんで、ここに至って、いろい

ろ各、この小泉さんもありました。またあとは鳥取の片山元知事とかですね、一般財源化し

たらどうやと、いろいろな案が出ております。基本的にはね、ここに書いてあるように、地

方に十分な自主財源を保障するということで、特定道路財源の一般財源化をしたらどうだと

ともに、道路関係の暫定税率、これを廃止したらどうだということの意見書でございます。

この目的には、ここに書いてありますように、いわゆる地方分権化ということが進んできま

したので、この制度も見直しやって、道路以外への特定財源制度は廃止して一般財源化した

らどうだというのが一つ、もう一つは地方の自主財源として、その使い道を地方が自主的に

判断できるようにしたらどうだというようなことの目的で、今回の意見書を出しております。 

 国の方では、前回ね、先ほどやられたことと今回と、与党、野党両方から出ております。

今ちょっと審議、いましばらくされてるということでございますのんで、このような意見書

を提出したということでございます。よろしくお願いします。 

山田議長 これより本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。８番議員！ 

山本悦雄議員 これは民主党さんの国会での主張だと思っております。道路特定財源を一般財

源化する。暫定税率を廃止するということですよね。それをせよということですねんけれど

も、そしたら今つくってる道路はどうなるのか。今つくってる、継続されてる道路はどうい

うふうになるのか。いや、これで半分になると思うんですよね。暫定税率を廃止したら半分

の税金になってしまうと思うんですよね。今、６兆円ぐらいかな。その３兆円ぐらいになっ

てしまうと。その３兆円を一般財源化しろということなんです。その後、今、高速道路やら

も広陵町でも道つけてる、あるいはまたこの会計から別のとこ金来てる、いろんな問題があ
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りますよね。そういうものはどういうふうに解決しようとしてるか。全く出てないわけなん

です。それについて、これ意見書を出すと。やはりこれだけの大きな問題の意見書を出すと

なれば、そういうことはどうするというようなことが必要じゃないかと思うんですよ。これ

をこのまま出してきたら、こんなもん何をしてんのかと、私はそういう感じもしますのでね、

一つその点、一番大事なのは、今継続されてる事業がどうなんのかと。まず１点、この点で

すね、お聞かせ願いたいということです。 

 廃止するというだけなってる、暫定税率廃止したらそれだけでええのかと。新たな税を創

設する必要があるんじゃないかと。暫定税率を廃止し、車乗ってるもんの車のガソリンでは

かなり迷惑してる人もたくさんいるわけなんです。だから環境にも悪い。一番いいのは、車

でね、税金で高くっていうたって、ヨーロッパ行ったってもっと高い税金、これは何も道路

特定財源じゃないですけども、環境税等いろんなとこでもっと高い税率を取ってるとこもた

くさんあるわけなんです。だから、そういうのが廃止してこういうものにしようというて、

ただ廃止して、税金下げようと。格好のいい話だけやねん思いますねんけどね、そういうこ

と全く出てないので、ちょっとその辺のことについてお聞かせ願いたいと思います。 

山田議長 ９番議員！ 

坂口議員 当然そのような問題が出てくるのは当然のことでございます。そこで、このように

民主党はＱ＆Ａというのをつくりまして、これが中央から出ておるのでございます。これに

よりますと、まず今皆さん方が非常に心配されている、私もちょっと聞きたかったのはこう

いうことなんですよね。皆さん方も同じのが聞きたいと思います。 

 暫定税率を廃止すると地方は道路がつくれなくなるのではないか。これが一番皆さん方の

心配してるとこでございます。例えば奈良県下でもいろいろ道つくって、こういうことでね。

ここでですね、今、暫定税率、これを詳しく見ますと、まず地方にはこういうことになって

いくんですわ。暫定税率廃止分として約９，０００億、これが地方に流れてくるんですよ。

この暫定税率中止分約９，０００億円については、おかしいのは国直轄事業負担金制度とい

うのがございまして、国直轄事業負担金制度の廃止によって対応するということ。これ一体

何のことやということなんですね。これは国の直轄事業について、地方自治体は今、国直轄

事業負担金制度というのんは、この制度に今、地方全体で約１兆円の資金を国の直轄事業に

対する地方負担金として義務的に負担していると、現状はこういうことがございます。これ

はこの地方は非常にしんどいということで、地方六団体、地方六団体ちゅうのは、いわゆる

知事さんとか市長さんとか、こういう方々が既に平成１８年６月７日には地方分権の推進に
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関する意見書という中で、地方六団体が、１、２、３、４、５といろんなことを国に要望し

ております。この中の一番最後、５番目、ここにいわゆる道路関係で出ております。国の直

轄事業負担金については、自治体に対して個別に財政負担を課する極めて不合理なものであ

ることから、これを廃止する。特に維持管理費にかかわる国直轄事業負担金は本来管理主体

が負担すべきことから、早急にこれを廃止してほしいということで、国の直轄道路について、

地方自治体の負担ということで、約１兆円を負担していると。この財源を、ここにも書いて

る、全額を、これは一体何の財源でこんなもん地方自治体が負担せなあかんやと、こういう

ことになってきましてね、これを負担する、この中に入ってんですよ、一般財源のこの提案

の中に。これを負担することで全額を道路整備に充てるかと思うか当然、自治体は考えてな

にしてはよろしいと、こういうことなんですね。 

 このように、民主党の特定財源制度改革では、地方に財政的な負担を及ぼさないように、

地方税の減収は同規模の負担軽減措置を実施、実施というのは財源確保する、国からの交付

金、補助金を法改正にこれも同等の水準を交付すると、このようなことを中央は言っている

のでございます。 

 先ほど言うたように、地方自治体が負担する１兆円の資金、これはどういうようなバラン

スしてるかといいますと、ただいま一番問題は、特定財源による、特定財源というのは、じ

ゃあ奈良県にそんなにたくさん来てるんかと、このような問題なんですよ。特定財源ちゅう

のは、先ほどちょっと共産党みたいに、いわゆるごっつい中央の高規格道路、そこに大半が

行ってると。じゃあ、奈良県には一体この特定財源の暫定税率分は一体どんだけ来てんかち

ゅうこと、ちゃんとこれ政府資料あるいはこれに出ております。奈良県については、地方税

の道路特定財源分、軽油取引税ということで４３億円、地方譲与税の特別道路財源、地方道

路譲与税分ということで、暫定税率分２７億円、合計７０億が奈良県に来てますよと。それ

に対して奈良県は、ただいま言われた直轄事業負担金、これによって（聞きとれず）が何と

２０８億も負担していると。奈良県の場合は非常にこの負担してる割合大きい。地方によっ

て違うんですよ。たくさん、この特定道路財源が来てるというところもあるんですわ。特定

道路財源が来てて、地方の負担が少ない、当然そういうところは、たくさんこの道路財源に

ついてはメリットがあるというところの地方もございます。奈良県は実態としては、特定の

暫定税率を掛けてるけど、県に来てる税金は少ないと、このようなことがちゃんと政府資料

によっても出されております。 

 そこで民主党は、この特定の暫定税率を廃止して、今言うてるいわゆる国の直轄の事業の
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負担金を廃止してくれと、こういうことも言っておりますね。これでプラス・マイナスでこ

ういうふうに得になるのではないかと。 

 もう一つ。 

山田議長 もうええわ。 

坂口議員 いいですか。これ言うと、ごっつい長いんですわ。いっぱいあんねん、全部ついて、

資料もついてね。 

山田議長 読んでてもわからん。 

坂口議員 先ほど、言うてるように……（不規則発言あり）いや、こういうふうに資料とです

ね、毎年、毎年ですよ。 

山田議長 言ってももうわからんやろう。 

坂口議員 というふうな資料で来ているところでございますということです。そのようなこと

でして、やっぱりこういうふうなことはまずいということで、一般財源化してくださいと、

こういうことになっているわけでございます。（不規則発言あり）ということの資料は、私

がちょっと説明させていただいたので、よろしくお願いしたいと思います。 

山田議長 ほかにありませんか。 

（なしの声あり） 

山田議長 討論に入ります。討論ありませんか。８番議員！ 

山本悦雄議員 さっきの数字の説明、わし、数字持ってないんでね、それに反論することはで

きないんですけどもね、６０億や７０億の金来てるだけちゅうようなことはめったにないは

ずですわ。これは軽油取引税はこれは県税ですよね。これは県の方に当然じかに入ってくる

税金。それを除いたら２０億しか奈良県来てないのかと。それなら何も問題ないはずですけ

どね。そんなはずはないと思いますよ。要するに６兆円ですよね、あれ暫定と両方とも合わ

せたら。そのうちの３兆円を減税せえというなら、その３兆円の金はなくなるはずなんです

よ。どっから国債発行するか、ほかの税金上げるか、何かしないと、それを負担できないは

ずなんです。と思いますよ。それでね。 

 私が先ほど言いましたようにね、そんな一遍に何も廃止し、少なくとも車が走ってる、ガ

ソリン上がったって、それは何でも上がったら、皆それを国が負担するんだったら、ほかに

上がるもんってたくさんありますよ。だから、そういうことでね、やはりこれからの環境整

備、そういうものに使うんだとかなんとかいうことで、そのかわり車の方がみんなは辛抱し

てくれと。税金は車からもらうけれども、みんなは辛抱してくれということならいいんです
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よ。だけど、本当にただ廃止してこうしますと、私はさっきも申しましたようね、やはり民

主党ももうちょっと大人になって、やはり両議長のあっせんで３月末までに結論を得るとい

うことを言うてるんですから、何らかの結論を得るなり、そこでそれを利用してね、何らか

の妥協を図ってやってもらいたい。ただ、こんなものを出して廃止する、どうすると、余り

理論が極端過ぎると思いますのでね、私はせっかく出していただいたんですけれども、数字

の説明もはっきりわかりませんし、反対いたします。 

山田議長 １２番議員！ 

松野議員 賛成の立場で討論をいたします。 

 山本議員の方が、継続されている道路どうなるのか、また財源が減るとどうなるのかとい

うことを心配されておりますけれども、今、今後１０年間の道路特定財源の見直しについて

は、揮発油税、地方税、自動車、こういう適用期限の１０年延長を決めたんですけど、政府

の方は。これは１０年間で、さっき言いました総額５９兆円の道路中期計画を推進するため

の財源を確保するために、今この暫定税率も見直しをしないで延長するんだということも含

めて言っているんですね。 

 しかし、その内容が、例えばバブル期に策定された１万４，０００キロの高規格幹線道路、

７，０００キロもの地域高規格道路、さらに６本の海峡横断道路まであるんです。そういう

中で、冬柴大臣は海峡横断プロジェクトの調査をやめるとは答弁したらしいですけれども、

このような、道路をつくっても採算もとれそうもない、あるいは必要性もない、こんな道路

を高規格道路をまだ見直しもしないで、そのままつくり続けることがいいのかどうかの議論

なんです。だから、今つくりかけている道路については、やっぱり延長した方がいいのかど

うか、国民を含めて、あるいはその地域住民を含めてきちっと議論したらいいんです。そし

て、今のある計画の５９兆円の計画の中は、余りにもずさんな、先に道路財源ありきでつく

った計画ですから、それは大胆に見直しをして、大変厳しい財政状況の中でですね、本当に

この部分を見直しすれば、たくさんの大きな財源を生み出すことができるんです今、財源が

ない、財政が厳しいって、国も地方も大合唱じゃないですか。そしたら、こういうところへ

メスを入れたらいいんです。ですから、暫定税率を廃止しても、これは財政的には十分にや

っていけるという見通しを共産党は持っています。 

 それから、先ほどから山本議員が、それにかわる税金ということをおっしゃっていますが、

先ほども言いましたように、共産党は、大体ヨーロッパの方では排出減に着目した課税をし

ているそうです。ですから共産党も、もちろんこれは国民の合意がなければいけないことで
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すので、国民の合意を得ながらですけれども、二酸化炭素の排出に着目した環境税の導入を

提言をしているんです。これは特定財源じゃなくて一般財源化するということにしておりま

す。 

 それと、先ほど国保のときに、意見書のときに、山本議員は、もらうときにはだれだって

署名するし、払うときには署名しないとおっしゃいましたけど、逆に国の立場でいえば、も

らう財源ができたら、もう暫定であるにもかかわらず取り続ける。暫定の意味が全然なくっ

て、恒久税になってるじゃないですか。だから、逆に、取れるところはもうずっとどんどん

と強引にでも取っていく。山本議員がさっきおっしゃってたような、そういう中身と一緒じ

ゃないかなと私は思います。ですから、こういう部分について、そういう情緒的な話し合い

ではなく、情緒的な議論ではなく、やはり道路について、本当に必要かどうかをきちっと見

きわめをしていく、国民の合意をとっていくと、そういう中での話だというふうに私は思っ

ています。その一方で、先ほど質問しなかったんですけども、先ほどから言ってる、マスコ

ミに通じてでも、本当に道路財源も大変なむだ遣いが多いですよね。そのむだ遣いで、それ

をじゃあまずは国民の信頼回復するのに、そのむだ遣いを、じゃあ自民党、公明党はどうや

ってただすのか、そこも聞いておきたいです。そうでないと、本当に国民はこの問題につい

て納得もしません。 

 それから、もう一つ、先ほどので言い忘れましたけど、一般財源化して、つくりかけの道

路をつくる、財源をそこに回すということは十分できますからね。会計、財政処理的にも何

ら問題ないということも重ねて言っておきたいと思います。以上です。 

山田議長 次ありません。３番議員！ 

山村議員 反対の立場で意見を言わせていただきます。 

 松野議員がおっしゃるとおり、この１０年間の道路整備中期計画っていうのは、さらなる

コスト削減とか、建設の優先順位の明確化っていうことについては、今後見直すことがあっ

てもいいと思います。そういうことはどんどん討論すべきだと思います。この意見書の中に

も、原油高騰によるということで、暫定税率廃止により燃料価格を少しでも引き下げと書い

てありますが、公明党の強い主張で自動車ユーザーの負担軽減が図られ、理解が得られるよ

うにというお声をいただきながら、４月から自賠責保険の保険料が大幅に引き下げられまし

た。道路特定財源というのは、道路をつくるだけではなく、さっきも松野議員が言われてお

りましたけれども、交通渋滞の緩和とか通学路の安全対策、またバリアフリー化、また防災

ということで、本当に国民生活を守る役割を果たしておりますので、もう暫定税率が３月末
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で切れてしまえば、国民生活の大混乱は必至だと思いますので、私はこの意見書に反対いた

します。 

山田議長 討論がないようですので、６番議員！ 

寺前議員 今、賛成された中身で、結局争点が合ってないんですね。私たちも生活道路を建設

する点については、積極的に推進する立場を表明しています。そういうところは一致してい

るわけですから、そこの部分の一致で、なぜこの道路財源に賛成するのかというのが、意味

がわからないというように思います。つまり、先ほども言いましたけれども、この部分につ

いて、国際競争力の確保というのは先ほど言いました。これはバブル期につくられた計画で

す。その中で、小泉内閣の改革によって、道路財源、特定財源を財源の主にした約６０兆円

もの財源をつくってると。そのうちの約４０兆円が高規格の部分に使われるわけですから、

そこの部分についてどうするのかということを今問いただしてるわけなんですね。だから、

そこの部分について意見を言わないで、意見を言ったのは、優先順位を今後話し合えばいい

じゃないかというだけで、そういうところからいえば、本当は反対するというような立場に

共通する部分の方が多いわけです。つまり、バブル期の財源をそのままもし引き続いて今後

やるというのは、そんなばかげたことはないというのが国民の声なんですね。だから、そう

いうところの部分で、地方にいる公明党の議員さんが、やはり公明党の大臣が１０年間は長

過ぎるといって、縮めればいいじゃないかと、そこまで踏み込んでいるわけですから、地方

においてはもう少し踏み込んで、生活道路、バリアフリー等々、渋滞対策等々については、

一般財源で確保すると、バブル期につくられた高規格あるいはまた不要な高速道路、赤字が

明確な高速道路はもうやめるというところまで踏み込む必要があろうと思うんです。そうす

ると、公明党の大臣さんも意を返して、５年間って言ったけれども、やっぱりもう暫定税率

はやめようかという方向で、与党の中で意見を言ってくださるわけですから、そういうよう

なことを言うべきだと思います。それが言えないという点で言えば、やはり一般国民が求め

ている、ガソリンを安くしてほしい、あるいはまたむだなお金を使わないでほしい、あるい

は天下り先の確保のための仕事を保障するのはやめてほしい、こういうところについて明確

にやっぱり言うべきだと思います。そういう点が言えないという点では、与党になって、福

祉や社会保障が削られるのに、我慢をしている地方の公明党の議員さんの姿が出てくるんで

はないかというように思いますんで……（不規則発言あり）そういう賛成討論については、

納得いかないというふうに思います。 

山田議長 きょうは許してあげるけどね。 
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 本案について、反対者がありますので、起立により採決します。 

 本案を原案どおり決議することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

山田議長 起立少数であり、よって、本案は、否決されました。 

山田議長 次に、日程９番、議員提出議案第６号、乳幼児医療費無料制度の創設を求める意見

書については、八代君から提出され、所定の賛成者があり成立しておりますので、これより

議題とします。 

 議案の朗読をさせます。局長！ 

大西局長 朗読。 

山田議長 本案につきまして提案趣旨の説明をお願いします。八代君！ 

八代議員 先達ての厚生委員会で、全会一致で本意見書の提出を決めました。若干意見書を朗

読する前に、私の意見を述べさせていただきます。 

 私はこ存じのように子供がおりません。したがって、子供を育てた経験もございません。

したがいまして、女性問題、妊産婦問題、幼児問題等、これは私の専門分野としては全くの

素人なんでありますが、この意見書提出に当たりまして、若干私論を述べさせてもらいます。 

 少子高齢化時代というこの言葉が叫ばれて、相当期間経過しております。日本国の将来が

人口減少によって極めて深刻な危機に陥ると。５０年後にはどうだ、１００年後には人口５，

０００万割るとよう言われております。やはり今の合計特殊出生率ですね、これが２．１以

上ないと、超長期的には人口は減少します。そういう認識を持って考えてみますと、生まれ

るときの子供さん、妊婦あるいは若い夫婦が、子供が生まれる、子供が必要、子供を産みた

い、こういう気持ちになるためには、生まれるための条件整備が必要だと思います。妊産婦

の健診とか産婦人科医の充実、あるいは産婦人科病院の設置問題、こういうのは生まれると

きの気持ちを高進さすための条件整備であります。 

 今回、私が言いますこの意見書は、生まれた後どうするかというときの意見書であります。

やっぱり生まれたとき、やはり安心して子供を育てられないと、結果的に子供を持つ不安を

取り去ることはできません。そういう気持ちでこの意見書を読ませていただきます。 

 乳幼児医療費無料制度の創設を求める意見書。我が国の合計特殊出生率は年々低下し、２

００７年の数値は人口を維持するのに必要な２．０８を大きく下回る１．３にまで低下し、

まさに危機的な水準を推移している。少子化の進行は、人口構造の高齢化や将来の生産年齢

人口の減少につながり、子供の健全な成長への影響のみならず、社会経済や社会保障のあり
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方にも重大な影響を及ぼすことが懸念される。こうしたことから、子育て家庭の経済的負担

を軽減する措置が少子化対策の重要施策となっており、すべての都道府県及び市区町村にお

いて、乳幼児、児童医療費助成制度が実施されている。しかしながら、市町村の制度内容の

格差が年々拡大している状況である。 

 児童期までの年代は、病気にかかりやすく、またアトピー性皮膚炎、小児ぜんそくなどの

長期の療養を要する病気も増加しており、病気の早期発見と早期治療、治療の継続を確保す

る上で、医療費助成制度は極めて重要な役目を担っている。さらに厚生労働省が推進する８

０２０運動の達成のためには、永久歯が完成する中学時期までの口腔管理の充実を図るため

にも、同制度の果たす役割は大きくなっている。このような地方公共団体の施策を一層充実

させ、子供を安心して産み育てることのできる社会の実現を目指すには、国による支援が不

可欠である。 

 よって、政府におかれては、当面、義務教育就学前児童に対する医療費無料化制度を早急

に創設されるよう強く要望する。 

 以上、地方自治法９９条の規定により、意見書を提出する。平成２０年３月１４日、奈良

県広陵町議会。内閣総理大臣、福田康夫殿。厚生労働大臣、舛添要一殿。以上であります。 

山田議長 これより本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。討論ありませんか。 

（なしの声あり） 

山田議長 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決いたします。 

 議員提出議案第６号は、原案どおり可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、議員提出議案第６号は、原案どおり可決されまし

た。 

山田議長 次に、日程１０番、議員提出議案第７号、公費による妊婦健康診査に助成を求める

意見書については、松野君から提出され、所定の賛成者があり成立しておりますので、これ

より議題とします。 

 議案の朗読をさせます。局長！ 

大西局長 朗読。 

山田議長 本案につきまして提案趣旨の説明をお願いします。松野君！ 
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松野議員 では、最後の意見書の提案をさせていただきます。 

 本当の最後ですが、この内容につきましては、前の議会でも議論をしておりますし、皆さ

んも十分ご理解いただき、また広陵町の方も２００８年度からは３回の公費負担をするとい

うことをお決めいただきました。非課税の場合は５回ですけれども、国の方は５回までとい

うことを求めているんですけれども、そういう中で、国が５回までということを求めながら、

なぜなかなか実現できないのかということは、財源の問題が横たわっています。ですから、

やはり国がそうやって言う以上はですね、財源をしっかりと地方に出していただく。これは

当然だと思います。そういう点では残念ながら今回の公費負担の部分において、県から７万

円ですかね、の助成だけで、交付税として算入しているというようなことを言っているよう

な、言っていないような、そういうあいまいな事態で実際には入っていないというのが実態

でございます。そういう状況を踏まえて、では最後、意見書読み上げさせていただきます。 

 近年、安全な妊娠、出産に重要なかかりつけ医での健診を全く受けないで、陣痛が始まっ

てから初めて医者へ行く飛び込み出産がふえている。青森県立中央病院では、このような飛

び込み出産の増加と危険性を指摘している。同病院による飛び込み出産の場合、周産期死亡

は全国平均の１５倍、低体重児は２０倍以上と、異常出産の危険性が高いことが数字の上で

もあらわれているとしている。 

 日本医大の調査では、健診を受けなかった妊婦の３人に１人がお金がないを理由に上げた。

このような実態を国も重く受けとめ、公費での健診を５回にするよう自治体に求めているが、

国からの明確な財源が伴っていないため、自治体の持ち出しで実施することになっている。

公費での妊婦健診診査を充実させるための国の助成を強く求める。 

 地方自治法９９条の規定により、意見書を提出する。平成２０年３月１４日。最後まで読

みます。奈良県広陵町議会。内閣総理大臣、福田康夫殿、厚生労働大臣、舛添要一殿。 

 どうか最後の意見書を提出させていただきましたので、議員の皆さんの全員のご賛同を心

からお願いいたしまして、終わります。（拍手） 

山田議長 これより本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。討論ありませんか。 

（なしの声あり） 

山田議長 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決いたします。 

 議員提出議案第７号は、原案どおり可決することに異議ありませんか。 
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（異議なしの声あり） 

山田議長 ご異議なしと認めます。よって、議員提出議案第７号は、原案どおり可決されまし

た。 

山田議長 次に、日程１１番、議員提出議案第８号、国保中央病院の一部事務組合の体制強化

を求める意見書については、寺前君から提出され、所定の賛成者があり成立しておりますの

で、これより議題とします。 

 議案の朗読をさせます。局長！ 

大西局長 朗読。 

山田議長 本案につきまして提案趣旨の説明をお願いします。寺前君！ 

寺前議員 それでは、私も最後の意見書提出の説明をさせていただきます。 

 これは国保中央病院、今、病院全体が非常に厳しい状況にあります。政府もこの間、病院

改革のためのガイドラインを出しているわけですけれども、医療法には、国及び地方公共団

体は、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなけれ

ばならない。都道府県は基本方針に即して、かつ地域の実情に応じて、当該都道府県におけ

る医療体制の確保を図るための計画を定めると記されています。 

 こういう中で、広陵町のこの国保中央病院とのかかわりは、もともとは広陵町はかかわり

がなかったところでありました。ところが、県は、大三輪病院を移転するに当たって、田原

本に誘致してきた。そこで大口の田原本ともう一つ広陵町が必要だということで、広陵町が

知らない間にその中に組み込まれたということであります。そして、この問題では、このほ

かに参加する場合については、一般財源については持ち出さないという意見が多数を占めて

いたというように思います。こういうような流れの中で、現在病院を取り巻く状況は厳しい

ものがあります。 

 そこで、現在加入ができる議員が数が少ないということで、今回の提案となりました。国

保中央病院は、今後にとっても広陵町に大切な病院として育てなければならないというふう

に思います。公立病院は、地域の中核病院として大きな役割があります。国保中央病院でも、

がんケアや救急といった民間では大変な部分を救急病院として期待されています。 

 しかし、最近の国の医療行政は病院経営に大きな打撃を与えています。国保中央病院も例

外でなく、どのような本旨を持っているのか、実態など、関係町の一部の関係者でしかわか

らないありさまです。まして主役である住民は知る由もありません。建設の経過から見ても、

広陵町は絶えず病院の状況を把握する必要がありますが、町議会では不可欠な情報すら、議
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長など充て職の参加者しかわからず、今までも議会報告もないありさまです。 

 昨年１２月には総務省から公立病院改革ガイドラインが出され、住民不在の改革を押しつ

けています。よって、まず事務組合議会の強化を図るため、議会構成を抜本的に改革し、関

係自治体からの議員数を大幅にふやすよう求めるものです。これは広陵町は国保中央病院の

報告については、他町よりも町長が絶えず詳細に報告をしているというのは事実であります。

しかし、現実問題として、中の予算、決算についてかかわるということは、一部の者しかで

きてないという点で、そのかかわりをやはり広陵町の議員が一層深めていただいて、国保中

央病院が広陵町の住民が少な過ぎるという点について、きっぱり参加して物を言っていただ

く方がふえていくことが必要だというように思いますので、ぜひ国保中央病院の立場、改革

を皆さん方が担っていただきたいと思います。よろしくお願いします。（拍手） 

山田議長 これより本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。４番議員！ 

吉田議員 議員数を大幅にふやすということを求められてるわけですけども、大体何人ぐらい

が妥当だと考えておられるわけですか。 

山田議長 ６番議員！ 

寺前議員 人数については協議しながら進めないとだめですし、人口比で、議長等々の充て職

以外は人口比、あるいはまた広陵町での負担は８，７００万、これは負担金として８，７０

０万払ってるわけですから、人口比やまたその負担の率に応じて議員数を決めていくという

ことになれば、広陵町、田原本がその多くの議員を占めるということにはなると思います。

定数については、今後の議員の方々が議論して決めていただくことになるだろうと思います。 

山田議長 ほかにありませんか。 

（なしの声あり） 

山田議長 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。討論ありませんか。

１４番！ 

青木議員 私は最後の寺前君の意見書ですけど、残念ながら反対の立場で討論をさせていただ

きます。と申しますのは、私も２回、議長という形でこの国保議会に参加させていただいた

経験もありますので、反対討論をさせていただきたいと思います。 

 おっしゃるようにね、町長も逐一いろんな説明もされて、これは当然です。それで、私、

最初の議長のときにね、いろんな国保の消費税の問題とかいろんな問題のときにね、傍聴を

お願いするという形で、共産党さんを中心に傍聴のなにがあったと思います、申し入れがね。

でも、そのときにね、私がいち早く賛成をさせていただきまして、それで傍聴を可とすると
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いうことになって、これは私ね、そのときの議員でしたからね。ところが、ほとんど傍聴が

ないという、後々ね、実態もあったわけで、そやから傍聴は大いに可能であるわけですし、

その意味では傍聴は、開かれてることも事実でございます。 

 そこで、おっしゃるように、そこで一部事務組合議員のもっとふやしなさいとかいうこと

ですねんけどね、多分最初は町長と議長だけやったと思いますけど、副議長もこれ入るよう

になりまして、今現在、正副議長と町長と。ほいで、参画町が全部同じ数字、３人ずつです

よね。私ね、先ほどちょっと何か人口比とか云々が出てまして、あれちょっと間違うてるん

じゃないかな、こう思うわけでございます。なぜいうたらね、国保中央病院という一つの病

院の一つの形態でございますので、人口が少なかろうが、また負担金額の問題においても、

やはり病気になって、その地域の人たちの医療機関であればね、やはり人口が少ないから意

見の言いにくいとか、議員を少なくするという自体は私は理にかなってないと、こう思うわ

けで、その１点。 

 それと、ちょっと例は変わりますけどね、葛城清掃事務組合、これは不公平きわまりない

と私は思っております。なぜかいうたらね、町と市でね、いわゆる組合議会議員の数が全く

違うわけですね。葛城清掃事務組合と国保中央病院と全く違う性格のもんですので、私はそ

っちの方は怒っているわけですので、ただこの国保中央病院議会については町長と正副議長、

そしてそこで傍聴もしていただくようになっております。その中で、私はそれ以上大勢、人

口比でどうとかいうことを、かえってね、逆に混乱が生じる可能性も私はあると思いますの

で、私はその意味では今現況の国保組合議会の形がベターじゃないかなと、こう思うわけで、

反対とさせていただきます。 

山田議長 １２番議員！ 

松野議員 まず、傍聴が可能であるということについては、私も認識しております。人口比で

という問題は、先ほど寺前議員が例えばということで言ったんですが、これについてはやは

り人口比が妥当かどうかは、私もやっぱり人口比じゃない方がいいかなというふうに思いま

す。小さいところでも、やっぱり大きいところでもきちっと議論をしていく、対等に議論す

るということが大事かなって思います。ただ一つの案として先ほど言っただけで、そのほか

の案も言っておりますので、これだけで反対の根拠にされるということは、ちょっとあり得

ないというふうに思います。 

 今ね、組合議会の言われましたけど、町長と議長と副議長でしょう。全部充て職なんです

よ。だから、充て職だけ……（不規則発言あり）議員じゃないの。ああ、正副議長ね、執行
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の方ね。議会の方で言えばね、やっぱり充て職で常に行っていただいてるという状況ですの

で、やはり充て職じゃなくて、一般の議員の方も一緒に参加しながら、多様な意見交換をし

ていくということは、大変大切なのは、今後、国保病院は赤字になった場合に、赤字負担を

どうするかって厳しい議論をしなきゃいけない時期が来るんです。ですから、そういうとき

に、やはりそういう充て職、あるいは少人数で議論するより、いろいろな意見を出し合って

切磋琢磨して議論していただいて、本当にきちっとした方向性を出していくということにつ

いて、ぜひ議員をふやすことについては、何らマイナスにならないと思います、議会にとっ

てね。そういうことですので、ほかの議員の皆さんも、最後の寺前の議員の意見書にどうぞ

ご賛同いただきますようにお願いいたします。 

山田議長 ８番議員！ 

山本悦雄議員 寺前議員が最後にこの国保中央病院のことを非常に気になる、私も非常に気に

なります、この国保中央病院というのは。私も議長として１回だけ国保中央病院の事務組合

の議員として行かせていただきました。それは会議はええかげんなもんです、はっきり申し

上げまして。もうそんなんええやんか、山本君、そんなんええやねんかっていうような感じ

の、ちょっと後から事務長、また説明したってくれえて、そんな、実際ぶっちゃけたらそう

いうとこです。だからね……（不規則発言あり）本当にだからわしも気になることは事実な

んです。だからね、これほんまにここで赤字出た場合のやつが、実質公債比率の中に組み入

れられるのかどうかも、ちょっとまだ……（不規則発言あり）そしたらね、やはりこれは次

に構成されます来年の、次の４月の選挙で構成されますね、議員の皆さんで特別委員会とい

うか勉強会というか、何かそういうものをつくって、これ一番よう知ってるのは、中の事務

長ですわ。あとの病院長とか、ここの書いてある、これは今は川西の町長でっか。川西の町

長とか次のこの議長、わかりませんわ、きっと話。だからね、一番ようわかるその人を定期

的にそういう委員会みたいなものをつくって、そしてそこでやっていかれるのが一番、これ

私の提案、別にこんなもの送ったかて、向こうぺっとこないとっこったらしまいですわ、は

っきり言った話。いや、ぶっちゃけた話ですで、そんな無視しよったらしまいですわ。だけ

ど、こちらでそういう委員会なりなんなりつくって、向こうの事務長とあわせてね、定期的

に呼んで、やっぱりそこでやっていかれる。私はそういうぐあいにやられるのが一番いいん

であってと思いますんでね。別にこんなん出さんでもいいという、ただ単純なそっちの方で

やっていただきたいという希望で、反対させていただきます。（不規則発言あり） 

山田議長 討論を打ち切り、採決いたします。 
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 本案について、反対者がありますので、起立により採決します。 

 本案を原案どおり決議することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

山田議長 起立少数であります。よって、本案は否決されました。 

山田議長 次に、日程１２番については、提案者から取り下げの申し出があり、先ほどの議会

運営委員会で協議されました結果、了承されましたので、本案は日程から除きます。 

 以上で本日の議事日程並びに本定例会に付議されました事件はすべて終了しましたので、

会議を閉じます。 

 平成２０年第１回定例会をこれにて閉会いたします。 

   （Ｐ.Ｍ. ３：５７閉会） 
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